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資料 1-(2)-① 平成 28 年熊本地震の対応に係る検証報告書における罹災証明書に関する記載内容 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

1 

熊本地震の概ね 3カ月間の対応に関する検証報告書 

熊本県【平成 29 年 3 月】 

第 2章 課題及び改善の方向性 

第 3節 被災者のすまいの確保 

2 住家の被害認定から罹災証明書の発行 

【対応の状況】 

  市町村による迅速かつ適切な罹災証明書の発行が可能となるよう、平成 28 年 4 月 20

日と 4 月 22 日の「災害救助法及び被害家屋認定事務説明会」を始めとして、被災者台

帳・生活再建支援システムや認定事務に係る研修会をフェーズに合わせて行うととも

に、4 月 28 日に市町村からの問合せに対応するためのコールセンターを情報企画課内

に設置した。 

 なお、住家被害の大きい熊本市、南阿蘇村、益城町等には、支援チームによる罹災証

明書発行業務の支援が実施された。支援チーム内では、連日ミーティングを開催し、関

係者間で情報共有を行うとともに、罹災証明書発行に向けた課題の速やかな解決に努め

た結果、発災後概ね 1か月後には申請のあった全ての市町村で罹災証明書の発行業務が

開始された（4 月 15 日から 5 月 16 日にかけて、一次調査及び再調査による交付申請の

受付を順次開始）。 

 しかし、罹災証明書発行の前提となる被害認定調査の方法について、独自の調査票に

よる調査を行った自治体の調査方法に問題があるのではないかという意見が他自治体

から出された。そのため、県内市町村間の相互理解を図る目的で、市町村、県、国によ

る意見交換会を行ったほか、内閣府作成の運用指針の簡素化及び各自治体が行う調査

（被災建築物応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査）と、

民間の保険会社が行う地震保険損害調査の一本化について国へ要望した。 

  ＜住宅被害に伴う罹災証明書の交付件数＞ 

•180,482 件（平成 28 年 11 月 13 日までの累計処理件数、県内発行 37 市町村合計） 

【円滑に対応できた点】 

○家屋被害認定に関する市町村支援・応援体制を手厚く実施 【知事公室】【総務部】

【企画振興部】【健康福祉部】

・被災者台帳・生活再建支援システムの導入、事務説明会の実施、被害認定調査コー

ルセンターの設置（発災から 3カ月間は休日も対応）など、市町村による迅速かつ

適切な罹災証明書の発行が可能となるような措置を講じた。

・被害認定調査に係る被災地自治体への応援職員派遣についても、県庁内各部署（危

機管理防災課、人事課及び市町村課等）と連携し、県職員、県内市町村職員、他都

府県職員及び県外市町村職員の派遣調整を速やかに行った。

・被害認定基準について、市町村の調整会議や意見交換会を開催し、県及び市町村間

で情報を共有。

○罹災証明書の交付に係る業務の市町村支援  【知事公室】【企画振興部】【健康福祉

部】

・罹災証明書の交付に係る業務を効率的に行い、罹災証明書に基づく各種の被災者支

援制度を漏れなく実施するための「被災者台帳・生活再建支援システム」及び必要

な機材について、支援チームの支援を受けて、被害の大きかった 17 市町村におけ

る導入を支援した。また、その他の 3町村においては他システムを導入した。

【課題となった点①】 

①公平性の確保

○市町村間の調査判定方法の調整に苦慮 【知事公室】【健康福祉部】

213

～ 

219 

寝
具
そ
の
他

生
活
必
需
品
の
支
給

高
齢
介
護
福
祉
課

障
が
い
保
健
福
祉
課

☎
3
2
8
-2
3
4
7

☎
3
2
8
-2
5
1
9

被
災
者
支
援
制
度

受
け
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
支
援

災
害
見
舞
金

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給

災
害
援
護
資
金
の
貸
付

【
問
い
合
わ
せ
先
】

【
問
い
合
わ
せ
先
】

【
問
い
合
わ
せ
先
】

【
問
い
合
わ
せ
先
】

【
問
い
合
わ
せ
先
】

申
請
に
は
予
約
券
が
必
要
で
す
。

[予
約
券
配
付
期
間
] 
6
月
1
3
日
～
8
月
3
1
日

[配
付
場
所
] 
市
役
所
1
4
階
大
ホ
ー
ル
、

各
区
役
所
、託
麻
総
合
出
張
所
、

城
南
総
合
出
張
所

熊
本
地
震
に
よ
る
住
家
の
被
害
に
応
じ
て
、

災
害
見
舞
金
を
支
給
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

医
療
費
・
保
険
料
・
介
護
利
用
料
・
保
育
料
等
の
減
免
・
支
払
い
の
猶
予
制
度

こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン
タ
ー

☎
3
6
2
-8
1
0
0

ウ
ェ
ル
パ
ル
く
ま
も
と
3
階

（
平
日
9
時
～
1
6
時
）

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

熊
本
地
方
法
務
局
　
☎
3
6
4
-2
1
4
5

関
係
機
関
の
相
談
窓
口

土
地
建
物
の
権
利
に
つ
い
て

住
ま
い
る
ダ
イ
ヤ
ル

（
公
財
）住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

紛
争
処
理
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
0
5
7
0
-0
1
6
-1
0
0

（
P
H
S
、I
P
電
話
の
場
合
は
☎
0
3
-3
5
5
6
-5
1
4
7
）

被
災
分
譲
マ
ン
シ
ョン
に
つ
い
て
の
専
門
家
相
談

住
宅
補
修
専
用
 住
ま
い
る
ダ
イ
ヤ
ル

0
1
2
0
-3
3
0
-7
1
2

被
災
住
宅
の
補
修
や

再
建
に
つ
い
て

法
テ
ラ
ス
サ
ポ
ー
ト
ダ
イ
ヤ
ル

☎
0
5
7
0
-0
7
8
-3
7
4

法
的
支
援
に
つ
い
て

（
相
談
）熊
本
労
働
局
 職
業
安
定
課

☎
2
1
1
-1
7
0
3

（
手
続
き
）各
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

雇
用
保
険
失
業
給
付
に
つ
い
て

金
融
機
関
と
の
取
引
に
つ
い
て

【
問
い
合
わ
せ
先
】

熊
本
市
消
費
者
セ
ン
タ
ー

☎
3
5
3
-2
5
0
0

消
費
生
活
相
談

そ
の
他
生
活
上
の
相
談
窓
口

税
の
支
払
い
に

関
す
る
こ
と

医
療
・
年
金
・
介
護

・
保
育
料
等
の

支
払
い
に
関
す
る
こ
と

❼
・
障
が
い
保
健
福
祉
課

・
各
区
福
祉
課

☎
3
2
8
-2
5
1
9

建
て
直
し
・
修
理
し
た
い

4

災
害
義
援
金

5
災
害
義
援
金

5

6
9

市
税
の
減
免
・
納
税
の
猶
予

中
央
区
役
所
税
務
課

（
納
税
の
猶
予
に
つ
い
て
は
納
税
課

東
区
役
所
税
務
課

西
区
役
所
税
務
課

南
区
役
所
税
務
課

北
区
役
所
税
務
課

☎
3
2
8
-2
1
8
1

☎
3
2
8
-2
2
0
4
）

☎
3
6
7
-9
1
3
8

☎
3
2
9
-1
1
7
4

☎
3
5
7
-4
1
4
3

☎
2
7
2
-1
1
1
4

【
問
い
合
わ
せ
先
】

税
の
減
免
・
納
税
の
猶
予
制
度

熊
本
地
震
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら
れ
た
状
況
に
よ
り
市
税
の
減
免
又
は

納
税
を
猶
予（
分
割
納
付
）で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

固
定
資
産
税（
固
定
資
産
に
被
害
を
受
け
た
場
合
）

2

❶
国
民
健
康
保
険
料
の
減
免

10

❷
国
民
健
康
保
険
医
療
費
の
一
部
負
担
金（
窓
口
負
担
）の
免
除

11

❸
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
減
免

12

❹
後
期
高
齢
者
医
療
費
の
一
部
負
担
金（
窓
口
負
担
）の
免
除

14

❼
障
が
い
福
祉
関
係
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
の
免
除

19

❽
保
育
所
等
保
育
料
の
減
免

18

❺
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

13

【
問
い
合
わ
せ
先
】

営
繕
課
 ☎
3
2
8
-2
5
7
3

設
備
課
 ☎
3
2
8
-2
4
5
0

7
被
災
住
宅
の
応
急
修
理

熊
本
地
震
に
よ
り
住
宅
が
半
壊
以
上
の
被
害

を
受
け
た
世
帯
に
対
し
、一
定
の
範
囲
内
で
市

が
応
急
的
に
修
理
し
ま
す
。

被
災
家
屋
等
の
解
体
・
撤
去

熊
本
地
震
に
よ
り
全
壊
、大
規
模
半
壊
又
は

半
壊
し
た
家
屋（
事
業
所
等
）の
解
体
・
撤
去

を
市
が
所
有
者
に
代
わ
っ
て
行
い
ま
す
。

熊
本
地
震
に
よ
り
住
宅
が
大
規
模
半
壊
又

は
全
壊（
や
む
を
え
な
い
事
由
に
よ
り
解
体

す
る
半
壊
を
含
む
）の
被
害
を
受
け
ら
れ
た

方
に
、生
活
再
建
の
支
援
金
を
支
給
し
ま
す
。

福
祉
用
具（
高
齢
者
・
障
が
い
者
）の

再
購
入
・
再
給
付

17
20

❻
介
護
保
険
料
お
よ
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
減
免

15
16

・
国
保
年
金
課

・
各
区
区
民
課

☎
3
2
8
-2
2
9
0

❶
～
❺

☎
3
2
8
-2
3
4
7

・
高
齢
介
護
福
祉
課

・
各
区
福
祉
課

❻

地
震
に
よ
る

死
亡
・
ケ
ガ

家
・
家
財
が
被
害
を

受
け
た

新
た
に
住
む
場
所
を
探
し
た
い

建
て
直
し
・
修
理
し
た
い

生
活
必
需
品
が
必
要

● ● ●

・
保
育
幼
稚
園
課

・
各
区
保
健
子
ど
も
課
☎
3
2
8
-2
5
6
8

・
母
子
父
子
相
談
室

・
各
区
保
健
子
ど
も
課
☎
3
8
5
-1
2
2
8

❾
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
の
償
還
の
猶
予

21

●
各
支
援
制
度
の
詳
し
い
内
容
は
、被
災
者
支
援
制
度
一
覧（
裏
面
）の
説
明
を
ご
覧
に
な
る
か

被
災
者
支
援
情
報
ダ
イ
ヤ
ル
　
  
0
1
2
0
-0
1
3
-5
7
2
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

受
け
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
支
援

災
害
見
舞
金

【
問
い
合
わ
せ
先
】

災
害
弔
慰
金

熊
本
地
震
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
方
の
ご
遺
族
に
災
害
弔
慰
金
を
支
給
し
ま
す
。

熊
本
地
震
に
よ
り
心
身
に
障
が
い
を
受
け
た
方
等
に
災
害
見
舞
金
を
支
給
し
ま
す
。

3 4 生
活
再
建
支
援
課
　
　
0
1
2
0
-0
1
3
-5
7
2

生
活
再
建
支
援
課
　
　
0
1
2
0
-0
1
3
-5
7
2

生
活
再
建
支
援
課
　
　
0
1
2
0
-0
1
3
-5
7
2

民
間
賃
貸
住
宅
借
上
げ
制
度
に
よ
る

住
宅
の
提
供

【
問
い
合
わ
せ
先
】

【
問
い
合
わ
せ
先
】

建
築
政
策
課

住
宅
再
建
支
援
課
☎
3
2
8
-2
4
3
8

☎
3
2
8
-2
9
7
3

民
間
賃
貸
住
宅
相
談
窓
口

☎
0
1
2
0
-0
3
-0
3
3
8

民
間
賃
貸
住
宅
の
情
報
提
供

不
動
産
関
係
団
体
が
協
力
し
て
、民
間
賃
貸

住
宅
の
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

新
た
に
住
む
場
所
を
探
し
た
い

生
活
必
需
品
が
必
要

8
民
間
賃
貸
住
宅
を
市
が
借
上
げ
ま
す
。

※
物
件
は
ご
自
身
で
探
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

金
融
庁
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

　
 0
1
2
0
-1
5
6
-8
1
1

り
災
証
明「
住
家
」（
店
舗
兼
住
宅
を
含
む
）

今
回
の
熊
本
地
震
に
伴
う「
住
家
」（
店
舗
兼
住
宅
を
含
む
）の
被
害
に
つ
い
て
、

り
災
証
明
書
の
発
行
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

※
各
種
お
手
続
き
に
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
カ
ー
ポ
ー
ト
、倉
庫
、門
扉
等
は
対
象
外
で
す
。

り
災
証
明
書
発
行
に
関
す
る
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

0
1
2
0
-2
3
7
-0
3
4

平
成
2
8
年
7
月
版
A

❽ ❾

【
問
い
合
わ
せ
先
】

震
災
廃
棄
物
対
策
課
 ☎
3
2
8
-2
9
7
6

被
災
家
屋
解
体
ダ
イ
ヤ
ル

　
0
1
2
0
-9
4
6
-1
5
3

[貸
付
限
度
額
]

被
災
状
況
に
よ
り
1
5
0
万
円
～
3
5
0
万
円

[貸
付
条
件
]

利
率
：
年
3
%
(据
置
期
間
<
3
年
>
中
は
無
利
子
)

[償
還
期
間
]1
0
年
 ※
連
帯
保
証
人
が
必
要
で
す
。

健
康
福
祉
政
策
課

☎
3
2
8
-2
3
4
0

熊
本
地
震
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
方
の
ご
遺
族
及
び
重
傷
を
負
っ
た
方
に
、

全
国
並
び
に
海
外
の
皆
様
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
義
援
金
を
配
分
し
ま
す
。

熊
本
地
震
に
よ
り
住
家
に
一
定
以
上
の
被
害

を
受
け
た
方
に
、全
国
並
び
に
海
外
の
皆
様

か
ら
寄
せ
ら
れ
た
義
援
金
を
配
分
し
ま
す
。

熊
本
地
震
に
よ
る
被
害
の
程
度
や
世
帯
の
状
況

に
応
じ
て
、災
害
援
護
資
金
の
貸
付
を
行
い
ま
す
。

減
免
事
由

2
割
以
上
4
割
未
満

4
割
以
上
6
割
未
満

6
割
以
上
8
割
未
満

8
割
以
上

2
割
以
上
4
割
未
満

4
割
以
上
5
割
未
満

5
割
以
上

4
/1
0

6
/1
0

8
/1
0

全
額

4
/1
0

6
/1
0

全
額

減
免
割
合

損
害
の
程
度

被
害
面
積
が
土
地
全
体
の

面
積
に
占
め
る
割
合

損
害
の
程
度

建
物
の
価
値
が
減
少
し
た

割
合

区
分

土
地

家
屋

減
免
事
由

2
割
以
上
4
割
未
満

4
割
以
上
6
割
未
満

6
割
以
上
8
割
未
満

8
割
以
上

4
/1
0

6
/1
0

8
/1
0

全
額

減
免
割
合

損
害
の
程
度

資
産
の
価
値
が
減
少
し
た

割
合

区
分

償
却
資
産

※
上
記
の
ほ
か
、納
税
が
困
難
な
場
合
に
は

減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

個
人
市
民
税（
居
住
す
る
住
宅
に
被
害
を
受
け
た
場
合
）
減
免
割
合

居
住
す
る
住
宅
の

被
害
の
程
度

全
 壊

大
規
模
半
壊

半
 壊

全
 額
3
/4
1
/2

1
/2
3
/8
1
/4

1
/4

3
/1
6

1
/8

※
上
記
の
ほ
か
、所
有
す
る
住
宅
又
は
家
財
に
被
害
を
受
け
た
場
合
、農
作
物
に
被
害
を
受
け
た
場
合
な
ど

納
税
が
困
難
な
場
合
に
は
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

合
計
所
得
が
5
0
0
万
円
以
下

合
計
所
得
が
7
5
0
万
円
以
下

合
計
所
得
が
1
,0
0
0
万
円
以
下



− 附 3 −

資料 1-(2)-① 平成 28 年熊本地震の対応に係る検証報告書における罹災証明書に関する記載内容 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

1 

熊本地震の概ね 3カ月間の対応に関する検証報告書 

熊本県【平成 29 年 3 月】 

第 2章 課題及び改善の方向性 

第 3節 被災者のすまいの確保 

2 住家の被害認定から罹災証明書の発行 

【対応の状況】 

  市町村による迅速かつ適切な罹災証明書の発行が可能となるよう、平成 28 年 4 月 20

日と 4 月 22 日の「災害救助法及び被害家屋認定事務説明会」を始めとして、被災者台

帳・生活再建支援システムや認定事務に係る研修会をフェーズに合わせて行うととも

に、4 月 28 日に市町村からの問合せに対応するためのコールセンターを情報企画課内

に設置した。 

 なお、住家被害の大きい熊本市、南阿蘇村、益城町等には、支援チームによる罹災証

明書発行業務の支援が実施された。支援チーム内では、連日ミーティングを開催し、関

係者間で情報共有を行うとともに、罹災証明書発行に向けた課題の速やかな解決に努め

た結果、発災後概ね 1か月後には申請のあった全ての市町村で罹災証明書の発行業務が

開始された（4 月 15 日から 5 月 16 日にかけて、一次調査及び再調査による交付申請の

受付を順次開始）。 

 しかし、罹災証明書発行の前提となる被害認定調査の方法について、独自の調査票に

よる調査を行った自治体の調査方法に問題があるのではないかという意見が他自治体

から出された。そのため、県内市町村間の相互理解を図る目的で、市町村、県、国によ

る意見交換会を行ったほか、内閣府作成の運用指針の簡素化及び各自治体が行う調査

（被災建築物応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査）と、

民間の保険会社が行う地震保険損害調査の一本化について国へ要望した。 

  ＜住宅被害に伴う罹災証明書の交付件数＞ 

•180,482 件（平成 28 年 11 月 13 日までの累計処理件数、県内発行 37 市町村合計） 

【円滑に対応できた点】 

○家屋被害認定に関する市町村支援・応援体制を手厚く実施 【知事公室】【総務部】

【企画振興部】【健康福祉部】

・被災者台帳・生活再建支援システムの導入、事務説明会の実施、被害認定調査コー

ルセンターの設置（発災から 3カ月間は休日も対応）など、市町村による迅速かつ

適切な罹災証明書の発行が可能となるような措置を講じた。

・被害認定調査に係る被災地自治体への応援職員派遣についても、県庁内各部署（危

機管理防災課、人事課及び市町村課等）と連携し、県職員、県内市町村職員、他都

府県職員及び県外市町村職員の派遣調整を速やかに行った。

・被害認定基準について、市町村の調整会議や意見交換会を開催し、県及び市町村間

で情報を共有。

○罹災証明書の交付に係る業務の市町村支援  【知事公室】【企画振興部】【健康福祉

部】

・罹災証明書の交付に係る業務を効率的に行い、罹災証明書に基づく各種の被災者支

援制度を漏れなく実施するための「被災者台帳・生活再建支援システム」及び必要

な機材について、支援チームの支援を受けて、被害の大きかった 17 市町村におけ

る導入を支援した。また、その他の 3町村においては他システムを導入した。

【課題となった点①】 

①公平性の確保

○市町村間の調査判定方法の調整に苦慮 【知事公室】【健康福祉部】

213

～ 

219 
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

には専門資格を持たない行政職員よりも建築士等の専門家による調査を望む方

もいることから、建築士等の専門家を調査チームに加えた市町村もあった。しか

し、住家被害認定調査を行うためには多大な人的資源を投入する必要があるうえ

に、建築士等の資格を有する人材については、他の官民の調査でも必要とされる

ため、その確保が困難であった。 

【課題②に対する改善の方向性】 

○市町村における被害認定調査の進捗状況及び罹災証明書の交付状況の把握  【関係部

局】 

・災害時に市町村の罹災証明書の交付を迅速かつ円滑に実施するために、被災市町村

における被害認定調査の進捗状況及び罹災証明書の交付状況について、地域振興局

等を通じて把握するとともに、遅れのある市町村に対しては応援のための職員派遣

を行う。

○県民や市町村の負担を軽減する仕組みを国へ提案  【知事公室】【健康福祉部】

・民間保険会社の被害認定調査と各自治体が実施する被害認定調査の一本化と、調査

方法の簡素化を国へ要望する。

○被害認定調査を応援職員にもお願いすることを前提にしてマニュアル整備等、受援体

制を整備 【知事公室】【健康福祉部】 

【課題となった点③】 

③住家被害について複数の調査が存在

○住家被害について複数の調査が存在することで、被災者が混乱 【知事公室】

・住家被害に関する調査は、各自治体が行う調査（被災建築物応急危険度判定調査、

被災宅地危険度判定調査及び住家被害認定調査）と、民間の保険会社が行う地震

保険損害調査があり、それぞれの目的や調査基準が異なることから調査結果が異

なることについて、市町村や住民から、不満の声が多く聞かれるなど混乱が生じ

た。 

【課題③に対する改善の方向性】 

○住民へ各種調査の意義等について事前から周知 【知事公室】【健康福祉部】  

【課題となった点④】 

④主管課について

○多くの問い合わせ対応などで、災害対策本部が忙殺 【知事公室】【健康福祉部】

・災害対策本部で人命救助に関する事務を所管する職員が、生活支援に関する事務

である罹災証明業務を兼務していたことから、住民・マスコミ・市町村等からの

問い合わせをはじめ、多くの業務を並行して対応せざるを得なくなる等、災害時

の事務分掌未整理が原因となる混乱が生じた。

【課題④に対する改善の方向性】 

○全庁的な業務継続計画 （ＢＣＰ） 見直し 【全部局】 

・災害時に休止・縮小すべき業務の精査を行うとともに、災害対応に係る業務量が偏

在しないよう部署間の調整を行う。

・応援職員の活用を含めた業務体制の整備を行う。

【課題となった点⑤】 

⑤情報収集と公表のあり方

○市町村の発行状況の集計等で混乱が生じた 【知事公室】【健康福祉部】

・罹災証明書の発行状況の集計等についての詳細を定めていなかったため、非住家

に係る調査件数を含めるかどうか等について、現場の市町村等をはじめとする関

係者の混乱を招いた。

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

・熊本地震においては、住家被害認定調査 2次調査の際に、熊本市が独自の調査票

を用いて被害調査を行ったことから、それ以外の 18 市町村から県に対して被災

自治体間の調整等を求める申入れがあった（平成 28 年 9 月 5日付）。そのため、

2 次調査に関する調整会議や意見交換会を開催して調整を図った。国の防災基本

計画において、県には広域的な災害における調査・判定方法の市町村間での調整

が定められているが、住家被害認定調査は市町村の自治事務であり、当該調整に

関して対応に大変苦慮した。

・県域を超えた調査方法の調整が必要となった場合は、更に調整が困難となること

が予想される。

（時系列）

・4月下旬～県では、被害認定に係る調査•判定方法に市町村間のばらつきが生じ

ないよう、大学や研究機関の支援のもと、発災直後から研修会を 6

回開催するなどのシステム導入に向けた支援を行うとともに、コー

ルセンターを設置し、市町村からの相談にも対応。

・7 月 5 日 熊本市の 2 次調査の調査票が内閣府指針準拠のものと異なるのでは

ないかとの情報が県に寄せられる。 

・7月上旬 熊本市の 2次調査の状況についてヒアリングを実施。

・8月 熊本市の調査票について、内閣府に確認を依頼。 

熊本市へのヒアリング結果、内閣府の見解などをもとに、関係市町

村担当者や、担当課長との協議を 3回実施。 

・9月 5日 18 市町村から県に対して、判定基準等について、県において調整を

行うよう申し入れ。 

・9月 16 日 「熊本地震」住家被害認定 2次調査に関する市町村調整会議を実施。 

熊本市から「2 次調査の迅速実施のために独自の調査票を使用して

いるが、内閣府指針に沿って行っている」旨の説明がなされ、各市

町村長とも、熊本市の説明を了解される。 

・10 月 3 日 9 月 16 日の調整会議を受け、熊本市から、調査票記載欄の追加等の

改善を行ったとの報告を受ける。 

・10 月 7 日 上記調査票を各市町村に参考送付

【課題①に対する改善の方向性】 

○市町村担当者向け被害認定調査研修 【知事公室】【健康福祉部】

・平時から、被害認定調査の目的や調査方法等について、市町村職員への研修を行う。 

○県及び市町村の間の情報共有の仕組みの検討  【知事公室】【健康福祉部】

・罹災証明書が生活再建の前提となっており、公平性が強く求められることから、複

数の市町村において被害認定調査を行う場合には調査方法等について県及び市町

村間で情報共有し、可能な限り統一した取扱いとする。また、他の被災県との情報

共有を行う。

【課題となった点②】 

②人材確保

○住家被害認定調査を行うための人材確保が困難  【知事公室】【健康福祉部】【土

木部】【市町村】

・避難所運営等、多くの災害関連業務に労力を割かれる中、判定基準の確認など対

応に追われた。

・特に二次調査については詳細な調査を行う必要があることから、多大な人員が必

要となり、被災市町村職員だけでは対応が困難。

・住家被害認定調査については、専門資格や経験のない職員でも対応できるよう内

閣府が「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を定めているが、被災者の中
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

には専門資格を持たない行政職員よりも建築士等の専門家による調査を望む方

もいることから、建築士等の専門家を調査チームに加えた市町村もあった。しか

し、住家被害認定調査を行うためには多大な人的資源を投入する必要があるうえ

に、建築士等の資格を有する人材については、他の官民の調査でも必要とされる

ため、その確保が困難であった。 

【課題②に対する改善の方向性】 

○市町村における被害認定調査の進捗状況及び罹災証明書の交付状況の把握  【関係部

局】 

・災害時に市町村の罹災証明書の交付を迅速かつ円滑に実施するために、被災市町村

における被害認定調査の進捗状況及び罹災証明書の交付状況について、地域振興局

等を通じて把握するとともに、遅れのある市町村に対しては応援のための職員派遣

を行う。

○県民や市町村の負担を軽減する仕組みを国へ提案  【知事公室】【健康福祉部】

・民間保険会社の被害認定調査と各自治体が実施する被害認定調査の一本化と、調査

方法の簡素化を国へ要望する。

○被害認定調査を応援職員にもお願いすることを前提にしてマニュアル整備等、受援体

制を整備 【知事公室】【健康福祉部】 

【課題となった点③】 

③住家被害について複数の調査が存在

○住家被害について複数の調査が存在することで、被災者が混乱 【知事公室】

・住家被害に関する調査は、各自治体が行う調査（被災建築物応急危険度判定調査、

被災宅地危険度判定調査及び住家被害認定調査）と、民間の保険会社が行う地震

保険損害調査があり、それぞれの目的や調査基準が異なることから調査結果が異

なることについて、市町村や住民から、不満の声が多く聞かれるなど混乱が生じ

た。 

【課題③に対する改善の方向性】 

○住民へ各種調査の意義等について事前から周知 【知事公室】【健康福祉部】  

【課題となった点④】 

④主管課について

○多くの問い合わせ対応などで、災害対策本部が忙殺 【知事公室】【健康福祉部】

・災害対策本部で人命救助に関する事務を所管する職員が、生活支援に関する事務

である罹災証明業務を兼務していたことから、住民・マスコミ・市町村等からの

問い合わせをはじめ、多くの業務を並行して対応せざるを得なくなる等、災害時

の事務分掌未整理が原因となる混乱が生じた。

【課題④に対する改善の方向性】 

○全庁的な業務継続計画 （ＢＣＰ） 見直し 【全部局】 

・災害時に休止・縮小すべき業務の精査を行うとともに、災害対応に係る業務量が偏

在しないよう部署間の調整を行う。

・応援職員の活用を含めた業務体制の整備を行う。

【課題となった点⑤】 

⑤情報収集と公表のあり方

○市町村の発行状況の集計等で混乱が生じた 【知事公室】【健康福祉部】

・罹災証明書の発行状況の集計等についての詳細を定めていなかったため、非住家

に係る調査件数を含めるかどうか等について、現場の市町村等をはじめとする関

係者の混乱を招いた。

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

・熊本地震においては、住家被害認定調査 2次調査の際に、熊本市が独自の調査票

を用いて被害調査を行ったことから、それ以外の 18 市町村から県に対して被災

自治体間の調整等を求める申入れがあった（平成 28 年 9 月 5日付）。そのため、

2 次調査に関する調整会議や意見交換会を開催して調整を図った。国の防災基本

計画において、県には広域的な災害における調査・判定方法の市町村間での調整

が定められているが、住家被害認定調査は市町村の自治事務であり、当該調整に

関して対応に大変苦慮した。

・県域を超えた調査方法の調整が必要となった場合は、更に調整が困難となること

が予想される。

（時系列）

・4月下旬～県では、被害認定に係る調査•判定方法に市町村間のばらつきが生じ

ないよう、大学や研究機関の支援のもと、発災直後から研修会を 6

回開催するなどのシステム導入に向けた支援を行うとともに、コー

ルセンターを設置し、市町村からの相談にも対応。

・7 月 5 日 熊本市の 2 次調査の調査票が内閣府指針準拠のものと異なるのでは

ないかとの情報が県に寄せられる。 

・7月上旬 熊本市の 2次調査の状況についてヒアリングを実施。

・8月 熊本市の調査票について、内閣府に確認を依頼。 

熊本市へのヒアリング結果、内閣府の見解などをもとに、関係市町

村担当者や、担当課長との協議を 3回実施。 

・9月 5日 18 市町村から県に対して、判定基準等について、県において調整を

行うよう申し入れ。 

・9月 16 日 「熊本地震」住家被害認定 2次調査に関する市町村調整会議を実施。 

熊本市から「2 次調査の迅速実施のために独自の調査票を使用して

いるが、内閣府指針に沿って行っている」旨の説明がなされ、各市

町村長とも、熊本市の説明を了解される。 

・10 月 3 日 9 月 16 日の調整会議を受け、熊本市から、調査票記載欄の追加等の

改善を行ったとの報告を受ける。 

・10 月 7 日 上記調査票を各市町村に参考送付

【課題①に対する改善の方向性】 

○市町村担当者向け被害認定調査研修 【知事公室】【健康福祉部】

・平時から、被害認定調査の目的や調査方法等について、市町村職員への研修を行う。 

○県及び市町村の間の情報共有の仕組みの検討  【知事公室】【健康福祉部】

・罹災証明書が生活再建の前提となっており、公平性が強く求められることから、複

数の市町村において被害認定調査を行う場合には調査方法等について県及び市町

村間で情報共有し、可能な限り統一した取扱いとする。また、他の被災県との情報

共有を行う。

【課題となった点②】 

②人材確保

○住家被害認定調査を行うための人材確保が困難  【知事公室】【健康福祉部】【土

木部】【市町村】

・避難所運営等、多くの災害関連業務に労力を割かれる中、判定基準の確認など対

応に追われた。

・特に二次調査については詳細な調査を行う必要があることから、多大な人員が必

要となり、被災市町村職員だけでは対応が困難。

・住家被害認定調査については、専門資格や経験のない職員でも対応できるよう内

閣府が「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を定めているが、被災者の中
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

○ 本県市町村では、災害時における県内市町村間の相互応援に関する基本協定は締結さ

れているが、罹災証明書発行に必要な職員を配置するための具体的な仕組みが構築され

ていない。

○ 罹災証明書の発行は、被災者の生活再建のため、迅速性が求められており、災害に備

え、被害認定調査の簡素化が必要。

○ 被害認定の調査方法の統一を図るため内閣府の指針があるが、指針に強制力がなく、

市町村ごとに調査・判定方法に差異がある。

＜改善の方向性＞ 

○ 罹災証明書を迅速に発行するための市町村の体制強化を促進

○ 熊本地震を踏まえ、国へ罹災証明に関する制度改正を提案

【具体的な対応策】 

○ 市町村に対し、市町村防災担当者研修会（毎年度 5月に開催）等において、罹災証

明書の発行に係る必要人員の確保やシステムの早期導入について検討を行うよう要

請。

○ 熊本県から内閣府に対し「被害認定調査の簡素化」、「被災市町村の判断余地の縮

小」、「住家被害認定調査の官民調査の一本化」、「支援が足りていない被災者に対

する公的支援の仕組み」について制度改正を提案（平成 28年 9月）。

○ 九州地方知事会から自由民主党本部や関係府省（内閣府防災、総務省、国土交通省）

に対し、被害認定基準運用指針の簡素化、家屋被害認定調査などの経費に対する災害

救助法の適用範囲の拡大や災害救助費全般に係る国庫負担率の引き上げを行うよう

提言活動を実施（平成 28年 11月）。

※ 九州地方知事会においても検討

4 

平成 28年度宮崎県地域防災計画修正の主な概要 

宮崎県【平成 29年 3月】 

2 熊本地震を踏まえた修正について 

③被災者支援に関する事項

●熊本地震で起こった事象・課題

・市町村の体制不足により住家の被害認定や罹災証明の発行が遅れ、被災者の生活再建

に影響が生じた。

●修正概要

【県・市町村】

U○罹災証明書発行体制の整備

・市町村は、各種の支援措置を早期に実施するため、遅滞なく被害の程度を調査し、被

災者に罹災証明書を交付するものとする。

・県は、市町村における職員育成や体制整備を促進するため、市町村に対し、住家被害

の調査の担当者のための研修機会の拡充等により、災害時の住家被害の調査の迅速化

を図ることとする。

・県は、住家等の被害の調査や罹災証明書の交付について、被災市町村に対し必要な支

援を行うとともに、市町村において調査・判定方法にばらつきが生じることのないよ

う調整を図ることとする。《地震編、共通編》

●熊本地震で起こった事象・課題

・熊本県内の 15 市町村において、罹災証明の発行手続きの迅速化や支援メニューの申

請漏れ防止のため被災者情報を一元管理する「被災者台帳システム」を取り入れた。

●修正概要

4 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載
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【課題⑤に対する改善の方向性】 

○罹災証明に係る情報集約と公表のあり方を事前に整理 【知事公室】【健康福祉部】

・罹災証明書の交付状況等を把握するための市町村（振興局）からの報告及び集計方

法を事前に整理する。

2 

平成 28 年熊本地震検証報告書 

大分県【平成 28 年 12 月】 

検証と今後の対応方針 

第 2 避難者支援 

5 被災者台帳システム 

  被災市町村における家屋被害調査や罹災証明書発行事務等を円滑に実施するととも

に、被災情報を他の行政支援手続に遺漏なく活かすため、被災者台帳の作成についても

検討が必要である。 

(1）罹災証明関連業務の標準化

ア 被災者台帳システム導入の検討及び実施体制の強化

被災者台帳システムの導入について、仕様や必要な経費等について市町村と総合

的に検討 

（課題と対応方針） 

 被災市町村が行う罹災証明業務は、被災者の生活再建の第一歩となるため迅速性が求

められるとともに、被災地における住家被害認定業務に係る調査・判定については公平

性も求められる。今回の震災では、熊本県において十数万棟の住家被害がある中で、企

業から提供を受けたシステムを活用した被災者台帳を作成して証明書の発行を行った

が、これにより業務の標準化が行われ、県外からの人的な支援が効率よく行われるとと

もに、行政支援の漏れを防ぐ面でも効果的であった。 

（具体的な取組内容） 

○被災者台帳システムの導入の検討

・熊本県で実際に利用しているシステムなどについてデモンストレーションを行うと

ともに、罹災証明業務を担当する市町村の担当者から意見を聴取。 

・同様の既存システムが数種類あることから、それぞれ使い勝手や費用対効果の面か

らシステムの導入を検討。

○災害に係る住宅被害認定業務の実施体制の強化

・迅速な罹災証明の発行のためには、平時から住宅被害認定の制度について精通した

職員の養成が必須であり、また、公平性を担保するためにも県単位で基準を統一し

た研修の開催が望まれるため、毎年度、市町村職員を対象に必要な研修を実施。

55

・ 

56 

3 

平成 28 年熊本地震の課題等に係る検討結果報告書 

福岡県【平成 29 年 3 月】 

Ⅴ 平成 28 年熊本地震における課題・改善の方向性・具体的な対応策 

6 その他 

(5）罹災証明書の迅速な発行

総務部防災危機管理局防災企画課、消防防災指導課 

＜課題＞ 

○ 市町村が発行する罹災証明書は、被災者が生活再建を進めるために必要であるが、熊

本県では、被害認定調査のチェック項目の多さや発行事務に従事する職員の不足等によ

り、罹災証明書の発行に時間を要した。

62 
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○ 本県市町村では、災害時における県内市町村間の相互応援に関する基本協定は締結さ

れているが、罹災証明書発行に必要な職員を配置するための具体的な仕組みが構築され

ていない。

○ 罹災証明書の発行は、被災者の生活再建のため、迅速性が求められており、災害に備

え、被害認定調査の簡素化が必要。

○ 被害認定の調査方法の統一を図るため内閣府の指針があるが、指針に強制力がなく、

市町村ごとに調査・判定方法に差異がある。

＜改善の方向性＞ 

○ 罹災証明書を迅速に発行するための市町村の体制強化を促進

○ 熊本地震を踏まえ、国へ罹災証明に関する制度改正を提案

【具体的な対応策】 

○ 市町村に対し、市町村防災担当者研修会（毎年度 5月に開催）等において、罹災証

明書の発行に係る必要人員の確保やシステムの早期導入について検討を行うよう要

請。

○ 熊本県から内閣府に対し「被害認定調査の簡素化」、「被災市町村の判断余地の縮

小」、「住家被害認定調査の官民調査の一本化」、「支援が足りていない被災者に対

する公的支援の仕組み」について制度改正を提案（平成 28年 9月）。

○ 九州地方知事会から自由民主党本部や関係府省（内閣府防災、総務省、国土交通省）

に対し、被害認定基準運用指針の簡素化、家屋被害認定調査などの経費に対する災害

救助法の適用範囲の拡大や災害救助費全般に係る国庫負担率の引き上げを行うよう

提言活動を実施（平成 28年 11月）。

※ 九州地方知事会においても検討

4 

平成 28 年度宮崎県地域防災計画修正の主な概要 

宮崎県【平成 29 年 3月】 

2 熊本地震を踏まえた修正について 

③被災者支援に関する事項

●熊本地震で起こった事象・課題

・市町村の体制不足により住家の被害認定や罹災証明の発行が遅れ、被災者の生活再建

に影響が生じた。

●修正概要

【県・市町村】

U○罹災証明書発行体制の整備

・市町村は、各種の支援措置を早期に実施するため、遅滞なく被害の程度を調査し、被

災者に罹災証明書を交付するものとする。

・県は、市町村における職員育成や体制整備を促進するため、市町村に対し、住家被害

の調査の担当者のための研修機会の拡充等により、災害時の住家被害の調査の迅速化

を図ることとする。

・県は、住家等の被害の調査や罹災証明書の交付について、被災市町村に対し必要な支

援を行うとともに、市町村において調査・判定方法にばらつきが生じることのないよ

う調整を図ることとする。《地震編、共通編》

●熊本地震で起こった事象・課題

・熊本県内の 15 市町村において、罹災証明の発行手続きの迅速化や支援メニューの申

請漏れ防止のため被災者情報を一元管理する「被災者台帳システム」を取り入れた。

●修正概要

4 
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【課題⑤に対する改善の方向性】 

○罹災証明に係る情報集約と公表のあり方を事前に整理 【知事公室】【健康福祉部】

・罹災証明書の交付状況等を把握するための市町村（振興局）からの報告及び集計方

法を事前に整理する。

2 

平成 28 年熊本地震検証報告書 

大分県【平成 28 年 12 月】 

検証と今後の対応方針 

第 2 避難者支援 

5 被災者台帳システム 

  被災市町村における家屋被害調査や罹災証明書発行事務等を円滑に実施するととも

に、被災情報を他の行政支援手続に遺漏なく活かすため、被災者台帳の作成についても

検討が必要である。 

(1）罹災証明関連業務の標準化

ア 被災者台帳システム導入の検討及び実施体制の強化

被災者台帳システムの導入について、仕様や必要な経費等について市町村と総合

的に検討 

（課題と対応方針） 

 被災市町村が行う罹災証明業務は、被災者の生活再建の第一歩となるため迅速性が求

められるとともに、被災地における住家被害認定業務に係る調査・判定については公平

性も求められる。今回の震災では、熊本県において十数万棟の住家被害がある中で、企

業から提供を受けたシステムを活用した被災者台帳を作成して証明書の発行を行った

が、これにより業務の標準化が行われ、県外からの人的な支援が効率よく行われるとと

もに、行政支援の漏れを防ぐ面でも効果的であった。 

（具体的な取組内容） 

○被災者台帳システムの導入の検討

・熊本県で実際に利用しているシステムなどについてデモンストレーションを行うと

ともに、罹災証明業務を担当する市町村の担当者から意見を聴取。 

・同様の既存システムが数種類あることから、それぞれ使い勝手や費用対効果の面か

らシステムの導入を検討。

○災害に係る住宅被害認定業務の実施体制の強化

・迅速な罹災証明の発行のためには、平時から住宅被害認定の制度について精通した

職員の養成が必須であり、また、公平性を担保するためにも県単位で基準を統一し

た研修の開催が望まれるため、毎年度、市町村職員を対象に必要な研修を実施。

55

・ 

56 

3 

平成 28 年熊本地震の課題等に係る検討結果報告書 

福岡県【平成 29 年 3 月】 

Ⅴ 平成 28 年熊本地震における課題・改善の方向性・具体的な対応策 

6 その他 

(5）罹災証明書の迅速な発行

総務部防災危機管理局防災企画課、消防防災指導課 

＜課題＞ 

○ 市町村が発行する罹災証明書は、被災者が生活再建を進めるために必要であるが、熊

本県では、被害認定調査のチェック項目の多さや発行事務に従事する職員の不足等によ

り、罹災証明書の発行に時間を要した。

62 
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

おける迅速な体制整備を推進する。 

○被災市町村の応援のために派遣する県職員や市町村職員の能力向上を目的とする防災

訓練を実施し、災害時応援体制を強化する。 

計画等への反映 

「愛知県地域防災計画」 

「第 3次あいち地震対策アクションプラン」 

 

（参考） 

○防災対策有識者懇談会委員からの意見 

・罹災証明書をすぐに交付するためには、地籍調査と課税データの事前準備をしておく必

要がある。罹災証明と応急危険度判定、地震保険の被害認定を同時にやらないと、人間

のリソースが全く足りない。新しい仕組みを作ってしてほしい。 

・応急危険度判定と家屋被害認定をどう連携させ、どう区分するのかしっかり検討してほ

しい。 

○被災地応援職員・市町村・ボランティア団体へのアンケートから得た知見 

・家屋一次調査を実施する際に、家主へ実施後のお知らせがなく配慮にかけていた。（市

町村） 

・災害時を想定した被害認定調査の方法や罹災証明書交付の事前準備を行うべき。専門的

な知識を備えた職員が二次調査では特に有効であった。（市町村） 

・家屋被害の二次調査において、調査班が不足し、罹災証明書の交付が遅れた。（市町村） 

・被災者情報の集計様式などが県全体で統一されていれば、応援職員もスムーズに被災者

支援業務を行えるのではないか。（市町村） 

・市町村行政が避難所運営に人手を割かれ、罹災証明等の通常業務が進まなかったために

仮設住宅やみなし仮設住宅への入居など、次の支援が滞ってしまった。（ボランティア

団体） 

○国における検討状況 

（熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策の在り方について（報告書）） 

・住宅に関する各種調査は、災害対応システム全体の中で、それぞれが住宅の被害の状況

を適切に評価し、人身等の被害拡大を防ぎ、また被災者支援の適用の根拠とするなどの

役割を分担している。それぞれの調査では、類似の項目もあることを踏まえ、連携可能

な分野（項目）の検討等を進める必要がある。 

・罹災証明書の交付の迅速化のため、住家の被害認定基準運用指針や調査票の見直しによ

り簡便な手法を導入するとともに、システムの導入による省力化や調査員の育成等を行

う。 

（初動対応検証レポート） 

・罹災証明の交付を支援するため、必要となる調査の雨天対策を講じるとともに、罹災証

明のための調査を担当する調査員を各都道府県で平時から養成・登録する仕組みを構築

する。 

9 

熊本地震の応急対応に係る課題と今後の対応の方向性 

三重県【平成 28 年 9 月】 

 

第 6 罹災証明及び被害認定調査 

1 罹災証明書の交付及び住家の被害認定調査の遅延 

(1）問題点 

ア 罹災証明書の交付及び住家の被害認定調査の知識等を有する職員の不足 

・罹災証明書の交付や被害認定調査について、被災自治体には専門的知識や経験を有す

る職員がおらず、応援職員に頼らざるを得なかった。(市町 支援先：御船町  支援内

33

・ 

34 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

3  復旧対策 

(1）被災者の生活支援 

① 罹災証明書の交付 

《課題・問題点》 

○罹災証明書交付の遅れ 

➢仮設住宅への入居や義援金の支給など、被災者が生活再建を進めるうえで、不可欠な

罹災証明書の交付が、住家被害の調査を行う人員の不足や、証明書交付システムに不

慣れであったこと等により、大幅に遅れた。 

《東日本大震災以降の取組み》 

○ 罹災証明書の交付について、県からの応援職員の派遣及び市町村間の相互応援に関す

る調整を行うことにより、市町村を支援する仕組みを記載した、「岐阜県災害対策マニ

ュアル」を策定(H20.3）。 

○ 市町村の取組み 

・42 市町村中、15 市町村が「家屋被害状況調査マニュアル」を策定済み。 

・42 市町村中、20 市町村が「罹災証明発行業務マニュアル」を策定済み。 

・42 市町村中、39 市町村が罹災証明書の交付機能を備えた「被災者支援システム」を

導入済み。 

 

【対策の方向性】 

 ・災害時に罹災証明書が迅速に交付できるよう、市町村の取組みを支援 

＜取組み方針＞ 

○ 被災者や被災家屋の状況を管理するための台帳作成機能や、罹災証明書の交付機能な

どを備えた「被災者支援システム」未導入の市町に対して、早急な導入を働きかけ。 

○ 市町村向けの罹災証明書交付業務に関する研修会を定期的に開催。［国］ 

○ 県と市町村の間で締結する「岐阜県及び市町村災害時相互応援協定」を見直し、県内

市町村間における応援順位を設定。［市町村］【再掲】 

8 

平成 28 年熊本地震の課題検証報告 ～地震防災対策の強化に向けて～ 

愛知県【平成 29 年 3 月】 

 

生活再建 

被災地における課題 

○住家の被害認定調査の迅速化 

○罹災証明書の交付体制の確立 

(被災地において問題になった事象） 

・罹災証明書の交付に 1ケ月以上の期間を要したことにより、支援措置に遅れ 

・応急的な住宅の確保や住宅の修理等が遅れたことにより、避難所生活が長期化 

 

愛知県の地震防災対策（現状の取組) 

○住家の被害認定調査に係る研修の実施（144 名受講) 

 

課題等に係る具体的な取組方針(今後の取組) 

○内閣府（防災担当)とも連携し、罹災証明書の発行までのプロセスも含め、市町村の担

当職員に対しての研修を充実させるとともに、市町村内での研修を促進するため、研修

資料等の情報共有を図る。 

○研修の受講対象者を県職員（希望者）にまで拡大する。 

○研修受講者を対象にした登録制度「家屋被害認定士制度（仮称）」を創設し、災害時に

31

・ 

32 



− 附 11 −

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

おける迅速な体制整備を推進する。 

○被災市町村の応援のために派遣する県職員や市町村職員の能力向上を目的とする防災

訓練を実施し、災害時応援体制を強化する。 

計画等への反映 

「愛知県地域防災計画」 

「第 3次あいち地震対策アクションプラン」 

 

（参考） 

○防災対策有識者懇談会委員からの意見 

・罹災証明書をすぐに交付するためには、地籍調査と課税データの事前準備をしておく必

要がある。罹災証明と応急危険度判定、地震保険の被害認定を同時にやらないと、人間

のリソースが全く足りない。新しい仕組みを作ってしてほしい。 

・応急危険度判定と家屋被害認定をどう連携させ、どう区分するのかしっかり検討してほ

しい。 

○被災地応援職員・市町村・ボランティア団体へのアンケートから得た知見 

・家屋一次調査を実施する際に、家主へ実施後のお知らせがなく配慮にかけていた。（市

町村） 

・災害時を想定した被害認定調査の方法や罹災証明書交付の事前準備を行うべき。専門的

な知識を備えた職員が二次調査では特に有効であった。（市町村） 

・家屋被害の二次調査において、調査班が不足し、罹災証明書の交付が遅れた。（市町村） 

・被災者情報の集計様式などが県全体で統一されていれば、応援職員もスムーズに被災者

支援業務を行えるのではないか。（市町村） 

・市町村行政が避難所運営に人手を割かれ、罹災証明等の通常業務が進まなかったために

仮設住宅やみなし仮設住宅への入居など、次の支援が滞ってしまった。（ボランティア

団体） 

○国における検討状況 

（熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策の在り方について（報告書）） 

・住宅に関する各種調査は、災害対応システム全体の中で、それぞれが住宅の被害の状況

を適切に評価し、人身等の被害拡大を防ぎ、また被災者支援の適用の根拠とするなどの

役割を分担している。それぞれの調査では、類似の項目もあることを踏まえ、連携可能

な分野（項目）の検討等を進める必要がある。 

・罹災証明書の交付の迅速化のため、住家の被害認定基準運用指針や調査票の見直しによ

り簡便な手法を導入するとともに、システムの導入による省力化や調査員の育成等を行

う。 

（初動対応検証レポート） 

・罹災証明の交付を支援するため、必要となる調査の雨天対策を講じるとともに、罹災証

明のための調査を担当する調査員を各都道府県で平時から養成・登録する仕組みを構築

する。 

9 

熊本地震の応急対応に係る課題と今後の対応の方向性 

三重県【平成 28 年 9 月】 

 

第 6 罹災証明及び被害認定調査 

1 罹災証明書の交付及び住家の被害認定調査の遅延 

(1）問題点 

ア 罹災証明書の交付及び住家の被害認定調査の知識等を有する職員の不足 

・罹災証明書の交付や被害認定調査について、被災自治体には専門的知識や経験を有す

る職員がおらず、応援職員に頼らざるを得なかった。(市町 支援先：御船町  支援内

33

・ 

34 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

3  復旧対策 

(1）被災者の生活支援 

① 罹災証明書の交付 

《課題・問題点》 

○罹災証明書交付の遅れ 

➢仮設住宅への入居や義援金の支給など、被災者が生活再建を進めるうえで、不可欠な

罹災証明書の交付が、住家被害の調査を行う人員の不足や、証明書交付システムに不

慣れであったこと等により、大幅に遅れた。 

《東日本大震災以降の取組み》 

○ 罹災証明書の交付について、県からの応援職員の派遣及び市町村間の相互応援に関す

る調整を行うことにより、市町村を支援する仕組みを記載した、「岐阜県災害対策マニ

ュアル」を策定(H20.3）。 

○ 市町村の取組み 

・42 市町村中、15 市町村が「家屋被害状況調査マニュアル」を策定済み。 

・42 市町村中、20 市町村が「罹災証明発行業務マニュアル」を策定済み。 

・42 市町村中、39 市町村が罹災証明書の交付機能を備えた「被災者支援システム」を

導入済み。 

 

【対策の方向性】 

 ・災害時に罹災証明書が迅速に交付できるよう、市町村の取組みを支援 

＜取組み方針＞ 

○ 被災者や被災家屋の状況を管理するための台帳作成機能や、罹災証明書の交付機能な

どを備えた「被災者支援システム」未導入の市町に対して、早急な導入を働きかけ。 

○ 市町村向けの罹災証明書交付業務に関する研修会を定期的に開催。［国］ 

○ 県と市町村の間で締結する「岐阜県及び市町村災害時相互応援協定」を見直し、県内

市町村間における応援順位を設定。［市町村］【再掲】 

8 

平成 28 年熊本地震の課題検証報告 ～地震防災対策の強化に向けて～ 

愛知県【平成 29 年 3 月】 

 

生活再建 

被災地における課題 

○住家の被害認定調査の迅速化 

○罹災証明書の交付体制の確立 

(被災地において問題になった事象） 

・罹災証明書の交付に 1ケ月以上の期間を要したことにより、支援措置に遅れ 

・応急的な住宅の確保や住宅の修理等が遅れたことにより、避難所生活が長期化 

 

愛知県の地震防災対策（現状の取組) 

○住家の被害認定調査に係る研修の実施（144 名受講) 

 

課題等に係る具体的な取組方針(今後の取組) 

○内閣府（防災担当)とも連携し、罹災証明書の発行までのプロセスも含め、市町村の担

当職員に対しての研修を充実させるとともに、市町村内での研修を促進するため、研修

資料等の情報共有を図る。 

○研修の受講対象者を県職員（希望者）にまで拡大する。 

○研修受講者を対象にした登録制度「家屋被害認定士制度（仮称）」を創設し、災害時に

31

・ 

32 
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

研修を受講した職員の名簿を作成するとともに、発災時には住民に対し、制度等を周

知。名簿は随時更新 

10 

平成 28 年熊本地震の教訓を踏まえた課題と対応策  

滋賀県（平成 28 年熊本地震の教訓を踏まえた地震対策検討プロジェク卜チーム）【平成

29 年 2 月】 

 

Ⅱ 課題と対応策の取りまとめ 

(1) 受援と市町への支援 

 

2) 市町への支援 

【現 状】 

  大規模災害発生時、市町によっては災害応急対策に必要な職員、備蓄物資、車両等が不

足する場合もありうる。 

 このため、滋賀県市長会および滋賀県町村会では、それぞれ構成市町間で相互応援協定

を締結するとともに、市町によっては他都道府県に所在する市町と協定を締結していると

ころである。しかしながら、応援・受援に関する具体的な方法、手順等については、定め

られていない。 

 県からの支援としては、地域防災計画に基づき、市町からの要請に応じて職員を派遣す

るとともに、災害対策基本法第 53 条第 6 項を踏まえ、必要に応じ「情報連絡員」を派遣

することとしている。 

 

イ 被害認定業務支援 

【課 題】 

・熊本地震では、家屋の被害認定や罹災証明の発行事務に相当の時間を要したところであ

るが、県として市町業務の支援について検討する必要がある。  

【対応策】 

・住家の被害認定業務を実施できる人員育成のため、効果的な研修の実施などを検討する。

また、民間の協力を得るため、関係団体との協定締結を検討する。県内の市町間での相

互応援が円滑に機能するよう市町と連携して検討する。 

 

【対策を講じるに当たっての視点】 

熊本地震の災害応急対策において、避難所運営等に市町職員が割かれ、災害対応に遅れ

が生じたことを踏まえ、本県が被災した場合における市町間の協力体制構築への支援を含

めた連携の強化や県が被災市町を支援するため平素から取り組む事項について整理、検討

する。また、人材不足に対応できるよう必要に応じ民間団体等との応援協定の締結を検討

する。 

4・

6 
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平成 28 年熊本地震 支援活動記録＜熊本県大津町への支援＞ 

大阪府【―】 

 

2．取組みの内容 

(2) 大津町現地連絡所の活動 

⑤  家屋被害認定支援 

 4 月 25 日（月）の国の対策本部において、安倍総理が「被災家屋の被害認定、り災証

明書の交付等に最優先で取り組む」との発言をされたことを受け、県庁での関係機関に

よるミーティングの内容の大半は「住家の被害認定調査」に関することであった。 

 5 月 2 日（月）から 15 名体制（3 名×5 班体制）で実施したい旨の大津町の意向を受

5～
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容：罹災証明事務） 

・派遣職員の多くは、罹災証明のための調査に関する知見を豊富に持っていたわけでは

ないため、急きょ、現地で研修を受講することで実務に当たることとなった。（国） 

・罹災証明書の交付について知見の乏しい応援職員に対し、現地で説明会を行うことと

なり、それ自体が業務の増加になった。（市町 支援先：益城町 支援内容：災害対策

本部指揮支援） 

・技術系職員が不足することから、家屋被害調査であっても町役場や応援の職員におい

ても事務系職員の十分な働きが求められる。（県派遣職員  支援先：大津町 支援内

容：住家の被害認定調査） 

イ  不統一な調査 

・市町村や調査者によって一次調査の結果に違いがあったらしく、そのことが報道され

たことで、二次調査の依頼が殺到しているようだった。一次調査の調査方針を全市町

の調査者で共有し、統一した調査を実施することで、二次調査の申請件数を減らすこ

とができるのではないかと思う。（県派遣職員 支援先：大津町 支援内容：住家の被

害認定調査） 

ウ  制度等の周知不足 

・罹災証明書の交付についてマスコミが取り上げ、多くの住民が申請に来ることにより

膨大な業務量となった。中には対象外や不急の場合も早期に申請にきてしまい、対応

が遅れる一つの要因となった。制度と活用方法について正しい理解が得られるよう、

被災者に周知する必要がある。（市町  支援先：御船町 支援内容：罹災証明事務） 

エ  調査結果の煩雑な処理方法 

・被害認定調査の結果について、発災後、熊本県が導入したシステムと、それまで運用

していたエクセルデータ両方に入力する必要があり、二度手間であった。（市町  支

援先：御船町  支援内容：罹災証明事務） 

 

(2）現在の取組状況 

ア 三重県地域防災計画 

 (ア）県と市町が連携して実施する対策 

  ・罹災証明書の交付 

「市町は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、被災者への支援措置を早

期に実施するため、被害認定や罹災証明書の交付体制を直ちに確立し、速やかに被災

者に罹災証明書を交付する。県は、市町の被害認定や罹災証明書の発行事務について、

必要な支援を行う。」こととしている。 

イ その他の取組 

・罹災証明書の交付、住家の被害認定調査に係る研修について、全市町職員向けには毎

年度 1回、また、市町からの依頼に応じて個別に開催し、職員の養成を図っている。 

ウ  国における検討 

・罹災証明の交付を支援するため、ＷＧで検討した上で、罹災証明のための調査を担当

する調査員を各都道府県で平時から養成・登録する仕組みを構築する。 

 

(3）課題 

 ア 県及び市町としての課題 

・国の検討を踏まえ、平時から罹災証明書の交付、住家の被害認定調査に係る職員の養

成・登録を行っておくことが必要である。 

 

(4）今後の対応の方向性 

ア 県及び市町の今後の主な取組の進め方 

・平成 28 年度：罹災証明書の交付、住家の被害認定調査に従事した経験のある職員や
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研修を受講した職員の名簿を作成するとともに、発災時には住民に対し、制度等を周

知。名簿は随時更新 
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業務が進むよう、被災された住民の方々に対し、真摯に丁寧な対応を心掛け、被災者の

方々に寄り添って、お話をじっくりと伺いながら業務を進めたこともあり、特に大きな

トラブル等が起こることはなかった。 

 ただ、大津町では、り災証明書の申請を受けて被害調査を実施した後、まず、住宅被

害が「全壊」の方々、続いて「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊」の順に、り災証

明書を交付する形で日時を指定した通知書を郵送していたが、その通知書には判定結果

であるり災区分が記載されておらず、窓口に来て初めて結果を知ることになっていた。

同じように判定結果に納得がいかないケースでも、事前に知っているか否かで、窓口で

の対応の仕方や時間に違いが出てくることから、判定結果は予めお知らせした方が良い

のではないかと町に提案し、以後、通知書に判定結果が記載されるようになった。 

 当初は 1日 60 名程を対象と想定していたが、日々新規の申請が出てくる状況にあり、

り災証明書の交付を如何に円滑に、スピードアップして発行していくかが課題となり、

途中からは 1日の受付を 100 名、150 名と大幅に増やすこととなった。 

  そのため、窓口ブースも増設する必要があり、その要員は、家屋被害認定の 1次調査

の支援に来ていた府内市町村の職員の数名を窓口業務に移ってもらうことで対応した。 

 その後、6 月の中旬になると、天候により差があったが、被害の大きい住家の申請の

ピークが越えたこともあったのか、1日の来庁が 90 名程度の日も出てきた。その分、被

災者と向き合う時間がこれまでに比べて確保することができ、大津町長が話されていた

「被災者の心に寄り添った対応をすること」に、しっかりと対応できたのではないかと

思っている。一例だが、窓口にこられた被災者が涙しながら「遠いところから応援に来

ていただいた、本当にありがたいこと。私たちも頑張らないといけない」と感謝の言葉

をいただいたこともあって、疲れがあるもののモチベーション高く支援を続けることが

できた。 

 

3. 取組みの成果 

①大津町での支援では、町からのニーズに応じた物資拠点での物資の仕分け・搬出入、避

難所運営、災害廃棄物仮置き場、窓口業務や家屋被害認定調査等の段階に応じた業務に

必要な職員を派遣したことで、効果的な支援へとつながった。 

②窓口業務や家屋被害認定調査などの業務については、府内市町村の協力を得たことに

より、被災地の復旧に貢献したものと考えている。また、派遣職員も実践的な業務を経

験することができた。 

 

4. 今後の教訓(大阪府の災害対応能力の強化に向けて） 

 この教訓は、大津町現地連絡所での活動に関する教訓だけではなく、熊本地震に関して、

大阪府の災害対応の能力の強化に向けての対応等を記載したものです。 

 

(4) 生活再建 

【熊本地震における教訓】 

 ②家屋被害調査・り災証明書発行の遅れ、体制の準備不足 

【教訓を踏まえた大阪府の対応】 

 ②家屋被害認定調査員の確保、り災証明発行業務のシステム化 

  ・家屋被害認定調査員の増員に向け、市町村職員を対象として被災地派遣職員等を交え

た、より実践的な研修を実施 

  ・被災者支援システム未導入の市町村に対し、システム導入を働きかけ 

12 
平成 28 年熊本地震への対応（被災地支援 100 日の記録） 

兵庫県【平成 28 年 9 月】 
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け、人員の確保を最優先に取り組み、府内市町村職員、熊本県職員・熊本県内の国家公

務員・町職員で何とか体制を確保できることとなった。 

 家屋認定調査への支援は、急遽の対応だったため、当初は、家屋調査資料を各自が夜

遅くまで勉強して対応した。被災家屋を 1軒 1軒外から見て、傾き具合や外壁の亀裂の

状況などを記録していく地道な作業であるが、り災証明の基となる重要な調査であり、

日差しが厳しい屋外での業務は大変であったが、防災服に身を包んだ調査員は所々で感

謝の声をかけられ、復興支援のために頑張らねばという気持ちで取り組んだ。 

 1 次調査の取組みを続けながらも、今後の 2 次調査を見据え、家屋調査と窓口業務の

人員体制について、町役場幹部や熊本県庁職員と協議調整を行っている中、熊本市にお

いて、1次調査より 2次調査の結果の方が「被害程度が小さい」と判定された場合、1次

調査の結果を採用するという報道があった。その影響か 2 次調査の申請が増え、第 8班

（6/2～8）が到着した時点では約 300 戸の申請が出ているのに対し、4チーム体制で、

1日 8件の調査という状態で、如何に対応するかが課題になっていた。 

 そこで、ストップウォッチで標準的な作業時間を算出したところ、作業 3 時間の内、

1 時間半が測量及び図面作成に必要となっていた。調査時に家屋の平面図が無いため、

フリーハンドでの図面作成にかなりの作業時間を割いている状況の改善を図るべく、固

定資産税算出の平面図を活用すること等での効率化を進めた。 

2 次調査は、家主立会いの下、家屋の外壁の損壊箇所や損壊程度を確認するとともに、

屋内の全ての部屋、廊下の天井、壁、建具などの損壊箇所や損壊程度を確認する作業で、

1 次よりも調査項目が多く、また、大津町には広い住宅が多く、加えて、調査エリアが

広範囲に点在していたため、1日で 2～3件しか調査が実施できない状況が続いた。 

 そのため、班数を拡充するとともに、1 班で 1 日 4 件調査している益城町支援チーム

と情報交換を行い、被害結果算出は調査終了後にまとめて行っているなどのハウハウを

聞き、すぐに大津町での調査に導入するなどの工夫を続けた。 

 第 9 班（6/8～14）の派遣の頃になると、家屋調査班・メンバーが違っても共通認識が

図れるような調査時の注意点や流れがわかるものを作成したいとの話が大津町よりあ

ったため、実際に 2次調査を行った派遣職員が「住家被害認定調査（2次調査）フロー」

を作成し、これをもとに随時ブラッシュアップを図っていくことにした。 

 

 【ノウハウの一例】 

①家屋平面図の事前準備：これまで、家屋平面図は、調査現場において作成するという

方法が採られていたが、固定資産税台帳に添付されている家屋平面図を活用し、調査

実施前に家屋平面図を準備する。 

②調査行程の効率化：調査対象家屋を「規模別」、「家屋平面図」の有無などで分類し、

１件当たりの調査時間の目安を設けることにより、１日の調査行程の効率化を図る。 

 

⑥  窓口等支援 

 第 5 班（5/15～21）の派遣から被災された町民の方々に対するり災証明書の発行業務

と、り災証明書を受けられた方々に対する生活再建支援相談の窓口業務等の支援を行う

ことになった。 

 第 5 班が町役場に到着後、早速、業務説明会を兼ねた引継ぎがなされ、5月 16 日（月）

午前中にり災証明発行システムのテストを行い、午後から窓口業務を開始した。しかし

ながら、開始時刻よりも早めに到着される被災者の方が多く、前倒しのスタートになっ

た。 

 り災証明は、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊といった家屋被害の程度を公的に証

明するもの、相談業務はその判定結果に応じて受けることのできる生活再建支援金や貸

付金制度など公的支援制度の説明等を行うもので、それぞれ密接に関連している。府職

員にとって、住民の方々と直接やり取りを行う窓口業務は、多くはないが、スムーズに
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業務が進むよう、被災された住民の方々に対し、真摯に丁寧な対応を心掛け、被災者の

方々に寄り添って、お話をじっくりと伺いながら業務を進めたこともあり、特に大きな

トラブル等が起こることはなかった。 

 ただ、大津町では、り災証明書の申請を受けて被害調査を実施した後、まず、住宅被

害が「全壊」の方々、続いて「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊」の順に、り災証

明書を交付する形で日時を指定した通知書を郵送していたが、その通知書には判定結果

であるり災区分が記載されておらず、窓口に来て初めて結果を知ることになっていた。

同じように判定結果に納得がいかないケースでも、事前に知っているか否かで、窓口で

の対応の仕方や時間に違いが出てくることから、判定結果は予めお知らせした方が良い

のではないかと町に提案し、以後、通知書に判定結果が記載されるようになった。 

 当初は 1日 60 名程を対象と想定していたが、日々新規の申請が出てくる状況にあり、

り災証明書の交付を如何に円滑に、スピードアップして発行していくかが課題となり、

途中からは 1日の受付を 100 名、150 名と大幅に増やすこととなった。 

  そのため、窓口ブースも増設する必要があり、その要員は、家屋被害認定の 1次調査

の支援に来ていた府内市町村の職員の数名を窓口業務に移ってもらうことで対応した。 

 その後、6 月の中旬になると、天候により差があったが、被害の大きい住家の申請の

ピークが越えたこともあったのか、1日の来庁が 90 名程度の日も出てきた。その分、被

災者と向き合う時間がこれまでに比べて確保することができ、大津町長が話されていた

「被災者の心に寄り添った対応をすること」に、しっかりと対応できたのではないかと

思っている。一例だが、窓口にこられた被災者が涙しながら「遠いところから応援に来

ていただいた、本当にありがたいこと。私たちも頑張らないといけない」と感謝の言葉

をいただいたこともあって、疲れがあるもののモチベーション高く支援を続けることが

できた。 

 

3. 取組みの成果 

①大津町での支援では、町からのニーズに応じた物資拠点での物資の仕分け・搬出入、避

難所運営、災害廃棄物仮置き場、窓口業務や家屋被害認定調査等の段階に応じた業務に

必要な職員を派遣したことで、効果的な支援へとつながった。 

②窓口業務や家屋被害認定調査などの業務については、府内市町村の協力を得たことに

より、被災地の復旧に貢献したものと考えている。また、派遣職員も実践的な業務を経

験することができた。 

 

4. 今後の教訓(大阪府の災害対応能力の強化に向けて） 

 この教訓は、大津町現地連絡所での活動に関する教訓だけではなく、熊本地震に関して、

大阪府の災害対応の能力の強化に向けての対応等を記載したものです。 

 

(4) 生活再建 

【熊本地震における教訓】 

 ②家屋被害調査・り災証明書発行の遅れ、体制の準備不足 

【教訓を踏まえた大阪府の対応】 

 ②家屋被害認定調査員の確保、り災証明発行業務のシステム化 

  ・家屋被害認定調査員の増員に向け、市町村職員を対象として被災地派遣職員等を交え

た、より実践的な研修を実施 

  ・被災者支援システム未導入の市町村に対し、システム導入を働きかけ 

12 
平成 28 年熊本地震への対応（被災地支援 100 日の記録） 

兵庫県【平成 28 年 9 月】 
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け、人員の確保を最優先に取り組み、府内市町村職員、熊本県職員・熊本県内の国家公

務員・町職員で何とか体制を確保できることとなった。 

 家屋認定調査への支援は、急遽の対応だったため、当初は、家屋調査資料を各自が夜

遅くまで勉強して対応した。被災家屋を 1軒 1軒外から見て、傾き具合や外壁の亀裂の

状況などを記録していく地道な作業であるが、り災証明の基となる重要な調査であり、

日差しが厳しい屋外での業務は大変であったが、防災服に身を包んだ調査員は所々で感

謝の声をかけられ、復興支援のために頑張らねばという気持ちで取り組んだ。 

 1 次調査の取組みを続けながらも、今後の 2 次調査を見据え、家屋調査と窓口業務の

人員体制について、町役場幹部や熊本県庁職員と協議調整を行っている中、熊本市にお

いて、1次調査より 2次調査の結果の方が「被害程度が小さい」と判定された場合、1次

調査の結果を採用するという報道があった。その影響か 2 次調査の申請が増え、第 8班

（6/2～8）が到着した時点では約 300 戸の申請が出ているのに対し、4チーム体制で、

1日 8件の調査という状態で、如何に対応するかが課題になっていた。 

 そこで、ストップウォッチで標準的な作業時間を算出したところ、作業 3 時間の内、

1 時間半が測量及び図面作成に必要となっていた。調査時に家屋の平面図が無いため、

フリーハンドでの図面作成にかなりの作業時間を割いている状況の改善を図るべく、固

定資産税算出の平面図を活用すること等での効率化を進めた。 

2 次調査は、家主立会いの下、家屋の外壁の損壊箇所や損壊程度を確認するとともに、

屋内の全ての部屋、廊下の天井、壁、建具などの損壊箇所や損壊程度を確認する作業で、

1 次よりも調査項目が多く、また、大津町には広い住宅が多く、加えて、調査エリアが

広範囲に点在していたため、1日で 2～3件しか調査が実施できない状況が続いた。 

 そのため、班数を拡充するとともに、1 班で 1 日 4 件調査している益城町支援チーム

と情報交換を行い、被害結果算出は調査終了後にまとめて行っているなどのハウハウを

聞き、すぐに大津町での調査に導入するなどの工夫を続けた。 

 第 9 班（6/8～14）の派遣の頃になると、家屋調査班・メンバーが違っても共通認識が

図れるような調査時の注意点や流れがわかるものを作成したいとの話が大津町よりあ

ったため、実際に 2次調査を行った派遣職員が「住家被害認定調査（2次調査）フロー」

を作成し、これをもとに随時ブラッシュアップを図っていくことにした。 

 

 【ノウハウの一例】 

①家屋平面図の事前準備：これまで、家屋平面図は、調査現場において作成するという

方法が採られていたが、固定資産税台帳に添付されている家屋平面図を活用し、調査

実施前に家屋平面図を準備する。 

②調査行程の効率化：調査対象家屋を「規模別」、「家屋平面図」の有無などで分類し、

１件当たりの調査時間の目安を設けることにより、１日の調査行程の効率化を図る。 

 

⑥  窓口等支援 

 第 5 班（5/15～21）の派遣から被災された町民の方々に対するり災証明書の発行業務

と、り災証明書を受けられた方々に対する生活再建支援相談の窓口業務等の支援を行う

ことになった。 

 第 5 班が町役場に到着後、早速、業務説明会を兼ねた引継ぎがなされ、5月 16 日（月）

午前中にり災証明発行システムのテストを行い、午後から窓口業務を開始した。しかし

ながら、開始時刻よりも早めに到着される被災者の方が多く、前倒しのスタートになっ

た。 

 り災証明は、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊といった家屋被害の程度を公的に証

明するもの、相談業務はその判定結果に応じて受けることのできる生活再建支援金や貸

付金制度など公的支援制度の説明等を行うもので、それぞれ密接に関連している。府職

員にとって、住民の方々と直接やり取りを行う窓口業務は、多くはないが、スムーズに
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目視による 1次調査を行ったうえ、再調査希望者に対して屋内調査を含む 2次調査を実

施することで調査に臨んだ。この結果、店舗、倉庫等の非住家やカーポート等の工作物

など、罹災証明が不要な建物まで多く調査することとなり、1 次調査終了時の調査件数

は、当初益城町が見込んだ 16,500 棟を大幅に上回る 18,562 棟となった。また、2 次調

査の申請件数が 1次調査による罹災証明発行件数の 4割にのぼるなど、非効率な結果と

なった。 

 

(2) 罹災証明書の交付 

（被害状況と被災地の対応） 

熊本市など早いところでは 4 月 15 日から申請受付を開始し、交付も 4 月中に始まっ

た。益城町では、5月 1日から罹災証明書の申請受付を開始し、交付は 5月 20 日からグ

ランメッセ熊本駐車場のテント内特設会場において開始した。5 月上旬に、防災担当大

臣から罹災証明書の発行を 5月末には終える見通しとの発言があり、罹災証明書の発行

を優先して業務が進められた。 

 5 月末での全県の交付率は 60％弱にとどまり、6 月末も 80％弱であったが、7 月末に

一気に上昇し、8月 29 日現在で 102.8％。益城町の交付率は、5月末で 60％弱であった

が、7月末で上昇して 90％を超え、8月 29 日現在で 94.0％となっている。益城町では、

家屋被害が熊本市に次いで多かったこと、全数調査の方針の下で家屋被害認定調査の実

施に時間を要したことから、交付がやや遅れた。 

 

（支援の内容） 

 益城町では、5 月 6 日からの中央公民館での申請受付開始に際して、関西広域連合か

ら徳島県 3人が支援に当たるとともに、5月 20 日からの交付に際しては、関西広域連合

から滋賀県、和歌山県、鳥取県、徳島県が全国知事会（群馬県）とともに 6月 5日まで

7～13 人の体制で支援に当たった。その後は、和歌山県と鳥取県が、全国知事会（北海

道、山形県、山梨県）、福岡県とともに 12～16 人の体制で支援に当たった。 

 なお、本県からは、政令指定都市市長会の調整により熊本市を応援することとなった

神戸市が、5 月 2 日から 5 月 31 日まで 5 次にわたり、罹災証明書発行支援員 50 人を同

市に派遣した。 

 

（支援の成果・課題・教訓） 

 罹災証明書発行は、被災者生活再建支援金や義援金の交付、住宅の応急修理や公費解

体などの各種申請の基礎となるため、被災者の負担を考えれば、罹災証明書の発行だけ

を先に進めるのではなく、これらの申請受付を一元的に進めることも必要であったと考

えられる。 

13 

熊本地震等の課題等を踏まえた修正（案）［奈良県地域防災計画検討委員会の主要議題］ 

奈良県（地域防災計画検討委員会）【平成 29 年 3 月】 

 

(4）罹災証明、被害認定調査 

（課題及び問題点等） 

ア  被害認定調査の早期実施と罹災証明の速やかな発行が必要 

 a 住家の被害認定調査が進まず、罹災証明の発行が遅れた 

イ  被害認定調査の調査員の増加、育成が必要 

 a 被災自治体での専門的知識を有する職員の不足 

 b 応援職員が被害認定調査について知識が不足 

ウ  県内市町村間での調査基準や様式の統一及び調査方針の共有が必要 

 a 調査結果判定に至る調査基準が市町村間や調査員間で統一されていなかった 

5 
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Ⅳ 各分野における支援の内容 

7 被災者の生活再建支援 

(1) 家屋被害認定調査 

（被害状況と被災地の対応） 

家屋被害認定調査は、被災者支援の基礎となる罹災証明書の発行に直結するため、早

期の実施体制の確立と調査着手が望まれた。 

益城町では、4月 30 日に、全棟調査の計画の下で、5月末日までの完了を目指して第

1次調査を進めることとなった。1次調査については、6月 5日をもって終了。6月 6日

から、2次調査を実施している。 

 

（支援の内容） 

① 関西広域連合による家屋被害認定支援要員の派遣 

第 1次調査については、4月 27 日に益城町の要請を受け、淡路市の経験者 2人を派遣

し、作業準備に着手した。同日、総務省から、関西広域連合、東京都、福岡県に対し、

被害認定支援要員 80 人の派遣要請があり、関西広域連合では、4月 30 日から 5月 27 日

まで、4 陣にわたり 89 人を派遣した。このうち、兵庫県からは、県内市町に要請し 26

人を派遣した。 

2 次調査については、6月 15 日から 7 月 12 日までの予定で派遣を開始したが、申請

件数が日を追って増加したため、7 月 19 日まで期間を延長して、5 陣にわたり 84 人を

派遣した。このうち、兵庫県からは 5 陣にわたり 44 人の市町職員を派遣した。特に、

最終の第 5 陣の派遣では 7 月中の調査完了に資するよう市町の協力を得て 14 人を確保

した。 

  調査は、役場ＯＢや土地家屋調査士等の案内役と派遣職員の調査員 2人の 3人が一組

で調査に当たった。1次調査では 1日 40～50 件、2次調査では 1日 4件をこなした。 

支援の結果、1 次調査は概ね 1 か月で 9 割程度を終了し、罹災証明書を発行できる段

階に至った。2次調査は、7月に入っても申請が途切れなかったが、7月中で完了の目処

がつくまでに至った。 

大津町については、大阪府を中心に、第 1 次調査として 4 月 30 日から 6 月 20 日ま

で、第 2 次調査として 5 月 27 日から 7 月 14 日まで 84 人の家屋被害認定支援要員を派

遣した。このうち、第 1次調査の第 3陣の際に、加古川市が 2名を派遣した。 

② 関西広域連合以外の調整による家屋被害認定支援要員の派遣 

政令指定都市市長会の調整により熊本市を応援することとなった神戸市から、5 月 9

日から 8月 24 日現在まで 16 次にわたり、68 人が熊本市に派遣された。 

また、全国町村会の調整により、本県からは、多可町と香美町が応援派遣を行うこと

になり、多可町は 4 月 30 日～5 月 14 日まで 2 次にわたり 4 人を御船町に派遣した。香

美町は 6 月 25 日～30 日に大津町に、7 月 25 日～29 日に嘉島町にそれぞれ 2 人を派遣

した。 

 

（支援の成果・課題・教訓） 

関西広域連合では、発災直後の 4 月 16 日の段階で家屋被害認定支援要員 8 人を派遣

し、熊本県に対して被害認定の早期実施を助言したが、被災建築物応急危険度判定など

の初動・応急的な業務を優先せざるを得なかったことから、早期実施体制には至らなか

った。 

益城町では、役場ＯＢや土地家屋調査士等の案内役が配置されていたほか、2 次調査

に当たっては、家屋課税の平面図等の現地確認用資料が整備されており、また調査員向

けに調査方法のビデオが作成されており有益であった。混乱した中、一部で連絡不行き

届きがあったものの、概ね受け入れ態勢が整っており、総じて円滑な調査が行われた。 

益城町の調査方針として、住民の申請を待たずに全棟調査を実施することとし、外観



− 附 17 −

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

目視による 1次調査を行ったうえ、再調査希望者に対して屋内調査を含む 2次調査を実

施することで調査に臨んだ。この結果、店舗、倉庫等の非住家やカーポート等の工作物

など、罹災証明が不要な建物まで多く調査することとなり、1 次調査終了時の調査件数

は、当初益城町が見込んだ 16,500 棟を大幅に上回る 18,562 棟となった。また、2 次調

査の申請件数が 1次調査による罹災証明発行件数の 4割にのぼるなど、非効率な結果と

なった。 

 

(2) 罹災証明書の交付 

（被害状況と被災地の対応） 

熊本市など早いところでは 4 月 15 日から申請受付を開始し、交付も 4 月中に始まっ

た。益城町では、5月 1日から罹災証明書の申請受付を開始し、交付は 5月 20 日からグ

ランメッセ熊本駐車場のテント内特設会場において開始した。5 月上旬に、防災担当大

臣から罹災証明書の発行を 5月末には終える見通しとの発言があり、罹災証明書の発行

を優先して業務が進められた。 

 5 月末での全県の交付率は 60％弱にとどまり、6 月末も 80％弱であったが、7 月末に

一気に上昇し、8月 29 日現在で 102.8％。益城町の交付率は、5月末で 60％弱であった

が、7月末で上昇して 90％を超え、8月 29 日現在で 94.0％となっている。益城町では、

家屋被害が熊本市に次いで多かったこと、全数調査の方針の下で家屋被害認定調査の実

施に時間を要したことから、交付がやや遅れた。 

 

（支援の内容） 

 益城町では、5 月 6 日からの中央公民館での申請受付開始に際して、関西広域連合か

ら徳島県 3人が支援に当たるとともに、5月 20 日からの交付に際しては、関西広域連合

から滋賀県、和歌山県、鳥取県、徳島県が全国知事会（群馬県）とともに 6月 5日まで

7～13 人の体制で支援に当たった。その後は、和歌山県と鳥取県が、全国知事会（北海

道、山形県、山梨県）、福岡県とともに 12～16 人の体制で支援に当たった。 

 なお、本県からは、政令指定都市市長会の調整により熊本市を応援することとなった

神戸市が、5 月 2 日から 5 月 31 日まで 5 次にわたり、罹災証明書発行支援員 50 人を同

市に派遣した。 

 

（支援の成果・課題・教訓） 

 罹災証明書発行は、被災者生活再建支援金や義援金の交付、住宅の応急修理や公費解

体などの各種申請の基礎となるため、被災者の負担を考えれば、罹災証明書の発行だけ

を先に進めるのではなく、これらの申請受付を一元的に進めることも必要であったと考

えられる。 

13 

熊本地震等の課題等を踏まえた修正（案）［奈良県地域防災計画検討委員会の主要議題］ 

奈良県（地域防災計画検討委員会）【平成 29 年 3 月】 

 

(4）罹災証明、被害認定調査 

（課題及び問題点等） 

ア  被害認定調査の早期実施と罹災証明の速やかな発行が必要 

 a 住家の被害認定調査が進まず、罹災証明の発行が遅れた 

イ  被害認定調査の調査員の増加、育成が必要 

 a 被災自治体での専門的知識を有する職員の不足 

 b 応援職員が被害認定調査について知識が不足 

ウ  県内市町村間での調査基準や様式の統一及び調査方針の共有が必要 

 a 調査結果判定に至る調査基準が市町村間や調査員間で統一されていなかった 

5 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

Ⅳ 各分野における支援の内容 

7 被災者の生活再建支援 

(1) 家屋被害認定調査 

（被害状況と被災地の対応） 

家屋被害認定調査は、被災者支援の基礎となる罹災証明書の発行に直結するため、早

期の実施体制の確立と調査着手が望まれた。 

益城町では、4月 30 日に、全棟調査の計画の下で、5月末日までの完了を目指して第

1次調査を進めることとなった。1次調査については、6月 5日をもって終了。6月 6日

から、2次調査を実施している。 

 

（支援の内容） 

① 関西広域連合による家屋被害認定支援要員の派遣 

第 1次調査については、4月 27 日に益城町の要請を受け、淡路市の経験者 2人を派遣

し、作業準備に着手した。同日、総務省から、関西広域連合、東京都、福岡県に対し、

被害認定支援要員 80 人の派遣要請があり、関西広域連合では、4月 30 日から 5月 27 日

まで、4 陣にわたり 89 人を派遣した。このうち、兵庫県からは、県内市町に要請し 26

人を派遣した。 

2 次調査については、6月 15 日から 7 月 12 日までの予定で派遣を開始したが、申請

件数が日を追って増加したため、7 月 19 日まで期間を延長して、5 陣にわたり 84 人を

派遣した。このうち、兵庫県からは 5 陣にわたり 44 人の市町職員を派遣した。特に、

最終の第 5 陣の派遣では 7 月中の調査完了に資するよう市町の協力を得て 14 人を確保

した。 

  調査は、役場ＯＢや土地家屋調査士等の案内役と派遣職員の調査員 2人の 3人が一組

で調査に当たった。1次調査では 1日 40～50 件、2次調査では 1日 4件をこなした。 

支援の結果、1 次調査は概ね 1 か月で 9 割程度を終了し、罹災証明書を発行できる段

階に至った。2次調査は、7月に入っても申請が途切れなかったが、7月中で完了の目処

がつくまでに至った。 

大津町については、大阪府を中心に、第 1 次調査として 4 月 30 日から 6 月 20 日ま

で、第 2 次調査として 5 月 27 日から 7 月 14 日まで 84 人の家屋被害認定支援要員を派

遣した。このうち、第 1次調査の第 3陣の際に、加古川市が 2名を派遣した。 

② 関西広域連合以外の調整による家屋被害認定支援要員の派遣 

政令指定都市市長会の調整により熊本市を応援することとなった神戸市から、5 月 9

日から 8月 24 日現在まで 16 次にわたり、68 人が熊本市に派遣された。 

また、全国町村会の調整により、本県からは、多可町と香美町が応援派遣を行うこと

になり、多可町は 4 月 30 日～5 月 14 日まで 2 次にわたり 4 人を御船町に派遣した。香

美町は 6 月 25 日～30 日に大津町に、7 月 25 日～29 日に嘉島町にそれぞれ 2 人を派遣

した。 

 

（支援の成果・課題・教訓） 

関西広域連合では、発災直後の 4 月 16 日の段階で家屋被害認定支援要員 8 人を派遣

し、熊本県に対して被害認定の早期実施を助言したが、被災建築物応急危険度判定など

の初動・応急的な業務を優先せざるを得なかったことから、早期実施体制には至らなか

った。 

益城町では、役場ＯＢや土地家屋調査士等の案内役が配置されていたほか、2 次調査

に当たっては、家屋課税の平面図等の現地確認用資料が整備されており、また調査員向

けに調査方法のビデオが作成されており有益であった。混乱した中、一部で連絡不行き

届きがあったものの、概ね受け入れ態勢が整っており、総じて円滑な調査が行われた。 

益城町の調査方針として、住民の申請を待たずに全棟調査を実施することとし、外観



− 附 18 −

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

(実施すべき取組） 

住宅に関する各種調査は、災害対応システム全体の中で、それぞれが住宅の被害の状況

を適切に評価し、人身等の被害拡大を防ぎ、また被災者支援の適用の根拠とするなどの役

割を分担している。それぞれの調査では、類似の項目もあることを踏まえ、連携可能な分

野（項目）の検討等を進める必要がある。 

→(対応（案)） 

住家被害認定調査の調査票について、最初の一歩として、奈良県内においてはできるだ

け内閣府様式に統一する。内閣府様式を前提として、市町村職員に対して実践的な研修を

継続・強化して実施する。また、受講者・認定調査経験者の登録を継続する。 

被災建築物応急危険度判定と罹災証明の連携については、全国被災建築物応急危険度判

定協議会で方針が示されれば、従っていきたい。 

 

（実施すべき取組） 

罹災証明書の交付の迅速化を進めるため、住家の被害認定基準運用指針や調査票の見直

しにより簡便な手法を導入するとともに、システムの導入による省力化や調査員の育成等

を行う。 

→(対応（案)） 

被災者台帳作成等の支援やシステム化についても検討していく。 

14 

平成 28年熊本地震を踏まえた防災対策の強化について 

山口県【平成 28年 12月】 

 

Ⅰ 体制～災害対応体制の確保 

③市町の災害対応力の強化 

◇県職員の支援体制の強化    

・大規模災害時における県内市町の初動対応を支援するため、「県職員被災市町支援チー

ム（仮称）」派遣の仕組みを創設する。 

支援チームは、市町災害対策本部の運営等について助言するとともに、避難所運営、住

家被害認定調査等の業務体制づくりを支援する。（H29.3までに実施） 

・支援チームのメンバーや、大規模災害時に応援職員を指揮調整することが予想される市

町職員を対象に、災害対策本部運営等に係るスキルアップ研修を開催する。（来年度実施） 

◇市町職員の対応力向上 

・住家被害認定調査等、市町職員が行う災害対応業務に係る研修を充実強化する。（今年

度から実施） 

・防災危機管理体制の一層の向上を図り、災害時の危機事態に的確に対応できるよう、市

町長を対象としたセミナーを開催する。（来年度実施） 

6 

Ⅲ 避難～避難者支援体制の強化 

④生活再建に向けた支援体制の強化 

◇被災者支援事務の効率化    

・被災者支援を総合的かつ効率的に実施するため、被災者台帳・罹災証明等に係るシステ

ムについて市町と連携を図りながら早期導入を進める。（来年度以降導入） 
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15 

平成 28年熊本地震の対応について 

大分市【平成 28年 10月】 

 

第 2章 本市の地震対応について 

7・

8 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

 b 市町村間で様式が統一されていなかったり、調査方針が共有されていなかったため、

多数の被災者が不公平感を感じ、二次調査依頼が殺到した 

エ  罹災証明の発行や、被害認定調査についての被災者への周知が必要 

 a 被災者への制度や調査についての理解がされていなかったため、多数の申請があり事

務量が増加し対応が遅れた 

オ 罹災証明の発行は、発災後 1ヶ月ぐらいから始める必要があるので、事前にどのよう

な準備がいるかを平常時に確認しておく必要がある【委員会意見㉗】 

力 罹災証明書の交付の迅速化を進めるため、住家の被害認定基準運用指針や調査票の見

直しにより簡便な手法を導入するとともに、システムの導入による省力化や調査員の

育成等を行う【報告書㉗】 

キ  市町村の罹災証明書の基準や様式を統一することが望ましい【委員会意見㉖】 

ク  関西広域連合内での罹災証明発行スタイル統一を検討すべき【委員会意見㉜】 

ケ 住宅に関する各種調査は類似の項目もあることから、連携可能な分野（項目）の検討

等を進める必要がある【報告書㉖】 

被災者台帳 

コ 市町村における既存のデータベースを活用した被災者台帳の整備の取組を促進する

必要がある【報告書⑯】 

 

（対応の方向性） 

・市町村への住家被害認定調査研修の強化 

   ・より具体的な被害認定を実施する研修の実施 

   ・被害認定後の罹災証明発行時の研修 

   ・市町村職員の実務的な研修派遣への支援 

   ・災害時に必要な事前準備の必要性や準備方法等を支援〈オ【委員会意見㉗】〉 

・国における指針の見直しや簡略化への動向を注視し、市町村への支援を検討〈オ【委員

会意見㉗】〉 

・被災建築物応急危険度判定と罹災証明の連携については、全国被災建築物応急危険度判

定協議会で方針が示されれば、従っていきたい〈ケ【報告書㉖】〉 

・「家屋被害認定業務研修プログラム」を開発している関西広域連合との連携を図る罹災

証明様式の統一を関西広域連合広域防災局内で検討するよう提案する〈ク【委員会意見

㉜】〉 

[備考］平成 28 年度に、県内の調査方式及び様式を原則内閣府が採用している方式で統一

した〈キ【委員会意見㉖】〉 

被災者台帳 

・被災者台帳を作成にあたり、システム整備等について市町村に対し情報提供などの支援

を行う〈カ【報告書㉗】、コ【報告書⑯】〉 

 

「熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策の在り方について（報告書）」への対応（案） 

奈良県（地域防災計画検討委員会）【平成 29 年 3 月】 

 

3. 応急的な住まいの確保や生活復興支援 

3-1.住まいの場の円滑な確保 

(現状と課題) 

○住宅等の被害に関する各種調査に係る説明の不足等 

○避難生活の解消に向けた判断材料の不足 

○各地方公共団体の調査手法の不統一 

○生活再建の上で迅速な被災家屋の解体・撤去は重要な課題 

 

3 
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

(実施すべき取組） 

住宅に関する各種調査は、災害対応システム全体の中で、それぞれが住宅の被害の状況

を適切に評価し、人身等の被害拡大を防ぎ、また被災者支援の適用の根拠とするなどの役

割を分担している。それぞれの調査では、類似の項目もあることを踏まえ、連携可能な分

野（項目）の検討等を進める必要がある。 

→(対応（案)） 

住家被害認定調査の調査票について、最初の一歩として、奈良県内においてはできるだ

け内閣府様式に統一する。内閣府様式を前提として、市町村職員に対して実践的な研修を

継続・強化して実施する。また、受講者・認定調査経験者の登録を継続する。 

被災建築物応急危険度判定と罹災証明の連携については、全国被災建築物応急危険度判

定協議会で方針が示されれば、従っていきたい。 

 

（実施すべき取組） 

罹災証明書の交付の迅速化を進めるため、住家の被害認定基準運用指針や調査票の見直

しにより簡便な手法を導入するとともに、システムの導入による省力化や調査員の育成等

を行う。 

→(対応（案)） 

被災者台帳作成等の支援やシステム化についても検討していく。 

14 

平成 28 年熊本地震を踏まえた防災対策の強化について 

山口県【平成 28 年 12月】 

 

Ⅰ 体制～災害対応体制の確保 

③市町の災害対応力の強化 

◇県職員の支援体制の強化    

・大規模災害時における県内市町の初動対応を支援するため、「県職員被災市町支援チー

ム（仮称）」派遣の仕組みを創設する。 

支援チームは、市町災害対策本部の運営等について助言するとともに、避難所運営、住

家被害認定調査等の業務体制づくりを支援する。（H29.3 までに実施） 

・支援チームのメンバーや、大規模災害時に応援職員を指揮調整することが予想される市

町職員を対象に、災害対策本部運営等に係るスキルアップ研修を開催する。（来年度実施） 

◇市町職員の対応力向上 

・住家被害認定調査等、市町職員が行う災害対応業務に係る研修を充実強化する。（今年

度から実施） 

・防災危機管理体制の一層の向上を図り、災害時の危機事態に的確に対応できるよう、市

町長を対象としたセミナーを開催する。（来年度実施） 

6 

Ⅲ 避難～避難者支援体制の強化 

④生活再建に向けた支援体制の強化 

◇被災者支援事務の効率化    

・被災者支援を総合的かつ効率的に実施するため、被災者台帳・罹災証明等に係るシステ

ムについて市町と連携を図りながら早期導入を進める。（来年度以降導入） 

12 

15 

平成 28 年熊本地震の対応について 

大分市【平成 28 年 10月】 

 

第 2章 本市の地震対応について 

7・

8 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

 b 市町村間で様式が統一されていなかったり、調査方針が共有されていなかったため、

多数の被災者が不公平感を感じ、二次調査依頼が殺到した 

エ  罹災証明の発行や、被害認定調査についての被災者への周知が必要 

 a 被災者への制度や調査についての理解がされていなかったため、多数の申請があり事

務量が増加し対応が遅れた 

オ 罹災証明の発行は、発災後 1ヶ月ぐらいから始める必要があるので、事前にどのよう

な準備がいるかを平常時に確認しておく必要がある【委員会意見㉗】 

力 罹災証明書の交付の迅速化を進めるため、住家の被害認定基準運用指針や調査票の見

直しにより簡便な手法を導入するとともに、システムの導入による省力化や調査員の

育成等を行う【報告書㉗】 

キ  市町村の罹災証明書の基準や様式を統一することが望ましい【委員会意見㉖】 

ク  関西広域連合内での罹災証明発行スタイル統一を検討すべき【委員会意見㉜】 

ケ 住宅に関する各種調査は類似の項目もあることから、連携可能な分野（項目）の検討

等を進める必要がある【報告書㉖】 

被災者台帳 

コ 市町村における既存のデータベースを活用した被災者台帳の整備の取組を促進する

必要がある【報告書⑯】 

 

（対応の方向性） 

・市町村への住家被害認定調査研修の強化 

   ・より具体的な被害認定を実施する研修の実施 

   ・被害認定後の罹災証明発行時の研修 

   ・市町村職員の実務的な研修派遣への支援 

   ・災害時に必要な事前準備の必要性や準備方法等を支援〈オ【委員会意見㉗】〉 

・国における指針の見直しや簡略化への動向を注視し、市町村への支援を検討〈オ【委員

会意見㉗】〉 

・被災建築物応急危険度判定と罹災証明の連携については、全国被災建築物応急危険度判

定協議会で方針が示されれば、従っていきたい〈ケ【報告書㉖】〉 

・「家屋被害認定業務研修プログラム」を開発している関西広域連合との連携を図る罹災

証明様式の統一を関西広域連合広域防災局内で検討するよう提案する〈ク【委員会意見

㉜】〉 

[備考］平成 28 年度に、県内の調査方式及び様式を原則内閣府が採用している方式で統一

した〈キ【委員会意見㉖】〉 

被災者台帳 

・被災者台帳を作成にあたり、システム整備等について市町村に対し情報提供などの支援

を行う〈カ【報告書㉗】、コ【報告書⑯】〉 

 

「熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策の在り方について（報告書）」への対応（案） 

奈良県（地域防災計画検討委員会）【平成 29 年 3 月】 

 

3. 応急的な住まいの確保や生活復興支援 

3-1.住まいの場の円滑な確保 

(現状と課題) 

○住宅等の被害に関する各種調査に係る説明の不足等 

○避難生活の解消に向けた判断材料の不足 

○各地方公共団体の調査手法の不統一 

○生活再建の上で迅速な被災家屋の解体・撤去は重要な課題 

 

3 



− 附 20 −

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

 罹災証明業務については、①罹災証明願の相談・受付、②被害認定調査、③証明書発行

（郵送）の手順により行われた。罹災証明願は、当初記述式だったが、一部損壊等の被害

が多いこともあり、簡易なチェック方式に変更して申請時間を短縮した。受付・相談業務

には、総務対策部の管理職をはじめ税務担当課と危機管理課職員が中心となり担当し、各

対策部からも多くの職員が従事したが、他の災害対応業務（避難所担当など）と平常業務

への職員配置による人員不足から、下記機関に応援要請を行い、従事していただいた。 

・大分県職員（4月 25 日～4月 28 日各 3名） 

・大分県市長会（県内自治体職員）（4月 25 日～5月 6日各 3名、5月 9日～各 2名） 

・大分県行政書士会（5月 9日～5月 17 日各 3名） 

また、申請の大部分が一部損壊であったため、外観判定による交付を行った。石垣やブ

ロック塀等の被害は住家被害に含まれないことが口コミで広がると、石垣やブロック塀等

の被害の申請は少なくなった。当初、判定に 1件 1時間かかっていたが、南阿蘇村等で判

定業務等を行っていた民間業者に、5月 10 日から業務支援を依頼したことにより、外観判

定で 9割方認定が可能になるなど業務効率が著しく向上した。また、申請された方より被

災度判定に対する疑問などご意見をいただくことが多くあったが、被災度を示す写真例に

より説明を行うことで判定に納得いただける事に繋がった。外観のみでは判定できない不

同沈下等の被害については立入調査を行った。 

 市役所 1階レセプションホールには、一か所で被災者に必要な支援が提供される仕組み

として、市営住宅入居相談・申請や廃棄物等の被災者支援窓口も設置したが、相談が多岐

にわたるため完全なワンストップとはならなかった。今後検討が必要である。 

 罹災証明申請受理件数は、4 月 25 日以降増加し、最初のピークは 5 月 16 日（165 件）

であり、罹災証明の第 1次発送（初回の証明書発行）は 5月 20 日になされ、1,224 件を発

送した。9月に申請がピークを迎え、その後徐々に減少し、平成 29 年 3 月から罹災証明受

付窓口（市民サロン）を危機管理課へ変更した。  

第 5 章 複旧・復興支援 

5.2    被災者の生活再建支援 

5.2.1    罹災証明書の発行 

 被災した方々への支援が急がれることから、地震発生から 2日後の平成 28 年 4 月 18 日

（月）10 時から罹災証明申請・災害関係相談が開始され、最初のピークは 5月 16 日（165

件）であったが、図 5.2.1 に示すように、9月末をピークに申請件数は激減し、交付割合

は 100％に近づいている。罹災証明受理件数と交付件数（交付割合）は、平成 29 年 3 月 10

日時点で、以下のようになっている。 

 罹災証明受理件数     7,993 件 

 罹災証明交付件数     7,970 件（交付割合 99.7％) 

 窓口への相談件数    11,167 件 

87 

17 

被災地の復興を願って VI ～北九州市・平成 28 年熊本地震の支援活動～（平成 28 年 4

月～平成 29 年 3 月） 

北九州市【平成 29 年 4 月】 

 

5 支援活動の報告 

「熊本地震における家屋被害認定調査支援」 

5 第１次調査について 

  調査方法については、本市の先発職員から実地調査を通じ学びながら進めていくとい

う方法をとった。（第 1陣の本市職員は既に建物調査についての研修を受講済み。）第 1

次調査については、それほど専門的な知識を必要とせず調査できる方法が確立されてい

たため、半日の実地調査で概ね調査方法を習得することができた。以降 6 月末まで、後

から合流する本市応援職員に引継ぎを行いながら調査を実施する方式をとったが、短期

93

・ 

94 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

  2 地震対応の個別内容 

(6) 被害状況調査等について 

  発災直後、社会基盤対策部を中心に被害状況調査を実施し、道路の破損などについて

応急対応を行うとともに、住家の被害などの把握も行った。また、消防団も自主的に地

区内のパトロールを行った。 

(7) 罹災証明書の交付について 

  防災危機管理課及び各支所・出張所で住家被害などの、罹災証明書の交付を行った。 

  証明書交付にあたり、住家の被害認定調査は被災者救援部の住宅担当部で対応した

が、未経験者が多かったこともあり、4月 21 日に県において開催された住家の被害認定

調査に係る説明会に参加し、平成 23 年に改正された認定方法について説明を受け、認

定調査に当たった。 

  今回は大部分が一部損壊であったため、写真判定などによる判定に基づき、交付を行

ったが、一部、判定調査を必要とするケースがあったことから、被災者救援部の住宅対

策班で認定調査に当たった。 

第 8章 今後の対応と総括等について 

  1 災害対応等に対する検証について 

 （2）検証結果 

   イ 本市において甚大な被害が発生した場合の対応について 

(ウ) 受援について 

被災地に派遣した職員から、複数の機関から様々な窓口を通じてリエゾンやコーデ

ィネーター等職員が派遣されることにより情報の共有等に支障が生じやすい等の課題

が挙げられた。 

今後、業務継続計画（ＢＣＰ）の見直しを図る中で、受援に関する必要な項目  

を洗い出し、マニュアルの修正や受援計画の作成に取り組むこととした。 

(エ) 復旧・復興について 

   被災者の生活に直結する応急危険度判定、被害調査、罹災証明書発行事務、みなし仮

設住宅やごみ処理等の課題について検証し、各種マニュアル等の整備や組織の再編等

を検討することとした。 

19 

16 

平成 28 年熊本地震の記録（最終報告）－震災からの創造的復興をめざして－ 

別府市【平成 29 年 3 月】 

 

第 3章 各対策部・関係機関等の対応 

3.2 業務別対応 

 

3.2.6    住宅の被害認定・罹災証明書の発行 

 別府市ではこれまで罹災証明書を風水害の関連で年間 5件ほど発行していたが、多数の

住家被害に伴う罹災証明書の交付事務は経験がなかった。被災した市民から災害対策本部

に多くの問い合わせがあり、総務対策部（課税課、収納課）を中心に 4月 17 日（日）から

準備を開始し、地震発生から 2 日後の 4 月 18 日（月）10 時に、罹災証明申請・災害関係

相談窓口を市役所 1階レセプションホールに急きょ設置した。罹災証明に係る申請以外に

も様々な被害相談を受け付けたが、多くの住民が来庁したため、受付窓口を増やした。地

震による住宅の被害認定と、罹災証明交付については、十分な知識のある職員が少ない事

から、4月 21 日に由布市役所庄内庁舎で県内自治体職員向けに大分県が開催した「住家の

被害認定調査に係る説明会」に、総務対策部担当職員等 4名が参加し、内閣府（防災担当）

より、平成 23 年に改正された認定方法等の説明のほか、公平公正、迅速に行う必要があ

る旨の説明を受けた。 

55

・ 

56 



− 附 21 −

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

 罹災証明業務については、①罹災証明願の相談・受付、②被害認定調査、③証明書発行

（郵送）の手順により行われた。罹災証明願は、当初記述式だったが、一部損壊等の被害

が多いこともあり、簡易なチェック方式に変更して申請時間を短縮した。受付・相談業務

には、総務対策部の管理職をはじめ税務担当課と危機管理課職員が中心となり担当し、各

対策部からも多くの職員が従事したが、他の災害対応業務（避難所担当など）と平常業務

への職員配置による人員不足から、下記機関に応援要請を行い、従事していただいた。 

・大分県職員（4月 25 日～4月 28 日各 3名） 

・大分県市長会（県内自治体職員）（4月 25 日～5月 6日各 3名、5月 9日～各 2名） 

・大分県行政書士会（5月 9日～5月 17 日各 3名） 

また、申請の大部分が一部損壊であったため、外観判定による交付を行った。石垣やブ

ロック塀等の被害は住家被害に含まれないことが口コミで広がると、石垣やブロック塀等

の被害の申請は少なくなった。当初、判定に 1件 1時間かかっていたが、南阿蘇村等で判

定業務等を行っていた民間業者に、5月 10 日から業務支援を依頼したことにより、外観判

定で 9割方認定が可能になるなど業務効率が著しく向上した。また、申請された方より被

災度判定に対する疑問などご意見をいただくことが多くあったが、被災度を示す写真例に

より説明を行うことで判定に納得いただける事に繋がった。外観のみでは判定できない不

同沈下等の被害については立入調査を行った。 

 市役所 1階レセプションホールには、一か所で被災者に必要な支援が提供される仕組み

として、市営住宅入居相談・申請や廃棄物等の被災者支援窓口も設置したが、相談が多岐

にわたるため完全なワンストップとはならなかった。今後検討が必要である。 

 罹災証明申請受理件数は、4 月 25 日以降増加し、最初のピークは 5 月 16 日（165 件）

であり、罹災証明の第 1次発送（初回の証明書発行）は 5月 20 日になされ、1,224 件を発

送した。9月に申請がピークを迎え、その後徐々に減少し、平成 29 年 3 月から罹災証明受

付窓口（市民サロン）を危機管理課へ変更した。  

第 5 章 複旧・復興支援 

5.2    被災者の生活再建支援 

5.2.1    罹災証明書の発行 

 被災した方々への支援が急がれることから、地震発生から 2日後の平成 28 年 4 月 18 日

（月）10 時から罹災証明申請・災害関係相談が開始され、最初のピークは 5月 16 日（165

件）であったが、図 5.2.1 に示すように、9月末をピークに申請件数は激減し、交付割合

は 100％に近づいている。罹災証明受理件数と交付件数（交付割合）は、平成 29 年 3 月 10

日時点で、以下のようになっている。 

 罹災証明受理件数     7,993 件 

 罹災証明交付件数     7,970 件（交付割合 99.7％) 

 窓口への相談件数    11,167 件 

87 

17 

被災地の復興を願って VI ～北九州市・平成 28 年熊本地震の支援活動～（平成 28 年 4

月～平成 29 年 3 月） 

北九州市【平成 29 年 4 月】 

 

5 支援活動の報告 

「熊本地震における家屋被害認定調査支援」 

5 第１次調査について 

  調査方法については、本市の先発職員から実地調査を通じ学びながら進めていくとい

う方法をとった。（第 1陣の本市職員は既に建物調査についての研修を受講済み。）第 1

次調査については、それほど専門的な知識を必要とせず調査できる方法が確立されてい

たため、半日の実地調査で概ね調査方法を習得することができた。以降 6 月末まで、後

から合流する本市応援職員に引継ぎを行いながら調査を実施する方式をとったが、短期

93

・ 

94 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

  2 地震対応の個別内容 

(6) 被害状況調査等について 

  発災直後、社会基盤対策部を中心に被害状況調査を実施し、道路の破損などについて

応急対応を行うとともに、住家の被害などの把握も行った。また、消防団も自主的に地

区内のパトロールを行った。 

(7) 罹災証明書の交付について 

  防災危機管理課及び各支所・出張所で住家被害などの、罹災証明書の交付を行った。 

  証明書交付にあたり、住家の被害認定調査は被災者救援部の住宅担当部で対応した

が、未経験者が多かったこともあり、4月 21 日に県において開催された住家の被害認定

調査に係る説明会に参加し、平成 23 年に改正された認定方法について説明を受け、認

定調査に当たった。 

  今回は大部分が一部損壊であったため、写真判定などによる判定に基づき、交付を行

ったが、一部、判定調査を必要とするケースがあったことから、被災者救援部の住宅対

策班で認定調査に当たった。 

第 8章 今後の対応と総括等について 

  1 災害対応等に対する検証について 

 （2）検証結果 

   イ 本市において甚大な被害が発生した場合の対応について 

(ウ) 受援について 

被災地に派遣した職員から、複数の機関から様々な窓口を通じてリエゾンやコーデ

ィネーター等職員が派遣されることにより情報の共有等に支障が生じやすい等の課題

が挙げられた。 

今後、業務継続計画（ＢＣＰ）の見直しを図る中で、受援に関する必要な項目  

を洗い出し、マニュアルの修正や受援計画の作成に取り組むこととした。 

(エ) 復旧・復興について 

   被災者の生活に直結する応急危険度判定、被害調査、罹災証明書発行事務、みなし仮

設住宅やごみ処理等の課題について検証し、各種マニュアル等の整備や組織の再編等

を検討することとした。 
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16 

平成 28 年熊本地震の記録（最終報告）－震災からの創造的復興をめざして－ 

別府市【平成 29 年 3 月】 

 

第 3章 各対策部・関係機関等の対応 

3.2 業務別対応 

 

3.2.6    住宅の被害認定・罹災証明書の発行 

 別府市ではこれまで罹災証明書を風水害の関連で年間 5件ほど発行していたが、多数の

住家被害に伴う罹災証明書の交付事務は経験がなかった。被災した市民から災害対策本部

に多くの問い合わせがあり、総務対策部（課税課、収納課）を中心に 4月 17 日（日）から

準備を開始し、地震発生から 2 日後の 4 月 18 日（月）10 時に、罹災証明申請・災害関係

相談窓口を市役所 1階レセプションホールに急きょ設置した。罹災証明に係る申請以外に

も様々な被害相談を受け付けたが、多くの住民が来庁したため、受付窓口を増やした。地

震による住宅の被害認定と、罹災証明交付については、十分な知識のある職員が少ない事

から、4月 21 日に由布市役所庄内庁舎で県内自治体職員向けに大分県が開催した「住家の

被害認定調査に係る説明会」に、総務対策部担当職員等 4名が参加し、内閣府（防災担当）

より、平成 23 年に改正された認定方法等の説明のほか、公平公正、迅速に行う必要があ

る旨の説明を受けた。 

55

・ 

56 



− 附 22 −

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載
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 なお、被害認定結果について、自治体によって開きがあるといったマスコミ報道が相次

いだこともあり、調査時期によって熊本市からの指示が若干ブレたため、現場が混乱する

ことがあった。災害発生の初期段階で判断することは難しい点もあると思うが、本市が被

災した場合、できるだけ早期に具体的な調査方法等を決定できる体制をつくり、スムーズ

な調査を行うことができるよう備えておく必要があると思う。 

「熊本市における「罹災証明書発行」の支援について」 

■求められる支援は 

  今回の派遣においてもっとも反省すべき点は、熊本市役所の状況に対する事前の情報

収集が不足していた点である。 

  熊本市役所が組織として様々な業務に忙殺されており、他都市からの応援職員に対応

する余裕がない状態であった。出来る限り受け入れ自治体の手間を煩わせない、自己完

結型の支援が求められていると強く感じた。 

  そのためには、本市からの派遣職員グループ同士が業務を行いながら引き継ぎを行

い、ノウハウを確実に現地で継続させていく必要がある。実際に他都市の応援職員はス

ムーズに引き継ぎが行われていた。 

  危機管理室に状況を報告し、、派遣職員の一部を期間延長することで、我々以降の派遣

において、引継ぎの問題は多少改善が図られたと聞いている。 
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「平成 28 年熊本地震」支援活動記録 

福岡市【平成 29 年 4 月】 

 

第 1 部 平成 28 年熊本地震 福岡市被災地支援活動レポート 

～今後の災害対応につなげるために～ 

第 2章 福岡市が行った「自己完結型支援」とは 

第 1節 支援物資 

 

1 ニーズの的確な把握 

 なお、物資と異なり、り災証明の発行など専門性を持った職員派遣などについては、相

当数のマンパワーが必要であり、全国の自治体から派遣していく必要がある。 

 併せて、各都市が経験した過去の災害に基づくノウハウと人材を、迅速に活用できる仕

組みを事前につくっておくことも重要である。 

1-5 

第 2 部 福岡市の新しい取り組み 

第 1章 福岡市の新しい取り組み  

 

4 広域応援体制の構築 

    福岡市では、福岡市長が提案して設置が承認された九州市長会防災部会の事務局を

設置し、新たな相互支援体制の検討を進めている。  

    国や県による広域支援については、その体制を本格化させるまでの間に一定の期間

が必要になることから、広域支援が本格化するまでの期間について，実行部隊を持つ

基礎自治体の力で支援する体制を構築することとした。 

    また、熊本地震で広域支援を担った九州地方知事会とも連携し、双方の強みを活か

して迅速かつ切れ目のない被災地支援を実施することで確認・合意した。 

2-3 

第 3 部 支援活動の記録 

第 4章 被災自治体への支援内容～WITH THE KYUSHU の理念のもとに～ 

第 2節 人的支援 

 

7 被害認定調査・り災証明書発行業務支援 

（4）り災証明書の発行に係る住家被害認定調査業務支援（1次調査）（財政局・各区） 

3-

39 

・ 

3-

40 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

のローテーションでの業務においてのこの方法は、非常に効率的であったと感じた。た

だし、引き継ぎが正確に行われていかないと、後続の方の調査に影響が生じていく恐れ

があるため丁寧な対応が不可欠であると感じた。 

  調査は連日目標件数である 30～40 件／日程度行ったが、膨大な数の調査のため、こ

のペースでも調査終了まで数ヶ月かかるといった状況であり、調査の効率化、更なる応

援増強の必要性をひしひしと感じながら調査を行った。（中略） 

  連日他都市からの応援が増強されていくにつれ、熊本市の公用車が不足してきたため、

公用車のない班は公共交通機関やタクシーによる移動を余儀なくされていた。のちに本

市の班は、熊本市職員が同行する 3 名 1 班体制から本市職員 2 名 1 班体制での調査に見

直された。人的支援に加え、本市公用車の現地配備などの物的支援も行えたことで、本業

務において熊本市の人員削減に貢献できたことは、大きなメリットであったと思う。 

6 第 2 次調査について 

  第 2 次調査は、建物の規模や被害の程度によっては 1時間以上かかるものもあり、1日

5件の調査がやっとの状況であった。加えて、第 1次調査の判定結果より第 2次調査の結

果の方が被害程度が小さいと判定された場合でも第 1 次調査の結果を採用するという報

道もあったため、その結果多くの再調査依頼が殺到したとのことであった。この時期は

連日の暑さも相まって、本部職員、調査職員とも疲労困ぱいの状態であった。 

再調査依頼のあった家屋のほとんどは“無被害”や“一部損壊”の判定に不服のある方

からによるものであった。外観調査では大きな被害を確認できないが、屋内は床が抜け

落ちているものや傾いているもの、天井や内壁が崩落しているものなど、生活に大きく

支障のあるものも少なくなかった。 

再調査の結果、第 1 次調査の判定結果を上回ったものが多かったが、後から聞くと熊

本市全体でも 6 割を越える家屋の判定が重くなったそうだ。理由は、被災者に負担にな

らないようにとの配慮や調査の効率化を図るため独自の簡略化された調査シートを採用

したことなどによるもので、県内の他の自治体と不公平感が生じているのではと問題視

される報道などもあったようである。 

「家屋の被害認定調査業務に携わって」 

〈現地調査で困難であった点及び改善点〉 

 1 次調査の派遣時に、まず困ったのは、調査の具体的な方法が事前に示されておらずマ

ニュアル等も作成されていないことであった。そのため、派遣期間中に、具体的な調査方

法や 1日の調査の流れ、また宿泊施設などの現地情報を収集し、帰庁後直ちに資料（マニ

ュアル）化して後発の派遣者に配布した。このマニュアルは、1次調査及び 2 次調査の期

間中を通じ、派遣者からの情報を基にリニューアルを繰り返して使用したため、大変効果

的なものに仕上がっていった。災害対応等の非日常業務の場合、情報共有がいかに大切で

あるかを痛感した。 

 また、1 次調査の方法についてであるが、私が調査に従事した震災直後は、前述したロ

ーラー調査であった（後に申請があった建物のみ調査するポイント調査に変わった）ため、

被害を受けていない建物についても調査を行うなど非効率であった。被災家屋が数百棟程

度の災害であれば全棟調査も有用と思うが、今回のような大規模災害では、調査のスピー

ド化を図るためにも、最初からポイント調査を採用すべきであったと思う。 

〈本市の防災に必要なこと〉 

 今回の派遣では、家屋評価業務の経験を有することが参加要件とされていたため、当初、

財政局内の経験者を派遣したが、派遣期間が延長されるとすぐに要員が不足し未経験者を

派遣することとなった。1 次調査は、家屋評価経験がなくても十分対応できる業務である

ため、今後、本市で大規模災害が発生した場合や他都市に派遣協力する場合に備え、昨年

11 月に危機管理室が希望者向けに実施した「被害認定調査研修」を今後定期的に開催し、

できれば全職員に受講を義務づけるなどして、対応できる職員を多数養成しておく必要が

あると思う。 
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲
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頁 

 なお、被害認定結果について、自治体によって開きがあるといったマスコミ報道が相次

いだこともあり、調査時期によって熊本市からの指示が若干ブレたため、現場が混乱する

ことがあった。災害発生の初期段階で判断することは難しい点もあると思うが、本市が被

災した場合、できるだけ早期に具体的な調査方法等を決定できる体制をつくり、スムーズ

な調査を行うことができるよう備えておく必要があると思う。 

「熊本市における「罹災証明書発行」の支援について」 

■求められる支援は 

  今回の派遣においてもっとも反省すべき点は、熊本市役所の状況に対する事前の情報

収集が不足していた点である。 

  熊本市役所が組織として様々な業務に忙殺されており、他都市からの応援職員に対応

する余裕がない状態であった。出来る限り受け入れ自治体の手間を煩わせない、自己完

結型の支援が求められていると強く感じた。 

  そのためには、本市からの派遣職員グループ同士が業務を行いながら引き継ぎを行

い、ノウハウを確実に現地で継続させていく必要がある。実際に他都市の応援職員はス

ムーズに引き継ぎが行われていた。 

  危機管理室に状況を報告し、、派遣職員の一部を期間延長することで、我々以降の派遣

において、引継ぎの問題は多少改善が図られたと聞いている。 
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「平成 28 年熊本地震」支援活動記録 

福岡市【平成 29 年 4 月】 

 

第 1 部 平成 28 年熊本地震 福岡市被災地支援活動レポート 

～今後の災害対応につなげるために～ 

第 2章 福岡市が行った「自己完結型支援」とは 

第 1節 支援物資 

 

1 ニーズの的確な把握 

 なお、物資と異なり、り災証明の発行など専門性を持った職員派遣などについては、相

当数のマンパワーが必要であり、全国の自治体から派遣していく必要がある。 

 併せて、各都市が経験した過去の災害に基づくノウハウと人材を、迅速に活用できる仕

組みを事前につくっておくことも重要である。 

1-5 

第 2 部 福岡市の新しい取り組み 

第 1章 福岡市の新しい取り組み  

 

4 広域応援体制の構築 

    福岡市では、福岡市長が提案して設置が承認された九州市長会防災部会の事務局を

設置し、新たな相互支援体制の検討を進めている。  

    国や県による広域支援については、その体制を本格化させるまでの間に一定の期間

が必要になることから、広域支援が本格化するまでの期間について，実行部隊を持つ

基礎自治体の力で支援する体制を構築することとした。 

    また、熊本地震で広域支援を担った九州地方知事会とも連携し、双方の強みを活か

して迅速かつ切れ目のない被災地支援を実施することで確認・合意した。 

2-3 

第 3 部 支援活動の記録 

第 4章 被災自治体への支援内容～WITH THE KYUSHU の理念のもとに～ 

第 2節 人的支援 

 

7 被害認定調査・り災証明書発行業務支援 

（4）り災証明書の発行に係る住家被害認定調査業務支援（1次調査）（財政局・各区） 

3-

39 

・ 

3-

40 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

のローテーションでの業務においてのこの方法は、非常に効率的であったと感じた。た

だし、引き継ぎが正確に行われていかないと、後続の方の調査に影響が生じていく恐れ

があるため丁寧な対応が不可欠であると感じた。 

  調査は連日目標件数である 30～40 件／日程度行ったが、膨大な数の調査のため、こ

のペースでも調査終了まで数ヶ月かかるといった状況であり、調査の効率化、更なる応

援増強の必要性をひしひしと感じながら調査を行った。（中略） 

  連日他都市からの応援が増強されていくにつれ、熊本市の公用車が不足してきたため、

公用車のない班は公共交通機関やタクシーによる移動を余儀なくされていた。のちに本

市の班は、熊本市職員が同行する 3 名 1 班体制から本市職員 2 名 1 班体制での調査に見

直された。人的支援に加え、本市公用車の現地配備などの物的支援も行えたことで、本業

務において熊本市の人員削減に貢献できたことは、大きなメリットであったと思う。 

6 第 2 次調査について 

  第 2 次調査は、建物の規模や被害の程度によっては 1時間以上かかるものもあり、1日

5件の調査がやっとの状況であった。加えて、第 1次調査の判定結果より第 2次調査の結

果の方が被害程度が小さいと判定された場合でも第 1 次調査の結果を採用するという報

道もあったため、その結果多くの再調査依頼が殺到したとのことであった。この時期は

連日の暑さも相まって、本部職員、調査職員とも疲労困ぱいの状態であった。 

再調査依頼のあった家屋のほとんどは“無被害”や“一部損壊”の判定に不服のある方

からによるものであった。外観調査では大きな被害を確認できないが、屋内は床が抜け

落ちているものや傾いているもの、天井や内壁が崩落しているものなど、生活に大きく

支障のあるものも少なくなかった。 

再調査の結果、第 1 次調査の判定結果を上回ったものが多かったが、後から聞くと熊

本市全体でも 6 割を越える家屋の判定が重くなったそうだ。理由は、被災者に負担にな

らないようにとの配慮や調査の効率化を図るため独自の簡略化された調査シートを採用

したことなどによるもので、県内の他の自治体と不公平感が生じているのではと問題視

される報道などもあったようである。 

「家屋の被害認定調査業務に携わって」 

〈現地調査で困難であった点及び改善点〉 

 1 次調査の派遣時に、まず困ったのは、調査の具体的な方法が事前に示されておらずマ

ニュアル等も作成されていないことであった。そのため、派遣期間中に、具体的な調査方

法や 1日の調査の流れ、また宿泊施設などの現地情報を収集し、帰庁後直ちに資料（マニ

ュアル）化して後発の派遣者に配布した。このマニュアルは、1次調査及び 2 次調査の期

間中を通じ、派遣者からの情報を基にリニューアルを繰り返して使用したため、大変効果

的なものに仕上がっていった。災害対応等の非日常業務の場合、情報共有がいかに大切で

あるかを痛感した。 

 また、1 次調査の方法についてであるが、私が調査に従事した震災直後は、前述したロ

ーラー調査であった（後に申請があった建物のみ調査するポイント調査に変わった）ため、

被害を受けていない建物についても調査を行うなど非効率であった。被災家屋が数百棟程

度の災害であれば全棟調査も有用と思うが、今回のような大規模災害では、調査のスピー

ド化を図るためにも、最初からポイント調査を採用すべきであったと思う。 

〈本市の防災に必要なこと〉 

 今回の派遣では、家屋評価業務の経験を有することが参加要件とされていたため、当初、

財政局内の経験者を派遣したが、派遣期間が延長されるとすぐに要員が不足し未経験者を

派遣することとなった。1 次調査は、家屋評価経験がなくても十分対応できる業務である

ため、今後、本市で大規模災害が発生した場合や他都市に派遣協力する場合に備え、昨年

11 月に危機管理室が希望者向けに実施した「被害認定調査研修」を今後定期的に開催し、

できれば全職員に受講を義務づけるなどして、対応できる職員を多数養成しておく必要が

あると思う。 
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− 附 24 −

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

[被災地の課題] 

・被災家屋の修繕や建替えの相談窓口が少なく、住民の不安が大きかった。 

[本市の対応] 

・住まいに関する相談について、建築関係団体に加え、弁護士会、税理士会、司法書士会、

宅地建物取引業協会等との連携により、総合的に対応 

・来年度作成予定の市住宅復興実務マニュアルにおいて、住まいに関する総合的な相談窓

口に加え、緊急の住宅確保や恒久住宅・公営住宅の供給・再建、民間住宅の再建支援の

実務的な体制・手順等について整理 

 

8 建物被害認定調査(財政局) 

[被災地の課題] 

・被災地において建物被害調査（2 次調査）のマニュアルが完成したのは、発災後 2 か月

近く経ってからだった。 

[本市の対応] 

・1 次調査に関する調査手順については「震災時の被害認定（火災を除く）及び罹災証明

書発行の手引き」として既に作成済みであり、庁内研修を毎年行っている。 

・2次調査については、本年度中に調査手順を作成し、既存の上記手引きに追加（※） 

※   1 次調査・2次調査：1次調査は建物の外観のみの調査。2次調査は、1次調査の判

定結果に対する再調査の申請に基づき実施し、建物の外観と内部を調査するもの。 

 

9 応急危険度判定調査や建物被害認定調査・罹災証明等の流れに関するリーフレット(財

政局・建築局) 

[被災地の課題] 

・災害時には建物に関する応急危険度判定調査や建物被害認定調査、保険会社の被害調査

等、複数の調査が行われるが、それぞれの調査内容や目的が十分に周知されておらず、

被災者が混同した場面が見受けられた。 

・建物被害認定調査の 1次調査は外観のみで判定することの周知が不足していた。 

[本市の対応] 

・各種調査に関する市民向けの説明用リーフレッ卜を作成し、本市の調査時等に配布 

・本年度中にリーフレッ卜を作成し、調査の拠点となる区役所等で保管 

20 

平成 28 年熊本地震－派遣報告記録集－ 

川崎市【平成 28 年 11 月】 

 

Ⅳ 支援活動 

3 業務別の人的支援（短期派遣）の概要 

(11）罹災証明発行支援 

 平成 28 年 4 月 25 日に指定都市市長会事務局からメールにて、指定都市市長会行動計画

に基づく熊本市からの派遣要請を受け、各指定都市行動計画担当課（危機管理室）宛に、

罹災証明発行と建物被害認定調査に係る職員の応援要請があり、派遣可能人数の調査が送

付される。 

 熊本市から指定都市市長会会長宛の依頼では、避難者数が市全域で約 54,100 人（平成

28 年 4 月 21 日現在）に上り、避難所運営等に人員を割り当てていること、被害棟数も約 

5 万棟と推測しており、また市街地から山間部まで分散している状況で、熊本市職員のみ

では、人員確保が困難であり、現在の罹災証明発行体制では、証明及び発行が大幅に遅れ

るため、建物被害認定調査と罹災証明受付業務を派遣して欲しいとの内容であった。 

 指定都市市長会からは、出来るだけ早く現地入りして欲しいとのことで、派遣可能日か

ら 5月 24 日までの期間、両業務について、各市 12～13 名程度の派遣を想定し、まずは、

35 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

   「広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画」に基づき、固定資産税の家

屋評価業務を担当する職員等を熊本市へ派遣し、被災した住家の調査を実施し、り災

証明発行に必要な被害程度（一部損壊、半壊、大規模半壊，全壊）の判定（住家認定調

査業務（1次調査））を行った。 

   被害が広範囲に及び、被害家屋の状況把握ができていなかったため、調査方針が流

動的で当初は対応に苦慮したが、情報共有の徹底や熊本市から提供された調査票に調

査のポイント等を加え独自のマニュアルとして活用するなど、効率的な調査実施に取

り組んだ。 

  ① 期 間 ： 4 月 27 日（水）～7月 29 日（金） 

  ② 人 数 ： 延べ 340 人 

  ③ 支援先 ： 熊本県熊本市 

  ④ 支援活動での教訓 ：被害認定を行える職員を全庁的に確保する体制の整備 

 

（5）り災証明書の発行に係る住家被害認定調査業務支援（2次調査）（住宅都市局） 

 「広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画」に基づき、被災した住家の

調査を実施し、り災証明を発行するために必要な被害程度（一部損壊，半壊，大規模半

壊，全壊）の判定（住家認定調査業務（2次調査））のための要員を派遣した。 

   ① 期 間 ： 6 月 16 日（木）～8月 30 日（火） 

  ② 人 数 ： 延べ 146 人（第 1次～第 20 次派遣） 

  ③ 支援先 ： 熊本県熊本市 

  ④ 支援活動での教訓 ：・必要な職種，調査人数の確保 

・被災自治体と応援自治体の役割分担の明確化 

 

（6）り災証明書発行窓口業務支援（市民局） 

 「広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画」に基づき、り災証明発行業

務支援のための要員を派遣した。現地活動は複数自治体との共同で実施した。活動当

初は，熊本市職員からレクチャーを受け業務を実施したが、ミーティングによる情報

共有、作業の効率化を進め、応援自治体のみで支援業務を実施できるように取り組ん

だ。 

  ① 期 間 ： 4 月 27 日（水）～5月 31 日（火） 

  ② 人 数 ： 延べ 636 人（第 1次～第 13 次派遣） 

  ③ 支援先 ： 熊本県熊本市 

  ④ 支援活動での教訓 ：・応援自治体の職員のみで支援業務が実施できる事務処理マ

ニュアルの整備 

 

（7）窓口業務支援（総務企画局，市民局） 

    福岡県市長会からの要請に基づき、り災証明書申請受付・交付、交付予約受付等の

窓口・電話対応業務のための要員を派遣した。支援職員内でミーティングを実施し、相

談者に関する情報共有及び業務管理など徹底して取り組んだ。 

   ① 期 間 ： 6 月 13 日（月）～7月 26 日（火） 

  ② 人 数 ： 延べ 32 人（避難所運営支援に引き続き第 1次～第 3次派遣） 

 ③ 支援先 ： 熊本県益城町 

④ 支援活動での教訓 ：・複数自治体の共同作業や短期派遣であることによる業務継

続性の確保（業務の引き継ぎの重要性） 
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熊本地震を踏まえた震災対策の検証状況について(政策・総務・財政委員会配布資料） 

横浜市【平成 28 年 12 月】 

 

7 被災家屋の修繕や建替え等の相談窓口(建築局) 

－ 



− 附 25 −

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

[被災地の課題] 

・被災家屋の修繕や建替えの相談窓口が少なく、住民の不安が大きかった。 

[本市の対応] 

・住まいに関する相談について、建築関係団体に加え、弁護士会、税理士会、司法書士会、

宅地建物取引業協会等との連携により、総合的に対応 

・来年度作成予定の市住宅復興実務マニュアルにおいて、住まいに関する総合的な相談窓

口に加え、緊急の住宅確保や恒久住宅・公営住宅の供給・再建、民間住宅の再建支援の

実務的な体制・手順等について整理 

 

8 建物被害認定調査(財政局) 

[被災地の課題] 

・被災地において建物被害調査（2 次調査）のマニュアルが完成したのは、発災後 2 か月

近く経ってからだった。 

[本市の対応] 

・1 次調査に関する調査手順については「震災時の被害認定（火災を除く）及び罹災証明

書発行の手引き」として既に作成済みであり、庁内研修を毎年行っている。 

・2次調査については、本年度中に調査手順を作成し、既存の上記手引きに追加（※） 

※   1 次調査・2次調査：1次調査は建物の外観のみの調査。2次調査は、1次調査の判

定結果に対する再調査の申請に基づき実施し、建物の外観と内部を調査するもの。 

 

9 応急危険度判定調査や建物被害認定調査・罹災証明等の流れに関するリーフレット(財

政局・建築局) 

[被災地の課題] 

・災害時には建物に関する応急危険度判定調査や建物被害認定調査、保険会社の被害調査

等、複数の調査が行われるが、それぞれの調査内容や目的が十分に周知されておらず、

被災者が混同した場面が見受けられた。 

・建物被害認定調査の 1次調査は外観のみで判定することの周知が不足していた。 

[本市の対応] 

・各種調査に関する市民向けの説明用リーフレッ卜を作成し、本市の調査時等に配布 

・本年度中にリーフレッ卜を作成し、調査の拠点となる区役所等で保管 

20 

平成 28 年熊本地震－派遣報告記録集－ 

川崎市【平成 28 年 11 月】 

 

Ⅳ 支援活動 

3 業務別の人的支援（短期派遣）の概要 

(11）罹災証明発行支援 

 平成 28 年 4 月 25 日に指定都市市長会事務局からメールにて、指定都市市長会行動計画

に基づく熊本市からの派遣要請を受け、各指定都市行動計画担当課（危機管理室）宛に、

罹災証明発行と建物被害認定調査に係る職員の応援要請があり、派遣可能人数の調査が送

付される。 

 熊本市から指定都市市長会会長宛の依頼では、避難者数が市全域で約 54,100 人（平成

28 年 4 月 21 日現在）に上り、避難所運営等に人員を割り当てていること、被害棟数も約 

5 万棟と推測しており、また市街地から山間部まで分散している状況で、熊本市職員のみ

では、人員確保が困難であり、現在の罹災証明発行体制では、証明及び発行が大幅に遅れ

るため、建物被害認定調査と罹災証明受付業務を派遣して欲しいとの内容であった。 

 指定都市市長会からは、出来るだけ早く現地入りして欲しいとのことで、派遣可能日か

ら 5月 24 日までの期間、両業務について、各市 12～13 名程度の派遣を想定し、まずは、

35 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

   「広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画」に基づき、固定資産税の家

屋評価業務を担当する職員等を熊本市へ派遣し、被災した住家の調査を実施し、り災

証明発行に必要な被害程度（一部損壊、半壊、大規模半壊，全壊）の判定（住家認定調

査業務（1次調査））を行った。 

   被害が広範囲に及び、被害家屋の状況把握ができていなかったため、調査方針が流

動的で当初は対応に苦慮したが、情報共有の徹底や熊本市から提供された調査票に調

査のポイント等を加え独自のマニュアルとして活用するなど、効率的な調査実施に取

り組んだ。 

  ① 期 間 ： 4 月 27 日（水）～7月 29 日（金） 

  ② 人 数 ： 延べ 340 人 

  ③ 支援先 ： 熊本県熊本市 

  ④ 支援活動での教訓 ：被害認定を行える職員を全庁的に確保する体制の整備 

 

（5）り災証明書の発行に係る住家被害認定調査業務支援（2次調査）（住宅都市局） 

 「広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画」に基づき、被災した住家の

調査を実施し、り災証明を発行するために必要な被害程度（一部損壊，半壊，大規模半

壊，全壊）の判定（住家認定調査業務（2次調査））のための要員を派遣した。 

   ① 期 間 ： 6 月 16 日（木）～8月 30 日（火） 

  ② 人 数 ： 延べ 146 人（第 1次～第 20 次派遣） 

  ③ 支援先 ： 熊本県熊本市 

  ④ 支援活動での教訓 ：・必要な職種，調査人数の確保 

・被災自治体と応援自治体の役割分担の明確化 

 

（6）り災証明書発行窓口業務支援（市民局） 

 「広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画」に基づき、り災証明発行業

務支援のための要員を派遣した。現地活動は複数自治体との共同で実施した。活動当

初は，熊本市職員からレクチャーを受け業務を実施したが、ミーティングによる情報

共有、作業の効率化を進め、応援自治体のみで支援業務を実施できるように取り組ん

だ。 

  ① 期 間 ： 4 月 27 日（水）～5月 31 日（火） 

  ② 人 数 ： 延べ 636 人（第 1次～第 13 次派遣） 

  ③ 支援先 ： 熊本県熊本市 

  ④ 支援活動での教訓 ：・応援自治体の職員のみで支援業務が実施できる事務処理マ

ニュアルの整備 

 

（7）窓口業務支援（総務企画局，市民局） 

    福岡県市長会からの要請に基づき、り災証明書申請受付・交付、交付予約受付等の

窓口・電話対応業務のための要員を派遣した。支援職員内でミーティングを実施し、相

談者に関する情報共有及び業務管理など徹底して取り組んだ。 

   ① 期 間 ： 6 月 13 日（月）～7月 26 日（火） 

  ② 人 数 ： 延べ 32 人（避難所運営支援に引き続き第 1次～第 3次派遣） 

 ③ 支援先 ： 熊本県益城町 

④ 支援活動での教訓 ：・複数自治体の共同作業や短期派遣であることによる業務継

続性の確保（業務の引き継ぎの重要性） 
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熊本地震を踏まえた震災対策の検証状況について(政策・総務・財政委員会配布資料） 

横浜市【平成 28 年 12 月】 

 

7 被災家屋の修繕や建替え等の相談窓口(建築局) 

－ 



− 附 26 −

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

 ⇒宿泊施設は十分か？（地域防災計画では県立高校等） 

  移動手段は確保できるか？（現地では、バス・市電のパスカードが支給されました。） 

21 

浜松市の防災対策に活かすこと（熊本地震の教訓） 

浜松市【平成 28 年 12 月】 

 

10 住家被害認定調査体制の強化 

【熊本地震の教訓】 

➢住家の被害認定調査業務において、調査員の不足から被害認定作業が滞り、罹災証明書

の発行までに日数を要した。 

【本市の現状】 

➢住家被害認定調査員を確保するため、調査員養成講座を実施しているが、大規模災害時

には、調査員の不足が予想される。 

【教訓を活かす対策】 

住家被害認定調査員の増強及び連絡体制の構築 

・現在実施している調査員養成講座の受講人数を増やすとともに、災害時における協定を

締結している静岡県土地家屋調査士会とも連携し、人員の確保に努める。また、有事の

際の連絡体制を構築する。 

 

11 応急危険度判定についての市民広報 

【熊本地震の教訓】 

➢応急危険度判定結果で「危険」となれば、罹災証明書の発行や仮設住宅への入居が優先

されるという誤った情報が拡散した。 

【本市の現状】 

➢応急危険判定の意義及び判定結果の意味について、市民への周知が不足している。 

【教訓を活かす対策】 

応急危険度判定についての市民広報 

・平時より、応急危険度判定の意義及び判定結果の意味について、出前講座等を活用して

市民に周知する。 

・災害発生後は、応急危険度判定結果の意味について、区役所及び避難所等へその旨を掲

示するほか、応急危険度判定結果用紙にも記載して周知を図る。 

7・

8 
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熊本地震被災地への神戸市支援活動の記録 

神戸市【平成 29 年 3 月】 

 

Ⅱ 神戸市の支援活動の概要 

4. り災証明発行 

1）派遣の経緯 

4 月 25 日に、指定都市市長会から派遣の要請を受け、神戸市として、5 月 2 日から 10

名の職員を派遣することを決定した。当初の要請では、派遣期間は、5 月 20 日までであ

ったが、派遣先の熊本市からの要望により、5 月 11 日に、指定都市市長会から派遣期間

の延長依頼を受け、5月 31 日まで支援を行った。 

2）支援内容 

  派遣先は、熊本市であった。支援活動の具体的内容は、熊本市東区託麻出張所でのり災

証明発行の支援である。 

3）支援活動の時系列 

  派遣期間は、最終的に、5 月 2 日から 5 月 31 日までであった。派遣期間における活動

は次のとおりである。 

18 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

各市で派遣可能な最大数を 4 月 26 日までに回答して欲しいとの調査が実施された。 

 派遣対応については、危機管理室から総務企画局人事課へ依頼し、罹災証明発行は人事

課で、建物被害認定業務は財政局庶務課で派遣可能人数、人選等の調整を行った。 

 本市からの回答に基づき、4月 27 日付けで、指定都市市長会会長名の正式な派遣依頼が

送付された。 

 5 月 11 日付けで両業務について、5月末日までの派遣延長依頼があり、建物被害認定調

査はその後も再延長、再々延長により 8月末日までの派遣となった。 

Ⅴ 派遣報告会 

2 派遣報告会発表者及び報告資料 

  

罹災証明発行 

り災証明 受付・発行業務 

●期間 

 第 1 陣：5月 9日（月）～14 日（土） 

 第 2 陣：5月 16 日（月）～21 日（土） 

●業務内容 

 ・り災証明書発行に係る相談・受付  

⇒被害状況の聞き取り 

 ・り災証明書の発行 

 （第 1陣は「一部損壊」のみ発行） 

●派遣先 

 熊本市北区役所 

【市・区の状況・対応等】 

・被災者向け支援制度説明の冊子が 4/28（前震の 2 週間後）に作成されていた。 

・り災証明書の発行業務について、担当課の特定の職員だけが理解している状況 

・区によって相談・受付件数の差が大きい 

＜第 1陣派遣時の相談件数＞ 

中央区：約 500 ～ 600 件／日 

北 区：約 60  ～ 70 件／日 

 ⇒派遣時には、既に約 5,000 件受付済 

 

【被災された市民の状況】 

・土地柄、台風が多いため、風雨に対する備えはしていたが、地震に対する備えは十分だ

ったか？ 

 ⇒「大地震は遠くで起こるもの…」  「まさか熊本で…」 

・り災証明書は「何で必要なの？」 

 ⇒派遣時（発災後 3週間）には、各種支援制度でり災証明書を「すぐに」必要な人の受

付は、ほぼ終わっていた？ 

・待ち時間の長い（約 3～4時間）中央区役所を避け、車で 40 分かけて北区役所に来庁さ

れた方もいた。 （受付は他の区役所でも可） 

・川崎市からの応援職員と分かると市民の方からお礼を言われることもありました。 

 

【今、川崎でできること】 

・発災時に「各種支援制度の案内」や「り災証明書の受付・発行」をスムーズに行うこと

ができる体制づくり 

・市民の「防災意識の向上」に向けた普及・啓発 

 ⇒防災への意識・関心が高まっている「今」だからこそ 

・他都市からの応援職員を受け入れるための環境確保 

188

～ 

190 



− 附 27 −

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

 ⇒宿泊施設は十分か？（地域防災計画では県立高校等） 

  移動手段は確保できるか？（現地では、バス・市電のパスカードが支給されました。） 

21 

浜松市の防災対策に活かすこと（熊本地震の教訓） 

浜松市【平成 28 年 12 月】 

 

10 住家被害認定調査体制の強化 

【熊本地震の教訓】 

➢住家の被害認定調査業務において、調査員の不足から被害認定作業が滞り、罹災証明書

の発行までに日数を要した。 

【本市の現状】 

➢住家被害認定調査員を確保するため、調査員養成講座を実施しているが、大規模災害時

には、調査員の不足が予想される。 

【教訓を活かす対策】 

住家被害認定調査員の増強及び連絡体制の構築 

・現在実施している調査員養成講座の受講人数を増やすとともに、災害時における協定を

締結している静岡県土地家屋調査士会とも連携し、人員の確保に努める。また、有事の

際の連絡体制を構築する。 

 

11 応急危険度判定についての市民広報 

【熊本地震の教訓】 

➢応急危険度判定結果で「危険」となれば、罹災証明書の発行や仮設住宅への入居が優先

されるという誤った情報が拡散した。 

【本市の現状】 

➢応急危険判定の意義及び判定結果の意味について、市民への周知が不足している。 

【教訓を活かす対策】 

応急危険度判定についての市民広報 

・平時より、応急危険度判定の意義及び判定結果の意味について、出前講座等を活用して

市民に周知する。 

・災害発生後は、応急危険度判定結果の意味について、区役所及び避難所等へその旨を掲

示するほか、応急危険度判定結果用紙にも記載して周知を図る。 

7・

8 
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熊本地震被災地への神戸市支援活動の記録 

神戸市【平成 29 年 3 月】 

 

Ⅱ 神戸市の支援活動の概要 

4. り災証明発行 

1）派遣の経緯 

4 月 25 日に、指定都市市長会から派遣の要請を受け、神戸市として、5 月 2 日から 10

名の職員を派遣することを決定した。当初の要請では、派遣期間は、5 月 20 日までであ

ったが、派遣先の熊本市からの要望により、5 月 11 日に、指定都市市長会から派遣期間

の延長依頼を受け、5月 31 日まで支援を行った。 

2）支援内容 

  派遣先は、熊本市であった。支援活動の具体的内容は、熊本市東区託麻出張所でのり災

証明発行の支援である。 

3）支援活動の時系列 

  派遣期間は、最終的に、5 月 2 日から 5 月 31 日までであった。派遣期間における活動

は次のとおりである。 

18 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

各市で派遣可能な最大数を 4 月 26 日までに回答して欲しいとの調査が実施された。 

 派遣対応については、危機管理室から総務企画局人事課へ依頼し、罹災証明発行は人事

課で、建物被害認定業務は財政局庶務課で派遣可能人数、人選等の調整を行った。 

 本市からの回答に基づき、4月 27 日付けで、指定都市市長会会長名の正式な派遣依頼が

送付された。 

 5 月 11 日付けで両業務について、5月末日までの派遣延長依頼があり、建物被害認定調

査はその後も再延長、再々延長により 8月末日までの派遣となった。 

Ⅴ 派遣報告会 

2 派遣報告会発表者及び報告資料 

  

罹災証明発行 

り災証明 受付・発行業務 

●期間 

 第 1 陣：5月 9日（月）～14 日（土） 

 第 2 陣：5月 16 日（月）～21 日（土） 

●業務内容 

 ・り災証明書発行に係る相談・受付  

⇒被害状況の聞き取り 

 ・り災証明書の発行 

 （第 1陣は「一部損壊」のみ発行） 

●派遣先 

 熊本市北区役所 

【市・区の状況・対応等】 

・被災者向け支援制度説明の冊子が 4/28（前震の 2 週間後）に作成されていた。 

・り災証明書の発行業務について、担当課の特定の職員だけが理解している状況 

・区によって相談・受付件数の差が大きい 

＜第 1陣派遣時の相談件数＞ 

中央区：約 500 ～ 600 件／日 

北 区：約 60  ～ 70 件／日 

 ⇒派遣時には、既に約 5,000 件受付済 

 

【被災された市民の状況】 

・土地柄、台風が多いため、風雨に対する備えはしていたが、地震に対する備えは十分だ

ったか？ 

 ⇒「大地震は遠くで起こるもの…」  「まさか熊本で…」 

・り災証明書は「何で必要なの？」 

 ⇒派遣時（発災後 3週間）には、各種支援制度でり災証明書を「すぐに」必要な人の受

付は、ほぼ終わっていた？ 

・待ち時間の長い（約 3～4時間）中央区役所を避け、車で 40 分かけて北区役所に来庁さ

れた方もいた。 （受付は他の区役所でも可） 

・川崎市からの応援職員と分かると市民の方からお礼を言われることもありました。 

 

【今、川崎でできること】 

・発災時に「各種支援制度の案内」や「り災証明書の受付・発行」をスムーズに行うこと

ができる体制づくり 

・市民の「防災意識の向上」に向けた普及・啓発 

 ⇒防災への意識・関心が高まっている「今」だからこそ 

・他都市からの応援職員を受け入れるための環境確保 

188

～ 

190 



− 附 28 −

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

・り災証明業務の全体像が確立していなかった 

・システムが止まることが多く、システムトラブルへの対応に時間がかかった（受援） 

( 3 ）どのように改善すれば良いか 

・支援スキームについて～誰が行くのかはっきりさせておく 

・受入先の職員と支援職員の連絡を密に行うなど、情報共有に務める／派遣者同士の意

見を共有する場や時間を確保する 

・り災証明業務のマニュアルを作成しておき、今回の体験を支援計画・災害対応マニュ

アルに生かす 

・宿舎の確保を先遣隊が行い、なるべく現場に近いところに確保する 

・マニュアル通りに行かないこともあり、住民や職員に対して柔軟に対応する 

3. 建物被害認定調査 

( 1 ）良かった点 

・同じ班体制で調査ができたので、役割分担が明確になった 

・判定結果についてチーム内でじっくり協議できた 

・熱意のある人がそろっていてやり易かった 

・経験豊富な人がたくさんいて教えてもらえた 

・派遣先職員を含むチーム編成であり、効率良く現場を回ることができた（チーム編成） 

・他の隊との引き継ぎが十分にできた（引継） 

・通勤が近く楽だった／宿泊施設が充実していて体力的に助かった（ロジスティック） 

・移動手段が確保されていた／熊本市職員との連携を図れた／認定調査を支援する体制

が整っていた／作業がシステム化されておりやりやすかった（受援） 

( 2 ）うまくいかなかった点 

・派遣前の情報が少なく、準備体制がわからないなど、支援隊へ丸投げ感があった／派

遣期間はもう少し長めがよかった（派遣スキーム・派遣体制） 

・神戸市職員のみの班体制で情報不足（チーム編成） 

・用品の調達が十分でなく、現地にすでにある備品の情報が不十分であった／作業に必

要な「消せるペン」が高温で不備だった（資機材）     

・判定方法が研修と実務で異なっていた／支援金等の制度周知が不足していた／簡易な

研修のみで、実際に体験してみないとわからなかった（研修・訓練） 

・通勤に時間がかかった／虫対策が不十分だった（ロジスティック） 

・非効率～スタート時間が遅い、ローラー方式でない、その場で内容を伝えるなど 

・1次調査と 2次調査を変更して行うため多少の混乱が生じた 

・人によって被害判定基準が異なった 

・保険会社の判定との食い違いにより混乱が生じた 

・調査シート整理にコツが必要だった（支援の内容） 

・現地での移動に時間がかかった／現地同行職員に知識不足の場合もあった（受援） 

( 3 ）どのように改善すれば良いか 

・市部局間の縦割りをやめ、神戸市にふさわしい派遣体制をとる 

・チーム内の協議方法を工夫し、派遣隊同士の情報共有を行う 

・情報資機材・備品の一元化・一元管理を行う 

・派遣期間を長く、次の隊とダブらせ、引き継ぎをスケジュールに入れる 

・実施レベルをマニュアル化 、判定方式も統一化し、研修・人材育成を行う 

・宿舎はシングルルームにする／職員の待遇を統一する 

・派遣元は支援隊の要望を細かく聞いて対応することが必要／今回はローラー方式で効

率的に調査を行うと良かった 

・移動手段の効率化 

46

・ 

47 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

 10 名の職員で構成される 1次隊は、5月 2日に、新幹線と路面電車を利用して熊本市役

所へ向かった。市役所到達後、業務の説明を受けた。翌日から、5 月 8 日まで、託麻出張

所で支援活動を行った。 

 5 月 8 日に、10 名からなる 2 次隊が出発し、熊本市役所経由で、託麻出張所へ向かっ

た。託麻出張所で、1 次隊から引き継ぎを受けた。引き継ぎ終了後、1 次隊は帰神した。

2次隊は、翌日の 9日から、5月 14 日まで、託麻出張所で支援活動を行った。 

 5 月 14 日に、10 名の職員からなる 3 次隊が出発し、託麻出張所に向かった。託麻出張

所で、3次隊は、2次隊から引き継ぎを受けた。2次隊は、引き継ぎ後、帰神した。3次隊

は、翌日の 15 日から、5月 20 日まで、託麻出張所で支援活動を行った。 

 5 月 20 日に、10 名の職員からなる 4 次隊が出発し、託麻出張所に向かった。託麻出張

所で、4次隊は、3次隊から引き継ぎを受けた。3次隊は、引き継ぎ後、帰神した。4次隊

は、翌日の 21 日から、5月 26 日まで、託麻出張所で支援活動を行った。 

 5 月 26 日に、10 名からなる 5 次隊が出発し、託麻出張所へ向かった。託麻出張所で、

4 次隊から引き継ぎを受けた。4 次隊は、引き継ぎ終了後、帰神した。5 次隊は、翌日の

27 日から 5月 31 日まで、託麻出張所で支援活動を行い、5月 31 日に、帰神した。  

4）現地での指揮命令系統と支援活動の調整、事務の引き継ぎ 

 託麻出張所では、派遣者は、派遣隊の代表者の指示で行動した。緊急案件については、

代表者が現地派遣されている危機管理室職員と連携をとって対応した。事務の引き継ぎ

は、託麻出張所で行った。 

5）支援期間における派遣人数と派遣期間 

 総計 50 名で、各隊、7日間の派遣であった。 

Ⅲ 支援にあたった派遣職員からの意見をもとにした検証結果 

Ⅲ－１．ワークショップ結果 

2. り災証明発行 

( 1 ）良かった点 

・派遣先の職員、他の支援団体、他都市と業務連携がとれていた 

・支援職員間で部局横断的なつながりができた（情報共有） 

・支援隊のメンバーの構成（10 人編成）がバランス良くできていた（チーム編成） 

・後発隊との引継時間を十分に確保できた（引継） 

・災害の対応は日頃の準備ですべてきまることを知ることができた(研修・訓練) 

・宿泊、食事が確保されていた（ロジスティック） 

・業務を任せてもらえた／被災者と職員の間に立てた／神戸の経験を活かすことができ

た／神戸市という信頼を感じた（支援の内容・関わり方） 

・業務終了時間が決まっていた／宿舎から現地まで、タクシー移動させてもらえた／支

援先の職員との連携がとれた／被災者にあたたかく接してもらえた（受援） 

( 2 ）うまくいかなかった点 

・他の支援メニューをあまり知らなかったのでいいアドバイスができなかった 

・空き時間があった（派遣スキーム・体制） 

・情報不足のため、被災者に最新かつ正確な情報を伝えらえなかった 

・現地職員との連携が不足していた （情報共有） 

・隊の中での責任体制が不明確だった／隊長の人選に問題があった（チーム編成） 

・服装が適当でなかった（資機材） 

・IT システムを使えない人がいた（研修） 

・初日、移動に半日を費やした／宿舎が遠く、2 人部屋でプライベートの確保が難しか

った（ロジスティック） 

・現地職員のサポートができなかった （支援の内容） 

・発行基準が不明確など、説明が曖昧、統一されていなかった 

・指揮系統が混乱し、拠点ごとの対応が異なった 

44

・ 

45 



− 附 29 −

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

・り災証明業務の全体像が確立していなかった 

・システムが止まることが多く、システムトラブルへの対応に時間がかかった（受援） 

( 3 ）どのように改善すれば良いか 

・支援スキームについて～誰が行くのかはっきりさせておく 

・受入先の職員と支援職員の連絡を密に行うなど、情報共有に務める／派遣者同士の意

見を共有する場や時間を確保する 

・り災証明業務のマニュアルを作成しておき、今回の体験を支援計画・災害対応マニュ

アルに生かす 

・宿舎の確保を先遣隊が行い、なるべく現場に近いところに確保する 

・マニュアル通りに行かないこともあり、住民や職員に対して柔軟に対応する 

3. 建物被害認定調査 

( 1 ）良かった点 

・同じ班体制で調査ができたので、役割分担が明確になった 

・判定結果についてチーム内でじっくり協議できた 

・熱意のある人がそろっていてやり易かった 

・経験豊富な人がたくさんいて教えてもらえた 

・派遣先職員を含むチーム編成であり、効率良く現場を回ることができた（チーム編成） 

・他の隊との引き継ぎが十分にできた（引継） 

・通勤が近く楽だった／宿泊施設が充実していて体力的に助かった（ロジスティック） 

・移動手段が確保されていた／熊本市職員との連携を図れた／認定調査を支援する体制

が整っていた／作業がシステム化されておりやりやすかった（受援） 

( 2 ）うまくいかなかった点 

・派遣前の情報が少なく、準備体制がわからないなど、支援隊へ丸投げ感があった／派

遣期間はもう少し長めがよかった（派遣スキーム・派遣体制） 

・神戸市職員のみの班体制で情報不足（チーム編成） 

・用品の調達が十分でなく、現地にすでにある備品の情報が不十分であった／作業に必

要な「消せるペン」が高温で不備だった（資機材）     

・判定方法が研修と実務で異なっていた／支援金等の制度周知が不足していた／簡易な

研修のみで、実際に体験してみないとわからなかった（研修・訓練） 

・通勤に時間がかかった／虫対策が不十分だった（ロジスティック） 

・非効率～スタート時間が遅い、ローラー方式でない、その場で内容を伝えるなど 

・1次調査と 2次調査を変更して行うため多少の混乱が生じた 

・人によって被害判定基準が異なった 

・保険会社の判定との食い違いにより混乱が生じた 

・調査シート整理にコツが必要だった（支援の内容） 

・現地での移動に時間がかかった／現地同行職員に知識不足の場合もあった（受援） 

( 3 ）どのように改善すれば良いか 

・市部局間の縦割りをやめ、神戸市にふさわしい派遣体制をとる 

・チーム内の協議方法を工夫し、派遣隊同士の情報共有を行う 

・情報資機材・備品の一元化・一元管理を行う 

・派遣期間を長く、次の隊とダブらせ、引き継ぎをスケジュールに入れる 

・実施レベルをマニュアル化 、判定方式も統一化し、研修・人材育成を行う 

・宿舎はシングルルームにする／職員の待遇を統一する 

・派遣元は支援隊の要望を細かく聞いて対応することが必要／今回はローラー方式で効

率的に調査を行うと良かった 

・移動手段の効率化 
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載
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 10 名の職員で構成される 1次隊は、5月 2日に、新幹線と路面電車を利用して熊本市役

所へ向かった。市役所到達後、業務の説明を受けた。翌日から、5 月 8 日まで、託麻出張

所で支援活動を行った。 

 5 月 8 日に、10 名からなる 2 次隊が出発し、熊本市役所経由で、託麻出張所へ向かっ

た。託麻出張所で、1 次隊から引き継ぎを受けた。引き継ぎ終了後、1 次隊は帰神した。

2次隊は、翌日の 9日から、5月 14 日まで、託麻出張所で支援活動を行った。 

 5 月 14 日に、10 名の職員からなる 3 次隊が出発し、託麻出張所に向かった。託麻出張

所で、3次隊は、2次隊から引き継ぎを受けた。2次隊は、引き継ぎ後、帰神した。3次隊

は、翌日の 15 日から、5月 20 日まで、託麻出張所で支援活動を行った。 

 5 月 20 日に、10 名の職員からなる 4 次隊が出発し、託麻出張所に向かった。託麻出張

所で、4次隊は、3次隊から引き継ぎを受けた。3次隊は、引き継ぎ後、帰神した。4次隊

は、翌日の 21 日から、5月 26 日まで、託麻出張所で支援活動を行った。 

 5 月 26 日に、10 名からなる 5 次隊が出発し、託麻出張所へ向かった。託麻出張所で、

4 次隊から引き継ぎを受けた。4 次隊は、引き継ぎ終了後、帰神した。5 次隊は、翌日の

27 日から 5月 31 日まで、託麻出張所で支援活動を行い、5月 31 日に、帰神した。  

4）現地での指揮命令系統と支援活動の調整、事務の引き継ぎ 

 託麻出張所では、派遣者は、派遣隊の代表者の指示で行動した。緊急案件については、

代表者が現地派遣されている危機管理室職員と連携をとって対応した。事務の引き継ぎ

は、託麻出張所で行った。 

5）支援期間における派遣人数と派遣期間 

 総計 50 名で、各隊、7日間の派遣であった。 

Ⅲ 支援にあたった派遣職員からの意見をもとにした検証結果 

Ⅲ－１．ワークショップ結果 

2. り災証明発行 

( 1 ）良かった点 

・派遣先の職員、他の支援団体、他都市と業務連携がとれていた 

・支援職員間で部局横断的なつながりができた（情報共有） 

・支援隊のメンバーの構成（10 人編成）がバランス良くできていた（チーム編成） 

・後発隊との引継時間を十分に確保できた（引継） 

・災害の対応は日頃の準備ですべてきまることを知ることができた(研修・訓練) 

・宿泊、食事が確保されていた（ロジスティック） 

・業務を任せてもらえた／被災者と職員の間に立てた／神戸の経験を活かすことができ

た／神戸市という信頼を感じた（支援の内容・関わり方） 

・業務終了時間が決まっていた／宿舎から現地まで、タクシー移動させてもらえた／支

援先の職員との連携がとれた／被災者にあたたかく接してもらえた（受援） 

( 2 ）うまくいかなかった点 

・他の支援メニューをあまり知らなかったのでいいアドバイスができなかった 

・空き時間があった（派遣スキーム・体制） 

・情報不足のため、被災者に最新かつ正確な情報を伝えらえなかった 

・現地職員との連携が不足していた （情報共有） 

・隊の中での責任体制が不明確だった／隊長の人選に問題があった（チーム編成） 

・服装が適当でなかった（資機材） 

・IT システムを使えない人がいた（研修） 

・初日、移動に半日を費やした／宿舎が遠く、2 人部屋でプライベートの確保が難しか

った（ロジスティック） 

・現地職員のサポートができなかった （支援の内容） 

・発行基準が不明確など、説明が曖昧、統一されていなかった 

・指揮系統が混乱し、拠点ごとの対応が異なった 
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− 附 30 −

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載
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った被災地支援を実現するため、広域・大規模災害における広域支援のあり方を定めた

「広域・大規模災害時における指定都市市長会の確認事項」に従って、平成 25 年 12 月

に策定したものである。 

（2）職員派遣スキームについての職員の意見 

⇒提案 

○職員派遣スキームを事前に選定するにあたっては、平常時の業務の継続性に着目して、

下記のとおり考える。 

・平常期の業務と継続性のある災害対応業務は、既存の活動領域ごとの職員派遣スキーム

がふさわしい。 

・避難所運営、り災証明発行、建物被害認定調査などのように、平常時の業務と継続性の

ない災害対応業務は、指定都市市長会の支援枠組みがふさわしい。 

・上記 2つの職員派遣のスキームで応援要請ニーズに応えられない場合には、関西広域連

合の職員派遣スキーム等を活用する。 

8. マニュアルの作成 

 支援側の派遣職員から、り災証明発行、建物被害認定において、判定基準の統一化や、

仮設住宅建設業務において、仕様・基準の統一化を図る必要があるという意見が出された。 

 また、受援側の職員から、支援団体によって、提案される災害対応業務のやり方が異な

る場合があって、混乱が生じたという意見が出された。そのため、災害対応業務のやり方

について、今後、全国的な標準化が必要であると指摘された。 

⇒提案 

○次の災害対策業務について全国共通のマニュアルを作成して、全国的な標準化を図る。 

・り災証明発行業務の全国標準マニュアル など 
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23 

熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策の在り方について（報告書） 

中央防災会議 防災対策実行会議 熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討ワーキン

ググループ【平成 28 年 12 月】 

 

Ⅱ 今後の災害時の応急対策・生活支援の提言 

3.応急的な住まいの確保や生活復興支援 

3-1.住まいの場の円滑な確保 

【現状と課題】 

○住宅等の被害に関する各種調査に係る説明の不足等 

・被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査及び地

震保険損害調査など、住家に関する様々な調査があるが、住民にはそれぞれの違いが十

分に理解されていない可能性があると考えられる。 

・住家被害認定調査に必要な建築分野の専門性を有する者や一般行政職員が不足してお

り、調査の効率化の検討を行うべきであるとの指摘がある。 

・また、住民に対する公平性を重視したために、罹災証明書の交付に時間を要していると

の意見もある。 

○避難生活の解消に向けた判断材料の不足 

・家屋の被害が大きいと考えられる場合であっても、罹災証明書が交付されるまで、自身

が受けられる支援内容の見通しが立たず、応急的な住まいに関する意思決定が困難な場

合があり、住家被害認定調査の迅速化に努めるべきとの指摘がある。 

○各地方公共団体の調査手法の不統一 

・住家被害認定調査において、異なる調査票を用いる地方公共団体があったため、被災住

民や関係地方公共団体間での不公平感が生じたとの指摘がある。 

【実施すべき取組】 

住宅に関する各種調査は、災害対策システム全体の中で、それぞれが住宅の被害の状況
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載
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Ⅳ 受援自治体の職員からの意見をもとにした検証結果 

1. 熊本市ヒアリング結果要旨 

（1）災害対策本部での取り組み 

④時系列別の検討課題とその検討結果は次のとおりである。 

・最初の検討課題は、避難所の開設、避難者数の把握、支援物資の受け入れであった。 

・次いで、り災証明書の発行が検討課題として取り上げられた。その主な内容は、情報

システムや家屋被害調査に関することであった。情報システムについて、地域防災計

画では、西宮市のシステムを使うことになっていた。しかし、甚大な被害であったの

で大量のデータを処理しなければならない恐れがあり、それを手入力しなければなら

なくなる。同システムの運用は難しい状況であった。熊本県から、5 月以降、新潟大

学が開発したシステムを、県内統一して使うという指導を受けたこともあって、西宮

市のシステムを使わずに新潟県のシステムを使うことを決めた。そして、そのシステ

ムを、5月中旬から稼働させた。 

また、家屋被害調査に戸惑ったため、そのやり方について検討することになった。 

以上のような検討課題があったことから、り災証明発行事務のスタートは、少し遅

れて、5月中旬からとなった。 

（3）人的応援への評価 

・業務のやり方について、アドバイスをいただいて、それを生かすことができた場合が

あった。例えば、り災証明発行での家屋調査について、先進都市である仙台市、福岡

市、神戸市などにやり方を教えてもらった。 

・また、現場でも、職員が足らなかったので、応援していただいて助かった。例えば、

家屋調査は、2 人のペア体制でおこなったが、熊本市の職員は 1 人しか確保できず、

あと一人は、応援職員に担ってもらった。 

（4）今後の人的応援の受け入れのあり方 

 ③受援計画や業務継続計画の充実が必要 

 ・熊本市では、受援の問題として、応援に対して、何をどうしてもらうかの計画がなか

った。そのため、応援職員に対してすぐに指示ができず、なにもしてもらうことがな

いという状況が生じた。 

 ・受援計画・業務継続計画を充実して、応援職員に依頼する業務を、事前に明らかにし

ておく必要がある。今、福岡市と連携しながら、受援計画の内容を充実する作業を始

めている。 
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2. 益城町ヒアリング結果要旨 

（3）人的応援への評価 

①発災 1週間以内に、新潟県小千谷市 （中越大震災ネットワークおぢや）に、発災 1週

間以内に入って来てもらって、り災証明業務のやり方を教えてもらった。 

(4) 今後の人的応援の受け入れのあり方 

・復旧・復興には絶対的にマンパワーが不足する。そのため、人的支援が必要となるの

で、被災自治体は受援力を高め、支援を最大限に被災者支援に生かす必要があり、そ

の体制づくりが急務である。 

 ・その一つとして、いつでも応援要請ができるように災害時における他自治体等との協

力体制（災害相互応援協定等）を結んでおくことが重要である。 

86 

Ⅴ 今後の大規模広域災害における支援活動に向けた提案 

Ｖ－1 支援側に関する提案 

1. 職員派遣スキームについて 

（1）職員派遣スキームの概観 

○避難所運営、り災証明発行、建物被害認定調査における指定都市市長会スキームは、「広

域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画」 に基づくものである。同計画は、

指定都市市長会が、東日本大震災での経験を踏まえ、一体となって迅速性と適切性を持
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

った被災地支援を実現するため、広域・大規模災害における広域支援のあり方を定めた

「広域・大規模災害時における指定都市市長会の確認事項」に従って、平成 25 年 12 月

に策定したものである。 

（2）職員派遣スキームについての職員の意見 

⇒提案 

○職員派遣スキームを事前に選定するにあたっては、平常時の業務の継続性に着目して、

下記のとおり考える。 

・平常期の業務と継続性のある災害対応業務は、既存の活動領域ごとの職員派遣スキーム

がふさわしい。 

・避難所運営、り災証明発行、建物被害認定調査などのように、平常時の業務と継続性の

ない災害対応業務は、指定都市市長会の支援枠組みがふさわしい。 

・上記 2つの職員派遣のスキームで応援要請ニーズに応えられない場合には、関西広域連

合の職員派遣スキーム等を活用する。 

8. マニュアルの作成 

 支援側の派遣職員から、り災証明発行、建物被害認定において、判定基準の統一化や、

仮設住宅建設業務において、仕様・基準の統一化を図る必要があるという意見が出された。 

 また、受援側の職員から、支援団体によって、提案される災害対応業務のやり方が異な

る場合があって、混乱が生じたという意見が出された。そのため、災害対応業務のやり方

について、今後、全国的な標準化が必要であると指摘された。 

⇒提案 

○次の災害対策業務について全国共通のマニュアルを作成して、全国的な標準化を図る。 

・り災証明発行業務の全国標準マニュアル など 
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23 

熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策の在り方について（報告書） 

中央防災会議 防災対策実行会議 熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討ワーキン

ググループ【平成 28 年 12 月】 

 

Ⅱ 今後の災害時の応急対策・生活支援の提言 

3.応急的な住まいの確保や生活復興支援 

3-1.住まいの場の円滑な確保 

【現状と課題】 

○住宅等の被害に関する各種調査に係る説明の不足等 

・被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査及び地

震保険損害調査など、住家に関する様々な調査があるが、住民にはそれぞれの違いが十

分に理解されていない可能性があると考えられる。 

・住家被害認定調査に必要な建築分野の専門性を有する者や一般行政職員が不足してお

り、調査の効率化の検討を行うべきであるとの指摘がある。 

・また、住民に対する公平性を重視したために、罹災証明書の交付に時間を要していると

の意見もある。 

○避難生活の解消に向けた判断材料の不足 

・家屋の被害が大きいと考えられる場合であっても、罹災証明書が交付されるまで、自身

が受けられる支援内容の見通しが立たず、応急的な住まいに関する意思決定が困難な場

合があり、住家被害認定調査の迅速化に努めるべきとの指摘がある。 

○各地方公共団体の調査手法の不統一 

・住家被害認定調査において、異なる調査票を用いる地方公共団体があったため、被災住

民や関係地方公共団体間での不公平感が生じたとの指摘がある。 

【実施すべき取組】 

住宅に関する各種調査は、災害対策システム全体の中で、それぞれが住宅の被害の状況

60

・ 
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載
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Ⅳ 受援自治体の職員からの意見をもとにした検証結果 

1. 熊本市ヒアリング結果要旨 

（1）災害対策本部での取り組み 

④時系列別の検討課題とその検討結果は次のとおりである。 

・最初の検討課題は、避難所の開設、避難者数の把握、支援物資の受け入れであった。 

・次いで、り災証明書の発行が検討課題として取り上げられた。その主な内容は、情報

システムや家屋被害調査に関することであった。情報システムについて、地域防災計

画では、西宮市のシステムを使うことになっていた。しかし、甚大な被害であったの

で大量のデータを処理しなければならない恐れがあり、それを手入力しなければなら

なくなる。同システムの運用は難しい状況であった。熊本県から、5 月以降、新潟大

学が開発したシステムを、県内統一して使うという指導を受けたこともあって、西宮

市のシステムを使わずに新潟県のシステムを使うことを決めた。そして、そのシステ

ムを、5月中旬から稼働させた。 

また、家屋被害調査に戸惑ったため、そのやり方について検討することになった。 

以上のような検討課題があったことから、り災証明発行事務のスタートは、少し遅

れて、5月中旬からとなった。 

（3）人的応援への評価 

・業務のやり方について、アドバイスをいただいて、それを生かすことができた場合が

あった。例えば、り災証明発行での家屋調査について、先進都市である仙台市、福岡

市、神戸市などにやり方を教えてもらった。 

・また、現場でも、職員が足らなかったので、応援していただいて助かった。例えば、

家屋調査は、2 人のペア体制でおこなったが、熊本市の職員は 1 人しか確保できず、

あと一人は、応援職員に担ってもらった。 

（4）今後の人的応援の受け入れのあり方 

 ③受援計画や業務継続計画の充実が必要 

 ・熊本市では、受援の問題として、応援に対して、何をどうしてもらうかの計画がなか

った。そのため、応援職員に対してすぐに指示ができず、なにもしてもらうことがな

いという状況が生じた。 

 ・受援計画・業務継続計画を充実して、応援職員に依頼する業務を、事前に明らかにし

ておく必要がある。今、福岡市と連携しながら、受援計画の内容を充実する作業を始

めている。 

81

～ 

84 

2. 益城町ヒアリング結果要旨 

（3）人的応援への評価 

①発災 1週間以内に、新潟県小千谷市 （中越大震災ネットワークおぢや）に、発災 1週

間以内に入って来てもらって、り災証明業務のやり方を教えてもらった。 

(4) 今後の人的応援の受け入れのあり方 

・復旧・復興には絶対的にマンパワーが不足する。そのため、人的支援が必要となるの

で、被災自治体は受援力を高め、支援を最大限に被災者支援に生かす必要があり、そ

の体制づくりが急務である。 

 ・その一つとして、いつでも応援要請ができるように災害時における他自治体等との協

力体制（災害相互応援協定等）を結んでおくことが重要である。 

86 

Ⅴ 今後の大規模広域災害における支援活動に向けた提案 

Ｖ－1 支援側に関する提案 

1. 職員派遣スキームについて 

（1）職員派遣スキームの概観 

○避難所運営、り災証明発行、建物被害認定調査における指定都市市長会スキームは、「広

域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画」 に基づくものである。同計画は、

指定都市市長会が、東日本大震災での経験を踏まえ、一体となって迅速性と適切性を持

89

・ 

91 
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○調査の体制・資機材の準備 

発災前に住家被害認定の担当部署を決定していたのは 25 団体（68％）、うち 15 団体は

税務部局が担当している。 

 調査員の事前研修を実施していた団体は 2 団体。資機材の事前準備を行っていたのは 6

団体。 

○調査の進め方 

調査の計画を策定するに当たっては、半数以上の市町村が独力で実施している。一方、

相談する場合は、業務経験のある県外からの応援職員や熊本県に相談した団体が多かっ

た。また、関係課等からの被害状況の情報を基に、被害の大きな地区を優先して調査した

団体があった。 

○悪天候時の対策 

悪天候時に調査を中止したことがある団体は 18 団体。調査中止の理由として、調査員

の安全確保を挙げた団体が多かった。また、悪天候時の対策として、調査票を大きなビニ

ール袋で覆う、防水対応のデジ力メを使うなどの工夫をした団体があった。 

○システムの導入 

 システム導入により、事務負担の軽減や判定基準の統一が図れたと回答する団体があっ

た。一方で、庁内の既存システムと連携していないため、入力や確認に係る事務負担が大

きかったと回答した団体もあった。 

○判定結果のばらつきの防止 

 ミーティングの実施や判定内容をチェックする職員を配置することにより、判定結果の

ばらつきを防ぐ工夫をした団体があった。 

○民間団体からの支援 

 建築士の資格がある者が調査員に加わることにより、住民の理解が得られやすかったと

回答した団体が多い。 

○調査や罹災証明書交付を迅速に行うための工夫 

 一部損壊について写真による即日交付とするなどの工夫をした団体があった。 

○調査や罹災証明書交付において苦慮した点・反省点 

 応急危険度判定や地震保険の損害調査と混同される世帯が多かったことや、新聞報道の

影響もあり、再調査依頼が多く、対応に苦慮した団体があった。 

24 

平成 28 年熊本地震に係る初動対応の検証レポート 

平成 28 年熊本地震に係る初動対応検証チーム【平成 28 年 7 月】 

 

取りまとめに当たっては、評価し得る事項には○、反省点や改善すべき事項には×、△

を付して記述し、整理した。 

3. 自治体支援 

（4）職員派遣の環境整備 

【罹災証明の交付支援】 

△ 今般、最大 50 人の国の職員、632 人の他自治体の職員が罹災証明の交付事務を支援す

るために被災市町村に派遣された。これら派遣職員の多くは、罹災証明のための調査に

関する知見を豊富に持っていたわけではないため、急遽、現地で研修を受講することで

実務に当たることとなった。 

× 罹災証明のための一次調査は、雨天において実施するための準備がなく、雨対策を講

じておくべきであった。 

△ 罹災証明については、証明書がなくとも各種の手続がとれるよう、弾力化を図ったが、

これらの手続の弾力化等について周知を徹底することが重要である。 

7 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

を適切に評価し、人身等の被害拡大を防ぎ、また被災者支援の適用の根拠とするなどの役

割を分担している。それぞれの調査では、類似の項目もあることを踏まえ、連携可能な分

野（項目)の検討等を進める必要がある。 

また、罹災証明書の交付の迅速化を進めるため、住家の被害認定基準運用指針や調査票の

見直しにより簡便な手法を導入するとともに、システムの導入による省力化や調査員の育

成を行う。 

① 住宅等の被害に関係する各種調査の住民への周知、調査の効率化に向けた検討 

・住宅に関する各種調査はそれぞれが個別に目的を有しているため、それぞれの調査の持

つ必要性等について各調査の実施主体が被災者に明確に説明すべきである。 

・また、大規模災害により各調査の必要量が増大する場合に備え、調査の統合等を進める

ことについて被災経験地方公共団体から強い意見があることも踏まえ、各種調査の実施

時期や基準の違い、手続の流れ等について関係省庁等が一体となって整理し、例えば応

急危険度判定の際に記録した調査表を共有するなど、各種調査の迅速性に大きな影響を

与えないように留意しつつ、可能な分野（項目）について連携することを含め、住家被

害認定調査の効率化を検討するべきである。 

② 住家被害認定調査に関する体制の強化 

・市町村は、住家被害認定調査や罹災証明書の担当部局を定め、研修等によって職員のス

キル向上を図る一方で、発災後に速やかに支援を受けやすい体制を構築できるよう、平

常時より準備すべきである。 

・住家被害認定調査の調査員を各都道府県で養成・登録する仕組みの構築を促進し、災害

時の応援態勢も強化すべきである。 

・現在、調査員は主に地方公共団体の職員が担っているが、大規模災害時に備え、建築関

係団体等との連携体制を強化するほか、一定の資格や講習を受けた者が担えるよう調査

員の間口を拡大する等の必要がある。 

・住家被害認定調査を迅速化するため、明らかな全壊家屋について写真判定にする等のよ

り簡易な手法の活用を行うとともに、雨天時の対策も含めた調査方法の工夫について、

周知するべきである。 

③ 罹災証明書交付の迅速化 

・罹災証明書の現地調査と判定作業とを区分し分業体制とするなど、効率的な調査方法を

検討するべきである。更に、住家被害認定調査の判定作業が終了した住宅から順次罹災

証明書を交付するなど、迅速な交付に努めることが望ましい。 

・特に、罹災証明書の交付を支援するシステムは効率的な業務遂行に威力を発揮すること

から、発災直後から活用できるよう、平常時からその利用を検討しておくべきである。 

・そのシステムを導入する場合、未経験の多くの職員が当該システムを用いて罹災証明書

の事務に携わることから、誰もが簡単に使用できることや、発災時に使い方に対する丁

寧な説明を受けられること、使用者の意見を踏まえて使い勝手の随時改善が図られるこ

と、地方公共団体間の相互連携が可能であること、周辺地方公共団体において導入済の

システムとの互換性があること等も考慮されることが望ましい。 

・将来的には、このようなシステムは、住基台帳やマイナンバーなどの住民に関するデー

タベースや、被災者台帳などとの運用の連携についても検討することが望ましい。 

(参考)熊本地震における各省庁の対応と取組・調査等 

2. 平成 28 年熊本地震に関する取組・調査 

 

2-12. 被害認定調査・罹災証明書交付に関するアンケー卜調査（内閣府） 

9 月に熊本県内市町村（45 団体）に対し、熊本地震における住家被害認定・罹災証明書

交付の実態について、アンケート調査を実施し、37 団体から回答を得た。 

アンケート結果の概要は、以下のとおり。なお、自由記述については同一趣旨の回答が

多かったものを整理した。 

129

～ 

131 
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○調査の体制・資機材の準備 

発災前に住家被害認定の担当部署を決定していたのは 25 団体（68％）、うち 15 団体は

税務部局が担当している。 

 調査員の事前研修を実施していた団体は 2 団体。資機材の事前準備を行っていたのは 6

団体。 

○調査の進め方 

調査の計画を策定するに当たっては、半数以上の市町村が独力で実施している。一方、

相談する場合は、業務経験のある県外からの応援職員や熊本県に相談した団体が多かっ

た。また、関係課等からの被害状況の情報を基に、被害の大きな地区を優先して調査した

団体があった。 

○悪天候時の対策 

悪天候時に調査を中止したことがある団体は 18 団体。調査中止の理由として、調査員

の安全確保を挙げた団体が多かった。また、悪天候時の対策として、調査票を大きなビニ

ール袋で覆う、防水対応のデジ力メを使うなどの工夫をした団体があった。 

○システムの導入 

 システム導入により、事務負担の軽減や判定基準の統一が図れたと回答する団体があっ

た。一方で、庁内の既存システムと連携していないため、入力や確認に係る事務負担が大

きかったと回答した団体もあった。 

○判定結果のばらつきの防止 

 ミーティングの実施や判定内容をチェックする職員を配置することにより、判定結果の

ばらつきを防ぐ工夫をした団体があった。 

○民間団体からの支援 

 建築士の資格がある者が調査員に加わることにより、住民の理解が得られやすかったと

回答した団体が多い。 

○調査や罹災証明書交付を迅速に行うための工夫 

 一部損壊について写真による即日交付とするなどの工夫をした団体があった。 

○調査や罹災証明書交付において苦慮した点・反省点 

 応急危険度判定や地震保険の損害調査と混同される世帯が多かったことや、新聞報道の

影響もあり、再調査依頼が多く、対応に苦慮した団体があった。 
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平成 28 年熊本地震に係る初動対応の検証レポート 

平成 28 年熊本地震に係る初動対応検証チーム【平成 28 年 7 月】 

 

取りまとめに当たっては、評価し得る事項には○、反省点や改善すべき事項には×、△

を付して記述し、整理した。 

3. 自治体支援 

（4）職員派遣の環境整備 

【罹災証明の交付支援】 

△ 今般、最大 50 人の国の職員、632 人の他自治体の職員が罹災証明の交付事務を支援す

るために被災市町村に派遣された。これら派遣職員の多くは、罹災証明のための調査に

関する知見を豊富に持っていたわけではないため、急遽、現地で研修を受講することで

実務に当たることとなった。 

× 罹災証明のための一次調査は、雨天において実施するための準備がなく、雨対策を講

じておくべきであった。 

△ 罹災証明については、証明書がなくとも各種の手続がとれるよう、弾力化を図ったが、

これらの手続の弾力化等について周知を徹底することが重要である。 

7 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

を適切に評価し、人身等の被害拡大を防ぎ、また被災者支援の適用の根拠とするなどの役

割を分担している。それぞれの調査では、類似の項目もあることを踏まえ、連携可能な分

野（項目)の検討等を進める必要がある。 

また、罹災証明書の交付の迅速化を進めるため、住家の被害認定基準運用指針や調査票の

見直しにより簡便な手法を導入するとともに、システムの導入による省力化や調査員の育

成を行う。 

① 住宅等の被害に関係する各種調査の住民への周知、調査の効率化に向けた検討 

・住宅に関する各種調査はそれぞれが個別に目的を有しているため、それぞれの調査の持

つ必要性等について各調査の実施主体が被災者に明確に説明すべきである。 

・また、大規模災害により各調査の必要量が増大する場合に備え、調査の統合等を進める

ことについて被災経験地方公共団体から強い意見があることも踏まえ、各種調査の実施

時期や基準の違い、手続の流れ等について関係省庁等が一体となって整理し、例えば応

急危険度判定の際に記録した調査表を共有するなど、各種調査の迅速性に大きな影響を

与えないように留意しつつ、可能な分野（項目）について連携することを含め、住家被

害認定調査の効率化を検討するべきである。 

② 住家被害認定調査に関する体制の強化 

・市町村は、住家被害認定調査や罹災証明書の担当部局を定め、研修等によって職員のス

キル向上を図る一方で、発災後に速やかに支援を受けやすい体制を構築できるよう、平

常時より準備すべきである。 

・住家被害認定調査の調査員を各都道府県で養成・登録する仕組みの構築を促進し、災害

時の応援態勢も強化すべきである。 

・現在、調査員は主に地方公共団体の職員が担っているが、大規模災害時に備え、建築関

係団体等との連携体制を強化するほか、一定の資格や講習を受けた者が担えるよう調査

員の間口を拡大する等の必要がある。 

・住家被害認定調査を迅速化するため、明らかな全壊家屋について写真判定にする等のよ

り簡易な手法の活用を行うとともに、雨天時の対策も含めた調査方法の工夫について、

周知するべきである。 

③ 罹災証明書交付の迅速化 

・罹災証明書の現地調査と判定作業とを区分し分業体制とするなど、効率的な調査方法を

検討するべきである。更に、住家被害認定調査の判定作業が終了した住宅から順次罹災

証明書を交付するなど、迅速な交付に努めることが望ましい。 

・特に、罹災証明書の交付を支援するシステムは効率的な業務遂行に威力を発揮すること

から、発災直後から活用できるよう、平常時からその利用を検討しておくべきである。 

・そのシステムを導入する場合、未経験の多くの職員が当該システムを用いて罹災証明書

の事務に携わることから、誰もが簡単に使用できることや、発災時に使い方に対する丁

寧な説明を受けられること、使用者の意見を踏まえて使い勝手の随時改善が図られるこ

と、地方公共団体間の相互連携が可能であること、周辺地方公共団体において導入済の

システムとの互換性があること等も考慮されることが望ましい。 

・将来的には、このようなシステムは、住基台帳やマイナンバーなどの住民に関するデー

タベースや、被災者台帳などとの運用の連携についても検討することが望ましい。 

(参考)熊本地震における各省庁の対応と取組・調査等 

2. 平成 28 年熊本地震に関する取組・調査 

 

2-12. 被害認定調査・罹災証明書交付に関するアンケー卜調査（内閣府） 

9 月に熊本県内市町村（45 団体）に対し、熊本地震における住家被害認定・罹災証明書

交付の実態について、アンケート調査を実施し、37 団体から回答を得た。 

アンケート結果の概要は、以下のとおり。なお、自由記述については同一趣旨の回答が

多かったものを整理した。 

129

～ 
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− 附 34 −

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

◎罹災証明書の発行は、被災住民の生活再建の前提となるものであり、特に迅速さが求め

られるため、県や市町村の職員が即戦力となれるよう効果的な研修を平時から実施する

とともに、各市町村でシステム導入を検討するなど、各県それぞれが取組を強化してお

く必要がある。 

◎熊本地震対応では、被災市町村や熊本県は住家被害認定調査のマンパワー確保に苦慮し

た。九州・山口各県をはじめ関西広域連合や全国知事会等からも多くの応援職員が派遣

されることとなったが、応援側も人材の確保に苦心した。調査の簡素化による業務の効

率化が求められるところではあるが、一方で、国の報告書（「熊本地震を踏まえた応急

対策・生活支援策の在り方について（報告）」）でも指摘されているとおり、市町村は、

住家被害認定調査や罹災証明書の担当部局を定め、研修等によって職員のスキル向上を

図るとともに、各県においても住家被害認定調査の調査員を養成・登録する仕組みを構

築し災害時応援態勢を強化するなど、各市町村及び各県は、平時から住家被害認定調査

に関する体制強化を図るべきである。なお、住家被害認定調査は、税務部門での固定資

産税評価や建築士としての経験が活かされるものであるが、研修を受講すれば対応でき

る業務である。 

◎また、被災者にかかる負担に配慮すれば、罹災証明書は、給付（被災者生活再建支援金

や義援金の交付）、融資（災害援護資金等）、減免・猶予（税、保険料、公共料金等）、

現物給付（応急仮設住宅の入居条件、住宅の応急修理や公費解体等）の各種手続きの基

礎・判断材料となるため、これらの申請受付の一元化を各市町村において検討するなど、

前向きな対応を図ることも求められる。 

熊本地震に係る広域応援検証・評価について（中間報告） 

九州地方知事会【平成 28年 10月】 

 

6 その他 

(2）罹災証明書の発行に関すること 

今回の熊本地震での対応はどうだったか。 

【検証・評価】 

・ 熊本地震を踏まえた 4つの課題【熊本県整理】 

［課題 1］迅速性が求められる中で、正確性確保のため、多大な労力 

   ⇒大地震に備え、被害認定調査の簡素化が必要ではないか。《迅速性》 

［課題 2］内閣府指針に強制力がなく、市町村ごとに調査・判定方法に差異 

       ⇒罹災証明書の判定は、国費が投入されている各種支援と連動していることか

ら、被災市町村の判断の余地を極力減らすことが必要ではないか。《公平性》 

［課題 3］住家被害に関する調査が複数存在し、被災者が混乱 

       ⇒4つの調査（①応急危険度判定調査、②被災宅地危険度判定調査、③住家被害

認定調査、④地震保険損害調査）が存在。それぞれに多大な人的資源を投入。

官民の調査の一本化による分かり易さの実現及び人的資源の有効活用が必要

ではないか。《分かり易さ》 

［課題 4］支援が必要な被災者に、支援が届かないケースが存在 

          ⇒被災者生活再建支援金の見直し等、一部損壊などの支援が必要な被災者に対

して、公的に支援する仕組みが必要ではないか。《“もれ”のない支援》 

〔 ※熊本地震での罹災証明書発行件数 ・・・ 184,588件 

     ※全国からの応援職員数 ・・・ 延べ 6.7万人 〕(平成 28年 9月 13日時点) 

 

○「新潟県方式」の調査票は正確性に優れているが、チェック項目が多いため、10万棟を

超えるような規模の被害が出ている場合や応援職員のマンパワーが不足しているよう

な段階では、利用が難しい。【熊本県】 
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

罹災証明の交付を支援するため、ＷＧで検討した上で、必要となる調査の雨天対策

を講じるとともに、罹災証明のための調査を担当する調査員を各都道府県で平時から

養成・登録する仕組みを構築する。 
 

25 

平成 28 年熊本地震への対応（上）－支援の状況、初動対応における課題－ 調査と情報

－ISSUE BRIEF－914 号 

国立国会図書館【2016. 8. 1】 

 

Ⅱ 熊本地震における支援の状況 

1 被災者に対する生活支援 

(1）り災証明書の発行 

災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）に基づき、交付申請を行った被災者に対し

ては、市町村長からり災証明書が交付される。り災証明書は、被災者が様々な支援策の適

用を受ける場合に、その適格性の判断材料となる。熊本地震においては、7 月 18 日時点

で、37市町村で 165,237件のり災証明書の申請があり、134,010件が交付されている。し

かし、人手不足等により、全てのり災証明書の発行までにはなお多くの時間を要すると見

られている。 

5 
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熊本地震に係る広域応援検証・評価について［最終報告］ 

九州地方知事会（事務局熊本地震に係る広域応援検証・評価チーム）【平成 29年 5月】 

 

4 熊本地震に係る広域応援の検証・評価及び今後の対応策 

（5）その他  

② 罹災証明のあり方 

【課題】 

 市町村が行う罹災証明は、被災者の生活再建に直結するため、「迅速性」が必要な一方

で、調査・判定に係る「公平性」も求められる。国による被害認定基準運用指針の簡素化

や地震保険調査等の類似調査との一本化等を進めることが求められる。 

 

2 九州・山口各県の状況について 

(1）研修の実施状況 

ほとんどの県が市町村職員を対象とした研修会を実施している。 

（例）・年度当初や台風期前に実施。 

   ・市町村災害救助事務担当者説明会の一環として開催。 

   ・内閣府の資料（損傷程度の具体例等を示した指針の別冊や実施体制の手引き等）

を活用。 

(2）市町村のシステム導入状況 

各県でばらつきが見られるものの、導入済みシステムは、 

   ①被災者生活再建支援システム（NTT東日本が提供） 

   ②被災者支援システム（西宮市が開発、J-LISが提供） 

   ③その他、自治体等が独自に構築したシステム   の 3つに大別される。 

※今回熊本県は、被災経験のある自治体等の助言を受け、被災市町村に対し、①の

「被災者生活再建支援システム」の活用を支援。17自治体が本システムを活用。

また 1 自治体は②の「被災者支援システム」、1 自治体は民間事業者による独自

システム（③）を導入した。 

 

3 今後の課題について 

◎引き続き、被害認定調査の簡素化等に向けた国の制度改正動向を注視する。 
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

◎罹災証明書の発行は、被災住民の生活再建の前提となるものであり、特に迅速さが求め

られるため、県や市町村の職員が即戦力となれるよう効果的な研修を平時から実施する

とともに、各市町村でシステム導入を検討するなど、各県それぞれが取組を強化してお

く必要がある。 

◎熊本地震対応では、被災市町村や熊本県は住家被害認定調査のマンパワー確保に苦慮し

た。九州・山口各県をはじめ関西広域連合や全国知事会等からも多くの応援職員が派遣

されることとなったが、応援側も人材の確保に苦心した。調査の簡素化による業務の効

率化が求められるところではあるが、一方で、国の報告書（「熊本地震を踏まえた応急

対策・生活支援策の在り方について（報告）」）でも指摘されているとおり、市町村は、

住家被害認定調査や罹災証明書の担当部局を定め、研修等によって職員のスキル向上を

図るとともに、各県においても住家被害認定調査の調査員を養成・登録する仕組みを構

築し災害時応援態勢を強化するなど、各市町村及び各県は、平時から住家被害認定調査

に関する体制強化を図るべきである。なお、住家被害認定調査は、税務部門での固定資

産税評価や建築士としての経験が活かされるものであるが、研修を受講すれば対応でき

る業務である。 

◎また、被災者にかかる負担に配慮すれば、罹災証明書は、給付（被災者生活再建支援金

や義援金の交付）、融資（災害援護資金等）、減免・猶予（税、保険料、公共料金等）、

現物給付（応急仮設住宅の入居条件、住宅の応急修理や公費解体等）の各種手続きの基

礎・判断材料となるため、これらの申請受付の一元化を各市町村において検討するなど、

前向きな対応を図ることも求められる。 

熊本地震に係る広域応援検証・評価について（中間報告） 

九州地方知事会【平成 28年 10月】 

 

6 その他 

(2）罹災証明書の発行に関すること 

今回の熊本地震での対応はどうだったか。 

【検証・評価】 

・ 熊本地震を踏まえた 4つの課題【熊本県整理】 

［課題 1］迅速性が求められる中で、正確性確保のため、多大な労力 

   ⇒大地震に備え、被害認定調査の簡素化が必要ではないか。《迅速性》 

［課題 2］内閣府指針に強制力がなく、市町村ごとに調査・判定方法に差異 

       ⇒罹災証明書の判定は、国費が投入されている各種支援と連動していることか

ら、被災市町村の判断の余地を極力減らすことが必要ではないか。《公平性》 

［課題 3］住家被害に関する調査が複数存在し、被災者が混乱 

       ⇒4つの調査（①応急危険度判定調査、②被災宅地危険度判定調査、③住家被害

認定調査、④地震保険損害調査）が存在。それぞれに多大な人的資源を投入。

官民の調査の一本化による分かり易さの実現及び人的資源の有効活用が必要

ではないか。《分かり易さ》 

［課題 4］支援が必要な被災者に、支援が届かないケースが存在 

          ⇒被災者生活再建支援金の見直し等、一部損壊などの支援が必要な被災者に対

して、公的に支援する仕組みが必要ではないか。《“もれ”のない支援》 

〔 ※熊本地震での罹災証明書発行件数 ・・・ 184,588件 

     ※全国からの応援職員数 ・・・ 延べ 6.7万人 〕(平成 28年 9月 13日時点) 

 

○「新潟県方式」の調査票は正確性に優れているが、チェック項目が多いため、10万棟を

超えるような規模の被害が出ている場合や応援職員のマンパワーが不足しているよう

な段階では、利用が難しい。【熊本県】 
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

罹災証明の交付を支援するため、ＷＧで検討した上で、必要となる調査の雨天対策

を講じるとともに、罹災証明のための調査を担当する調査員を各都道府県で平時から

養成・登録する仕組みを構築する。 
 

25 

平成 28 年熊本地震への対応（上）－支援の状況、初動対応における課題－ 調査と情報

－ISSUE BRIEF－914号 

国立国会図書館【2016. 8. 1】 

 

Ⅱ 熊本地震における支援の状況 

1 被災者に対する生活支援 

(1）り災証明書の発行 

災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）に基づき、交付申請を行った被災者に対し

ては、市町村長からり災証明書が交付される。り災証明書は、被災者が様々な支援策の適

用を受ける場合に、その適格性の判断材料となる。熊本地震においては、7 月 18 日時点

で、37市町村で 165,237件のり災証明書の申請があり、134,010件が交付されている。し

かし、人手不足等により、全てのり災証明書の発行までにはなお多くの時間を要すると見

られている。 

5 

26 

熊本地震に係る広域応援検証・評価について［最終報告］ 

九州地方知事会（事務局熊本地震に係る広域応援検証・評価チーム）【平成 29年 5月】 

 

4 熊本地震に係る広域応援の検証・評価及び今後の対応策 

（5）その他  

② 罹災証明のあり方 

【課題】 

 市町村が行う罹災証明は、被災者の生活再建に直結するため、「迅速性」が必要な一方

で、調査・判定に係る「公平性」も求められる。国による被害認定基準運用指針の簡素化

や地震保険調査等の類似調査との一本化等を進めることが求められる。 

 

2 九州・山口各県の状況について 

(1）研修の実施状況 

ほとんどの県が市町村職員を対象とした研修会を実施している。 

（例）・年度当初や台風期前に実施。 

   ・市町村災害救助事務担当者説明会の一環として開催。 

   ・内閣府の資料（損傷程度の具体例等を示した指針の別冊や実施体制の手引き等）

を活用。 

(2）市町村のシステム導入状況 

各県でばらつきが見られるものの、導入済みシステムは、 

   ①被災者生活再建支援システム（NTT東日本が提供） 

   ②被災者支援システム（西宮市が開発、J-LISが提供） 

   ③その他、自治体等が独自に構築したシステム   の 3つに大別される。 

※今回熊本県は、被災経験のある自治体等の助言を受け、被災市町村に対し、①の

「被災者生活再建支援システム」の活用を支援。17自治体が本システムを活用。

また 1 自治体は②の「被災者支援システム」、1 自治体は民間事業者による独自

システム（③）を導入した。 

 

3 今後の課題について 

◎引き続き、被害認定調査の簡素化等に向けた国の制度改正動向を注視する。 
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− 附 36 −

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

る被災者台帳システムで、熊本県内市町村（45 団体）のうち、17 団体で採用された（こ

のほか、西宮市のシステムや独自開発のシステム、Excel 等市販のデータベースを活用

した自治体もある。）。 

  この支援システムは、外観目視で行う一次調査について、地図付きの調査票を使用し、

調査票をＯＣＲで読み取ることにより自動集計し、現場写真等とともにデータベース化

してり災証明書発行時に活用するもので、開発者や導入自治体からなる「H28 熊本地震

生活再建支援連携体（産官学連携支援チーム）」（防災科学技術研究所、新潟大、静岡

大、新潟県、東京都、京都府、協力企業等）が、説明会の開催や現地指導員の派遣等に

ついて、全面的な支援を行った。 

  熊本県は当初、県内自治体の職員を研修したうえで家屋被害認定調査を行い、経験と

ノウハウを地元に残す方針であったが、4月 25 日の国の対策本部において、安倍首相が

「被害家屋の被害認定、り災証明書の交付等に最優先で取り組む」と発言し、河野防災

担当大臣も「5 月中にはり災証明書の発行を終える」と表明するに至り、全国規模で調

査要員を動員することとなった。 

  一次調査は外観目視の簡易手法で実施されたが、応急仮設住宅の入居基準や、被災者

生活再建支援金、家屋の公費解体の方針など、支援内容と基準が明らかになると、基準

に満たない住民からの再調査依頼が殺到し、多い団体では一次調査数の 4 割にも登っ

た。 

 

(2）支援の内容 

  関西広域連合では、被害認定作業を急ぐ必要があるとの判断から、前震の発生直後に

被害認定の要員派遣を決定し、本震発生後に 8人（兵庫県 3人、和歌山県 1人、徳島県

2 人、鳥取県 2 人）を派遣したが、現地では応急危険度判定が優先され、調査準備もで

きないまま終わった。 

  熊本県から被害認定調査の方針が出されたことを受け、4 月 26 日に改めて益城町か

らの要請があり、兵庫県淡路市の経験者 2 人を派遣し、作業準備に着手した。翌 27 日

には総務省から、家屋被害認定の経験を有する職員について、関西広域連合 20 人、東

京都 20 人、福岡県 10 人の派遣要請があり、本格的な派遣の調整に入った。 

 

〔益城町〕 

 益城町では、全棟調査（約 16,500 棟）を行うことが決定され、4月 30 日から 5月 27

日まで、4陣にわたり 89 人を派遣し、1次調査の実施を支援した。 

 産官学連携支援チームとして新潟県、柏崎市職員が実施体制（マネジメントチーム）の

構築支援を行い、支援システムが導入された。住基台帳システムや固定資産税システムの

データを使って地図や調査票が用意され、調査用資機材、移動用の車、現地案内役など、

調査前の準備もかなり周到に行われた。調査員に対しては、ＤＶＤによる研修用ビデオが

提供され、毎日説明会が行われた。 

 被災者生活再建支援システムには、データ取り込み用に、一定以上の能力を有するスキ

ャナとパソコンが必要となる。当初は台数が少なく、調査データが滞留することもあった

が、雨天等を利用して作業を行い、応援職員だけでほぼ遅滞なく入力することができた。 

 2 次調査については、6 月 15 日から 7 月 12 日までの予定で派遣を開始したが、申請件

数が日を追って増加したため、7 月 19 日まで期間を延長し、5 陣にわたり 84 人を派遣し

た。 

 調査は、役場ＯＢや土地家屋調査士等の案内役と派遣職員の調査員 2人の 3人が一組で

調査に当たり、1次調査では 1日 40～50 件、2次調査では 1日 4件をこなした。 

その結果、1 次調査は概ね 1 か月で 9 割程度を終了し、罹災証明書を発行できる段階に至

った。2次調査は、7月に入っても申請が途切れなかったが、7月中で完了の目処がつくま

でに至った。 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

さで言えば課税評価の経験者のほうがよいという声がある。一方で、建築の技術者は現

地で修繕等の助言ができるといったメリットがあるといった声もある。なお、小規模な

町村では、地元職員は住民の顔を知りすぎているため、逆に行きたがらないという声も

あり。【熊本県】 

○損害保険会社の方と話す機会があったが、民間の被害認定調査は行政のものと基準等が

異なるようであり、官民調査の一本化というのはなかなか難しいかもしれない。【佐賀

県】 

 

［関西広域連合のコメント］ 

罹災証明は生活再建に直結するので「とりかかりの速さ」が重要。応急危険度判定と家

屋被害認定の 1次調査は同時並行的に実施できると考えている。市町村からの応援要請を

待たずに、積極的に押しかけるぐらいのスピード感が必要。 

 

【課題等への対応案（改善の方向性）】 

九州・山口各県が共通の調査・判定方法を導入し、平時から研修を行っておけば、大規

模災害時における円滑な広域応援が可能となる。 

※左記 4点については熊本県から内閣府へ提案しているところ。 

27 

平成 29 年度国の施策並びに予算に関する提案・要望（災害対策・国民保護関係） 

全国知事会【平成 28 年 7 月】 

 

【災害・国民保護関係】 

１ 大規模・広域・複合災害対策の推進について 

（7） 災害時の生活再建支援事業のためのシステム構築 

    災害対策基本法改正により、適切な被災者生活再建支援を行うため、被災者台帳の

作成が法的に位置付けられた。平成 28 年熊本地震における罹災証明の発行などの実

情を踏まえると、システム化が急務であり、構築と運用について財源を含めた支援制

度を創設すること。 

3 

28 

提案書（地震防災対策等の充実強化） 

九都県市首脳会議【平成 28 年 7 月】 

 

3 被災者の生活再建支援の根幹となる被害認定調査・罹災証明書発行について、被災自

治体間で不均衡を生じさせることなく調査を迅速かつ公正に実施するための都道府県を

対象とした研修プログラムの充実や、その調査結果・罹災証明書発行状況を適切に管理

するためのシステム導入支援等、全国的な支援体制を構築すること。あわせて、被災者台

帳の整備について導入に向けた支援を行うこと。 

本

文

2 

29 

平成 28 年熊本地震 関西広域連合支援活動の記録 

関西広域連合【平成 29 年 1 月】 

 

Ⅲ 支援内容 

5 家屋被害認定調査支援 

(1) 現地の状況 

  家屋被害認定調査にあたり、熊本県は新潟県からの提案を受け、4月 20 日に新潟県中

越沖地震を契機に開発された被災者生活再建支援システムを採用することを決定した。

このシステムは、家屋被害認定結果をデータベース化し、各種被災者支援をサポートす

57

～ 

61 
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

る被災者台帳システムで、熊本県内市町村（45 団体）のうち、17 団体で採用された（こ

のほか、西宮市のシステムや独自開発のシステム、Excel 等市販のデータベースを活用

した自治体もある。）。 

  この支援システムは、外観目視で行う一次調査について、地図付きの調査票を使用し、

調査票をＯＣＲで読み取ることにより自動集計し、現場写真等とともにデータベース化

してり災証明書発行時に活用するもので、開発者や導入自治体からなる「H28 熊本地震

生活再建支援連携体（産官学連携支援チーム）」（防災科学技術研究所、新潟大、静岡

大、新潟県、東京都、京都府、協力企業等）が、説明会の開催や現地指導員の派遣等に

ついて、全面的な支援を行った。 

  熊本県は当初、県内自治体の職員を研修したうえで家屋被害認定調査を行い、経験と

ノウハウを地元に残す方針であったが、4月 25 日の国の対策本部において、安倍首相が

「被害家屋の被害認定、り災証明書の交付等に最優先で取り組む」と発言し、河野防災

担当大臣も「5 月中にはり災証明書の発行を終える」と表明するに至り、全国規模で調

査要員を動員することとなった。 

  一次調査は外観目視の簡易手法で実施されたが、応急仮設住宅の入居基準や、被災者

生活再建支援金、家屋の公費解体の方針など、支援内容と基準が明らかになると、基準

に満たない住民からの再調査依頼が殺到し、多い団体では一次調査数の 4 割にも登っ

た。 

 

(2）支援の内容 

  関西広域連合では、被害認定作業を急ぐ必要があるとの判断から、前震の発生直後に

被害認定の要員派遣を決定し、本震発生後に 8人（兵庫県 3人、和歌山県 1人、徳島県

2 人、鳥取県 2 人）を派遣したが、現地では応急危険度判定が優先され、調査準備もで

きないまま終わった。 

  熊本県から被害認定調査の方針が出されたことを受け、4 月 26 日に改めて益城町か

らの要請があり、兵庫県淡路市の経験者 2 人を派遣し、作業準備に着手した。翌 27 日

には総務省から、家屋被害認定の経験を有する職員について、関西広域連合 20 人、東

京都 20 人、福岡県 10 人の派遣要請があり、本格的な派遣の調整に入った。 

 

〔益城町〕 

 益城町では、全棟調査（約 16,500 棟）を行うことが決定され、4月 30 日から 5月 27

日まで、4陣にわたり 89 人を派遣し、1次調査の実施を支援した。 

 産官学連携支援チームとして新潟県、柏崎市職員が実施体制（マネジメントチーム）の

構築支援を行い、支援システムが導入された。住基台帳システムや固定資産税システムの

データを使って地図や調査票が用意され、調査用資機材、移動用の車、現地案内役など、

調査前の準備もかなり周到に行われた。調査員に対しては、ＤＶＤによる研修用ビデオが

提供され、毎日説明会が行われた。 

 被災者生活再建支援システムには、データ取り込み用に、一定以上の能力を有するスキ

ャナとパソコンが必要となる。当初は台数が少なく、調査データが滞留することもあった

が、雨天等を利用して作業を行い、応援職員だけでほぼ遅滞なく入力することができた。 

 2 次調査については、6 月 15 日から 7 月 12 日までの予定で派遣を開始したが、申請件

数が日を追って増加したため、7 月 19 日まで期間を延長し、5 陣にわたり 84 人を派遣し

た。 

 調査は、役場ＯＢや土地家屋調査士等の案内役と派遣職員の調査員 2人の 3人が一組で

調査に当たり、1次調査では 1日 40～50 件、2次調査では 1日 4件をこなした。 

その結果、1 次調査は概ね 1 か月で 9 割程度を終了し、罹災証明書を発行できる段階に至

った。2次調査は、7月に入っても申請が途切れなかったが、7月中で完了の目処がつくま

でに至った。 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

さで言えば課税評価の経験者のほうがよいという声がある。一方で、建築の技術者は現

地で修繕等の助言ができるといったメリットがあるといった声もある。なお、小規模な

町村では、地元職員は住民の顔を知りすぎているため、逆に行きたがらないという声も

あり。【熊本県】 

○損害保険会社の方と話す機会があったが、民間の被害認定調査は行政のものと基準等が

異なるようであり、官民調査の一本化というのはなかなか難しいかもしれない。【佐賀

県】 

 

［関西広域連合のコメント］ 

罹災証明は生活再建に直結するので「とりかかりの速さ」が重要。応急危険度判定と家

屋被害認定の 1次調査は同時並行的に実施できると考えている。市町村からの応援要請を

待たずに、積極的に押しかけるぐらいのスピード感が必要。 

 

【課題等への対応案（改善の方向性）】 

九州・山口各県が共通の調査・判定方法を導入し、平時から研修を行っておけば、大規

模災害時における円滑な広域応援が可能となる。 

※左記 4点については熊本県から内閣府へ提案しているところ。 

27 

平成 29 年度国の施策並びに予算に関する提案・要望（災害対策・国民保護関係） 

全国知事会【平成 28 年 7 月】 

 

【災害・国民保護関係】 

１ 大規模・広域・複合災害対策の推進について 

（7） 災害時の生活再建支援事業のためのシステム構築 

    災害対策基本法改正により、適切な被災者生活再建支援を行うため、被災者台帳の

作成が法的に位置付けられた。平成 28 年熊本地震における罹災証明の発行などの実

情を踏まえると、システム化が急務であり、構築と運用について財源を含めた支援制

度を創設すること。 

3 

28 

提案書（地震防災対策等の充実強化） 

九都県市首脳会議【平成 28 年 7 月】 

 

3 被災者の生活再建支援の根幹となる被害認定調査・罹災証明書発行について、被災自

治体間で不均衡を生じさせることなく調査を迅速かつ公正に実施するための都道府県を

対象とした研修プログラムの充実や、その調査結果・罹災証明書発行状況を適切に管理

するためのシステム導入支援等、全国的な支援体制を構築すること。あわせて、被災者台

帳の整備について導入に向けた支援を行うこと。 

本

文

2 

29 

平成 28 年熊本地震 関西広域連合支援活動の記録 

関西広域連合【平成 29 年 1 月】 

 

Ⅲ 支援内容 

5 家屋被害認定調査支援 

(1) 現地の状況 

  家屋被害認定調査にあたり、熊本県は新潟県からの提案を受け、4月 20 日に新潟県中

越沖地震を契機に開発された被災者生活再建支援システムを採用することを決定した。

このシステムは、家屋被害認定結果をデータベース化し、各種被災者支援をサポートす
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

  産官学連携支援チームにより、説明会の実施、市町村の実施体制構築支援、システム導

入・運用支援、コールセンター設置、り災証明書発行支援など、一連の業務内容をセット

にした支援が行われたことにより、実務経験のない自治体でも迅速で効率的な業務遂行

が可能となった。 

 

＜課  題＞ 

○ 家屋被害認定調査に係る人材育成の全国制度化 

  家屋被害認定については、内閣府のガイドラインがあるものの、全国的に経験者が少

なく、関西広域連合からの応援職員も机上研修のみの職員を派遣せざるをえなかった。 

○ 調査方法の統一 

  家屋被害認定は、被災者支援の基礎になるにもかかわらず、市町村事務であり、内閣府

のガイドラインがあるものの、その認定方法が市町村によって微妙に異なる場合がある。

熊本地震でも、熊本市は一部損壊については申請者の写真で判定し、全数調査を行う他

の市町とは異なる調査方法を用いるなど、市町村の方針によって必要なマンパワーに大

きな違いが生じている。 

 損害のない家屋を調査する必要はなく、一部損壊についても通常は公的支援がないた

め、調査対象数を削らすため、被災者が自己判定できるシステムの開発や写真による簡

易判定などの方法が考えられる。 

○ 一部損壊家屋の取り扱い 

  一般に、一部損壊家屋に対しては公的支援はないが、兵庫県が淡路島地震の際に一部

損壊世帯に災害援護金を支給することとした際には被害認定申請が激増し、調査に多く

の要員が必要になった。一部損壊世帯への支援を検討する際には、事務的な負担を含め

て支援要件を検討する必要がある。 

○ 他の家屋調査との連携による省力化 

地震の際には、被害認定のほか、応急危険度判定、宅地被害認定の調査が行われ、住宅

によっては 3 枚の調査済証が貼られることになる。特に応急危険度判定については、全

国制度が確立していること、地震直後に最優先で実施されること、判定士の多くは建築

士等の技術職員であり、被害認定要員よりはるかに知識・技術レベルが高いことから、一

次の被害認定と同時実施を検討すべきである。 

○ 応援経費の負担 

家屋被害認定調査は自治事務とされ、応援に要した経費の負担が明らかでない。被災

者支援の基礎となることから、要した経費を災害救助費の対象とする等の措置が必要で

ある。 

○ 調査方法の選択 

熊本地震では、1次調査と 2次調査の判定が異なる場合の対応が市町村によって異なっ

ており、熊本市や益城町のように重い方を採用することを決めた市町では、2次調査の申

請が多い傾向にあった。1 次調査に 40 日（4 月 27 日～6 月 5 日）、2 次調査をほぼ完了

するまでに 44 日（6月 6日～7月 19 日）、合計で 3か月を要していることを考えると、

外観目視ではなく、最初から住民立ち会いで屋内調査を実施することも検討するべきで

ある。 

政令指定都市の活動 

1 京都市 

(4)主な活動内容 

 ⑤ 建物被害認定調査等 

エ り災証明発行業務 

各区役所等において、り災証明発行申請を受け付け、申請書の内容を確認し、証明書

を発行した。また、窓口等において、申請書の書き方について、適切に申請がされるよ

う案内を行った。 

72

・ 

73 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

〔大津町〕 

 大津町現地連絡所に対し、5月 2日（月）から 15 名体制（3名×5班体制）で家屋被害

認定調査を実施したい旨の要請があり、大阪府を中心に人員の確保に取り組み、府内市町

村職員、熊本県職員・熊本県内の国家公務員、町職員で体制を確保した。 

 1 次調査と並行して、今後の 2 次調査を見据え、家屋調査と窓口業務の人員体制につい

て、町役場幹部や熊本県庁職員と協議調整を行っているなか、熊本市において、1 次調査

より 2 次調査の結果の方が「被害程度が小さい」と判定された場合、1 次調査の結果を採

用するという報道があった。その影響か 2次調査の申請が増え、第 8班（6/2～8）が到着

した時点では約 300 戸の申請が出ているのに対し、4 チーム体制で、1 日 8 件の調査とい

う状態で、いかに対応するかが課題になった。 

 そこで、ストップウォッチで標準的な作業時間を算出したところ、作業 3 時間の内、1

時間半が測量及び図面作成に必要となっていた。調査時に家屋の平面図がないため、フリ

ーハンドでの図面作成にかなりの作業時間を割いている状況の改善を図るべく、固定資産

税算出の平面図を活用すること等での効率化を進めた。 

2 次調査は、家主立会いの下、家屋の外壁の損壊箇所や損壊程度を確認するとともに、

屋内の全ての部屋、廊下の天井、壁、建具などの損壊箇所や損壊程度を確認する作業で、

1 次よりも調査項目が多く、また、大津町には広い住宅が多く、加えて、調査エリアが広

範囲に点在していたため、1日で 2～3件しか調査が実施できない状況が続いた。 

 そのため、班数を拡充するとともに、1 班で 1 日 4 件調査している益城町支援チームと

情報交換を行い、被害結果算出は調査終了後にまとめて行うなどのノウハウを聞き、すぐ

に大津町での調査に導入するなどの工夫を続けた。  

 第 9 班（6/8～14）の派遣の頃になると、家屋調査班・メンバーが違っても共通認識が

図れるような調査時の注意点や流れがわかるものを作成したいとの話が大津町よりあっ

たため、実際に 2 次調査を行った派遣職員が「住家被害認定調査（2 次調査）フロー」を

作成し、これをもとに随時ブラッシュアップを図っていくことにした。 

【ノウハウの一例】 

①家屋平面図の事前準備：これまで、家屋平面図は、調査現場において作成するという方

法が採られていたが、固定資産税台帳に添付されている家屋平面図を活用し、調査実施

前に家屋平面図を準備する。 

②調査行程の効率化：調査対象家屋を「規模別」、「家屋平面図」の有無などで分類し、

1件当たりの調査時間の目安を設けることにより、1日の調査行程の効率化を図る。 

【評  価】 

＜有効であった対応＞ 

○ 被災者生活再建支援システムの導入 

  本システムでは評価方法をパターンチャートにして未経験者でも分かりやすい調査票

としていたこと、地図データを調査票と一体化していたこと、スキャナで読み込み自動

集計・データベース化が可能であったことから、大量の調査とデータを効率よく処理す

ることができた。 

  また、同システムはすでに東京都、京都府等に導入されていたことから、これらの自治

体から運用ノウハウを有する職員の応援を受けることもできた。 

 また、民間事業者による商業ベースのシステムであることから、技術者から専門的な

サポートを受けることも可能であった。 

○ 先遣隊による事前準備の実施 

 調査員の大量動員に先立ち、益城町では調査方針を定め、調査票の整備、資機材、移動

手段、案内役の用意が行われていたため、要員を効率的に活用することができた。また、

住基システムによる世帯状況の把握や、固定資産税台帳の地図データなどを利用するこ

とで、現地での確認や作図の手間を大幅に削減することができた。 

○ 実務実施体制の構築支援 
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  産官学連携支援チームにより、説明会の実施、市町村の実施体制構築支援、システム導

入・運用支援、コールセンター設置、り災証明書発行支援など、一連の業務内容をセット

にした支援が行われたことにより、実務経験のない自治体でも迅速で効率的な業務遂行

が可能となった。 

 

＜課  題＞ 

○ 家屋被害認定調査に係る人材育成の全国制度化 

  家屋被害認定については、内閣府のガイドラインがあるものの、全国的に経験者が少

なく、関西広域連合からの応援職員も机上研修のみの職員を派遣せざるをえなかった。 

○ 調査方法の統一 

  家屋被害認定は、被災者支援の基礎になるにもかかわらず、市町村事務であり、内閣府

のガイドラインがあるものの、その認定方法が市町村によって微妙に異なる場合がある。

熊本地震でも、熊本市は一部損壊については申請者の写真で判定し、全数調査を行う他

の市町とは異なる調査方法を用いるなど、市町村の方針によって必要なマンパワーに大

きな違いが生じている。 

 損害のない家屋を調査する必要はなく、一部損壊についても通常は公的支援がないた

め、調査対象数を削らすため、被災者が自己判定できるシステムの開発や写真による簡

易判定などの方法が考えられる。 

○ 一部損壊家屋の取り扱い 

  一般に、一部損壊家屋に対しては公的支援はないが、兵庫県が淡路島地震の際に一部

損壊世帯に災害援護金を支給することとした際には被害認定申請が激増し、調査に多く

の要員が必要になった。一部損壊世帯への支援を検討する際には、事務的な負担を含め

て支援要件を検討する必要がある。 

○ 他の家屋調査との連携による省力化 

地震の際には、被害認定のほか、応急危険度判定、宅地被害認定の調査が行われ、住宅

によっては 3 枚の調査済証が貼られることになる。特に応急危険度判定については、全

国制度が確立していること、地震直後に最優先で実施されること、判定士の多くは建築

士等の技術職員であり、被害認定要員よりはるかに知識・技術レベルが高いことから、一

次の被害認定と同時実施を検討すべきである。 

○ 応援経費の負担 

家屋被害認定調査は自治事務とされ、応援に要した経費の負担が明らかでない。被災

者支援の基礎となることから、要した経費を災害救助費の対象とする等の措置が必要で

ある。 

○ 調査方法の選択 

熊本地震では、1次調査と 2次調査の判定が異なる場合の対応が市町村によって異なっ

ており、熊本市や益城町のように重い方を採用することを決めた市町では、2次調査の申

請が多い傾向にあった。1 次調査に 40 日（4 月 27 日～6 月 5 日）、2 次調査をほぼ完了

するまでに 44 日（6月 6日～7月 19 日）、合計で 3か月を要していることを考えると、

外観目視ではなく、最初から住民立ち会いで屋内調査を実施することも検討するべきで

ある。 

政令指定都市の活動 

1 京都市 

(4)主な活動内容 

 ⑤ 建物被害認定調査等 

エ り災証明発行業務 

各区役所等において、り災証明発行申請を受け付け、申請書の内容を確認し、証明書

を発行した。また、窓口等において、申請書の書き方について、適切に申請がされるよ

う案内を行った。 
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〔大津町〕 

 大津町現地連絡所に対し、5月 2日（月）から 15 名体制（3名×5班体制）で家屋被害

認定調査を実施したい旨の要請があり、大阪府を中心に人員の確保に取り組み、府内市町

村職員、熊本県職員・熊本県内の国家公務員、町職員で体制を確保した。 

 1 次調査と並行して、今後の 2 次調査を見据え、家屋調査と窓口業務の人員体制につい

て、町役場幹部や熊本県庁職員と協議調整を行っているなか、熊本市において、1 次調査

より 2 次調査の結果の方が「被害程度が小さい」と判定された場合、1 次調査の結果を採

用するという報道があった。その影響か 2次調査の申請が増え、第 8班（6/2～8）が到着

した時点では約 300 戸の申請が出ているのに対し、4 チーム体制で、1 日 8 件の調査とい

う状態で、いかに対応するかが課題になった。 

 そこで、ストップウォッチで標準的な作業時間を算出したところ、作業 3 時間の内、1

時間半が測量及び図面作成に必要となっていた。調査時に家屋の平面図がないため、フリ

ーハンドでの図面作成にかなりの作業時間を割いている状況の改善を図るべく、固定資産

税算出の平面図を活用すること等での効率化を進めた。 

2 次調査は、家主立会いの下、家屋の外壁の損壊箇所や損壊程度を確認するとともに、

屋内の全ての部屋、廊下の天井、壁、建具などの損壊箇所や損壊程度を確認する作業で、

1 次よりも調査項目が多く、また、大津町には広い住宅が多く、加えて、調査エリアが広

範囲に点在していたため、1日で 2～3件しか調査が実施できない状況が続いた。 

 そのため、班数を拡充するとともに、1 班で 1 日 4 件調査している益城町支援チームと

情報交換を行い、被害結果算出は調査終了後にまとめて行うなどのノウハウを聞き、すぐ

に大津町での調査に導入するなどの工夫を続けた。  

 第 9 班（6/8～14）の派遣の頃になると、家屋調査班・メンバーが違っても共通認識が

図れるような調査時の注意点や流れがわかるものを作成したいとの話が大津町よりあっ

たため、実際に 2 次調査を行った派遣職員が「住家被害認定調査（2 次調査）フロー」を

作成し、これをもとに随時ブラッシュアップを図っていくことにした。 

【ノウハウの一例】 

①家屋平面図の事前準備：これまで、家屋平面図は、調査現場において作成するという方

法が採られていたが、固定資産税台帳に添付されている家屋平面図を活用し、調査実施

前に家屋平面図を準備する。 

②調査行程の効率化：調査対象家屋を「規模別」、「家屋平面図」の有無などで分類し、

1件当たりの調査時間の目安を設けることにより、1日の調査行程の効率化を図る。 

【評  価】 

＜有効であった対応＞ 

○ 被災者生活再建支援システムの導入 

  本システムでは評価方法をパターンチャートにして未経験者でも分かりやすい調査票

としていたこと、地図データを調査票と一体化していたこと、スキャナで読み込み自動

集計・データベース化が可能であったことから、大量の調査とデータを効率よく処理す

ることができた。 

  また、同システムはすでに東京都、京都府等に導入されていたことから、これらの自治

体から運用ノウハウを有する職員の応援を受けることもできた。 

 また、民間事業者による商業ベースのシステムであることから、技術者から専門的な

サポートを受けることも可能であった。 

○ 先遣隊による事前準備の実施 

 調査員の大量動員に先立ち、益城町では調査方針を定め、調査票の整備、資機材、移動

手段、案内役の用意が行われていたため、要員を効率的に活用することができた。また、

住基システムによる世帯状況の把握や、固定資産税台帳の地図データなどを利用するこ

とで、現地での確認や作図の手間を大幅に削減することができた。 

○ 実務実施体制の構築支援 
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・救援物資の配送について、神戸市としても災害時に救援物資を円滑に供給する必要が

あるため、民間事業者のノウハウを活用した検討を行う予定である。 

・建物家屋被害調査業務での派遣職員の人選に苦慮したため、兵庫県が主催している家

屋被害認定士養成講習会の受講枠拡大や、市町村が受講しやすい地域別での講習会の

開催が必要である。 

・家屋被害認定調査は、損害保険の算定ともリンクするため、広域レベルで民間損害保

険会社を活用した家屋被害調査のスキームも検討していく必要がある。 

・本市が被災地に職員を派遣する際に必要となる資機材をあらかじめ用意しておく必要

がある。 

30 

安全・安心なまちづくりに向けた提言 ～災害に強い強靭なまちを目指して～ 

指定都市市長会【平成 28 年 11 月】 

 

4 被害認定調査の基準等の見直し 

これまでの被害認定調査における実情を踏まえ、多くの職員を派遣した指定都市の意

見も聞きながら、調査内容及び調査方法の簡素化など、国の『災害に係る住家の被害認定

基準運用指針』を見直すこと。 

  被害認定調査への従事について、現地での被災者の早期な生活再建を支援するため、

国や都道府県職員の派遣など、災害発生時に関係機関が連携して対応できる協力体制や

仕組みづくりの構築を進めること。 

 

【背 景】 

 熊本地震における住家の被害認定調査や、それに基づく罹災証明の発行は、熊本県によ

る本年 10 月下旬のまとめによると、証明書の発行件数が約 17 万 7 千件であり、全国の自

治体から延べ約 10 万人の職員が動員されたものの、事務処理に多くの時間を要する結果

となった。また、東日本大震災における事務処理においても同様の実情があり、事務処理

件数は膨大であった。罹災証明は、家屋等の修繕や被災者支援の基礎となり被災者の早期

生活再建等のため、その迅速な事務処理が極めて重要である。 

8 

― 

平成 28 年熊本地震 益城町による対応の検証報告書 

熊本県益城町【平成 29 年 11 月】 

 

第 4 章 

4.3 業務別の業務内容・課題・改善方向性 

 

4.3.11 家屋被害認定調査に関する業務 

 家屋被害認定とは、内閣府による規定に基づき、被害の程度（損害割合）に応じて、「全

壊（50％以上：損壊が甚だしく、補修により再使用することが困難なもの）」「大規模半

壊（40％以上 50％未満：半壊し、柱等の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅

に居住することが困難なもの）」「半壊（20％以上 40％未満：損壊が甚だしいが、補修す

れば元通りに再使用できる程度のもの）」「一部損壊（20％未満）」の判定を行うもので

ある。市町村により実施され、この認定結果に基づき、被災者に「罹災証明書」が発行さ

れる。 

 益城町地域防災計画（平成 27 年度）では、「町は、（中略）各種の支援措置を早期に実

施するため、災害による住宅等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確立し、

遅滞なく、住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明を交付するものとする。」と

規定されていた。しかし調査をするための体制の確立や調査業務そのものについて、事前

準備や訓練は行われていなかった。 
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○派遣期間   5 月 4 日～5月 31 日 

○派遣人数   延べ 26 人 

○派遣先     熊本市 

オ 今後の教訓 

○ 住宅、建築物の耐震化対策を強力に推進する必要がある。特に密集市街地では、耐

震化だけでなく、防火安全対策も含めた防災まちづくりが必要である。 

○ 被災自治体はもちろんのこと、国や被災宅地危険度判定連絡協議会等が宿泊場所

（学校の体育館でも可）の確保、若しくは宿泊場所の斡旋を行うことができるように 

準備しておく必要がある。 

○ 熊本県や国土交通省が、判定を必要とする規模の把握に時間を要したため、判定箇

所数や判定期間が明確でないまま各自治体への派遣要請が進められた。日頃から大

規模盛土造成地等、判定箇所の想定を行い、被災時には迅速に判定計画が作成でき

るよう準備しておくことが必要である。 

○ 家屋被害認定の二次調査の申請が被災自治体の予想を上回り、調査が追い付かない

状況が生じた。建物被害認定調査のための人員の確保及び調査体制の確立が必要であ

る。 

○ 早期にり災証明発行業務を開始できるよう、対策を用意しておく必要がある。 

2 大阪市 

(4) 今後の教訓 

○ 他の自治体からの受援体制も重要である。他の自治体からの派遣職員の宿舎の確保

や従事業務、派遣先の調整など対応を誤ると、派遣元の自治体の迷惑や負担となるの

で、平時から受援体制についても良く検討しておく必要がある。 

○ 被災地に職員を派遣する際に必要となる資機材（例：ＩＣＴ機材（ＰＣ・プリン夕、

イン夕ーネット等））をあらかじめ用意しておく必要がある。 

75 

3 堺市 

(4)主な活動内容 

⑩ り災証明発行業務 

福岡市、札幌市、千葉市及び茨城県八千代町からの派遣職員、並びに熊本市民病院職

員等の体制で業務に当たった。業務内容は、家屋被害認定の一次調査の新規受付、1次

調査完了通知の発送、通知を持参した市民の証明書発行申請受付であった。  

1 次調査の判定に不服の場合は 2次調査の申請を受け付ける。 

  ・1 日の来庁件数            ： 約 400～500 件 

  ・1 次調査完了の通知書発送件数：1日約 2,000 通 

(5) 今後の教訓 

○ 派遣職員の安全やストレスレス等に配慮した宿営地（宿泊場所）の確保、情報収集

が必要。 

○ 派遣職員の負担軽減のための移動手段の確保と自己完結型の資機材の輸送が必要。 

○ フェーズや被災都市のニーズに対応した効果的な応援体制の構築が必要。 

○ 受援計画の策定、通常業務再開に向けたＢＣＰが必要。 

○ 復興業務のアウトソーシング、業務協定の締結など、民間事業者やＮＰＯ等の活用

を検討するべき。 

○ 情報共有、情報発信体制の構築、クラウド化した情報の収集が必要。 

81

・ 

82 

4 神戸市 

(4)主な活動内容 

③ り災証明発行支援 

・本市は、熊本市東区詫麻総合出張所で、り災証明発行に関する支援業務を担当。 

・5次隊まで派遣（各 10 名単位）し、1次隊のみ宿舎の手配を熊本市に依頼。 

(7) 今後の教訓 

84

・ 

85 
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

・救援物資の配送について、神戸市としても災害時に救援物資を円滑に供給する必要が

あるため、民間事業者のノウハウを活用した検討を行う予定である。 

・建物家屋被害調査業務での派遣職員の人選に苦慮したため、兵庫県が主催している家

屋被害認定士養成講習会の受講枠拡大や、市町村が受講しやすい地域別での講習会の

開催が必要である。 

・家屋被害認定調査は、損害保険の算定ともリンクするため、広域レベルで民間損害保

険会社を活用した家屋被害調査のスキームも検討していく必要がある。 

・本市が被災地に職員を派遣する際に必要となる資機材をあらかじめ用意しておく必要

がある。 

30 

安全・安心なまちづくりに向けた提言 ～災害に強い強靭なまちを目指して～ 

指定都市市長会【平成 28 年 11 月】 

 

4 被害認定調査の基準等の見直し 

これまでの被害認定調査における実情を踏まえ、多くの職員を派遣した指定都市の意

見も聞きながら、調査内容及び調査方法の簡素化など、国の『災害に係る住家の被害認定

基準運用指針』を見直すこと。 

  被害認定調査への従事について、現地での被災者の早期な生活再建を支援するため、

国や都道府県職員の派遣など、災害発生時に関係機関が連携して対応できる協力体制や

仕組みづくりの構築を進めること。 

 

【背 景】 

 熊本地震における住家の被害認定調査や、それに基づく罹災証明の発行は、熊本県によ

る本年 10 月下旬のまとめによると、証明書の発行件数が約 17 万 7 千件であり、全国の自

治体から延べ約 10 万人の職員が動員されたものの、事務処理に多くの時間を要する結果

となった。また、東日本大震災における事務処理においても同様の実情があり、事務処理

件数は膨大であった。罹災証明は、家屋等の修繕や被災者支援の基礎となり被災者の早期

生活再建等のため、その迅速な事務処理が極めて重要である。 

8 

― 

平成 28 年熊本地震 益城町による対応の検証報告書 

熊本県益城町【平成 29 年 11 月】 

 

第 4 章 

4.3 業務別の業務内容・課題・改善方向性 

 

4.3.11 家屋被害認定調査に関する業務 

 家屋被害認定とは、内閣府による規定に基づき、被害の程度（損害割合）に応じて、「全

壊（50％以上：損壊が甚だしく、補修により再使用することが困難なもの）」「大規模半

壊（40％以上 50％未満：半壊し、柱等の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅

に居住することが困難なもの）」「半壊（20％以上 40％未満：損壊が甚だしいが、補修す

れば元通りに再使用できる程度のもの）」「一部損壊（20％未満）」の判定を行うもので

ある。市町村により実施され、この認定結果に基づき、被災者に「罹災証明書」が発行さ

れる。 

 益城町地域防災計画（平成 27 年度）では、「町は、（中略）各種の支援措置を早期に実

施するため、災害による住宅等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確立し、

遅滞なく、住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明を交付するものとする。」と

規定されていた。しかし調査をするための体制の確立や調査業務そのものについて、事前

準備や訓練は行われていなかった。 

135

～ 

147 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

○派遣期間   5 月 4 日～5月 31 日 

○派遣人数   延べ 26 人 

○派遣先     熊本市 

オ 今後の教訓 

○ 住宅、建築物の耐震化対策を強力に推進する必要がある。特に密集市街地では、耐

震化だけでなく、防火安全対策も含めた防災まちづくりが必要である。 

○ 被災自治体はもちろんのこと、国や被災宅地危険度判定連絡協議会等が宿泊場所

（学校の体育館でも可）の確保、若しくは宿泊場所の斡旋を行うことができるように 

準備しておく必要がある。 

○ 熊本県や国土交通省が、判定を必要とする規模の把握に時間を要したため、判定箇

所数や判定期間が明確でないまま各自治体への派遣要請が進められた。日頃から大

規模盛土造成地等、判定箇所の想定を行い、被災時には迅速に判定計画が作成でき

るよう準備しておくことが必要である。 

○ 家屋被害認定の二次調査の申請が被災自治体の予想を上回り、調査が追い付かない

状況が生じた。建物被害認定調査のための人員の確保及び調査体制の確立が必要であ

る。 

○ 早期にり災証明発行業務を開始できるよう、対策を用意しておく必要がある。 

2 大阪市 

(4) 今後の教訓 

○ 他の自治体からの受援体制も重要である。他の自治体からの派遣職員の宿舎の確保

や従事業務、派遣先の調整など対応を誤ると、派遣元の自治体の迷惑や負担となるの

で、平時から受援体制についても良く検討しておく必要がある。 

○ 被災地に職員を派遣する際に必要となる資機材（例：ＩＣＴ機材（ＰＣ・プリン夕、

イン夕ーネット等））をあらかじめ用意しておく必要がある。 

75 

3 堺市 

(4)主な活動内容 

⑩ り災証明発行業務 

福岡市、札幌市、千葉市及び茨城県八千代町からの派遣職員、並びに熊本市民病院職

員等の体制で業務に当たった。業務内容は、家屋被害認定の一次調査の新規受付、1次

調査完了通知の発送、通知を持参した市民の証明書発行申請受付であった。  

1 次調査の判定に不服の場合は 2次調査の申請を受け付ける。 

  ・1 日の来庁件数            ： 約 400～500 件 

  ・1 次調査完了の通知書発送件数：1日約 2,000 通 

(5) 今後の教訓 

○ 派遣職員の安全やストレスレス等に配慮した宿営地（宿泊場所）の確保、情報収集

が必要。 

○ 派遣職員の負担軽減のための移動手段の確保と自己完結型の資機材の輸送が必要。 

○ フェーズや被災都市のニーズに対応した効果的な応援体制の構築が必要。 

○ 受援計画の策定、通常業務再開に向けたＢＣＰが必要。 

○ 復興業務のアウトソーシング、業務協定の締結など、民間事業者やＮＰＯ等の活用

を検討するべき。 

○ 情報共有、情報発信体制の構築、クラウド化した情報の収集が必要。 

81

・ 

82 

4 神戸市 

(4)主な活動内容 

③ り災証明発行支援 

・本市は、熊本市東区詫麻総合出張所で、り災証明発行に関する支援業務を担当。 

・5次隊まで派遣（各 10 名単位）し、1次隊のみ宿舎の手配を熊本市に依頼。 

(7) 今後の教訓 

84

・ 

85 
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 数多くの応援職員が家屋被害認定業務に携わったため、業務の質の担保に苦慮した。住

民からの理解・納得も得られず、第二次調査になったものもある。 

 応援職員からは、「同じ都道府県の職員と一緒に回りたいので同じ班にして欲しい」「宿

泊先がなく遠方からの出勤になるので業務開始時刻を遅らせたい」といった要望が数多く

あり、その対応にも苦慮した。 

 

3）家屋被害認定調査の実施 

 4 月 27 日に県主催の「平成 28 年熊本地震における家屋被害認定調査事前研修」に参加

し、机上および実地による研修を受けた。研修では、家屋被害認定調査の制度概要や調査

の具体的方法（調査のフローチャートや調査票入力方法等）、マネジメント方法などにつ

いて学んだ。 

 4 月 29 日には、活動方針、調査方針、調査班の 1日のスケジュール、他自治体からの被

災調査員受入れ予定からなる、益城町「被害家屋調査実施計画」を策定し、ＰＴメンバー

間で共有した。 

 4 月 30 日から現地での家屋被害認定調査業務を開始した。ＰＴメンバー間の議論の結

果、「明らかな全壊など、大きい被害のある人たちをまず救済しないといけない」という

思いから、被害の大きい地区から調査を開始した。また、ＰＴメンバー間で 4月中に調査

を開始するという共通認識ができていた。調査は 2 班体制で開始し、最大時には 45 班体

制となった。また、5 月 1 日から罹災証明の申請受付けを開始した（罹災証明発行業務に

関する詳細は「4.3.12 罹災証明ＰＴ、罹災証明の発行に関する業務」参照）。 

 現地の地理に長けた道先案内人役 1人＋応援職員 2人の 3人で 1つの班を構成し、すべ

ての住家を訪問した。各班に同行するために班数と同じ人数の道先案内人が必要となるた

め、道先案内人役を担うことができる人（嘱託員（行政区長）や元町職員、議員等）に対

して、ＰＴ責任者が毎晩電話を掛けて個別で依頼した。 

 第一次調査では外観の損傷状況の把握（目視）、住宅の傾斜の計測、屋根、外壁、基礎

の損傷の把握（目視）に基づく判定を行った。規定の様式は調査結果を記載し、様式に沿

った手順で計算を行うことで、判定結果を簡単に出すことができるものとなっていた。 

 第二次調査は第一次調査を実施した住宅の被災者から判定結果が不服で申請があった

場合に実施されるもので、第一次調査と同様の調査に加えて、被災者の立会いのもと、住

宅内部に立ち入り、内壁、天井、床、柱、建具、設備の損傷の把握（目視）を行った。 

 調査班の 1日の大まかなスケジュールは以下のとおり。 

 

時間 業務内容 

08：30～08：45 
調査事務室（町中央公民館）集合、当日の調査方針等について全

体の打合わせ 

08：45～09：00 準備品等の確認 

09：00～12：00 調査事務室出発、現地にて被害認定調査 

12：00～13：00 昼食・休憩 

13：00～16：00 現地にて被害認定調査、出発 

16：00～17：30 調査事務室で当日分の調査票整理、写真保存 

17：30～18：00 調査事務局へ当日分調査票を提出 

 

 事務局は、調査班から受け取った調査票の内容確認（エラー有無・修正等）、ＯＣＲを

用いた調査票のスキャン（調査票がマークシート方式になっており、被災者生活再建支援

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

(1)業務内容 

1）ＰＴの立ち上げ 

 4 月 22 日ごろに災害対策本部でＰＴを設置するという検討がなされ、4 月 25 日に家屋

被害認定ＰＴが設置された。 

 4 月 27 日に益城町に入った関西広域連合からの助言により、固定資産台帳等を活用す

ることが多いため罹災証明書の発行業務を将来的には税務課に移行することとした。この

ことを踏まえて、税務課長および総務課審議員がＰＴの責任者となり、ＰＴメンバーの人

選を行った。ただしＰＴメンバーに選ばれた中には避難所運営等の業務に携わっている職

員もいたため、それまでの業務から引き上げて家屋被害認定業務に専従させるのに苦労し

た。人選作業と平行して、各組織・各担当者の役割分担や調査日程も決めていった。調査

のための書面様式や人員・班編成の検討にあたっては、淡路市（関西広域連合からの第一

陣）および飯田市からの応援職員（ともに家屋被害認定調査の経験者）からの情報・助言

（特に事態が今後どのように推移していくかという予測）が役立った。 

 ＰＴ設置時点では、ＰＴの解散時期についての目途は立っていなかった。 

 なお、4月 25 日時点では被害認定ＰＴと罹災証明ＰＴは 1つのＰＴだった（5月 9日に

分離）。 

 

2）業務開始のために必要な人員・物品の確保 

 役場庁舎が被災していたため、隣接する町中央公民館に業務スペースを確保した。しか

し業務スペースが町中央公民館内で複数回にわたって移転したため、そのたびに業務環境

の整備の手間が発生した（職務環境の整備の詳細については、「4.3.16 役場機能の再建」

参照）。 

 業務に必要な物品等を確保するために、ＰＴ設置直後の 4 月 26 日から、調査票やデジ

タルカメラ、ヘルメット、消せるボールペン、マーカー、画板、ガムテープ、下げ振り、

コンベックスといった備品や車両の手配を進めた。しかし、物資調達の時期がゴールデン

ウィーク中だったため、これら物品の手配が進まず、調達に時間がかかったものもあった。 

 関西広域連合や福岡県を中心とした他自治体からの応援職員 50～60 人、県職員 20～30

人規模の応援が 5 月上旬から入ってくる、ということが 4 月 27 日時点ですでに決まって

いた。主に町職員は事務局（マネジメント）側となり、現場調査を応援職員が行う、とい

う役割分担で業務を進めることとした。 

 外部からの応援職員の要請は熊本県が窓口となって行った。九州知事会で応援自治体と

受援自治体の担当が決定され、益城町には関西広域連合と福岡県からの職員が充てられ

た。また一次調査の内容不服で建物内部の調査も伴う二次調査実施前には、新潟県小千谷

市長と益城町長が個別に面談し、小千谷市から支援の申し出をもらっており、「中越大震

災ネットワークおぢや」が応援に来てくれた。 

 内閣府特命担当大臣（防災担当）が「罹災証明書の発行を 5 月中に終えたい」と 5 月 4

日に発言したことを受けて、新たに東京都市町村会から多数の応援職員が益城町に入って

きた。また同時期にパソコン 25 台をリースして新潟大学による被災者生活再建支援シス

テムをインストールし、業務に当たった。 

 当初は、家屋被害認定調査を経験したことのある応援職員からの指導に基づき 30 班体

制で 50 日程度をかけて約 1.5 万棟すべて（家屋だけでなく農業用小屋等も含む）を見て

回る、という作業計画を想定していた。しかし大臣の発言を受けて、5 月の約１ヶ月間で

すべてを見て回る計画に見直した。関西広域連合や福岡県、東京都市町村会を中心とした

応援職員が益城町に入ったことにより、最大時には 45 班体制（現場応援職員約 100 人）

となった。現場応援職員の数が短期間で急増したのに対して、ＰＴの事務局（マネジメン

ト）側への支援として熊本県市町村課から 2人の応援職員のみであった。また人員・班配

置などの調整作業は町職員が行ったことから、応援職員の受け入れ・配置や作業結果の整

理のために非常に多忙になった。 
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 数多くの応援職員が家屋被害認定業務に携わったため、業務の質の担保に苦慮した。住

民からの理解・納得も得られず、第二次調査になったものもある。 

 応援職員からは、「同じ都道府県の職員と一緒に回りたいので同じ班にして欲しい」「宿

泊先がなく遠方からの出勤になるので業務開始時刻を遅らせたい」といった要望が数多く

あり、その対応にも苦慮した。 

 

3）家屋被害認定調査の実施 

 4 月 27 日に県主催の「平成 28 年熊本地震における家屋被害認定調査事前研修」に参加

し、机上および実地による研修を受けた。研修では、家屋被害認定調査の制度概要や調査

の具体的方法（調査のフローチャートや調査票入力方法等）、マネジメント方法などにつ

いて学んだ。 

 4 月 29 日には、活動方針、調査方針、調査班の 1日のスケジュール、他自治体からの被

災調査員受入れ予定からなる、益城町「被害家屋調査実施計画」を策定し、ＰＴメンバー

間で共有した。 

 4 月 30 日から現地での家屋被害認定調査業務を開始した。ＰＴメンバー間の議論の結

果、「明らかな全壊など、大きい被害のある人たちをまず救済しないといけない」という

思いから、被害の大きい地区から調査を開始した。また、ＰＴメンバー間で 4月中に調査

を開始するという共通認識ができていた。調査は 2 班体制で開始し、最大時には 45 班体

制となった。また、5 月 1 日から罹災証明の申請受付けを開始した（罹災証明発行業務に

関する詳細は「4.3.12 罹災証明ＰＴ、罹災証明の発行に関する業務」参照）。 

 現地の地理に長けた道先案内人役 1人＋応援職員 2人の 3人で 1つの班を構成し、すべ

ての住家を訪問した。各班に同行するために班数と同じ人数の道先案内人が必要となるた

め、道先案内人役を担うことができる人（嘱託員（行政区長）や元町職員、議員等）に対

して、ＰＴ責任者が毎晩電話を掛けて個別で依頼した。 

 第一次調査では外観の損傷状況の把握（目視）、住宅の傾斜の計測、屋根、外壁、基礎

の損傷の把握（目視）に基づく判定を行った。規定の様式は調査結果を記載し、様式に沿

った手順で計算を行うことで、判定結果を簡単に出すことができるものとなっていた。 

 第二次調査は第一次調査を実施した住宅の被災者から判定結果が不服で申請があった

場合に実施されるもので、第一次調査と同様の調査に加えて、被災者の立会いのもと、住

宅内部に立ち入り、内壁、天井、床、柱、建具、設備の損傷の把握（目視）を行った。 

 調査班の 1日の大まかなスケジュールは以下のとおり。 

 

時間 業務内容 

08：30～08：45 
調査事務室（町中央公民館）集合、当日の調査方針等について全

体の打合わせ 

08：45～09：00 準備品等の確認 

09：00～12：00 調査事務室出発、現地にて被害認定調査 

12：00～13：00 昼食・休憩 

13：00～16：00 現地にて被害認定調査、出発 

16：00～17：30 調査事務室で当日分の調査票整理、写真保存 

17：30～18：00 調査事務局へ当日分調査票を提出 

 

 事務局は、調査班から受け取った調査票の内容確認（エラー有無・修正等）、ＯＣＲを

用いた調査票のスキャン（調査票がマークシート方式になっており、被災者生活再建支援

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

(1)業務内容 

1）ＰＴの立ち上げ 

 4 月 22 日ごろに災害対策本部でＰＴを設置するという検討がなされ、4 月 25 日に家屋

被害認定ＰＴが設置された。 

 4 月 27 日に益城町に入った関西広域連合からの助言により、固定資産台帳等を活用す

ることが多いため罹災証明書の発行業務を将来的には税務課に移行することとした。この

ことを踏まえて、税務課長および総務課審議員がＰＴの責任者となり、ＰＴメンバーの人

選を行った。ただしＰＴメンバーに選ばれた中には避難所運営等の業務に携わっている職

員もいたため、それまでの業務から引き上げて家屋被害認定業務に専従させるのに苦労し

た。人選作業と平行して、各組織・各担当者の役割分担や調査日程も決めていった。調査

のための書面様式や人員・班編成の検討にあたっては、淡路市（関西広域連合からの第一

陣）および飯田市からの応援職員（ともに家屋被害認定調査の経験者）からの情報・助言

（特に事態が今後どのように推移していくかという予測）が役立った。 

 ＰＴ設置時点では、ＰＴの解散時期についての目途は立っていなかった。 

 なお、4月 25 日時点では被害認定ＰＴと罹災証明ＰＴは 1つのＰＴだった（5月 9日に

分離）。 

 

2）業務開始のために必要な人員・物品の確保 

 役場庁舎が被災していたため、隣接する町中央公民館に業務スペースを確保した。しか

し業務スペースが町中央公民館内で複数回にわたって移転したため、そのたびに業務環境

の整備の手間が発生した（職務環境の整備の詳細については、「4.3.16 役場機能の再建」

参照）。 

 業務に必要な物品等を確保するために、ＰＴ設置直後の 4 月 26 日から、調査票やデジ

タルカメラ、ヘルメット、消せるボールペン、マーカー、画板、ガムテープ、下げ振り、

コンベックスといった備品や車両の手配を進めた。しかし、物資調達の時期がゴールデン

ウィーク中だったため、これら物品の手配が進まず、調達に時間がかかったものもあった。 

 関西広域連合や福岡県を中心とした他自治体からの応援職員 50～60 人、県職員 20～30

人規模の応援が 5 月上旬から入ってくる、ということが 4 月 27 日時点ですでに決まって

いた。主に町職員は事務局（マネジメント）側となり、現場調査を応援職員が行う、とい

う役割分担で業務を進めることとした。 

 外部からの応援職員の要請は熊本県が窓口となって行った。九州知事会で応援自治体と

受援自治体の担当が決定され、益城町には関西広域連合と福岡県からの職員が充てられ

た。また一次調査の内容不服で建物内部の調査も伴う二次調査実施前には、新潟県小千谷

市長と益城町長が個別に面談し、小千谷市から支援の申し出をもらっており、「中越大震

災ネットワークおぢや」が応援に来てくれた。 

 内閣府特命担当大臣（防災担当）が「罹災証明書の発行を 5 月中に終えたい」と 5 月 4

日に発言したことを受けて、新たに東京都市町村会から多数の応援職員が益城町に入って

きた。また同時期にパソコン 25 台をリースして新潟大学による被災者生活再建支援シス

テムをインストールし、業務に当たった。 

 当初は、家屋被害認定調査を経験したことのある応援職員からの指導に基づき 30 班体

制で 50 日程度をかけて約 1.5 万棟すべて（家屋だけでなく農業用小屋等も含む）を見て

回る、という作業計画を想定していた。しかし大臣の発言を受けて、5 月の約１ヶ月間で

すべてを見て回る計画に見直した。関西広域連合や福岡県、東京都市町村会を中心とした

応援職員が益城町に入ったことにより、最大時には 45 班体制（現場応援職員約 100 人）

となった。現場応援職員の数が短期間で急増したのに対して、ＰＴの事務局（マネジメン

ト）側への支援として熊本県市町村課から 2人の応援職員のみであった。また人員・班配

置などの調整作業は町職員が行ったことから、応援職員の受け入れ・配置や作業結果の整

理のために非常に多忙になった。 
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 同システムは固定資産課税台帳と被災者情報および所有者情報を統合して作成するこ

とが想定されたシステムであり、住民と対面しながら利用するような場合は機能した。シ

ステムがなければ業務は進まなかったと思われる。 

 ただし、まだ発展途上のシステムで、意図するように動かないところがあった。特に、

いつの時点でどうだったかという履歴がわからない点、最新の判定状況を知りたくてもＣ

ＳＶでしかダウンロードできない点や検索機能（名前検索では漢字が完全に一致しないと

表示されない等）が使い勝手が悪かった。さらに、本システムでは、生活再建に係る各支

援策の活用も可能とされていたが、別途エクセルで各々管理していたため、被災者の一元

管理ができなかった。 

 

6）第二次調査の受付対応 

 家屋被害認定ＰＴは 6 月 14 日までに業務を終えて、6 月 15 日にＰＴを解散した（人事

発令を受けた）。ただし 6 月前半の 2 週間は 2～3 人で業務に当たっており、残りの職員

は 6月 1日で元の課などに復帰していた。 

 なお第二次調査については家屋被害認定ＰＴで段取りを行い、罹災証明ＰＴ及び税務課

に引き継いだ。 

 6 月以降の課題として、場所や人員不足から、1日の対応可能件数が限られてしまった。

一人で担当する業務量が多いうえ、対応方針や指示が明確でなく苦慮した。 

 

(2)課題の改善と方向性 

1）被害認定調査にかかる事前準備の充実 

①課題 

● 被害認定調査は建物の専門的知識を有することから、調査員の習熟度により調査結果

に差が生じる可能性があった。 

● 被害認定調査の方法は内閣府より手引書が発行されているが、書面だけではわかりに

くい点があった。 

● 町職員に被害認定調査の知識がほとんどなく、他自治体職員の知識を参考に調査を行

っていたが、参考にしたことに異なる点がある等、調査の正確性を欠く部分があった。 

②改善の方向性 

✓ 家屋被害認定調査の説明動画を作成し、調査する職員（応援職員を含め）に説明を行

うことが必要である。 

✓ 初めて調査に入る職員には、経験者とペアにすることにより知見・ノウハウを共有す

るような対応が必要である。 

✓ 専門的な知識を持つ職員の育成が必要である。 

 

2）専門スキルを持つ外部機関との連携 

①課題 

● 今回の地震対応では、建築士など知識・経験を持った専門家との事前協定はなかった。

応援職員の派遣が終了し、自前の職員だけでは調査しきれない申請があったため、10

月から第二次調査用に建築士に調査を委託したが、第一次調査は自治体職員のみで行

ったため、調査の質の平準化が難しかった。 

● コールセンターを立ち上げる余力や財源がなく、電話対応や調整、情報の交通整理が

円滑に進まなかった。 

②改善の方向性 

✓ 建築士会など専門家団体との応援協定の締結を検討することが必要。協定を締結する

際には、協定の内容（応援の範囲）として、現地調査に加えて、調査員のマネジメン

ト等についても支援が得られるかについて調整することが必要である。 

✓ コールセンター事業者との応援協定の締結を検討することが必要である。 
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システムに反映される）、翌日以降の調査班の体制構築（班割り・担当地域の決定、不足

しそうになった備品の追加調達等）、道先案内人役の確保、調査全体の進捗状況管理等を

日々の業務として行った。 

 町内の住家 10,742 棟について調査を行い、全壊 3,026 棟（28.2％）、大規模半壊 791

（7.4％）、半壊 2,442 棟（22.7％）、一部損壊 4,325 棟（40.3％）という被害判定結果と

なった（無被害は 158 棟）。 

 家屋被害認定調査は所有者からの申請があった家屋を対象として行うという制度にな

っているが、「益城町には被害を受けていない家屋は存在しない」とＰＴメンバーが判断

し、すべての家屋を対象として調査を行った（災害対策本部で事後了承）。生活再建を早

期に実現するために家屋だけを優先的に調査し、その後に他の小屋などの調査を行う、と

いう方法もあり得るが、小屋を公費解体するためにも罹災証明が必要となるため、すべて

の家屋を対象として同時に調査した。 

 第一次調査は目視などにより確認ができるが、第二次調査では内部を見て判断するた

め、調査する項目が多くなり時間がかかった。また、空港や大病院が存在し、調査面積が

広く業務負荷が大きくなった。 

 調査方法については内閣府から「災害にかかる住家被害認定業務実施体制の手引き」が

示されていた。しかしその資料だけでは十分に理解するのが難しいこと、統一した情報を

提供することで調査内容の平準化を図ることを目的として、家屋被害認定調査の説明動画

（現地での調査の様子や機器の利用方法、調査票入力方法等）を町で作成し、調査する職

員（応援職員含め）に説明を行った。説明動画を作成したことにより、応援職員の入れ替

わりが激しい中で業務説明に時間を確保するのが難しい中で、説明する内容が説明員によ

って異なるという事態を避けるのに有効に機能した。また、初めて調査に入る職員には、

経験者をペアで付けることにより知見・ノウハウを共有するような対応を行った。ただし、

半壊か一部損壊かといった境界が曖昧な事例も数多く、判定結果に第一次調査と第二次調

査でねじれが生じたものもあった。 

 

4）住民からの問い合わせへの対応 

 住民にとっては家屋被害認定・罹災証明発行が様々なメニューの基点となることから、

庁内で具体的なことがまだ何も決まっていない時点から、住民からの問い合わせが家屋被

害認定ＰＴに集中した。住民からの問い合わせは再任用職員など元町職員が中心となって

対応した。被災して苛立ちが募っている住民から「役場が何も分かっていないのに自分た

ちはどうすればいいのか」と問われることもあった。 

 また、電話が 2回線しかないため、つながりにくく、住民が役場窓口に直接訪問するこ

とも多かった。電話や窓口での対応には一人あたり数十分かかるため、業務が遅れること

もあった。職員側が家屋被害認定調査に関する知識・技能を十分には持ち合わせていなか

ったために、対応に苦慮することもあった。 

 応急危険度判定と家屋被害認定の違いが分からない住民も多く、業務の混乱につながっ

た。応急危険度判定で赤（危険）となったら、全壊だと思った住民が多く、その対応に手

間が取られて苦労した。応急危険度判定用紙に調査目的の意味が書かれていないことが混

乱の要因となっていた。 

 熊本市では住民からの問い合わせ窓口としてコールセンターを立ち上げたが、益城町で

は検討する時間的・人的余力がなかったため立ち上げなかった。 

 

5）被災者生活再建支援システムの活用 

 上述のとおり、県からの推奨された新潟大学の被災者生活再建支援システムを導入し

た。初期段階は利用できるパソコンは 1台しかなく、当初は手書きで対応せざるを得なか

った。5 月中旬にパソコン 25 台をリースし、うち 10 台に被災者生活再建支援システムを

インストールして調査結果を蓄積した（残り15台は写真データの格納用として活用した）。 
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 同システムは固定資産課税台帳と被災者情報および所有者情報を統合して作成するこ

とが想定されたシステムであり、住民と対面しながら利用するような場合は機能した。シ

ステムがなければ業務は進まなかったと思われる。 

 ただし、まだ発展途上のシステムで、意図するように動かないところがあった。特に、

いつの時点でどうだったかという履歴がわからない点、最新の判定状況を知りたくてもＣ

ＳＶでしかダウンロードできない点や検索機能（名前検索では漢字が完全に一致しないと

表示されない等）が使い勝手が悪かった。さらに、本システムでは、生活再建に係る各支

援策の活用も可能とされていたが、別途エクセルで各々管理していたため、被災者の一元

管理ができなかった。 

 

6）第二次調査の受付対応 

 家屋被害認定ＰＴは 6 月 14 日までに業務を終えて、6 月 15 日にＰＴを解散した（人事

発令を受けた）。ただし 6 月前半の 2 週間は 2～3 人で業務に当たっており、残りの職員

は 6月 1日で元の課などに復帰していた。 

 なお第二次調査については家屋被害認定ＰＴで段取りを行い、罹災証明ＰＴ及び税務課

に引き継いだ。 

 6 月以降の課題として、場所や人員不足から、1日の対応可能件数が限られてしまった。

一人で担当する業務量が多いうえ、対応方針や指示が明確でなく苦慮した。 

 

(2)課題の改善と方向性 

1）被害認定調査にかかる事前準備の充実 

①課題 

● 被害認定調査は建物の専門的知識を有することから、調査員の習熟度により調査結果

に差が生じる可能性があった。 

● 被害認定調査の方法は内閣府より手引書が発行されているが、書面だけではわかりに

くい点があった。 

● 町職員に被害認定調査の知識がほとんどなく、他自治体職員の知識を参考に調査を行

っていたが、参考にしたことに異なる点がある等、調査の正確性を欠く部分があった。 

②改善の方向性 

✓ 家屋被害認定調査の説明動画を作成し、調査する職員（応援職員を含め）に説明を行

うことが必要である。 

✓ 初めて調査に入る職員には、経験者とペアにすることにより知見・ノウハウを共有す

るような対応が必要である。 

✓ 専門的な知識を持つ職員の育成が必要である。 

 

2）専門スキルを持つ外部機関との連携 

①課題 

● 今回の地震対応では、建築士など知識・経験を持った専門家との事前協定はなかった。

応援職員の派遣が終了し、自前の職員だけでは調査しきれない申請があったため、10

月から第二次調査用に建築士に調査を委託したが、第一次調査は自治体職員のみで行

ったため、調査の質の平準化が難しかった。 

● コールセンターを立ち上げる余力や財源がなく、電話対応や調整、情報の交通整理が

円滑に進まなかった。 

②改善の方向性 

✓ 建築士会など専門家団体との応援協定の締結を検討することが必要。協定を締結する

際には、協定の内容（応援の範囲）として、現地調査に加えて、調査員のマネジメン

ト等についても支援が得られるかについて調整することが必要である。 

✓ コールセンター事業者との応援協定の締結を検討することが必要である。 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

システムに反映される）、翌日以降の調査班の体制構築（班割り・担当地域の決定、不足

しそうになった備品の追加調達等）、道先案内人役の確保、調査全体の進捗状況管理等を

日々の業務として行った。 

 町内の住家 10,742 棟について調査を行い、全壊 3,026 棟（28.2％）、大規模半壊 791

（7.4％）、半壊 2,442 棟（22.7％）、一部損壊 4,325 棟（40.3％）という被害判定結果と

なった（無被害は 158 棟）。 

 家屋被害認定調査は所有者からの申請があった家屋を対象として行うという制度にな

っているが、「益城町には被害を受けていない家屋は存在しない」とＰＴメンバーが判断

し、すべての家屋を対象として調査を行った（災害対策本部で事後了承）。生活再建を早

期に実現するために家屋だけを優先的に調査し、その後に他の小屋などの調査を行う、と

いう方法もあり得るが、小屋を公費解体するためにも罹災証明が必要となるため、すべて

の家屋を対象として同時に調査した。 

 第一次調査は目視などにより確認ができるが、第二次調査では内部を見て判断するた

め、調査する項目が多くなり時間がかかった。また、空港や大病院が存在し、調査面積が

広く業務負荷が大きくなった。 

 調査方法については内閣府から「災害にかかる住家被害認定業務実施体制の手引き」が

示されていた。しかしその資料だけでは十分に理解するのが難しいこと、統一した情報を

提供することで調査内容の平準化を図ることを目的として、家屋被害認定調査の説明動画

（現地での調査の様子や機器の利用方法、調査票入力方法等）を町で作成し、調査する職

員（応援職員含め）に説明を行った。説明動画を作成したことにより、応援職員の入れ替

わりが激しい中で業務説明に時間を確保するのが難しい中で、説明する内容が説明員によ

って異なるという事態を避けるのに有効に機能した。また、初めて調査に入る職員には、

経験者をペアで付けることにより知見・ノウハウを共有するような対応を行った。ただし、

半壊か一部損壊かといった境界が曖昧な事例も数多く、判定結果に第一次調査と第二次調

査でねじれが生じたものもあった。 

 

4）住民からの問い合わせへの対応 

 住民にとっては家屋被害認定・罹災証明発行が様々なメニューの基点となることから、

庁内で具体的なことがまだ何も決まっていない時点から、住民からの問い合わせが家屋被

害認定ＰＴに集中した。住民からの問い合わせは再任用職員など元町職員が中心となって

対応した。被災して苛立ちが募っている住民から「役場が何も分かっていないのに自分た

ちはどうすればいいのか」と問われることもあった。 

 また、電話が 2回線しかないため、つながりにくく、住民が役場窓口に直接訪問するこ

とも多かった。電話や窓口での対応には一人あたり数十分かかるため、業務が遅れること

もあった。職員側が家屋被害認定調査に関する知識・技能を十分には持ち合わせていなか

ったために、対応に苦慮することもあった。 

 応急危険度判定と家屋被害認定の違いが分からない住民も多く、業務の混乱につながっ

た。応急危険度判定で赤（危険）となったら、全壊だと思った住民が多く、その対応に手

間が取られて苦労した。応急危険度判定用紙に調査目的の意味が書かれていないことが混

乱の要因となっていた。 

 熊本市では住民からの問い合わせ窓口としてコールセンターを立ち上げたが、益城町で

は検討する時間的・人的余力がなかったため立ち上げなかった。 

 

5）被災者生活再建支援システムの活用 

 上述のとおり、県からの推奨された新潟大学の被災者生活再建支援システムを導入し

た。初期段階は利用できるパソコンは 1台しかなく、当初は手書きで対応せざるを得なか

った。5 月中旬にパソコン 25 台をリースし、うち 10 台に被災者生活再建支援システムを

インストールして調査結果を蓄積した（残り15台は写真データの格納用として活用した）。 
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

示されている必要な調査資機材のリストを参考として、平時から準備しておくことが

必要である。 

✓ 応援職員に、必要となる資機材等を調達・持参した上で被災現地に入っていただくよ

う依頼する（応援協定内に明記する）ことが必要である。 

 

7）調査実施の対象の検討 

①課題 

● 家屋被害認定調査は所有者からの申請があった家屋を対象として行うという制度にな

っているが、居住者からの申請も受付けたため、申請が重複したことにより、同じ建

物に何度も足を運ぶ等、調査対象件数が増加し、調査実施担当の負荷が増した。 

②改善の方向性 

✓ 地域全体の被害の規模、住民の要望、地域特性（住家以外の建物が多いか）、その後

の各種制度との関係性（公費解体するためには罹災証明が必要等）などを踏まえて、

対象を検討することが必要である。 

✓ 生活再建を早期に実現するために家屋だけを優先的に調査し、その後に他の農業小屋

などの調査を行う、という方法により、家屋の罹災証明の発行を短期間で実現する、

という方法もあり得る。しかし小屋を公費解体するためにも罹災証明が必要となるた

め、すべての家屋を対象とした。住家と非住家も同時に対象としたことで、効率的に

調査ができたというメリットもある。 

 

4.3.12 罹災証明の発行に関する業務 

 罹災証明書とは、災害により被災した住宅の「被害の程度」を市町村が証明するもので

ある。この証明書は、被災者住宅再建支援金の支給、住宅の応急修理など様々な被災者支

援策を受ける際に必要となる。 

 益城町地域防災計画（平成 27 年度）では、「町は、(中略)各種の支援措置を早期に実施

するため、災害による住宅等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確立し、遅

滞なく、住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明を交付するものとする。」と規

定されていた。しかし罹災証明書を交付するための体制の確立や発行業務そのものについ

て、事前準備や訓練は行われていなかった。 

 

(1)業務内容 

1）ＰＴの立ち上げ 

 4 月 25 日に罹災証明ＰＴが設置された。 

 この時点では被害認定調査と罹災証明は 1つのＰＴだった。しかし平時に戻った際に通

常業務と関連性の高い部署に引き継ぐことを念頭に検討し、5 月 9 日に税務課を中心とし

た罹災証明ＰＴを分離した。理由としては、罹災証明の発行には固定資産課税台帳を活用

することが多くなるためであり、その担当課である税務課 16 名中 5 名が通常業務の担当

になった。残りの 11 名の職員は避難所対応（主にグランメッセ熊本と益城中央小学校）

の後に、罹災証明発行のチームに振り分けられた。 

 なお通常業務は住民税係 6名中 3名、固定資産税係 4名中 1名、納税係 5名中 1名で臨

むことになったため、通常業務を遂行する体制を構築することが困難になった（他自治体

からの中長期派遣・応援職員により通常業務の対応に当たった）。電算システムを設置で

きるのが町保健福祉センターしかなかったため、そこで業務を再開した（5月 17 日）。 

 

2）罹災証明発行の申請受付・発行 

 罹災証明の申請受付けを 5月 1日から開始した。手続きを早めにして住民に安心感を持

ってもらえるように、町役場の若手職員からのアイデアにより各避難所（全 8箇所）に受

付を置いて実施した。 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

3)現場調査のための人員確保 

①課題 

● 現場で調査を行う応援職員は短期間で交代していくため、調査の一貫性を保つのに苦

労した。 

● 家屋被害認定調査の経験者（他自治体からの応援職員）や、第二次調査を行うための

知見を持つ専門家（建築士など）がいることで、業務を効果的・効率的に進めること

ができたが、町職員には経験者・専門家が少なかった。 

②改善の方向性 

✓ 調査業務の経験者・専門家がいないと、どのように業務を進めるかという段取り（調

査方式や人員編成など）を組むことも困難なため、家屋被害認定ＰＴのメンバーに経

験者・専門家を含めること（そのために被災経験自治体と事前協定を締結しておくこ

と）、専門性を持つ人材を町内で計画的に育成することが必要である。 

✓ 応援職員を含むメンバーが入れ替わっても、詳しく理解・把握できている職員を常駐

させることにより、業務を円滑に進めることができ、被害調査基準の平準化にもつな

がることから、そのような専任の職員を配置することが必要である。 

 

4）マネジメント体制の充実 

①課題 

● 応援職員は短期間に多くの人員支援が入ったが、彼らをどこに配置するのかを調整す

る事務局員が少なく、人員手配の段取りに大きな負荷がかかった。 

②改善の方向性 

✓ 応援職員にゆだねる業務内容に幅を持たせ、現場支援だけでなく、マネジメント支援

ができる応援職員についても要請することが必要である。 

✓ 内閣府作成の手引きにおいては、被害認定調査全体を管理する役割として「コーディ

ネーター」が実施する業務について詳細が記載されている。これらを参考にしながら、

平時から人材育成を進めることが必要である。 

 

5）スケジューリング 

①課題 

● 悪天候時は調査実施が困難になることもある。しかし膨大な申請をできるだけ早急に

対応するという思いが強く、調査実施日程に余裕を持たせることができず、悪天候で

も調査を強行せざるを得ないことがあり、結果として二次調査の申請件数を増やす要

因となった。 

②改善の方向性 

✓ 候補日に予備日程を設けることが必要である。 

✓ 悪天候時でも調査できる装備（防水カメラ等）を用意することが必要である。 

 

6）業務環境の確保 

①課題 

● ＰＴ発足当初は、業務環境が整備されていない状態で作業を進めざるを得なかった。

業務を実施する場所（部屋）、使用できるパソコン等のＯＡ機器、文房具等の物品が

手に入らない状況であった。施設は公民館を利用することができたが、公民館内で場

所の移動が頻繁に行われ、移動する度に機器類のセッティングをするために時間や手

間のロスとなった。また物品を手配しようにも、ゴールデンウィーク中で業者が休み

であったため、入手できない状態が続いた。応援職員は来てくれるが、必要な備品・

車両などをすべてに提供することができなかった。 

②改善の方向性 

✓ 内閣府の「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き（平成 29 年 3 月）」に例
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載
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示されている必要な調査資機材のリストを参考として、平時から準備しておくことが

必要である。 

✓ 応援職員に、必要となる資機材等を調達・持参した上で被災現地に入っていただくよ

う依頼する（応援協定内に明記する）ことが必要である。 

 

7）調査実施の対象の検討 

①課題 

● 家屋被害認定調査は所有者からの申請があった家屋を対象として行うという制度にな

っているが、居住者からの申請も受付けたため、申請が重複したことにより、同じ建

物に何度も足を運ぶ等、調査対象件数が増加し、調査実施担当の負荷が増した。 

②改善の方向性 

✓ 地域全体の被害の規模、住民の要望、地域特性（住家以外の建物が多いか）、その後

の各種制度との関係性（公費解体するためには罹災証明が必要等）などを踏まえて、

対象を検討することが必要である。 

✓ 生活再建を早期に実現するために家屋だけを優先的に調査し、その後に他の農業小屋

などの調査を行う、という方法により、家屋の罹災証明の発行を短期間で実現する、

という方法もあり得る。しかし小屋を公費解体するためにも罹災証明が必要となるた

め、すべての家屋を対象とした。住家と非住家も同時に対象としたことで、効率的に

調査ができたというメリットもある。 

 

4.3.12 罹災証明の発行に関する業務 

 罹災証明書とは、災害により被災した住宅の「被害の程度」を市町村が証明するもので

ある。この証明書は、被災者住宅再建支援金の支給、住宅の応急修理など様々な被災者支

援策を受ける際に必要となる。 

 益城町地域防災計画（平成 27 年度）では、「町は、(中略)各種の支援措置を早期に実施

するため、災害による住宅等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確立し、遅

滞なく、住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明を交付するものとする。」と規

定されていた。しかし罹災証明書を交付するための体制の確立や発行業務そのものについ

て、事前準備や訓練は行われていなかった。 

 

(1)業務内容 

1）ＰＴの立ち上げ 

 4 月 25 日に罹災証明ＰＴが設置された。 

 この時点では被害認定調査と罹災証明は 1つのＰＴだった。しかし平時に戻った際に通

常業務と関連性の高い部署に引き継ぐことを念頭に検討し、5 月 9 日に税務課を中心とし

た罹災証明ＰＴを分離した。理由としては、罹災証明の発行には固定資産課税台帳を活用

することが多くなるためであり、その担当課である税務課 16 名中 5 名が通常業務の担当

になった。残りの 11 名の職員は避難所対応（主にグランメッセ熊本と益城中央小学校）

の後に、罹災証明発行のチームに振り分けられた。 

 なお通常業務は住民税係 6名中 3名、固定資産税係 4名中 1名、納税係 5名中 1名で臨

むことになったため、通常業務を遂行する体制を構築することが困難になった（他自治体

からの中長期派遣・応援職員により通常業務の対応に当たった）。電算システムを設置で

きるのが町保健福祉センターしかなかったため、そこで業務を再開した（5月 17 日）。 

 

2）罹災証明発行の申請受付・発行 

 罹災証明の申請受付けを 5月 1日から開始した。手続きを早めにして住民に安心感を持

ってもらえるように、町役場の若手職員からのアイデアにより各避難所（全 8箇所）に受

付を置いて実施した。 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

3)現場調査のための人員確保 

①課題 

● 現場で調査を行う応援職員は短期間で交代していくため、調査の一貫性を保つのに苦

労した。 

● 家屋被害認定調査の経験者（他自治体からの応援職員）や、第二次調査を行うための

知見を持つ専門家（建築士など）がいることで、業務を効果的・効率的に進めること

ができたが、町職員には経験者・専門家が少なかった。 

②改善の方向性 

✓ 調査業務の経験者・専門家がいないと、どのように業務を進めるかという段取り（調

査方式や人員編成など）を組むことも困難なため、家屋被害認定ＰＴのメンバーに経

験者・専門家を含めること（そのために被災経験自治体と事前協定を締結しておくこ

と）、専門性を持つ人材を町内で計画的に育成することが必要である。 

✓ 応援職員を含むメンバーが入れ替わっても、詳しく理解・把握できている職員を常駐

させることにより、業務を円滑に進めることができ、被害調査基準の平準化にもつな

がることから、そのような専任の職員を配置することが必要である。 

 

4）マネジメント体制の充実 

①課題 

● 応援職員は短期間に多くの人員支援が入ったが、彼らをどこに配置するのかを調整す

る事務局員が少なく、人員手配の段取りに大きな負荷がかかった。 

②改善の方向性 

✓ 応援職員にゆだねる業務内容に幅を持たせ、現場支援だけでなく、マネジメント支援

ができる応援職員についても要請することが必要である。 

✓ 内閣府作成の手引きにおいては、被害認定調査全体を管理する役割として「コーディ

ネーター」が実施する業務について詳細が記載されている。これらを参考にしながら、

平時から人材育成を進めることが必要である。 

 

5）スケジューリング 

①課題 

● 悪天候時は調査実施が困難になることもある。しかし膨大な申請をできるだけ早急に

対応するという思いが強く、調査実施日程に余裕を持たせることができず、悪天候で

も調査を強行せざるを得ないことがあり、結果として二次調査の申請件数を増やす要

因となった。 

②改善の方向性 

✓ 候補日に予備日程を設けることが必要である。 

✓ 悪天候時でも調査できる装備（防水カメラ等）を用意することが必要である。 

 

6）業務環境の確保 

①課題 

● ＰＴ発足当初は、業務環境が整備されていない状態で作業を進めざるを得なかった。

業務を実施する場所（部屋）、使用できるパソコン等のＯＡ機器、文房具等の物品が

手に入らない状況であった。施設は公民館を利用することができたが、公民館内で場

所の移動が頻繁に行われ、移動する度に機器類のセッティングをするために時間や手

間のロスとなった。また物品を手配しようにも、ゴールデンウィーク中で業者が休み

であったため、入手できない状態が続いた。応援職員は来てくれるが、必要な備品・

車両などをすべてに提供することができなかった。 

②改善の方向性 

✓ 内閣府の「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き（平成 29 年 3 月）」に例
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載
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①課題 

● 罹災証明ＰＴのマネジメントを行う人間を決定すべきであったが、流動的な配置でど

の範囲をまかせられるかが不明であったため、決定することができなかった。 

②改善の方向性 

✓ 罹災証明業務を経験したことのある職員の知見・ノウハウを共有できる体制の構築が

必要。 

✓ 罹災証明業務を経験したことのある町職員は多くないため、外部から応援を得ること

ができるよう、相互応援協定や受援計画を策定することが必要。 

✓ マネジメント能力に長けた人間を配置することが必要。 

 

2）ノウハウの獲得・蓄積 

①課題 

● 罹災証明の発行を始める段階では、各業務にどの程度の時間がかかるか見当もつかな

かった。1～2日間同じ業務をやっていると、整理券の番号で、何時くらいに証明書の

発行ができるかがわかるようになり、「大体何時頃に来てください」と住民に教える

ことができるようになった。 

● 熊本県に設置している生活再建支援コールセンターを活用し、わからないときは頻繁

に問い合わせていた。 

②改善の方向性 

✓ 過去の災害対応の際に同種・類似業務を行った経験者に、各業務にかかる時間目安を

質問できる体制を構築しておくことが必要。 

 

3）業務環境の構築 

①課題 

● 罹災証明書の発行場所が屋内に確保できず、屋外での作業となった。テントしかない

屋外で証明書発行の機械が使えなくなるなど、不安要素が多い中で業務をするしかな

かった。 

● 罹災証明発行に関係する部署の作業場所が仮庁舎（中央公民館）内で物理的に分散し

ていたため、思うように意思疎通を取ることが難しかった。 

● インターネット配信やセキュリティの問題があるため、パソコン、システムのセッテ

ィングに予想以上に時間がかかってしまった。今回、使用した被災者生活再建支援シ

ステムは、現段階では発展途上のシステムであり、作業を進める中で意図するように

動かないところがあった。 

②改善の方向性 

✓ 天候に左右されないよう、また担当者間での情報共有を円滑に行うことができるよ

う、業務環境を確保することが必要。このことを盛り込んだ計画を事前に策定してお

くとともに、関係各課と調整できるようにしておくことが必要。 

✓ 罹災証明の発行にあたって導入する情報システムについて、平時から選択しておくと

ともに、利用に慣れた職員を育成することが必要。そのためには、消防庁国民保護・

防災部防災課が作成した「罹災証明に関する先進的な事例集（平成 27 年 2 月）」や、

内閣府が作成した「平成 26 年度被災者台帳調査業務報告書（平成 27 年 3 月）」等、

過去の事例等を参照し、各自治体に適応するシステムを検討することが有効。 

✓ 罹災証明発行に関わる関係部署の活動場所を一括で集約しておくことで、スムーズに

業務を進めることができる環境を整備することが必要。 

 

4）住民への説明 

①課題 

● 罹災証明の発行は地区別に行うという周知が住民に十分に行き渡っておらず、対象日

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

 5 月 4 日の大臣（防災担当）（当時）の「罹災証明書の発行を 5 月中に終えたい」との

発言を受けて、急ピッチで作業を進めた。5月末までに発行を終えるという設定で逆算し、

各日の対象となる地区割りを行った。 

 罹災証明書の交付は、5月 20 日から 6月 5日までグランメッセ熊本駐車場で行った。受

付け業務を熊本県行政書士会、関西広域連合に行ってもらった。また、証明書発行を県職

員（40 人）に行ってもらった。町職員が 6人は一次調査を不服とする住民対応をした。そ

の他、鳥取県職員、熊本森林局、九州農政局職員が補助として対応してもらった。グラン

メッセ熊本の室内は被災により使用することができなかった。町役場にも、同様の理由で

場所を確保することができなかったため、グランメッセ熊本に野外テントを設置して、発

行業務を行った。パソコンやプリンターなどの電子機器を使うため、室内に場所を確保す

ることが望ましかったが、多くの住民を収容できる場所が皆無だったためできなかった。

また、リース等で新たに調達したパソコンはインターネット配信やセキュリティなどの設

定に時間がかかったため、罹災証明書発行の開始時期が遅れた。 

 淡路市や飯田市の応援職員からの助言に基づき、20 ブースで対応可能な件数を想定し、

発行業務を開始した。発行できる件数は 1日 700 件程度だった。しかし当初の見通しが甘

く、初めての業務で不慣れだったこと、また、罹災証明を求め、長蛇の列が前日夜からで

きるなど、申請件数が多く、想定どおりに進めることができない日もあった。 

 益城町では全棟を対象として調査を行ったため、発行対象には住家に加えて農業用倉庫

なども調査の対象として含まれた。住家だけであれば 1日あたり 1,000 人程度対応できた

可能性があるが、倉庫なども含めて 1 人あたり 5 枚ほどをセットで確認･説明する作業が

生じたため、罹災証明を発行するのに時間がかかった。 

 

3）第二次調査・再調査野受付、罹災証明の発行 

 6 月 5 日に第一次調査が終了したため、被害認定調査ＰＴは解散した。第二次調査や再

調査の受付けの実施、罹災証明の発行等といった残された業務は、税務課が担当した。 

 第一次調査は「5 月中に発行を終える」というスピード重視で調査を行ったが、判定結

果によって義援金や生活再建支援金の金額など支援メニューが大きく変わるため、住民に

とっては重要な問題となっていた。結果として判定内容に不服のある住民が多く、第二次

調査の依頼件数が 4,000 件を超える要因となった。 

 税務課は震災前からの通常業務と罹災証明発行を行うことになったが、6 月 1 日の組織

再編に伴い、ＰＴメンバーの中には異動した職員もおり、税務課の人員が減ったため、課

の負荷が増した。全国知事会・市町村長会など経由で全国の自治体に協力を要請し、7 月

末ごろまでは応援を仰いでいた。応援職員を確保できない時期には、県に職員の派遣を依

頼することもあった。電話および窓口対応業務（第二次調査の依頼対応など）の負荷が大

きかったため、元町職員や福岡県からの応援職員の協力により対応した。しかし職員が交

代するたびに対応方法をレクチャーする必要があったため、苦労した。 

 熊本県を含む他自治体からの派遣職員数が減少していったが、二次調査の申請に町職員

だけでは対応することが難しかったため、建築士会および環境建築設計事務所を通じて建

築士と委託契約を締結し、8月上旬から二次再調査を実施した。 

 二次再調査以降は住民の立会いの下で調査を行う。荒天等で調査をキャンセルすると、

再予約しても 1か月待ちになってしまうため（予備日を設けていなかった）、荒天等の中

でも調査を実施せざるを得なかった。 

 減免申請や土地の調査といった税務課の通常業務を行う場所（公民館 1階）と、第二次

調査の受付け等を行う場所（公民館 2階）が離れており、業務を効率的に進めることがで

きなかった。 

 

(2)課題と改善の方向性 

1）ＰＴのマネジメント 
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№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載
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①課題 

● 罹災証明ＰＴのマネジメントを行う人間を決定すべきであったが、流動的な配置でど

の範囲をまかせられるかが不明であったため、決定することができなかった。 

②改善の方向性 

✓ 罹災証明業務を経験したことのある職員の知見・ノウハウを共有できる体制の構築が

必要。 

✓ 罹災証明業務を経験したことのある町職員は多くないため、外部から応援を得ること

ができるよう、相互応援協定や受援計画を策定することが必要。 

✓ マネジメント能力に長けた人間を配置することが必要。 

 

2）ノウハウの獲得・蓄積 

①課題 

● 罹災証明の発行を始める段階では、各業務にどの程度の時間がかかるか見当もつかな

かった。1～2日間同じ業務をやっていると、整理券の番号で、何時くらいに証明書の

発行ができるかがわかるようになり、「大体何時頃に来てください」と住民に教える

ことができるようになった。 

● 熊本県に設置している生活再建支援コールセンターを活用し、わからないときは頻繁

に問い合わせていた。 

②改善の方向性 

✓ 過去の災害対応の際に同種・類似業務を行った経験者に、各業務にかかる時間目安を

質問できる体制を構築しておくことが必要。 

 

3）業務環境の構築 

①課題 

● 罹災証明書の発行場所が屋内に確保できず、屋外での作業となった。テントしかない

屋外で証明書発行の機械が使えなくなるなど、不安要素が多い中で業務をするしかな

かった。 

● 罹災証明発行に関係する部署の作業場所が仮庁舎（中央公民館）内で物理的に分散し

ていたため、思うように意思疎通を取ることが難しかった。 

● インターネット配信やセキュリティの問題があるため、パソコン、システムのセッテ

ィングに予想以上に時間がかかってしまった。今回、使用した被災者生活再建支援シ

ステムは、現段階では発展途上のシステムであり、作業を進める中で意図するように

動かないところがあった。 

②改善の方向性 

✓ 天候に左右されないよう、また担当者間での情報共有を円滑に行うことができるよ

う、業務環境を確保することが必要。このことを盛り込んだ計画を事前に策定してお

くとともに、関係各課と調整できるようにしておくことが必要。 

✓ 罹災証明の発行にあたって導入する情報システムについて、平時から選択しておくと

ともに、利用に慣れた職員を育成することが必要。そのためには、消防庁国民保護・

防災部防災課が作成した「罹災証明に関する先進的な事例集（平成 27 年 2 月）」や、

内閣府が作成した「平成 26 年度被災者台帳調査業務報告書（平成 27 年 3 月）」等、

過去の事例等を参照し、各自治体に適応するシステムを検討することが有効。 

✓ 罹災証明発行に関わる関係部署の活動場所を一括で集約しておくことで、スムーズに

業務を進めることができる環境を整備することが必要。 

 

4）住民への説明 

①課題 

● 罹災証明の発行は地区別に行うという周知が住民に十分に行き渡っておらず、対象日

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

 5 月 4 日の大臣（防災担当）（当時）の「罹災証明書の発行を 5 月中に終えたい」との

発言を受けて、急ピッチで作業を進めた。5月末までに発行を終えるという設定で逆算し、

各日の対象となる地区割りを行った。 

 罹災証明書の交付は、5月 20 日から 6月 5日までグランメッセ熊本駐車場で行った。受

付け業務を熊本県行政書士会、関西広域連合に行ってもらった。また、証明書発行を県職

員（40 人）に行ってもらった。町職員が 6人は一次調査を不服とする住民対応をした。そ

の他、鳥取県職員、熊本森林局、九州農政局職員が補助として対応してもらった。グラン

メッセ熊本の室内は被災により使用することができなかった。町役場にも、同様の理由で

場所を確保することができなかったため、グランメッセ熊本に野外テントを設置して、発

行業務を行った。パソコンやプリンターなどの電子機器を使うため、室内に場所を確保す

ることが望ましかったが、多くの住民を収容できる場所が皆無だったためできなかった。

また、リース等で新たに調達したパソコンはインターネット配信やセキュリティなどの設

定に時間がかかったため、罹災証明書発行の開始時期が遅れた。 

 淡路市や飯田市の応援職員からの助言に基づき、20 ブースで対応可能な件数を想定し、

発行業務を開始した。発行できる件数は 1日 700 件程度だった。しかし当初の見通しが甘

く、初めての業務で不慣れだったこと、また、罹災証明を求め、長蛇の列が前日夜からで

きるなど、申請件数が多く、想定どおりに進めることができない日もあった。 

 益城町では全棟を対象として調査を行ったため、発行対象には住家に加えて農業用倉庫

なども調査の対象として含まれた。住家だけであれば 1日あたり 1,000 人程度対応できた

可能性があるが、倉庫なども含めて 1 人あたり 5 枚ほどをセットで確認･説明する作業が

生じたため、罹災証明を発行するのに時間がかかった。 

 

3）第二次調査・再調査野受付、罹災証明の発行 

 6 月 5 日に第一次調査が終了したため、被害認定調査ＰＴは解散した。第二次調査や再

調査の受付けの実施、罹災証明の発行等といった残された業務は、税務課が担当した。 

 第一次調査は「5 月中に発行を終える」というスピード重視で調査を行ったが、判定結

果によって義援金や生活再建支援金の金額など支援メニューが大きく変わるため、住民に

とっては重要な問題となっていた。結果として判定内容に不服のある住民が多く、第二次

調査の依頼件数が 4,000 件を超える要因となった。 

 税務課は震災前からの通常業務と罹災証明発行を行うことになったが、6 月 1 日の組織

再編に伴い、ＰＴメンバーの中には異動した職員もおり、税務課の人員が減ったため、課

の負荷が増した。全国知事会・市町村長会など経由で全国の自治体に協力を要請し、7 月

末ごろまでは応援を仰いでいた。応援職員を確保できない時期には、県に職員の派遣を依

頼することもあった。電話および窓口対応業務（第二次調査の依頼対応など）の負荷が大

きかったため、元町職員や福岡県からの応援職員の協力により対応した。しかし職員が交

代するたびに対応方法をレクチャーする必要があったため、苦労した。 

 熊本県を含む他自治体からの派遣職員数が減少していったが、二次調査の申請に町職員

だけでは対応することが難しかったため、建築士会および環境建築設計事務所を通じて建

築士と委託契約を締結し、8月上旬から二次再調査を実施した。 

 二次再調査以降は住民の立会いの下で調査を行う。荒天等で調査をキャンセルすると、

再予約しても 1か月待ちになってしまうため（予備日を設けていなかった）、荒天等の中

でも調査を実施せざるを得なかった。 

 減免申請や土地の調査といった税務課の通常業務を行う場所（公民館 1階）と、第二次

調査の受付け等を行う場所（公民館 2階）が離れており、業務を効率的に進めることがで

きなかった。 

 

(2)課題と改善の方向性 

1）ＰＴのマネジメント 
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東日本大震災津波を教訓とした防災・復興に関する岩手県からの提言 

【平成 27 年１月】 

 

第 4 章 防災・復興に関する取組事例 

第 2節 復興編 

4 被災者の生活再建支援 

取組項目 No.13     被災者台帳システムの整備・運用 

〔取組概要〕 

○ 発災直後の岩手県の沿岸市町村では、庁舎や職員自身が被災するなど行政機能

が著しく低下する中、災害応急復旧、避難所運営等数多くの業務を行う必要が

あり、被災者情報の適切な把握、管理ができず、被災者の生活再建支援業務に

支障を来すことが懸念されました。 

○ これらの状況を踏まえ、広域行政を担う県が、被災市町村の行政機能の回復支

援を行うとともに、被災者への直接支援を行うため、京都大学、新潟大学を中

心とする支援プロジェクトチームの協力を受け、過去の被災自治体で活用実績

のある「被災者台帳システム」の導入を進めました。 

○ 被災者台帳システムを導入した市町村では、業務の効率化が図られるとともに、

個々の被災世帯のり災状況や支援の実施状況、今後の住宅再建の意向などを把

握することにより、支援が必要な世帯を特定することが可能となり、被災者へ

のきめ細かな生活再建支援が可能となりました。 

○ 一方で、発災後にシステムを導入したため、住民基本台帳や課税台帳等の被災

者の基本データのほか、り災証明書や義援金の支給など、既に進められている

業務のデータをシステムに登録するための作業に膨大な時間を要するなどの問

題も生じました。 

○ このような岩手県での取組実績を踏まえ、被災者支援を迅速かつ効率的に実施

可能な被災者台帳システムを、災害発生に備え平常時から整備しておくことが

有効です。 

 

取組事例 ① 被災市町村への被災者台帳システム導入について 

  岩手県及び支援プロジェクトチームが被災市町村を訪問し、被災者台帳システ

ムの導入を提案しました。 

  平成 24 年 4 月から 7 市町村においてシステムの運用を開始し、被災者の生活

再建支援業務に活用しています。 

 

取組事例 ② 被災市町村の知見の被災者台帳システムへの反映について 

  岩手県及び支援プロジェクトチームが定期的に市町村を訪問し、システムの運

用支援を行うとともに、意見交換会や意見交換サイト等の活用によりシステム利

用者の意見を集約のうえ、随時、システム改修を実施しています。 

 

取組事例 ③  新しい被災者台帳システムの構築について 

  現在岩手県で運用しているシステムをベースに、被災者支援業務の更なる効率

化を図るとともに、今後の大規模災害の発生に備え、新たなシステムの構築を検

討しています。 

  東日本大震災での教訓を踏まえ、「り災証明書発行」から「生活再建支援」ま

で、総合的に対応可能なシステムを全県的に導入することとし、平成 27 年度か

らの運用開始を予定しています。 

44・ 

45 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

以外の住民が来ることがあり、住民からクレームが寄せられた。 

● 罹災証明書の発行数が限られているため、朝 9時の受付開始時には既に当日の受入れ

できる分の整理券がなくなってしまう状況であり、住民からの批判・苦情につながっ

てしまった。 

②改善の方向性 

✓ 広報担当部署と連携し、住民への情報提供・説明を徹底すること、また担当者間で説

明が異ならないよう常に情報共有を図ることが必要である。 

✓ 無理な目標設定はせずに、住民が混合しない余裕を持った発行件数、発行完了日数の

設定が必要である。 

 

5）業務体制の構築 

①課題 

● 罹災証明チームの人員として、税務課職員 16 名中 11 名が配置された。その結果、税

務課本来の業務（平時からの業務に加えて、発災に伴う減免申請等）への対応が遅れ

た。また、ＰＴが解散した後も、罹災証明書発行業務を税務課が単独で引き受けるこ

とになったため、職員から通常業務と並行して実施するのは難しいという反発が大き

かった。 

● 税務課の業務量は減っていないが、人員だけ減ってしまうことになり人手が足りなく

なった。電話対応や窓口業務に人員が割かれるため、元町職員等に頼んで対応をして

もらうこととなった。 

● 引継ぎ書類の書式の統一や業務マニュアルの整備が十分にできなかったため、短時間

（1 週間程度）で交代する派遣職員が知識・ノウハウを身につけるのが難しいことが

あった。 

● 後々の責任も関わってくるため、証明書発行は益城町職員が対応しないといけない。

その際に、誤った情報を出してしまうと大変なことになる。応援職員が伝えたことに

対して、「説明されたことと違う」と住民からクレームもあり、解決まで長期化した

ものもある。 

②改善の方向性 

✓ 税務課単独ではなく、他課や応援職員も含めた実施体制を事前に検討・構築しておく

ことが必要である。 

✓ 受援計画を策定し、応援職員に協力を依頼する業務範囲を明確にしておくことが必要

である。 

✓ 応援職員が交代しても円滑に業務を継続できるよう、引継ぎ書類の書式統一や業務マ

ニュアルの作成が必要である。 

（注）１ 本表は、当局が国、都道府県、政令指定都市、道府県所在地の市及び九州内の市町村のほか、派遣職員の調整

を行った九州地方知事会、関西広域連合などのホームページを調査した結果、31 団体が作成・公表していた熊

本地震の検証報告書から罹災証明書に関する記載を抜粋したものであり、当局が作成した。ただし、職員の派遣

実績を整理した表や派遣職員の個人的な見解を含む記載などについては、掲載を省略している。 

      報告書本文中に記載している「熊本地震における建築物の被災状況調査報告」（公益社団法人静岡県建築士会

平成 28 年 11 月作成）については、末尾に「無断での転載・複製を禁じます。」と記載されていたため、掲載し

なかった。また、熊本県益城町が作成した「平成 28 年熊本地震 益城町による対応の検証報告書」（平成 29 年 11

月）については、当局の実地調査（平成 29 年 8 月）時点では作成中となっていたため、報告書本文には掲載し

ていないが、本資料に、罹災証明書に関する記載を抜粋して掲載した。 

    3  「罹災証明書に関する記載等」欄の検証報告書の冒頭に、検証報告書の名称、作成者、作成時期を記載してい

る。なお、作成時期が不明な検証報告書については、【－】と記載した。 

4 「掲載頁」は、左欄の検証報告書において罹災証明書に関する記載が掲載されているページ番号である。 

2

1
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第 4 章 防災・復興に関する取組事例 

第 2節 復興編 

4 被災者の生活再建支援 

取組項目 No.13     被災者台帳システムの整備・運用 

〔取組概要〕 

○ 発災直後の岩手県の沿岸市町村では、庁舎や職員自身が被災するなど行政機能

が著しく低下する中、災害応急復旧、避難所運営等数多くの業務を行う必要が

あり、被災者情報の適切な把握、管理ができず、被災者の生活再建支援業務に

支障を来すことが懸念されました。 

○ これらの状況を踏まえ、広域行政を担う県が、被災市町村の行政機能の回復支

援を行うとともに、被災者への直接支援を行うため、京都大学、新潟大学を中

心とする支援プロジェクトチームの協力を受け、過去の被災自治体で活用実績

のある「被災者台帳システム」の導入を進めました。 

○ 被災者台帳システムを導入した市町村では、業務の効率化が図られるとともに、

個々の被災世帯のり災状況や支援の実施状況、今後の住宅再建の意向などを把

握することにより、支援が必要な世帯を特定することが可能となり、被災者へ

のきめ細かな生活再建支援が可能となりました。 

○ 一方で、発災後にシステムを導入したため、住民基本台帳や課税台帳等の被災

者の基本データのほか、り災証明書や義援金の支給など、既に進められている

業務のデータをシステムに登録するための作業に膨大な時間を要するなどの問

題も生じました。 

○ このような岩手県での取組実績を踏まえ、被災者支援を迅速かつ効率的に実施

可能な被災者台帳システムを、災害発生に備え平常時から整備しておくことが

有効です。 

 

取組事例 ① 被災市町村への被災者台帳システム導入について 

  岩手県及び支援プロジェクトチームが被災市町村を訪問し、被災者台帳システ

ムの導入を提案しました。 

  平成 24 年 4 月から 7 市町村においてシステムの運用を開始し、被災者の生活

再建支援業務に活用しています。 

 

取組事例 ② 被災市町村の知見の被災者台帳システムへの反映について 

  岩手県及び支援プロジェクトチームが定期的に市町村を訪問し、システムの運

用支援を行うとともに、意見交換会や意見交換サイト等の活用によりシステム利

用者の意見を集約のうえ、随時、システム改修を実施しています。 

 

取組事例 ③  新しい被災者台帳システムの構築について 

  現在岩手県で運用しているシステムをベースに、被災者支援業務の更なる効率

化を図るとともに、今後の大規模災害の発生に備え、新たなシステムの構築を検

討しています。 

  東日本大震災での教訓を踏まえ、「り災証明書発行」から「生活再建支援」ま

で、総合的に対応可能なシステムを全県的に導入することとし、平成 27 年度か

らの運用開始を予定しています。 

44・ 

45 

№ 罹災証明書に関する記載等 

掲

載

頁 

以外の住民が来ることがあり、住民からクレームが寄せられた。 

● 罹災証明書の発行数が限られているため、朝 9時の受付開始時には既に当日の受入れ

できる分の整理券がなくなってしまう状況であり、住民からの批判・苦情につながっ

てしまった。 

②改善の方向性 

✓ 広報担当部署と連携し、住民への情報提供・説明を徹底すること、また担当者間で説

明が異ならないよう常に情報共有を図ることが必要である。 

✓ 無理な目標設定はせずに、住民が混合しない余裕を持った発行件数、発行完了日数の

設定が必要である。 

 

5）業務体制の構築 

①課題 

● 罹災証明チームの人員として、税務課職員 16 名中 11 名が配置された。その結果、税

務課本来の業務（平時からの業務に加えて、発災に伴う減免申請等）への対応が遅れ

た。また、ＰＴが解散した後も、罹災証明書発行業務を税務課が単独で引き受けるこ

とになったため、職員から通常業務と並行して実施するのは難しいという反発が大き

かった。 

● 税務課の業務量は減っていないが、人員だけ減ってしまうことになり人手が足りなく

なった。電話対応や窓口業務に人員が割かれるため、元町職員等に頼んで対応をして

もらうこととなった。 

● 引継ぎ書類の書式の統一や業務マニュアルの整備が十分にできなかったため、短時間

（1 週間程度）で交代する派遣職員が知識・ノウハウを身につけるのが難しいことが

あった。 

● 後々の責任も関わってくるため、証明書発行は益城町職員が対応しないといけない。

その際に、誤った情報を出してしまうと大変なことになる。応援職員が伝えたことに

対して、「説明されたことと違う」と住民からクレームもあり、解決まで長期化した

ものもある。 

②改善の方向性 

✓ 税務課単独ではなく、他課や応援職員も含めた実施体制を事前に検討・構築しておく

ことが必要である。 

✓ 受援計画を策定し、応援職員に協力を依頼する業務範囲を明確にしておくことが必要

である。 

✓ 応援職員が交代しても円滑に業務を継続できるよう、引継ぎ書類の書式統一や業務マ

ニュアルの作成が必要である。 

（注）１ 本表は、当局が国、都道府県、政令指定都市、道府県所在地の市及び九州内の市町村のほか、派遣職員の調整

を行った九州地方知事会、関西広域連合などのホームページを調査した結果、31 団体が作成・公表していた熊

本地震の検証報告書から罹災証明書に関する記載を抜粋したものであり、当局が作成した。ただし、職員の派遣

実績を整理した表や派遣職員の個人的な見解を含む記載などについては、掲載を省略している。 

      報告書本文中に記載している「熊本地震における建築物の被災状況調査報告」（公益社団法人静岡県建築士会

平成 28 年 11 月作成）については、末尾に「無断での転載・複製を禁じます。」と記載されていたため、掲載し

なかった。また、熊本県益城町が作成した「平成 28 年熊本地震 益城町による対応の検証報告書」（平成 29 年 11

月）については、当局の実地調査（平成 29 年 8 月）時点では作成中となっていたため、報告書本文には掲載し

ていないが、本資料に、罹災証明書に関する記載を抜粋して掲載した。 

    3  「罹災証明書に関する記載等」欄の検証報告書の冒頭に、検証報告書の名称、作成者、作成時期を記載してい

る。なお、作成時期が不明な検証報告書については、【－】と記載した。 

4 「掲載頁」は、左欄の検証報告書において罹災証明書に関する記載が掲載されているページ番号である。 
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検証報
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罹災証明書に関する記載等 
掲載

頁 

● り災証明の発行の件で、あらかじめ調査がなく、自己申告だったため不公平が

生じている。お金に関わることがほとんどなので公平な判断をいただきたかっ

た。そういった体制を今後はお願いします。 

● り災証明をもらいに行ったら長蛇の列、3 時間待ちは序の口で、私は 6 時間を

要しました（受理、審査が 2 名の時）。それは仕方ないと行政の方は思うかも

しれませんが、申請に行っている人たちは市役所のほかに次から次へと手続き

処理に回らなければならない状況の中で日時を選んで行っているわけです。数

日したら担当者を増加して対応していたようですが、あの時は本当に問題意識

がない人たちだと思いました。 

釜石市 

釜石市 東日本大震災 検証報告書【災害対策本部編】（平成 26 年度版） 

【2015 年 9月】 

 

第 3章 釜石市の災害対応状況 

第 3節 業務別対応状況 

第 17項 家屋被害調査・り災証明の発行 

2 り災証明 

  津波による被害地域が広範囲であったことから、住宅の損壊程度の判定手続き

が大幅に簡素化された。しかし、物資の搬送や避難所運営などの被災者支援が優

先されたこともあり、震災発生約 1か月後から、り災証明書の発行を始めた。 

(1) 証明書発行の準備 

   津波浸水区域内の残存家屋について調査を開始した 3 月 28 日、家屋調査班

（家屋調査・り災証明）は、り災証明発行のための被害状況のデータベースの

作成に取り掛かった。 

(2)  被災証明発行開始 

    4月 11日、教育センター1階に、り災証明発行窓口を 3か所開設し、り災・

被災証明発行を開始した。職員は、市民課、税務課、応援職員、臨時職員、ボ

ランティアが配置され対応した。 

    同時に、被害調査班の窓口も開設され、税務課資産税係が、被害の再調査依

頼受付や災害判定に疑問のある被災者への説明を行った。 

    被害調査が終了している家屋については、即日発行することができたが、初

日は、窓口に並んだ全ての被災者に対して、り災証明書を発行するため、長蛇

の列となり、多くの苦情があった。 

    発行を開始した当日には、大阪府大阪市の派遣職員が、り災証明書発行窓口

業務応援に入り、以後 4月 23日まで就いた。 

    また、り災証明の発行開始と併せて、被災者生活再建支援金の申請受付・災

害弔慰金の受領申出書受付・災害援護資金の貸付申請受付・日本赤十字社によ

る家電支援や民間団体による生活用品などの支援案内の相談窓口も開設され

た。 

(3)  り災証明の運営 

り災証明書は、発行開始翌日 4月 12日より、1日の発行枚数を限定し、時間

を区分して発行した。 

   4月 18日までに、シープラザ釜石 2階に、住民票や税務証明などの発行業務

が、移設されたことに伴い、り災証明の発行窓口も移設した。 

   5 月中旬に生活再建支援金申請窓口が開設された際は、シープラザ釜石の同

じフロアに被災・り災証明書発行窓口を移すなどし、両手続きをワンフロアで

行えるように対応した。 
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宮古市 

東日本大震災における災害対応行動の検証報告書 

【平成 24年 3月】 

 

4. 庁内アンケートに基づく災害対応行動における課題抽出 

4.14り災証明等の発行（各種窓口業務含む） 

＜主要実施事項＞ 

◆ 被災者の総合案内・受付業務 

◆ り災証明書の発行と発行に係る調査 

＜主要課題＞ 

○窓口業務への人員確保及び適切配置による円滑化 

○り災証明の発行等における行動マニュアルの整備と訓練等による周知 

○証明書発行業務における事務分掌の再点検と見直し 

＜組織の声    ●反省点、⇒今後の課題・教訓＞ 

■危機管理監 

● 発行件数が膨大であり、対応できなかった。 

   ⇒被害調査した調査班において、発行業務を行ったほうが効率的である。 

■総務企画部 

⇒国に積極的に働きかけ、被災地の現状に合わせた施策にしなければならない。 

● 計画不足、知識不足のまま始まった業務のため、受付中に何度も変更点が出た。 

  ⇒的確な案内業務が可能なように、各部課業務の最新情報を収集する必要があ

る。その方法について要検討。後々、罹災者に不平不満が生じないために

も、計画を立て、受付側の知識を統一してから始めることが重要。 

● 防災行政無線の感度が悪く、本部からの情報伝達がうまくいかなかった。川井

事務所へ炊き出しのお願いに車で 2回行った。 

■市民生活部 

● 各課で行なっている支援事業が変更・追加、期間延長する場合があり、必要な

証明書等の把握をするのが困難だった。 

   ⇒来庁者の必要な証明書を的確に発行するために、各課より情報提供を受け

ることが必要である。 

● 相談室として災害時の行動マニュアルを十分把握していなかったので、どう動

くべきか戸惑った。当初、提供できる正確な情報が乏しかった。相談員一人で

待機している際に危険を感じた。 

   ⇒行動マニュアルの周知徹底。異常な状況下だからこそ職員は複数で行動さ

せること（特に女性職員） 

＜職員個人の声＞ 

○ 避難所運営を兼務していたため、窓口業務にあたる職員数が確保できず、窓口

が非常に混雑した。 

○ 大規模災害時のり災証明書発行は、住家等の被害調査を行う税務課へ分掌事務

を修正する必要がある。 

○ 総合窓口課に、死亡届、印鑑登録・証明、退職による国保・国民年金加入、身

分証明としての保険証再交付申請、医療費無料受診に関する問い合わせ等の手

続き者が殺到。数時間～半日待ちの異常なほどの大混雑が数ヶ月に渡って続い

た。このような状況下では、市民窓口職員によるフロアマネージャーを置ける

よう、人員配置を考えるべき。 

○ 被災者台帳の大前提となる、り災証明書のデー夕、固定資産税のデー夕、住民

基本台帳のデー夕の一元化をできるシステムの構築。 

＜市民の声＞ 
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● り災証明の発行の件で、あらかじめ調査がなく、自己申告だったため不公平が

生じている。お金に関わることがほとんどなので公平な判断をいただきたかっ

た。そういった体制を今後はお願いします。 

● り災証明をもらいに行ったら長蛇の列、3 時間待ちは序の口で、私は 6 時間を

要しました（受理、審査が 2 名の時）。それは仕方ないと行政の方は思うかも

しれませんが、申請に行っている人たちは市役所のほかに次から次へと手続き

処理に回らなければならない状況の中で日時を選んで行っているわけです。数

日したら担当者を増加して対応していたようですが、あの時は本当に問題意識

がない人たちだと思いました。 

釜石市 

釜石市 東日本大震災 検証報告書【災害対策本部編】（平成 26 年度版） 

【2015 年 9 月】 

 

第 3章 釜石市の災害対応状況 

第 3節 業務別対応状況 

第 17項 家屋被害調査・り災証明の発行 

2 り災証明 

  津波による被害地域が広範囲であったことから、住宅の損壊程度の判定手続き

が大幅に簡素化された。しかし、物資の搬送や避難所運営などの被災者支援が優

先されたこともあり、震災発生約 1か月後から、り災証明書の発行を始めた。 

(1) 証明書発行の準備 

   津波浸水区域内の残存家屋について調査を開始した 3 月 28 日、家屋調査班

（家屋調査・り災証明）は、り災証明発行のための被害状況のデータベースの

作成に取り掛かった。 

(2)  被災証明発行開始 

    4月 11 日、教育センター1階に、り災証明発行窓口を 3か所開設し、り災・

被災証明発行を開始した。職員は、市民課、税務課、応援職員、臨時職員、ボ

ランティアが配置され対応した。 

    同時に、被害調査班の窓口も開設され、税務課資産税係が、被害の再調査依

頼受付や災害判定に疑問のある被災者への説明を行った。 

    被害調査が終了している家屋については、即日発行することができたが、初

日は、窓口に並んだ全ての被災者に対して、り災証明書を発行するため、長蛇

の列となり、多くの苦情があった。 

    発行を開始した当日には、大阪府大阪市の派遣職員が、り災証明書発行窓口

業務応援に入り、以後 4月 23日まで就いた。 

    また、り災証明の発行開始と併せて、被災者生活再建支援金の申請受付・災

害弔慰金の受領申出書受付・災害援護資金の貸付申請受付・日本赤十字社によ

る家電支援や民間団体による生活用品などの支援案内の相談窓口も開設され

た。 

(3)  り災証明の運営 

り災証明書は、発行開始翌日 4月 12日より、1日の発行枚数を限定し、時間

を区分して発行した。 

   4月 18 日までに、シープラザ釜石 2階に、住民票や税務証明などの発行業務

が、移設されたことに伴い、り災証明の発行窓口も移設した。 

   5 月中旬に生活再建支援金申請窓口が開設された際は、シープラザ釜石の同

じフロアに被災・り災証明書発行窓口を移すなどし、両手続きをワンフロアで

行えるように対応した。 
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宮古市 

東日本大震災における災害対応行動の検証報告書 

【平成 24年 3月】 

 

4. 庁内アンケートに基づく災害対応行動における課題抽出 

4.14り災証明等の発行（各種窓口業務含む） 

＜主要実施事項＞ 

◆ 被災者の総合案内・受付業務 

◆ り災証明書の発行と発行に係る調査 

＜主要課題＞ 

○窓口業務への人員確保及び適切配置による円滑化 

○り災証明の発行等における行動マニュアルの整備と訓練等による周知 

○証明書発行業務における事務分掌の再点検と見直し 

＜組織の声    ●反省点、⇒今後の課題・教訓＞ 

■危機管理監 

● 発行件数が膨大であり、対応できなかった。 

   ⇒被害調査した調査班において、発行業務を行ったほうが効率的である。 

■総務企画部 

⇒国に積極的に働きかけ、被災地の現状に合わせた施策にしなければならない。 

● 計画不足、知識不足のまま始まった業務のため、受付中に何度も変更点が出た。 

  ⇒的確な案内業務が可能なように、各部課業務の最新情報を収集する必要があ

る。その方法について要検討。後々、罹災者に不平不満が生じないために

も、計画を立て、受付側の知識を統一してから始めることが重要。 

● 防災行政無線の感度が悪く、本部からの情報伝達がうまくいかなかった。川井

事務所へ炊き出しのお願いに車で 2回行った。 

■市民生活部 

● 各課で行なっている支援事業が変更・追加、期間延長する場合があり、必要な

証明書等の把握をするのが困難だった。 

   ⇒来庁者の必要な証明書を的確に発行するために、各課より情報提供を受け

ることが必要である。 

● 相談室として災害時の行動マニュアルを十分把握していなかったので、どう動

くべきか戸惑った。当初、提供できる正確な情報が乏しかった。相談員一人で

待機している際に危険を感じた。 

   ⇒行動マニュアルの周知徹底。異常な状況下だからこそ職員は複数で行動さ

せること（特に女性職員） 

＜職員個人の声＞ 

○ 避難所運営を兼務していたため、窓口業務にあたる職員数が確保できず、窓口

が非常に混雑した。 

○ 大規模災害時のり災証明書発行は、住家等の被害調査を行う税務課へ分掌事務

を修正する必要がある。 

○ 総合窓口課に、死亡届、印鑑登録・証明、退職による国保・国民年金加入、身

分証明としての保険証再交付申請、医療費無料受診に関する問い合わせ等の手

続き者が殺到。数時間～半日待ちの異常なほどの大混雑が数ヶ月に渡って続い

た。このような状況下では、市民窓口職員によるフロアマネージャーを置ける

よう、人員配置を考えるべき。 

○ 被災者台帳の大前提となる、り災証明書のデー夕、固定資産税のデー夕、住民

基本台帳のデー夕の一元化をできるシステムの構築。 

＜市民の声＞ 
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整備し、さらに、り災証明書の判定結果を活用して行う被災者支援制度のための情

報システムとも連携することにより、業務のより一層の効率化を図り、迅速なり災

証明書発行を推進する必要がある。このことにより、り災証明書の判定結果を活用

して行う被災者支援制度の担当課も情報を共有化することができることになり、各

種支援制度においても迅速な対応が可能となる。 

さらに、建物被害認定調査において、木造等の戸建住宅については建築に関する

知識がなくとも、研修を行うことで十分調査・判定ができたが、比較的大規模な非

木造の建物については、建築の知識を有する職員でないと対応に苦慮するケースが

散見された。非木造建物の調査・判定には、建築士の資格を有する本市職員による

調査・判定の実施や民間の建築に関する団体に調査に関する協力についての協定の

締結を検討する必要がある。 

 マンション等の集合住宅については、一棟の被害程度を各住戸共通の被害として

判定する原則がある一方で、各住戸ごとに被害の程度が異なる場合には、それぞれ

に異なる判定を行うこととされている。 

 したがって、共用部分と専有部分との調査結果の違いについて、整合性のとれた

被害判定かどうかの確認を十分に行う必要があり、判定まで一定の時間を要するこ

とになる。迅速性が求められるり災証明発行業務において、集合住宅の特性に合っ

た調査手法の改善について、被災自治体同士で意見交換しながら取り組むほか、国

等にも必要に応じて働きかけを行っていく必要がある。 

 複数の申請者が同じ建物に居住しており、個々の申請に基づく調査をその都度行

うのは、非効率的な一面がある。管理組合や管理会社等の協力を得た、合理的な申

請手続きの工夫も検討すべきである。 

（注）1  本表は、当局が東日本大震災で被災した県及び市町村のホームページを調査した結果、公表されていた検証報

告書から罹災証明書に関する記載を抜粋したものであり、当局が作成した。ただし、職員の活動実績を整理した

表などについては、掲載を省略している。 

    2  「罹災証明書に関する記載等」欄の検証報告書の冒頭に、検証報告書の名称、作成時期を記載している。 

3 「掲載頁」は、左欄の検証報告書において罹災証明書に関する記載が掲載されているページ番号である。 
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第 13節 その他 

第 1項 相談窓口について 

○ 窓口対応が混乱した。綿密な業務管理や業務分担、人的体制が整わないまま相

談窓口に突入せざるを得なかった。他業務と並行して行わなければならず、綿密

な対応ができなかった。 

○ 4 月 11 日に開設したが、相談者が殺到し、膨大な申請を抱えたが、データ入

力等の作業が進まず、進達などの流れができるまでに時間を要した。窓口対応が

徹底できず従事職員の混乱を招き、職員の疲労が顕著であったが、マンパワー不

足により、どうすることもできなかった。 

【主な対策（対応）・改善の方向性】 

・円滑な事務処理を進めるため担当責任者を分け、全体総括担当・相談窓口担当・

データ整理担当、そして各支援制度の担当は、課事務室にて申請処理や電話相談

に専念しながら、窓口担当職員に時系列で変わる制度を随時、情報提供できるだ

けの体制づくりが必要である。 
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仙台市 

東日本大震災 仙台市 震災記録誌～発災から１年間の活動記録～ 

【平成 25年 3月】 

 

第 4部 生活復旧編 

第 6章 生活支援 

第 1節 り災証明  

4. 総 括 

 り災証明は地方自治法第二条に定める自治事務として、地方自治体が行うものと

なっており、内閣府指針等に基づき、被災した建物の建物被害認定調査と被害程度

区分の判定を行うこととされている。現時点では、り災証明に関する法制化がなさ

れていないこともあり、結果的に自治体間での取扱いにもばらつきが生じる部分も

あったため、被災者の間での不公平感をもたらすケースもあった。各種の国等の支

援制度がり災証明に基づき給付されることに鑑みれば、調査票の簡素化や不服への

対応のための制度設計などについて、法制度上の適切な整理が必要である。 

 また、今回の震災においては、被災を証明する書面の提示により東北地方を発着

とする高速道路の無料開放措置が 6 月に開始され、本市としても高速道路無料化

に対応する専用体制を別途整備するなど、人員や機材等の強化を図り対応したが、

12 月には完全無料化され、り災証明提示が必要ではなくなった。この取扱いをは

じめから実施していれば被災自治体に大幅な業務負担が生じなかったことになり、

また、被災者にとってもしなくともよい手続きや負担を強いることは無かったと言

える。震災時においては、今回の反省を踏まえ、制度設計における工夫などにより

被災者に極力、負担を強いることのないよう、国の一貫した配慮とそれを反映した

ガイドライン等が望まれる。 

一方、本市内部の問題として、人員体制については、初期対応が収束した段階で

比較的手すきになる業務分担（物資輸送等）を担当した各課がり災証明業務をはじ

め繁忙な業務が残っているにもかかわらず、早々に通常本来業務に戻ってしまうな

ど、時間的・人員的ボリューム配分のアンバランスが目立った。平常時からり災証

明書発行業務に従事する職員をあらかじめ割り当てておき、事前に建物被害認定調

査の研修やり災証明書発行業務の知識を蓄えておく必要がある。 

 また、被災された方がり災証明書の申請を行うにあたっては、各区役所・総合支

所の窓口が最も利便性があり、現実的であることから、現在のネットワーク化され

ていないパソコンでの処理から、住民基本台帳のデータと連携した情報システムを
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検証報

告書の

作成者 

罹災証明書に関する記載等 
掲載

頁 

整備し、さらに、り災証明書の判定結果を活用して行う被災者支援制度のための情

報システムとも連携することにより、業務のより一層の効率化を図り、迅速なり災

証明書発行を推進する必要がある。このことにより、り災証明書の判定結果を活用

して行う被災者支援制度の担当課も情報を共有化することができることになり、各

種支援制度においても迅速な対応が可能となる。 

さらに、建物被害認定調査において、木造等の戸建住宅については建築に関する

知識がなくとも、研修を行うことで十分調査・判定ができたが、比較的大規模な非

木造の建物については、建築の知識を有する職員でないと対応に苦慮するケースが

散見された。非木造建物の調査・判定には、建築士の資格を有する本市職員による

調査・判定の実施や民間の建築に関する団体に調査に関する協力についての協定の

締結を検討する必要がある。 

 マンション等の集合住宅については、一棟の被害程度を各住戸共通の被害として

判定する原則がある一方で、各住戸ごとに被害の程度が異なる場合には、それぞれ

に異なる判定を行うこととされている。 

 したがって、共用部分と専有部分との調査結果の違いについて、整合性のとれた

被害判定かどうかの確認を十分に行う必要があり、判定まで一定の時間を要するこ

とになる。迅速性が求められるり災証明発行業務において、集合住宅の特性に合っ

た調査手法の改善について、被災自治体同士で意見交換しながら取り組むほか、国

等にも必要に応じて働きかけを行っていく必要がある。 

 複数の申請者が同じ建物に居住しており、個々の申請に基づく調査をその都度行

うのは、非効率的な一面がある。管理組合や管理会社等の協力を得た、合理的な申

請手続きの工夫も検討すべきである。 

（注）1  本表は、当局が東日本大震災で被災した県及び市町村のホームページを調査した結果、公表されていた検証報

告書から罹災証明書に関する記載を抜粋したものであり、当局が作成した。ただし、職員の活動実績を整理した

表などについては、掲載を省略している。 

    2  「罹災証明書に関する記載等」欄の検証報告書の冒頭に、検証報告書の名称、作成時期を記載している。 

3 「掲載頁」は、左欄の検証報告書において罹災証明書に関する記載が掲載されているページ番号である。 

 

検証報

告書の

作成者 

罹災証明書に関する記載等 
掲載

頁 

第 13節 その他 

第 1項 相談窓口について 

○ 窓口対応が混乱した。綿密な業務管理や業務分担、人的体制が整わないまま相

談窓口に突入せざるを得なかった。他業務と並行して行わなければならず、綿密

な対応ができなかった。 

○ 4 月 11 日に開設したが、相談者が殺到し、膨大な申請を抱えたが、データ入

力等の作業が進まず、進達などの流れができるまでに時間を要した。窓口対応が

徹底できず従事職員の混乱を招き、職員の疲労が顕著であったが、マンパワー不

足により、どうすることもできなかった。 

【主な対策（対応）・改善の方向性】 

・円滑な事務処理を進めるため担当責任者を分け、全体総括担当・相談窓口担当・

データ整理担当、そして各支援制度の担当は、課事務室にて申請処理や電話相談

に専念しながら、窓口担当職員に時系列で変わる制度を随時、情報提供できるだ

けの体制づくりが必要である。 
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第 4部 生活復旧編 

第 6章 生活支援 

第 1節 り災証明  

4. 総 括 

 り災証明は地方自治法第二条に定める自治事務として、地方自治体が行うものと

なっており、内閣府指針等に基づき、被災した建物の建物被害認定調査と被害程度

区分の判定を行うこととされている。現時点では、り災証明に関する法制化がなさ

れていないこともあり、結果的に自治体間での取扱いにもばらつきが生じる部分も

あったため、被災者の間での不公平感をもたらすケースもあった。各種の国等の支

援制度がり災証明に基づき給付されることに鑑みれば、調査票の簡素化や不服への

対応のための制度設計などについて、法制度上の適切な整理が必要である。 

 また、今回の震災においては、被災を証明する書面の提示により東北地方を発着

とする高速道路の無料開放措置が 6 月に開始され、本市としても高速道路無料化

に対応する専用体制を別途整備するなど、人員や機材等の強化を図り対応したが、

12 月には完全無料化され、り災証明提示が必要ではなくなった。この取扱いをは

じめから実施していれば被災自治体に大幅な業務負担が生じなかったことになり、

また、被災者にとってもしなくともよい手続きや負担を強いることは無かったと言

える。震災時においては、今回の反省を踏まえ、制度設計における工夫などにより

被災者に極力、負担を強いることのないよう、国の一貫した配慮とそれを反映した

ガイドライン等が望まれる。 

一方、本市内部の問題として、人員体制については、初期対応が収束した段階で

比較的手すきになる業務分担（物資輸送等）を担当した各課がり災証明業務をはじ

め繁忙な業務が残っているにもかかわらず、早々に通常本来業務に戻ってしまうな

ど、時間的・人員的ボリューム配分のアンバランスが目立った。平常時からり災証

明書発行業務に従事する職員をあらかじめ割り当てておき、事前に建物被害認定調

査の研修やり災証明書発行業務の知識を蓄えておく必要がある。 

 また、被災された方がり災証明書の申請を行うにあたっては、各区役所・総合支

所の窓口が最も利便性があり、現実的であることから、現在のネットワーク化され

ていないパソコンでの処理から、住民基本台帳のデータと連携した情報システムを
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災害対策本部調査班活動マニュアル
（収納課・特別滞納整理室・資産税課・市民税課）

平成 年 月

このマニュアルは、長崎市地域防災計画に定められている本班の分掌事務について、具体的に、わかりやすく表

記して、迅速に活動できるようにするものである。

１ 長崎市の配備体制

⑴ 配備区分及び配備基準

職員の配備は次の基準による。

ア 災害対策本部

体制の区分 配 備 基 準 配 備 内 容

第 １ 配備

① 局地的な災害が発生するか、又は発生が推測さ

れるが、その災害の程度の予測が困難であり、厳

重な警戒を必要とするとき。

② 震度５弱以上の地震が観測されたとき。

災害に対する警戒体制をと

るとともに、小災害が発生した

場合に対処しうる人員を配備

する。

第 ２ 配備
災害が拡大し、第１配備では対処できない場合

で、災害対策本部長が必要があると認めるとき。

災害発生とともに直ちに災

害応急活動ができる体制とす

る。

第 ３ 配備

① 全市域にわたる災害が発生し、又は全域でなく

ても、大規模な局地災害が発生したとき。

② 震度６弱以上の地震が勤務時間内に観測され、

全市域にわたる災害が発生し、又は全域でなくて

も、大規模な局地災害が発生したとき。

動員可能な全職員をもって

あたるもので、完全な非常体制

とする。

特 別 配備
震度６弱以上の地震が休日・夜間等勤務時間外に

観測されたとき。

動員可能な全職員をもって

あたるもので、完全な非常体制

とし、暫定的な緊急対策を講じ

る。

現 地 災害

対 策 本部

① 災害が拡大し、災害対策本部長が必要があると

認めるとき。

② 震度６弱以上の地震が休日・夜間等勤務時間外

に観測されたとき。

動員可能な職員をもってで

きる体制とする。

イ 災害警戒本部

体制の区分 配 備 基 準 配 備 内 容

Ａ 配 備

① 大雨又は洪水注意報が発表中で、現に相当の降

雨があり、今後更に相当の降雨が予想されると

き。

② 大雨・洪水警報、暴風警報又は津波警報が発表

されたとき。

③ その他の気象注意報、警報が発表され、災害の

発生が予想されるとき。

④ 本市に台風が接近し、本市への影響の恐れがあ

るとき。

関係課の職員をもって、情報

の収集、伝達及び連絡が円滑に

実施できる体制とする。

Ｂ 配 備

① 大雨等の警報が発表中で、現に相当の降雨があ

り、今後更に相当の降雨が予想されるとき。

② 大雨等の警報が発表中で、災害の発生の恐れが

あるとき。

③ その他の気象警報が発表され、現に応急措置要

請がある等災害の発生が予想されるとき。

④ 本市に台風が上陸する恐れがあるとき。

事態の推移に伴い、速やかに

災害対策本部を設置できる体

制とする。

地 震 配備 震度４の地震が観測されたとき。
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災害対策本部調査班活動マニュアル
（収納課・特別滞納整理室・資産税課・市民税課）

平成 年 月

このマニュアルは、長崎市地域防災計画に定められている本班の分掌事務について、具体的に、わかりやすく表

記して、迅速に活動できるようにするものである。

１ 長崎市の配備体制

⑴ 配備区分及び配備基準

職員の配備は次の基準による。

ア 災害対策本部

体制の区分 配 備 基 準 配 備 内 容

第 １ 配備

① 局地的な災害が発生するか、又は発生が推測さ

れるが、その災害の程度の予測が困難であり、厳

重な警戒を必要とするとき。

② 震度５弱以上の地震が観測されたとき。

災害に対する警戒体制をと

るとともに、小災害が発生した

場合に対処しうる人員を配備

する。

第 ２ 配備
災害が拡大し、第１配備では対処できない場合

で、災害対策本部長が必要があると認めるとき。

災害発生とともに直ちに災

害応急活動ができる体制とす

る。

第 ３ 配備

① 全市域にわたる災害が発生し、又は全域でなく

ても、大規模な局地災害が発生したとき。

② 震度６弱以上の地震が勤務時間内に観測され、

全市域にわたる災害が発生し、又は全域でなくて

も、大規模な局地災害が発生したとき。

動員可能な全職員をもって

あたるもので、完全な非常体制

とする。

特 別 配備
震度６弱以上の地震が休日・夜間等勤務時間外に

観測されたとき。

動員可能な全職員をもって

あたるもので、完全な非常体制

とし、暫定的な緊急対策を講じ

る。

現 地 災害

対 策 本部

① 災害が拡大し、災害対策本部長が必要があると

認めるとき。

② 震度６弱以上の地震が休日・夜間等勤務時間外

に観測されたとき。

動員可能な職員をもってで

きる体制とする。

イ 災害警戒本部

体制の区分 配 備 基 準 配 備 内 容

Ａ 配 備

① 大雨又は洪水注意報が発表中で、現に相当の降

雨があり、今後更に相当の降雨が予想されると

き。

② 大雨・洪水警報、暴風警報又は津波警報が発表

されたとき。

③ その他の気象注意報、警報が発表され、災害の

発生が予想されるとき。

④ 本市に台風が接近し、本市への影響の恐れがあ

るとき。

関係課の職員をもって、情報

の収集、伝達及び連絡が円滑に

実施できる体制とする。

Ｂ 配 備

① 大雨等の警報が発表中で、現に相当の降雨があ

り、今後更に相当の降雨が予想されるとき。

② 大雨等の警報が発表中で、災害の発生の恐れが

あるとき。

③ その他の気象警報が発表され、現に応急措置要

請がある等災害の発生が予想されるとき。

④ 本市に台風が上陸する恐れがあるとき。

事態の推移に伴い、速やかに

災害対策本部を設置できる体

制とする。

地 震 配備 震度４の地震が観測されたとき。
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３ 連絡方法

・災害対策本部

第 配備及び第 配備

第 配備 上記第２配備の連絡方法で連絡を受けた各係長が、係ごとに各係員全員に連絡する。

特別配備 上記第３配備と同様

・災害警戒本部

配備 収納課長→収納課税制係長、資産税課償却資産係長又は市民税課法人市民税係長→当番者

業務内容等については下記参照

１ 災害警戒本部調査班業務への連絡について

「大雨」・「洪水」・「暴風」警報が気象庁から発表され、 配備の体制になると、防災危機管理室から調査班長

である収納課長へ連絡（メール通知）があり、収納課長から当日の輪番担当課主務係長（収納課（含特別滞納

整理室）、資産税課、市民税課）へ連絡し、同係長から「災害警戒本部当番表」の担当者へ連絡がある。

（注） 担当者は、当日の天気予報を十分把握し、連絡があったらすぐに業務に

つけるように心がけること。（※例年 回程度）

２ 着任の報告について

着任したときは、防災情報システムで配備に就いたことを入力する。なお、同システムの不具合等により使用

ができないときは、防災危機管理室（ ）に直接連絡する。

（注）「防災情報システム」：収納課フロアー市民税課側設置、使用にあたっては据置のマニュアルを参

照すること。

３ 被害の連絡があった場合の対応について

防災情報システムで災害状況を把握し、被災者の住所・氏名・電話番号及び被害の場所・状況を整理し、翌日

の調査に支障がないよう準備する。 

また、電話で災害受付等を行った場合は、その内容を防災情報システムに入力するものとし、対応が困難な場

合は、防災危機管理室（ ）に転送する。

建物が被災した等により避難所の開設要望があった場合は、人事課（ ）又は防災危機管理室（

）に転送する。

４ 大規模な災害が発生した場合等の対応について

大規模な災害が発生したとき、又は３により災害の連絡を受けた場合で翌日が市役所の休みの日に当たるとき

は、調査班長（収納課長）又は副班長（特別滞納整理室長、資産税課長、市民税課長）に連絡し、その指示を仰

ぐ。

「調査班災害対策連絡網」省略

ウ 災害警戒体制

体制の区分 配 備 基 準 配 備 内 容

災 害 警戒

体 制

大雨注意報、洪水注意報等の発表により、各種災

害の発生が予測されるとき。

関係課の職員をもって、情報

の収集、伝達及び連絡が円滑に

実施できる体制とする。

⑵ 配備区分

ア 災害対策本部（特別配備を含む。）

災害対策本部を設置したときは、本館５階大会議室又は消防局５階講堂を本部室とする。

注１： 災害対策本部会議は、本館３階第２応接室又は消防局７階会議室で行う。

注２： 本部室には、本部総括班、総務班、避難班、情報班及び国際班のほか本部連絡員を配置する。

注３： 本部連絡員は、原則として各部を統括する課長をもって充て、本部長指示等の伝達、情報の収集

伝達、部内の災害対策についての連絡調整等を行い、各部各班との連絡に当たるものとする。

注４： ボランティア班、物資班及び遺体収容班は、本館１階待合室で業務を行うが、必要に応じ、連絡

員を本部に配置する。

注５： 情報班のうち、本部室に配置した職員以外の者は、広報広聴課及び防災危機管理室でその業務を

行う。

注６： 本部室及び市役所正面玄関には、「長崎市災害対策本部」の表示を行うものとする。

注７： 本部室には、災害用管内大地図、台風進路掲示板、避難所状況板、災害連絡用電話、防災行政無

線、防災情報システム端末パソコン、ファクシミリ、テレビ及びラジオ等を備える。

イ 災害警戒本部

災害警戒本部は防災危機管理室に設置し、情報班は災害情報の収集などを本部で行い、他の班は各部局で

事務を行うものとする。

ウ 災害警戒体制

災害警戒体制は、各部局で事務を行うものとする。

２ 配置表

・災害対策本部

第 配備 １９名 収納課長 特別滞納整理室長 資産税課長 市民税課長ほか（収納課 名、特別滞納整

理室 名、資産税課 名、市民税課 名）

第 配備 ３４名 収納課長 特別滞納整理室長 資産税課長 市民税課長ほか（収納課 名、特別滞納整

理室 名、資産税課 名、市民税課 名）

第 配備 １５１名 全職員（ただし、産休者・育休者・病休者・災害派遣を除く）

特別配備 上記第３配備と同様

・災害警戒本部

配備 該当なし

配備 １名 収納課・特別滞納整理室 名、資産税課 名、市民税課 名の計 名を、１日１人（休日は

２交代）で順番に当番配置。

・災害警戒体制

該当なし
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３ 連絡方法

・災害対策本部

第 配備及び第 配備

第 配備 上記第２配備の連絡方法で連絡を受けた各係長が、係ごとに各係員全員に連絡する。

特別配備 上記第３配備と同様

・災害警戒本部

配備 収納課長→収納課税制係長、資産税課償却資産係長又は市民税課法人市民税係長→当番者

業務内容等については下記参照

１ 災害警戒本部調査班業務への連絡について

「大雨」・「洪水」・「暴風」警報が気象庁から発表され、 配備の体制になると、防災危機管理室から調査班長

である収納課長へ連絡（メール通知）があり、収納課長から当日の輪番担当課主務係長（収納課（含特別滞納

整理室）、資産税課、市民税課）へ連絡し、同係長から「災害警戒本部当番表」の担当者へ連絡がある。

（注） 担当者は、当日の天気予報を十分把握し、連絡があったらすぐに業務に

つけるように心がけること。（※例年 回程度）

２ 着任の報告について

着任したときは、防災情報システムで配備に就いたことを入力する。なお、同システムの不具合等により使用

ができないときは、防災危機管理室（ ）に直接連絡する。

（注）「防災情報システム」：収納課フロアー市民税課側設置、使用にあたっては据置のマニュアルを参

照すること。

３ 被害の連絡があった場合の対応について

防災情報システムで災害状況を把握し、被災者の住所・氏名・電話番号及び被害の場所・状況を整理し、翌日

の調査に支障がないよう準備する。 

また、電話で災害受付等を行った場合は、その内容を防災情報システムに入力するものとし、対応が困難な場

合は、防災危機管理室（ ）に転送する。

建物が被災した等により避難所の開設要望があった場合は、人事課（ ）又は防災危機管理室（

）に転送する。

４ 大規模な災害が発生した場合等の対応について

大規模な災害が発生したとき、又は３により災害の連絡を受けた場合で翌日が市役所の休みの日に当たるとき

は、調査班長（収納課長）又は副班長（特別滞納整理室長、資産税課長、市民税課長）に連絡し、その指示を仰

ぐ。

「調査班災害対策連絡網」省略

ウ 災害警戒体制

体制の区分 配 備 基 準 配 備 内 容

災 害 警戒

体 制

大雨注意報、洪水注意報等の発表により、各種災

害の発生が予測されるとき。

関係課の職員をもって、情報

の収集、伝達及び連絡が円滑に

実施できる体制とする。

⑵ 配備区分

ア 災害対策本部（特別配備を含む。）

災害対策本部を設置したときは、本館５階大会議室又は消防局５階講堂を本部室とする。

注１： 災害対策本部会議は、本館３階第２応接室又は消防局７階会議室で行う。

注２： 本部室には、本部総括班、総務班、避難班、情報班及び国際班のほか本部連絡員を配置する。

注３： 本部連絡員は、原則として各部を統括する課長をもって充て、本部長指示等の伝達、情報の収集

伝達、部内の災害対策についての連絡調整等を行い、各部各班との連絡に当たるものとする。

注４： ボランティア班、物資班及び遺体収容班は、本館１階待合室で業務を行うが、必要に応じ、連絡

員を本部に配置する。

注５： 情報班のうち、本部室に配置した職員以外の者は、広報広聴課及び防災危機管理室でその業務を

行う。

注６： 本部室及び市役所正面玄関には、「長崎市災害対策本部」の表示を行うものとする。

注７： 本部室には、災害用管内大地図、台風進路掲示板、避難所状況板、災害連絡用電話、防災行政無

線、防災情報システム端末パソコン、ファクシミリ、テレビ及びラジオ等を備える。

イ 災害警戒本部

災害警戒本部は防災危機管理室に設置し、情報班は災害情報の収集などを本部で行い、他の班は各部局で
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２ 配置表
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第 配備 １９名 収納課長 特別滞納整理室長 資産税課長 市民税課長ほか（収納課 名、特別滞納整

理室 名、資産税課 名、市民税課 名）

第 配備 ３４名 収納課長 特別滞納整理室長 資産税課長 市民税課長ほか（収納課 名、特別滞納整

理室 名、資産税課 名、市民税課 名）

第 配備 １５１名 全職員（ただし、産休者・育休者・病休者・災害派遣を除く）

特別配備 上記第３配備と同様

・災害警戒本部

配備 該当なし

配備 １名 収納課・特別滞納整理室 名、資産税課 名、市民税課 名の計 名を、１日１人（休日は

２交代）で順番に当番配置。

・災害警戒体制

該当なし
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５ 災害警戒本部解散の連絡について

災害警戒本部が解散したときは、庁内放送及び防災情報システムで連絡通知がある。なお、調査班長（収納課

長）には防災危機管理室から直接メール通知。

６ その他

別紙「災害警戒本部詰経過報告書」を作成し、所属長の決裁を受ける。
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５ 災害警戒本部解散の連絡について

災害警戒本部が解散したときは、庁内放送及び防災情報システムで連絡通知がある。なお、調査班長（収納課

長）には防災危機管理室から直接メール通知。

６ その他

別紙「災害警戒本部詰経過報告書」を作成し、所属長の決裁を受ける。
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（３）災害発生後

災害発生 時間までに 家屋被害調査の準備

・調査実施場所

・認定基準確認

・調査班の編成

災害発生 時間までには上記災害発生 時間までと同様に 家屋被害調査の準備

災害発生 時間までに 被害状況調査

・被害者及び被害家屋の被害状況調査、集約

・市税の徴収猶予、減免等

災害発生 時間までには上記災害発生 時間までと同様に 被害状況調査

災害発生 時間以降 上記被害状況調査及びり災証明書発行

４ 活動マニュアル

（１）分掌事務

・建物の被害調査に関すること（災害救助法適用に必要な災害調査を含む）。

・り災証明（火災に係るものを除く。）の発行に関すること。

・災害による市税の納期限の延長、徴収の猶予及び減免に関すること。

（２）日頃からの備え

・建物被害調査体制の確認。

・り災証明（火災に係るものを除く。）発行方法の確認。

・建物被害調査及びり災証明発行方法等についての研修の実施。（内容等については下記参照）

建物被害調査体制

① 調査班体制 資産税課家屋係職員１名と収納課・特別滞納整理室・市民税課の職員１名（２名１組）

※被害の状況により班体制を変更することができるものとする。

② 本部体制

市民からの電話受付 収納課全員

調査区域の設定 収納課税制係

り災証明書の発行 収納課全員

り災調査の集計 資産税課償却資産係

災害調査・り災証明書発行のフロー

→ →

← ←

→ →

← ←

（り災証明書発行依頼）

（被害調査）

（り災証明書申請）

（り災証明書発行）

調査班

収納課

特別滞納整理室

市民税課

被災者

資産税課
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（３）災害発生後
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・災害による市税の納期限の延長、徴収の猶予及び減免に関すること。

（２）日頃からの備え

・建物被害調査体制の確認。

・り災証明（火災に係るものを除く。）発行方法の確認。

・建物被害調査及びり災証明発行方法等についての研修の実施。（内容等については下記参照）

建物被害調査体制

① 調査班体制 資産税課家屋係職員１名と収納課・特別滞納整理室・市民税課の職員１名（２名１組）

※被害の状況により班体制を変更することができるものとする。

② 本部体制

市民からの電話受付 収納課全員

調査区域の設定 収納課税制係

り災証明書の発行 収納課全員

り災調査の集計 資産税課償却資産係

災害調査・り災証明書発行のフロー

→ →

← ←

→ →

← ←

（り災証明書発行依頼）

（被害調査）

（り災証明書申請）

（り災証明書発行）

調査班

収納課

特別滞納整理室

市民税課

被災者

資産税課
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５．調査対象選別方法 

  原則１日１班１行政区を担当区域として受け持つ。 

  調査対象の建物は家屋（住家及び非住家）とする。また、木造家屋のみとし、非木

造家屋は税務課が別途取り扱う。ただし、木造か非木造か不明である場合も調査を実

施する。（税務課で後から確認可能であるため。） 

 

 

６．調査における注意点（個別マニュアル） 

≪役割分担≫ 

 宇城市職員【道案内・住民対応】 

  ・ゼンリン及び調査票記載の地図等を用いて近くの駐車スペースに駐車後、徒歩に

て区域を調査する。 

  ・調査中は、調査員の安全管理に努める。 

  ・調査に入る際は、インターホンで居住者がいるかどうかを確認し、いる場合は調

査に入る旨を説明する。（不在の場合も調査を実施する。） 

 

 応援職員【写真撮影】 

  ①調査票（居住者の氏名と住所を記入したもので調査前のもの）の表面を広げた職

員と調査家屋が入った写真を必ず撮影（画像データ整理の際、調査表ごとの区切

りとするため）。 

  ②被災建物の全景を撮影  ⇒「層破壊」していた場合は⑧ヘ 

  ③不同沈下がある場合は、潜り込み・傾斜を測定し状況写真を撮影 

  ④基礎部分の損傷が７５％以上ある場合は基礎部分の全景を面ごとに撮影 

  ⑤柱の傾斜を１隅につきできれば２か所測定し状況写真を撮影（最低２隅以上） 

  ⑥屋根の被害状況（全景、詳細部分ともに）を可能な範囲で撮影 

  ⑦壁面をそれぞれの面（基礎部分まで含む）の全景と被害部詳細を撮影 

  ⑧調査終了（記入済み）の調査票を撮影（両面） 

  ※１調査につき原則①→⑧の順に撮影をおこなう。写真データは証明発行後の説明

根拠となるため、撮影ポイント及び撮影順序をそろえておく。 

 

 応援職員【測定】 

  ・擁壁の被害の有無を確認 

  ・不同沈下がある場合は、潜り込み・傾斜を測定 

  ・柱の傾斜を測定 

  ・壁の被害程度を測定 

  ・屋根の被害程度を測定 

  ・ 

 

 応援職員【調査票記入】 

  Ｐ６～Ｐ７ 住家被害調査票 参照 
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根拠となるため、撮影ポイント及び撮影順序をそろえておく。 

 

 応援職員【測定】 

  ・擁壁の被害の有無を確認 

  ・不同沈下がある場合は、潜り込み・傾斜を測定 

  ・柱の傾斜を測定 

  ・壁の被害程度を測定 

  ・屋根の被害程度を測定 

  ・ 

 

 応援職員【調査票記入】 

  Ｐ６～Ｐ７ 住家被害調査票 参照 
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 ≪注意事項≫ 

  ・すべて赤色の消せるボールペン（フリクションボール）で記入する。 

  ・マークシートは、中央の点[ ・ ]を通るようにはっきりと線を引く。 

  ・居住者名や所有者名が不明の場合は、必ずゼンリン等に記載の隣接建物等を記入

し、後に確認ができるようにしておく。 

  ・表面（その１）の図面欄には、家屋の形状を簡単に記入する。その際、宇城市作

成地図に記載されている当該家屋の番号を記入すること。 

  ・「非住家」の場合は、図面等記入欄の中に「非住家」と記入しておく。 

  ・裏面（その２）では、パターンチャートにより①から順に調査するが、判定結果

が確定した段階以降の調査は不要。表面の判定結果を記入して終了。 

  ・「建物の傾斜判定」及び「壁（基礎被害含む）詳細調査」の判定根拠を特記事項

欄に記入する。 ※Ｐ８～Ｐ９ 調査票記入例参照 

  ・最後に必ず表面の「判定結果」と「点数」を記入する。 
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 ≪注意事項≫ 

  ・すべて赤色の消せるボールペン（フリクションボール）で記入する。 

  ・マークシートは、中央の点[ ・ ]を通るようにはっきりと線を引く。 

  ・居住者名や所有者名が不明の場合は、必ずゼンリン等に記載の隣接建物等を記入

し、後に確認ができるようにしておく。 

  ・表面（その１）の図面欄には、家屋の形状を簡単に記入する。その際、宇城市作

成地図に記載されている当該家屋の番号を記入すること。 

  ・「非住家」の場合は、図面等記入欄の中に「非住家」と記入しておく。 

  ・裏面（その２）では、パターンチャートにより①から順に調査するが、判定結果

が確定した段階以降の調査は不要。表面の判定結果を記入して終了。 

  ・「建物の傾斜判定」及び「壁（基礎被害含む）詳細調査」の判定根拠を特記事項

欄に記入する。 ※Ｐ８～Ｐ９ 調査票記入例参照 

  ・最後に必ず表面の「判定結果」と「点数」を記入する。 
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罹災証明書発行事務マニュアル

【整理番号係】

①申請者持参の通知書にナンバリングを打ち、整理番号の役割をする旨説明する。

通知書忘れの方は白紙の通知書にナンバリングを打ち、待ち時間に必要事項を記入

してもらう。

②会議室内には待合スペースを設けず、ブースが空き次第案内する為、会議室の外に

待機させる。

③一定待ち数を超えた場合は、整理番号を付し、あらかじめ設けている想定開始時間

までに来庁されればよい（一度帰宅してもよい）ことを伝える。

（想定開始時間）９時～１０時 １番～ ６０番

１０時～１１時 ６１番～１２０番

・

          ・ 
１６時～ ４２０番～５００番

※１組あたり１５分で計算 ⇒ ４組／１時間 × １５ブース＝６０組

④予約受付番号が５００名となった時点で受付終了時間（１６時）前であっても受付

を終了する。

⑤呼び込み係と協力しあい、整理番号の照会を常にできるようにしておく。

※呼び込み係及び整理番号係はお互い呼び出し人数の確認を常に行うこと。

資料2-(3)-④

- 5 - 
 

 調査票⑥ 屋根詳細調査 

  ・屋根全体の何％が被害を受けているかを調査する。損傷の程度は同一で計算。 

  ・屋根の全体が見えない場合は、見える範囲だけを 100％として判断する。 

  ・ブルーシートで覆われている場合は、その部分すべてを被害とみなす。 

  ・棟瓦（むねがわら）のみ被害を受けている場合、被害程度は１０％とみなす。 

 

 調査票⑦ 壁（基礎被害含む）詳細調査 

  ・原則、基礎と一体的に損傷面積率を算出し、調査票に当てはめて計算する。 

  ・壁の損傷の様子を判断する基準についてはＰ１２「壁（基礎被害含む）詳細調査

統一基準」に示すとおり。 

 

【住民対応について】 

  ・調査自体についての質問には、チラシを使って説明する。 

  ・判定結果については、罹災証明書の発行をもって確定するため、現場でのお尋ね

時点では回答できない旨お伝えする。 

  ・罹災証明書の発行時期については、調査終了後、随時行うと説明する。 

  ・二次調査については、一次調査の結果、罹災証明発行後から受付を行う。 
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罹災証明書発行事務マニュアル

【整理番号係】

①申請者持参の通知書にナンバリングを打ち、整理番号の役割をする旨説明する。

通知書忘れの方は白紙の通知書にナンバリングを打ち、待ち時間に必要事項を記入

してもらう。

②会議室内には待合スペースを設けず、ブースが空き次第案内する為、会議室の外に

待機させる。

③一定待ち数を超えた場合は、整理番号を付し、あらかじめ設けている想定開始時間

までに来庁されればよい（一度帰宅してもよい）ことを伝える。

（想定開始時間）９時～１０時 １番～ ６０番

１０時～１１時 ６１番～１２０番

・

          ・ 
１６時～ ４２０番～５００番

※１組あたり１５分で計算 ⇒ ４組／１時間 × １５ブース＝６０組

④予約受付番号が５００名となった時点で受付終了時間（１６時）前であっても受付

を終了する。

⑤呼び込み係と協力しあい、整理番号の照会を常にできるようにしておく。

※呼び込み係及び整理番号係はお互い呼び出し人数の確認を常に行うこと。

資料2-(3)-④

- 5 - 
 

 調査票⑥ 屋根詳細調査 

  ・屋根全体の何％が被害を受けているかを調査する。損傷の程度は同一で計算。 

  ・屋根の全体が見えない場合は、見える範囲だけを 100％として判断する。 

  ・ブルーシートで覆われている場合は、その部分すべてを被害とみなす。 

  ・棟瓦（むねがわら）のみ被害を受けている場合、被害程度は１０％とみなす。 

 

 調査票⑦ 壁（基礎被害含む）詳細調査 

  ・原則、基礎と一体的に損傷面積率を算出し、調査票に当てはめて計算する。 

  ・壁の損傷の様子を判断する基準についてはＰ１２「壁（基礎被害含む）詳細調査

統一基準」に示すとおり。 

 

【住民対応について】 

  ・調査自体についての質問には、チラシを使って説明する。 

  ・判定結果については、罹災証明書の発行をもって確定するため、現場でのお尋ね

時点では回答できない旨お伝えする。 

  ・罹災証明書の発行時期については、調査終了後、随時行うと説明する。 

  ・二次調査については、一次調査の結果、罹災証明発行後から受付を行う。 
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※重要※ 
一次判定で「全壊」「大規模半壊」の判定を受けて了承される場合、で被災者

再建支援金の受付では罹災証明書原本添付が必要な為、証明書を２部発行する

こと！！ 

※重要※    
二次調査を希望している場合は罹災証明書を出力し、「二次調査申請中」と朱

書き（ゴム印押印）をし、受取通知書と一緒に持って二次調査申請受付窓口へ

案内する。 

【罹災証明書発行係】 
 

①本人確認を行う。（身分証明書）申請者もしくは世帯員以外の場合は委任状も確認

する。 
（罹災証明書受付の時点で委任状が提出してある場合は必要なし） 
 
②被災者生活再建支援システム（ＰＣ端末上）にて罹災証明書を発行（出力）し罹災

証明書原本を用いて説明する。 
（別添「マニュアル」参照） 
 
③罹災証明書の判定結果に了承するか否かで対応がかわる。 
 

→（了承の場合）罹災証明書を発行する。  
   ※発行する場合、「罹災証明書発行時の注意点」を渡し、説明をおこなう。 
 

 
 
 
 
 

※了承した場合は通知書の下部の受領確認欄にサインをもらう。 
但し、上記のとおり受け取った場合でも後日、二次調査の申請は可能。 
 

→（了承しない場合） 
   了承しない場合でも罹災証明書は一次調査の判定結果で発行する。 
 
 
 
 
 
   ※詳細は「二次調査申請者への注意点」を渡しながら説明をおこなう。 
   

 
 

     
 
  

【呼び込み係】 
 
   ①（閑散時）整理番号を付した申請者を会議室内のブースに誘導する。 
 
   ②（混雑時）新館内で待機中の申請者をある程度まとまった数（約１０組）を会議

室入口に呼び込み、通知書番号順に並んでもらい待機してもらう。 
 
   ③発行ブースごとに次席用のイスを準備し、発行ブースが空き次第、次席に待機さ

れている方を目の前のブースに行くよう案内していく。 
 
   ④発行ブース次席には空いた順に番号順で誘導する。 
 
   ⑤一度帰宅されてたり、トイレ等で離席された場合は、次の案内のタイミングで次

席に案内する。 
 
   ⑥発行ブースでかなり時間を有している申請者の次席の方がいる場合は、適宜他の

ブースの空き次第誘導する等、臨機応変に対応する。 
 

 
   ※呼び込み係及び整理番号係はお互い呼び出し人数の確認を常に行うこと。 
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※重要※ 
一次判定で「全壊」「大規模半壊」の判定を受けて了承される場合、で被災者

再建支援金の受付では罹災証明書原本添付が必要な為、証明書を２部発行する

こと！！ 

※重要※    
二次調査を希望している場合は罹災証明書を出力し、「二次調査申請中」と朱

書き（ゴム印押印）をし、受取通知書と一緒に持って二次調査申請受付窓口へ

案内する。 

【罹災証明書発行係】 
 

①本人確認を行う。（身分証明書）申請者もしくは世帯員以外の場合は委任状も確認

する。 
（罹災証明書受付の時点で委任状が提出してある場合は必要なし） 
 
②被災者生活再建支援システム（ＰＣ端末上）にて罹災証明書を発行（出力）し罹災

証明書原本を用いて説明する。 
（別添「マニュアル」参照） 
 
③罹災証明書の判定結果に了承するか否かで対応がかわる。 
 

→（了承の場合）罹災証明書を発行する。  
   ※発行する場合、「罹災証明書発行時の注意点」を渡し、説明をおこなう。 
 

 
 
 
 
 

※了承した場合は通知書の下部の受領確認欄にサインをもらう。 
但し、上記のとおり受け取った場合でも後日、二次調査の申請は可能。 
 

→（了承しない場合） 
   了承しない場合でも罹災証明書は一次調査の判定結果で発行する。 
 
 
 
 
 
   ※詳細は「二次調査申請者への注意点」を渡しながら説明をおこなう。 
   

 
 

     
 
  

【呼び込み係】 
 
   ①（閑散時）整理番号を付した申請者を会議室内のブースに誘導する。 
 
   ②（混雑時）新館内で待機中の申請者をある程度まとまった数（約１０組）を会議

室入口に呼び込み、通知書番号順に並んでもらい待機してもらう。 
 
   ③発行ブースごとに次席用のイスを準備し、発行ブースが空き次第、次席に待機さ

れている方を目の前のブースに行くよう案内していく。 
 
   ④発行ブース次席には空いた順に番号順で誘導する。 
 
   ⑤一度帰宅されてたり、トイレ等で離席された場合は、次の案内のタイミングで次

席に案内する。 
 
   ⑥発行ブースでかなり時間を有している申請者の次席の方がいる場合は、適宜他の

ブースの空き次第誘導する等、臨機応変に対応する。 
 

 
   ※呼び込み係及び整理番号係はお互い呼び出し人数の確認を常に行うこと。 
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被被害害家家屋屋調調査査ママニニュュアアルル

平成 27年 4月 

大 野 城 市 

資料2-(3)-⑤
【二次調査受付案内係】 
 
   ①罹災証明書発行係が案内する二次調査申請者を第１会議室へ誘導し、空いている

ブースを案内する。 
 
   ②もし、ブースが埋まっており、待機させる際は、一列に座っていただき、空いた

順から詰めていってもらう。 
 
   ③もし、二次調査申請者待機スペースがいっぱいになった場合は、フロアマネージ

ャーと相談し臨機応変に対応する。 
 
 
【二次調査受付係】 
 
   ①空いたら「次の方○番窓口へどうぞ」と声をかける。 
 
   ②申請者は、「一次判定での罹災証明書（朱書きで二次調査申請中）・受取通知書・

二次調査申請者への注意点」の３点をお持ちになる。 
 
   ③再度、罹災証明書番号からシステム検索し、写真等を見て、再度二次調査の概要

等について説明をおこなう。 
    ※基本的には一次発行窓口で説明をしているので繰り返しの説明とならないよう

注意が必要である。 
 
   ④（⇒二次調査申請）受取通知書の二次調査整理欄に、本人の調査希望曜日や時間

帯を記入し、連絡先等を再度確認し、後日日程調整をおこなう旨を説明する。 
 
   ⑤（⇒一次調査の判定を了承）システムから再度正式な罹災証明書をお渡しする。 

「罹災証明書発行時の注意点」を説明する。受取通知書の受取確認欄にサインを 

もらい、二次調査整理欄に日付・了承がわかる事項の明記をおこない、罹災証明

書（控）と一緒にファイルへ綴じる。 
 
 
【フロアマネージャー】 
 
  ・混雑具合を見て人員配置の変更を指示する。 
  （整理番号係、呼び込み係の動きを常に確認し、待ちの状況や付番が済んでいない 

待合者が出ないように配慮する。） 
 

・全体が見渡せる場所に位置取り、対応に長時間を要する者に対して個別に話を聞き

窓口が閉塞してしまわないように対応する。また、会場内での質疑、本庁舎内への

取次などを行う。（原則個別の案件に対する判断を受付以外の場所では行わないこと） 
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被被害害家家屋屋調調査査ママニニュュアアルル

平成 27年 4月 

大 野 城 市 

資料2-(3)-⑤
【二次調査受付案内係】 
 
   ①罹災証明書発行係が案内する二次調査申請者を第１会議室へ誘導し、空いている

ブースを案内する。 
 
   ②もし、ブースが埋まっており、待機させる際は、一列に座っていただき、空いた

順から詰めていってもらう。 
 
   ③もし、二次調査申請者待機スペースがいっぱいになった場合は、フロアマネージ

ャーと相談し臨機応変に対応する。 
 
 
【二次調査受付係】 
 
   ①空いたら「次の方○番窓口へどうぞ」と声をかける。 
 
   ②申請者は、「一次判定での罹災証明書（朱書きで二次調査申請中）・受取通知書・

二次調査申請者への注意点」の３点をお持ちになる。 
 
   ③再度、罹災証明書番号からシステム検索し、写真等を見て、再度二次調査の概要

等について説明をおこなう。 
    ※基本的には一次発行窓口で説明をしているので繰り返しの説明とならないよう

注意が必要である。 
 
   ④（⇒二次調査申請）受取通知書の二次調査整理欄に、本人の調査希望曜日や時間

帯を記入し、連絡先等を再度確認し、後日日程調整をおこなう旨を説明する。 
 
   ⑤（⇒一次調査の判定を了承）システムから再度正式な罹災証明書をお渡しする。 

「罹災証明書発行時の注意点」を説明する。受取通知書の受取確認欄にサインを 

もらい、二次調査整理欄に日付・了承がわかる事項の明記をおこない、罹災証明

書（控）と一緒にファイルへ綴じる。 
 
 
【フロアマネージャー】 
 
  ・混雑具合を見て人員配置の変更を指示する。 
  （整理番号係、呼び込み係の動きを常に確認し、待ちの状況や付番が済んでいない 

待合者が出ないように配慮する。） 
 

・全体が見渡せる場所に位置取り、対応に長時間を要する者に対して個別に話を聞き

窓口が閉塞してしまわないように対応する。また、会場内での質疑、本庁舎内への

取次などを行う。（原則個別の案件に対する判断を受付以外の場所では行わないこと） 
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1 

 

第１章 はじめに 

 
１－１ マニュアルの目的 

 
本マニュアルは、り災証明書の発行に必要な「被災住家等台帳」の作成に資する「被

害家屋調査」をはじめとする一連の調査手順及び調査内容をとりまとめたものである。 
具体的には、「防災関連地理情報システム」に集約された被害情報に基づく被害家

屋調査範囲の設定や人材・資機材を確保するための実施計画の作成、「防災関連地理

情報システム」や「被災者支援システム」へ判定結果等の登録・更新方法について手

順や実施内容を示している。 
なお、本マニュアルは、災害時において効果的に活用されるマニュアルとなるよう、

今後発生する災害の経験や各種関連計画の変更にあわせて、継続的･定期的に内容の

見直し･充実を図ることとする。 
想定している災害の種類及び家屋被害の例は下表のとおりである。 

 

表１ 想定災害別の家屋被害の例 

災害 想定している住家被害 

地震 
・ 震動等による住家の損傷、機能損失等 

・ 液状化等による住家の損傷、機能損失等 

土砂 ・ 土砂の流入等による住家の損傷、機能損失等 

水害 
・ 浸水による住家の損傷、機能損失等 

・ 宅地の流出等による住家の損傷、機能損失等 

風害 
・ 風圧力による住家の損傷、機能損失等 

・ 暴風に伴う飛来物の衝突による住家の損傷、機能損失等 
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２－３ 被害家屋調査 

 

災害発生後、二次災害等の恐れがなくなり次第、輸送・調査班を中心に以下の手順

を参考に、被害家屋調査を実施する。 

 

(1) 調査実施計画の作成 

輸送・調査班は、被害調査実施方針に沿って、調査実施計画を作成する。調査実

施計画は、国、福岡県、他の被災自治体等との情報共有をはかり、下記の事項のほ

か必要な事項を定める。 

 

① 調査方法の決定 

調査は、原則として「災害に係る住家の被害認定基準運用方針(内閣府)」によ

り実施するが、下記事項については、被害家屋の発生状況により、そのつど決定

する。 

   ・一定範囲の全棟を調査あるいは被災者からの申し出による調査 

   ・外観目視調査と立ち入り調査を別々に実施あるいは当初から立ち入り調査を実施 

 

② 調査範囲の設定 

「防災関連地理情報システム」の集計表等を活用し、「被害家屋調査」を実施す

る範囲を設定する。ただし、その後に被害状況の詳細が明らかになった場合は、

必要に応じて範囲の変更を行うことを考慮しておく。 

 

③ 調査人員 

調査人員は、輸送・調査班を基本とするが、不足する場合は、他班の職員の応

援を要請する。さらに、必要に応じて他自治体への応援要請あるいは民間の建築

士等に協力要請を関係各班と連携して行う。 

 

④ 調査体制 

調査体制は、２人１組で班を編成することを基本とする。また、各班には、大

野城市職員を含むことを原則とする。 

 

⑤ 調査期間の設定 

り災証明書を必要とする各種施策の担当部署と調整し、り災証明書の発行開始

日及び被害家屋調査の実施期間を設定する。再調査の期間については、被害家屋

調査の進捗状況等を考慮して、り災証明書発行後に別途設定することを基本とす

る。 

 

資料１ 「災害に係る住家の被害認定基準運用方針(内閣府)」 
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第２章 被害調査及び各種証明書発行の実施方針 

 
２－１ 実施方針の決定 

 

輸送・調査班等関係各班は、被害家屋等調査及びり災証明書等発行の実施方針を下

記の要素を考慮して決定する。 

 

①家屋被害の状況あるいは家屋被害発生の見込み 

②り災証明発行が求められる各種施策に関する動き 

③国、福岡県、他の被災自治体の動き 

④被害家屋調査の実施方法 

⑤り災証明の受付、り災証明書の発行方法 

⑥り災証明発行、被害家屋調査の実施期間 等 

 

２－２ 広報活動 

 

総務広報班は、り災証明書等発行・被害家屋等調査の実施方針が決定され次第、速

やかにその内容を広報する。り災証明書を必要とする各種施策の広報が必要な場合は、

当該施策担当部との連携を図る。 

このとき、り災証明書と被害届出証明書との違い、応急危険度判定と被害家屋調査

との違いを被災者に正確に伝達するように留意する。 

なお、必要に応じて、り災証明書発行及び被害家屋調査の進捗状況を定期的に広報

する。 
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(2) 調査用備品等の準備 

  輸送・調査班は、調査実施計画に基づいて、調査実施に必要な備品等を準備する。

なお、必要に応じて財政調達班と連携し準備する。 

 

表 4 必要な備品等 

項目 備考 

調査票  

住宅地図 災害対策本部配備 

デジタルカメラ 災害対策本部配備 

ヘルメット  

傾斜計(下げ振り)  

コンベックス  

車両 調査員の移動用 

竣工図面 入手可能な場合 

 

(3) 調査人員に対する研修 

  輸送・調査班は、確保した人員に対し、必要に応じて調査方法等の研修を実施す

る。 

 

(4) 調査本部の設置 

  災害の規模が大きい等、被害家屋調査の状況を一元把握する必要がある場合は、

災対総務部内に調査本部を設置し、判定調査に関する進捗状況の管理等を行う。 

 

(5) 調査実施 

  輸送・調査班は、調査実施計画に基づき、「災害に係る住家の被害認定基準運用

方針(内閣府)」により被害家屋調査を実施する。 

なお、基本的な調査実施方法としては、まず外観目視調査により、一棟単位で浸

水・損壊等の程度を調査票にて調査する。また、後日のトラブルに備えるため、調

査時に所有者の了解を得て、家屋の全景や被害箇所(特に判定のポイントとなる箇

所)の写真を撮影しておく。その後、再調査申請等に基づき、必要に応じて立ち入

り調査を実施する。 

 

資料２ 被災世帯(事業所)調査票  
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(2) 調査用備品等の準備 
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水・損壊等の程度を調査票にて調査する。また、後日のトラブルに備えるため、調

査時に所有者の了解を得て、家屋の全景や被害箇所(特に判定のポイントとなる箇

所)の写真を撮影しておく。その後、再調査申請等に基づき、必要に応じて立ち入

り調査を実施する。 
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下記の画面が表示されるので、「参照」ボタンをクリックする。 手順⑦ 

登録したいデータを選び、「実行」ボタンをクリックする。 手順⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑦ 

⑩ 

次に所有者情報を登録するため、登録画面左下の「追加」ボタンをクリックする。 手順⑨ 

⑨ 

⑧ 

⑪ 

下記の画面が開くので、所有者の情報を入力し、「登録」ボタンをクリックする。 手順⑩ 

 手順⑧の画面に戻り、左上の「更新」ボタンをクリックして、登録が完了する。 

 

手順⑪ 
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手順⑪ 
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資料一覧 

 

資料１ 災害に係る住家の被害認定基準運用方針(内閣府) 

 

資料２ 被災世帯(事業所)調査票 

 

資料３ 被害家屋損害割合判定表 
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３－２ 防災関連地理情報システムの登録情報の更新 

 
 輸送・調査班は、被害家屋調査の結果によって、登録内容に変更が生じた場合は、

調査結果に基づき、「防災関連地理情報システム」の登録情報を更新する。(登録･更

新の方法は「被災状況把握マニュアル」を参照のこと)。 
 

３－３ 報告 

 
 総務広報班は、必要に応じて「防災関連地理情報システム」の集計機能を利用して、

災害対策本部へ家屋被害の状況を報告する。また、輸送・調査班は、被害家屋調査の

進捗状況等を随時災害対策本部へ報告する。 
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３－２ 防災関連地理情報システムの登録情報の更新 

 
 輸送・調査班は、被害家屋調査の結果によって、登録内容に変更が生じた場合は、

調査結果に基づき、「防災関連地理情報システム」の登録情報を更新する。(登録･更

新の方法は「被災状況把握マニュアル」を参照のこと)。 
 

３－３ 報告 

 
 総務広報班は、必要に応じて「防災関連地理情報システム」の集計機能を利用して、

災害対策本部へ家屋被害の状況を報告する。また、輸送・調査班は、被害家屋調査の

進捗状況等を随時災害対策本部へ報告する。 
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資料２ 被災世帯（事業所）調査票 
 

被災世帯住所（事業所所在地） 
      町      番地 

      丁目     番    号      方 

世 帯 主 氏 名 及 び 

事 業 所 名 ・ 代 表 者 

世帯主名 電話   （   ） 

事業所名              代表者名 

災害の原因・被災年月日 
１．水害   ２．地震   ３．その他 

（      ） 

年  月  日 

建 物 の 用 途 １．住家  ２．事業所  ３．住家・事業所併用 

被 
 

災 
 

状 
 

況 

①住      家 

１．住家のみの一戸建て 

２．アパート等共同住宅 

３．事業所併用の建物の住居部分 

被 害 の 程 度 

１．全壊（焼）  （損害割合  10/10  8/10  6/10） 

２．半壊（焼）  （損害割合  4/10程度） 

３．一部損失（部分焼） 

４．床上浸水等（地階浸水を含む） 

５．床下浸水等 

６．その他（                       ） 

②事  業   所 

１．事務所       ４．倉 庫 

２．店 舗       ５．その他（       ） 

３．工 場 

被害の程度 

１．全壊（焼）  （損害割合  10/10  8/10  6/10） 

２．半壊（焼）  （損害割合  4/10程度） 

３．一部損失（部分焼） 

４．床上浸水等（地階浸水を含む） 

５．床下浸水等 

６．その他（                       ） 

世 帯 構 成 員 

本 人 か ら の 聴 取 

男 女 合計 内
訳 

小学校 中学校  

     

住 民 票 の 有 無 等 有・無 単身世帯 ・ 普通世帯 ・ 複数世帯（    世帯） 

世
帯
の
人
員 

氏    名 続 柄 年 齢 連絡先学校名  学年 人 的 被 害 

    死  者    名 

行方不明    名 

重  傷    名 

軽  傷    名 

そ の 他    名 

（       ） 

    

    

    

    

    

備 考 及 び 

特 記 事 項 

調査年月日  年 月 日 調査員氏名    課 立会人等  

救
護 

種別 見舞金 特別見舞金 生活必需品 学用品    

月日   ／   ／   ／   ／   ／   ／   ／ 

物
資
等
の
給
与 

額等 ￥       

受
領
印 

 
 

 
 

 

㊞ 

 
 

 
 

 

㊞ 

 
 

 
 

 

㊞ 

 
 

 
 

 

㊞ 

 
 

 
 

 

㊞ 

 
 

 
 

 

㊞ 

 
 

 
 

 

㊞ 
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資料１ 災害に係る住家の被害認定基準運用方針(内閣府) 

 
災害に係る住家の被害認定（内閣府HP） 
http://www.bousai.go.jp/hou/unyou.html 
 
災害に係る住家の被害認定基準運用指針参考資料（損傷程度の例示） 
http://www.bousai.go.jp/hou/pdf/jirei-lt.pdf 
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資料２ 被災世帯（事業所）調査票 
 

被災世帯住所（事業所所在地） 
      町      番地 

      丁目     番    号      方 

世 帯 主 氏 名 及 び 

事 業 所 名 ・ 代 表 者 

世帯主名 電話   （   ） 

事業所名              代表者名 

災害の原因・被災年月日 
１．水害   ２．地震   ３．その他 

（      ） 

年  月  日 

建 物 の 用 途 １．住家  ２．事業所  ３．住家・事業所併用 

被 
 

災 
 

状 
 

況 

①住      家 

１．住家のみの一戸建て 

２．アパート等共同住宅 

３．事業所併用の建物の住居部分 

被 害 の 程 度 

１．全壊（焼）  （損害割合  10/10  8/10  6/10） 

２．半壊（焼）  （損害割合  4/10程度） 

３．一部損失（部分焼） 

４．床上浸水等（地階浸水を含む） 

５．床下浸水等 

６．その他（                       ） 

②事  業   所 

１．事務所       ４．倉 庫 

２．店 舗       ５．その他（       ） 

３．工 場 

被害の程度 

１．全壊（焼）  （損害割合  10/10  8/10  6/10） 

２．半壊（焼）  （損害割合  4/10程度） 

３．一部損失（部分焼） 

４．床上浸水等（地階浸水を含む） 

５．床下浸水等 

６．その他（                       ） 

世 帯 構 成 員 

本 人 か ら の 聴 取 

男 女 合計 内
訳 

小学校 中学校  

     

住 民 票 の 有 無 等 有・無 単身世帯 ・ 普通世帯 ・ 複数世帯（    世帯） 

世
帯
の
人
員 

氏    名 続 柄 年 齢 連絡先学校名  学年 人 的 被 害 

    死  者    名 

行方不明    名 

重  傷    名 

軽  傷    名 

そ の 他    名 

（       ） 

    

    

    

    

    

備 考 及 び 

特 記 事 項 

調査年月日  年 月 日 調査員氏名    課 立会人等  

救
護 

種別 見舞金 特別見舞金 生活必需品 学用品    

月日   ／   ／   ／   ／   ／   ／   ／ 

物
資
等
の
給
与 

額等 ￥       

受
領
印 

 
 

 
 

 

㊞ 

 
 

 
 

 

㊞ 

 
 

 
 

 

㊞ 

 
 

 
 

 

㊞ 

 
 

 
 

 

㊞ 

 
 

 
 

 

㊞ 

 
 

 
 

 

㊞ 
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資料１ 災害に係る住家の被害認定基準運用方針(内閣府) 

 
災害に係る住家の被害認定（内閣府HP） 
http://www.bousai.go.jp/hou/unyou.html 
 
災害に係る住家の被害認定基準運用指針参考資料（損傷程度の例示） 
http://www.bousai.go.jp/hou/pdf/jirei-lt.pdf 
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～被災者支援システムを利用した手引き～ 

平成27年4月 

大野城市 

資料2-(3)-⑥

14 

 
資料３ 被害家屋損害割合判定表 
 

（木造・プレハブ）                （非木造） 

部

分 

別 

構成比 

％ 
被害の程度 

損害 

割合 

％ 

 

部 

分 

別 

構成比 

％ 
被害の程度 

損害 

割合 

％ 

屋 

 

 

 

根 

15 

5％程度の破損、ズレ 1  

構 

 

造 

 

体 

40 

5％程度の破損 2 

15％程度の破損、ズレ 2  15％程度の破損 6 

25％程度の破損、ズレ 4  25％程度の破損 10 

50％程度の破損、ズレ 8  50％程度の破損 20 

75％程度の破損、ズレ 11  75％程度の破損 30 

100％程度の破損、ズレ 15  100％程度の破損 40 

壁 55 

5％程度の亀裂・剥落 3  

仕 

 

 

 

上 

25 

5％程度の破損 1 

15％程度の亀裂・剥落 8  15％程度の破損 4 

25％程度の亀裂・剥落 14  25％程度の破損 6 

50％程度の亀裂・剥落 28  50％程度の破損 13 

75％程度の亀裂・剥落 41  75％程度の破損 19 

100％程度の亀裂・剥落 55  100％程度の破損 25 

構 

 

造 

 

体 

30 

5％程度の損傷、傾斜 2 
 

設 

備 
35 

 ［構造体］の 

35％×被害の程度 ＝ 

        ％ 

 

15％程度の損傷、傾斜 5 
 

25％程度の損傷、傾斜 8  合    計  

50％程度の損傷、傾斜 15 
 
床上（ ㎝）浸水玄関・居間・ 

75％程度の損傷、傾斜 全壊 
 
床下（ ㎝）浸水玄関・居間・ 

  合   計    

床上（    ㎝）浸水玄関・居間・  

床下（    ㎝）浸水玄関・居間・  
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資料2-(3)-⑥

14 

 
資料３ 被害家屋損害割合判定表 
 

（木造・プレハブ）                （非木造） 

部

分 

別 

構成比 

％ 
被害の程度 

損害 

割合 

％ 

 

部 

分 

別 

構成比 

％ 
被害の程度 

損害 

割合 

％ 

屋 

 

 

 

根 

15 

5％程度の破損、ズレ 1  

構 

 

造 

 

体 

40 

5％程度の破損 2 

15％程度の破損、ズレ 2  15％程度の破損 6 

25％程度の破損、ズレ 4  25％程度の破損 10 

50％程度の破損、ズレ 8  50％程度の破損 20 

75％程度の破損、ズレ 11  75％程度の破損 30 

100％程度の破損、ズレ 15  100％程度の破損 40 

壁 55 

5％程度の亀裂・剥落 3  

仕 

 

 

 

上 

25 

5％程度の破損 1 

15％程度の亀裂・剥落 8  15％程度の破損 4 

25％程度の亀裂・剥落 14  25％程度の破損 6 

50％程度の亀裂・剥落 28  50％程度の破損 13 

75％程度の亀裂・剥落 41  75％程度の破損 19 

100％程度の亀裂・剥落 55  100％程度の破損 25 

構 

 

造 

 

体 

30 

5％程度の損傷、傾斜 2 
 

設 

備 
35 

 ［構造体］の 

35％×被害の程度 ＝ 

        ％ 

 

15％程度の損傷、傾斜 5 
 

25％程度の損傷、傾斜 8  合    計  

50％程度の損傷、傾斜 15 
 
床上（ ㎝）浸水玄関・居間・ 

75％程度の損傷、傾斜 全壊 
 
床下（ ㎝）浸水玄関・居間・ 

  合   計    

床上（    ㎝）浸水玄関・居間・  

床下（    ㎝）浸水玄関・居間・  
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第 1章 はじめに 

 
１－１ マニュアルの目的 

本マニュアルは、被災者支援システムを利用し、被災者の申請に基づき、り

災証明書の発行を行うための手続きを示したものである。 

り災証明書は、災害救助法、被災者生活再建支援法等による被災者への支援

金の支給や、市税の減免、その他の被災者支援策を実施するにあたって必要と

される家屋の被害程度について、被災者の応急的、一時的な救済を目的に、本

人の申し出により、その被害を証明するものである。 

 なお、本マニュアルは、災害時において効果的に活用されるマニュアルとな

るよう、今後発生する災害の経験や各種関連計画の変更にあわせて、継続的･定

期的に内容の見直し･充実を図ることとする。 
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第 1章 はじめに 

 
１－１ マニュアルの目的 

本マニュアルは、被災者支援システムを利用し、被災者の申請に基づき、り

災証明書の発行を行うための手続きを示したものである。 

り災証明書は、災害救助法、被災者生活再建支援法等による被災者への支援

金の支給や、市税の減免、その他の被災者支援策を実施するにあたって必要と

される家屋の被害程度について、被災者の応急的、一時的な救済を目的に、本

人の申し出により、その被害を証明するものである。 

 なお、本マニュアルは、災害時において効果的に活用されるマニュアルとな

るよう、今後発生する災害の経験や各種関連計画の変更にあわせて、継続的･定

期的に内容の見直し･充実を図ることとする。 
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第２章 り災証明書の発行準備 

 
２－１ 受付・発行窓口の設置 

市民班は、市役所１階及び各地域行政センターに、り災証明の受付・発行窓

口スペースを確保するとともに、パソコン、椅子、机など必要な備品等を用意

する。このとき、一度に多数の申し込みが予想されることを十分に考慮した窓

口のレイアウトを行う。 

 

 

２－２ 受付・発行窓口の体制確立

受付・発行窓口の体制は市民班を基本とするが、迅速な受付・発行体制を確

立するために、不足する場合は他班の職員の応援を要請する。 

 また、必要に応じて担当職員の研修を実施する。 
 
 
２－３ 「被災者支援システム」の準備

 市民班は、本部班と連携し「被災者支援システム」にり災証明書の発行に必

要な「住民基本台帳」の「氏名」、「生年月日」、「性別」、「住所」、「世帯構成」

のデータを準備する。その後、「被災者支援システム」へセットアップを行い、

運用環境等の調整を行う。また、「被災者支援システム」の運用を行う際は、個

人情報の取り扱いに十分注意する。 
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第２章 り災証明書の発行準備 

 
２－１ 受付・発行窓口の設置 

市民班は、市役所１階及び各地域行政センターに、り災証明の受付・発行窓

口スペースを確保するとともに、パソコン、椅子、机など必要な備品等を用意

する。このとき、一度に多数の申し込みが予想されることを十分に考慮した窓

口のレイアウトを行う。 

 

 

２－２ 受付・発行窓口の体制確立

受付・発行窓口の体制は市民班を基本とするが、迅速な受付・発行体制を確

立するために、不足する場合は他班の職員の応援を要請する。 

 また、必要に応じて担当職員の研修を実施する。 
 
 
２－３ 「被災者支援システム」の準備

 市民班は、本部班と連携し「被災者支援システム」にり災証明書の発行に必

要な「住民基本台帳」の「氏名」、「生年月日」、「性別」、「住所」、「世帯構成」

のデータを準備する。その後、「被災者支援システム」へセットアップを行い、

運用環境等の調整を行う。また、「被災者支援システム」の運用を行う際は、個

人情報の取り扱いに十分注意する。 
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被災者支援システムのプルダウンから「被災者台帳 更新」を選択し、「実行」ボ
タンをクリックする。 

手順③ 

③ 

「り災届兼証明願」に基づき、「氏名」等を入力し、「検索」ボタンをクリックす
る。検索結果が表示されるので、その中から、該当する「氏名」をクリックする。 

手順④ 

③ 

④ 

④ 
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被災者支援システムのプルダウンから「被災者台帳 更新」を選択し、「実行」ボ
タンをクリックする。 

手順③ 

③ 

「り災届兼証明願」に基づき、「氏名」等を入力し、「検索」ボタンをクリックす
る。検索結果が表示されるので、その中から、該当する「氏名」をクリックする。 

手順④ 

③ 

④ 

④ 
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(5) 住家等被害調査情報がない場合 
 「被災者台帳」において、申請者の住家等被害調査情報を確認できなかった

場合は、申請者に対して次のいずれかの対応を依頼する。 

 

① 被害家屋調査の申請 

② 写真など被害が確認できる資料の提出及び「自治会長」・「民生委員」等

の役職にあり、被災者と利害関係のない第三者による「証明書」の提出 

 
様式３ 証明書 
 

下記の pdfデータが表示されるので、印刷する。 手順⑨ 

8 

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の画面が表示されるので、住家等被害調査情報に調査結果の記載があることを
確認し、「証明書発行」ボタンをクリックする。 

手順⑤ 

下記の画面が表示されるので、「証明書発行」ボタンをクリックする。 手順⑥ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

下記のダイアログが表示されるので、「OK」ボタンをクリックする。 手順⑦ 

ダウンロードダイアログが表示されたら、「開く」ボタンをクリックする。 手順⑧ 

⑧ 
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(5) 住家等被害調査情報がない場合 
 「被災者台帳」において、申請者の住家等被害調査情報を確認できなかった

場合は、申請者に対して次のいずれかの対応を依頼する。 

 

① 被害家屋調査の申請 

② 写真など被害が確認できる資料の提出及び「自治会長」・「民生委員」等

の役職にあり、被災者と利害関係のない第三者による「証明書」の提出 

 
様式３ 証明書 
 

下記の pdfデータが表示されるので、印刷する。 手順⑨ 

8 

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の画面が表示されるので、住家等被害調査情報に調査結果の記載があることを
確認し、「証明書発行」ボタンをクリックする。 

手順⑤ 

下記の画面が表示されるので、「証明書発行」ボタンをクリックする。 手順⑥ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

下記のダイアログが表示されるので、「OK」ボタンをクリックする。 手順⑦ 

ダウンロードダイアログが表示されたら、「開く」ボタンをクリックする。 手順⑧ 

⑧ 
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様式一覧 

 

様式１ り災届兼証明願 

 

様式２ り災証明書 

 

様式３ 証明書 

 

様式４ 被害届出兼証明願 

 

様式５ 被害届出証明書 

 

 

 

 

10 

 
３－３ 被害届出発行手続き

 被害届出証明書とは、災害対策基本法第２条に規定する災害により受けた災

害のうち、り災証明書の対象事項ではなく、市の調査確認ができていない被害

について、本人からの被害届出があったこと及び被害当日の気象状況を証明す

るものである。 
 
(１) 被害届兼証明願の記入 
 市民班は、「被害届出兼証明願」の記入を申請者に依頼する。また、被害の状

況のわかる写真等の資料も併せて提出するように依頼する。 

 

様式４ 被害届出兼証明願 
 

(２) 被害届出証明書の発行 
被害届出兼証明願に基づいて、被害届出証明書の発行を行う。この際、被害

届出証明書については、「被災者支援システム」では発行できないことに留意す

る。また、過去に発令された気象情報については下記ホームページなどを参考

に記載を行う。 

 

様式５ 被害届出証明書 

 
【参考】 

 ウェザーニューズ URL：http://yamaguchi-dim.wni.co.jp 
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様式一覧 

 

様式１ り災届兼証明願 

 

様式２ り災証明書 

 

様式３ 証明書 

 

様式４ 被害届出兼証明願 

 

様式５ 被害届出証明書 

 

 

 

 

10 

 
３－３ 被害届出発行手続き

 被害届出証明書とは、災害対策基本法第２条に規定する災害により受けた災

害のうち、り災証明書の対象事項ではなく、市の調査確認ができていない被害

について、本人からの被害届出があったこと及び被害当日の気象状況を証明す

るものである。 
 
(１) 被害届兼証明願の記入 
 市民班は、「被害届出兼証明願」の記入を申請者に依頼する。また、被害の状

況のわかる写真等の資料も併せて提出するように依頼する。 

 

様式４ 被害届出兼証明願 
 

(２) 被害届出証明書の発行 
被害届出兼証明願に基づいて、被害届出証明書の発行を行う。この際、被害

届出証明書については、「被災者支援システム」では発行できないことに留意す

る。また、過去に発令された気象情報については下記ホームページなどを参考

に記載を行う。 

 

様式５ 被害届出証明書 

 
【参考】 

 ウェザーニューズ URL：http://yamaguchi-dim.wni.co.jp 
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様式２ り災証明書

 

 

12 

 

様式１ り災届兼証明願

 

り 災 届 兼 証 明 願 

申 請 者 

 

住      所 

 

 

 

 

氏      名 

(事業所名･代表者) 

 ＴＥＬ 

（   ） 

り災世帯 

の構成員 

氏      名 続 柄 性 別 生年月日 人的被害の有無 

 世帯主 男･女  無・有（死亡・重傷・軽傷） 

    無・有（死亡・重傷・軽傷） 

    無・有（死亡・重傷・軽傷） 

    無・有（死亡・重傷・軽傷） 

り災場所  

り災日時 年   月   日 （   時頃） 

り災原因 
暴風・豪雨・豪雪・洪水・地震・爆発（          ） 

放射性物質の放出・その他（               ） 

り 災 の 

状 況 
 

使用目的  

＜り災証明について＞ 

・この証明は災害救助の一環として、応急的一時的な救済を目的に市長が確認できる程度の被害

について証明するものです。 

 ※民事上の権利義務関係には、効力を有するものではありません。 

・「り災」程度は「家屋」を対象として、一棟ごとに母屋で判定します。 

 ※家屋に付随する家財道具や門柱、門扉などの外部構造物はこの証明の対象となりません。 

・集合住宅の場合、一棟全体で判定しますので、各区画、各部屋によっては、この証明の「り災

程度」と被害の程度に差が生じる場合があります。 

・「り災程度」は家屋を屋根、壁、構造体等の部位別に表面に現れた被害を観察して判定します。 

 ※表面に現れない被害（地中の杭の損傷、壁・構造体等の内部素材そのものの被害等）がある

場合には、この証明の「り災程度」と異なることもあります。 

・この証明は、災害発生後おおむね1か月以内の状況をもとに判定しています。 
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様式２ り災証明書

 

 

12 

 

様式１ り災届兼証明願

 

り 災 届 兼 証 明 願 

申 請 者 

 

住      所 

 

 

 

 

氏      名 

(事業所名･代表者) 

 ＴＥＬ 

（   ） 

り災世帯 

の構成員 

氏      名 続 柄 性 別 生年月日 人的被害の有無 

 世帯主 男･女  無・有（死亡・重傷・軽傷） 

    無・有（死亡・重傷・軽傷） 

    無・有（死亡・重傷・軽傷） 

    無・有（死亡・重傷・軽傷） 

り災場所  

り災日時 年   月   日 （   時頃） 

り災原因 
暴風・豪雨・豪雪・洪水・地震・爆発（          ） 

放射性物質の放出・その他（               ） 

り 災 の 

状 況 
 

使用目的  

＜り災証明について＞ 

・この証明は災害救助の一環として、応急的一時的な救済を目的に市長が確認できる程度の被害

について証明するものです。 

 ※民事上の権利義務関係には、効力を有するものではありません。 

・「り災」程度は「家屋」を対象として、一棟ごとに母屋で判定します。 

 ※家屋に付随する家財道具や門柱、門扉などの外部構造物はこの証明の対象となりません。 

・集合住宅の場合、一棟全体で判定しますので、各区画、各部屋によっては、この証明の「り災

程度」と被害の程度に差が生じる場合があります。 

・「り災程度」は家屋を屋根、壁、構造体等の部位別に表面に現れた被害を観察して判定します。 

 ※表面に現れない被害（地中の杭の損傷、壁・構造体等の内部素材そのものの被害等）がある

場合には、この証明の「り災程度」と異なることもあります。 

・この証明は、災害発生後おおむね1か月以内の状況をもとに判定しています。 
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様式３ 証明書

 
 

 
 

 

 証 明 書 
  

  大野城市長                    殿 

  
                                        平成  年  月  日 

  
                                            役職名 

 

                                            住 所 

  

                     氏 名                           印 

  

                      連絡先        局     号 

  
                     下記事項を確認し相違ないことを証明します。 

 
災害の種類 

強風・大雨・大雪・洪水・地震・爆発（          ） 

放射性物質の放出・その他（               ） 

 災害発生年月日  

 所有者 

または 

世帯主 

住 所  

 氏 名  

   

 被 害 状 況  

   
(1) この証明書は、市の調査確認がなされていない災害による被害状況の証明願を申請

する際に添付する。 

(2) この証明を行う者は、自治会長・民生委員・自主防災隊長等の役職にあり、被災者

と利害関係のない第三者であることを要す。 



− 附 149 −

14 

様式３ 証明書

 
 

 
 

 

 証 明 書 
  

  大野城市長                    殿 

  
                                        平成  年  月  日 

  
                                            役職名 

 

                                            住 所 

  

                     氏 名                           印 

  

                      連絡先        局     号 

  
                     下記事項を確認し相違ないことを証明します。 

 
災害の種類 

強風・大雨・大雪・洪水・地震・爆発（          ） 

放射性物質の放出・その他（               ） 

 災害発生年月日  

 所有者 

または 

世帯主 

住 所  

 氏 名  

   

 被 害 状 況  

   
(1) この証明書は、市の調査確認がなされていない災害による被害状況の証明願を申請

する際に添付する。 

(2) この証明を行う者は、自治会長・民生委員・自主防災隊長等の役職にあり、被災者

と利害関係のない第三者であることを要す。 



− 附 150 −

り災証明☆虎の巻  

長崎市 収納課 税制係 
電話 ０９５－８２９－１１３０ 
ﾌｧｸｽ ０９５－８２６－９２２１

資料2-(3)-⑦

16 

様式５ 被害届出証明書

 
第     号 

被 害 届 出 証 明 書 
 

申 請 者 

住     所  

氏     名 

(事業所名･代表者) 

  ＴＥＬ 

（   ） 

被 害 世 帯 

の 構 成 員 

氏    名 続 柄 性 別 生年月日 人的被害の有無 

 世帯主 男･女  無・有（死亡・重傷・軽傷） 

    無・有（死亡・重傷・軽傷） 

    無・有（死亡・重傷・軽傷） 

    無・有（死亡・重傷・軽傷） 

被 害 場 所  

被 害 日 時            年   月   日 （   時   分頃） 

被 害 原 因 
強風・大雨・大雪・洪水・地震・爆発（          ） 

放射性物質の放出・その他（               ） 

被害の状況  

気 象 等 

の 状 況 

 注意報  大雨・洪水・強風・雷・風雪・大雪・（        ） 

 警 報  暴風・大雨・暴風雪・大雪・（            ） 

 時 間    ：  ～  ： 

  上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

      年  月  日 

                   大野城市長              印 

※この証明は、災害対策基本法第2条に規定する災害により受けた被害のうち、り災証明の

対象事項でなく市の調査確認が出来ていない被害について、本人の届け出があったこと

及び被害当日の気象状況を証明するものです。 

 被害の事実について証明するものではありません。 



− 附 151 −

り災証明☆虎の巻  

長崎市 収納課 税制係 
電話 ０９５－８２９－１１３０ 
ﾌｧｸｽ ０９５－８２６－９２２１

資料2-(3)-⑦

16 

様式５ 被害届出証明書

 
第     号 

被 害 届 出 証 明 書 
 

申 請 者 

住     所  

氏     名 

(事業所名･代表者) 

  ＴＥＬ 

（   ） 

被 害 世 帯 

の 構 成 員 

氏    名 続 柄 性 別 生年月日 人的被害の有無 

 世帯主 男･女  無・有（死亡・重傷・軽傷） 

    無・有（死亡・重傷・軽傷） 

    無・有（死亡・重傷・軽傷） 

    無・有（死亡・重傷・軽傷） 

被 害 場 所  

被 害 日 時            年   月   日 （   時   分頃） 

被 害 原 因 
強風・大雨・大雪・洪水・地震・爆発（          ） 

放射性物質の放出・その他（               ） 

被害の状況  

気 象 等 

の 状 況 

 注意報  大雨・洪水・強風・雷・風雪・大雪・（        ） 

 警 報  暴風・大雨・暴風雪・大雪・（            ） 

 時 間    ：  ～  ： 

  上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

      年  月  日 

                   大野城市長              印 

※この証明は、災害対策基本法第2条に規定する災害により受けた被害のうち、り災証明の

対象事項でなく市の調査確認が出来ていない被害について、本人の届け出があったこと

及び被害当日の気象状況を証明するものです。 

 被害の事実について証明するものではありません。 



− 附 152 −

り災証明☆虎の巻（ ） 

    
 

- 2 -  

 

1 り災証明の電話相談があったら 

◆り災証明◆

り災証明とは，大雨や暴風などの自然災害で土地・家屋が被災したことを証明する

ものです。電話や郵送での申請は原則できませんので，来庁を促してください。

申請に必要なもの 

① 来庁者の身分証明書（運転免許証，健康保険証，年金手帳等）

※ 代理の場合は，委任状と来庁者の身分証明書が必要

② 被災状況の分かる写真を数枚（任意）

火災のよるり災証明は，消防署（中央署，北署，南署）で発行しています。

損害保険請求のためには発行できません。税の減免，り災ごみの処理費用の減免や市営住

宅への入居などで必要が生じた方に発行します。

受付手順 
     

１ り災証明書がほしいという相談があったら，まず証明書の使用目的を聞いてくだ

さい。保険請求のためには発行できません。 り災証明書が発行できる理由 参照。

２ 土地家屋の被災であるか確認してください。家電・設備のみの破損は対象外です。

３ り災者の氏名，住所，連絡先や被災状況などを訪ねてください。

※ 次ページの様式は，かつて台風が上陸したときに調査班（理財部税務系所属で構成）で使

用した様式です。参考に掲載しますが，り災証明書用の様式ではありません。

４ 申請書を記入するために来庁する必要がある旨伝えてください。来庁時，被災状

況の分かる写真を持ってくるよう伝えてください。

※ 本来は現地調査をしなければならないのですが，写真で被災状況が分かる場合は調査を省

くことができます。

り災証明書が発行できる理由  
 

①国税（所得税等）・県税（県民税，不動産取得

税等）の減免

②金融機関等からの借入

③会社（組合）の見舞金

④廃棄物の処理に係る手数料の減免（廃棄物対策

課で搬入券を交付）

⑤商業振興課・産業雇用政策課の中小企業向けの

貸付

⑥被災により住む場所がない場合の市営住宅へ

の入居（一時的な入居も含む。）

⑦自治振興課の見舞金の給付

⑧健康保険証等の再発行
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り災証明☆虎の巻（ ） 

    
 

- 2 -  

 

1 り災証明の電話相談があったら 

◆り災証明◆

り災証明とは，大雨や暴風などの自然災害で土地・家屋が被災したことを証明する

ものです。電話や郵送での申請は原則できませんので，来庁を促してください。

申請に必要なもの 

① 来庁者の身分証明書（運転免許証，健康保険証，年金手帳等）

※ 代理の場合は，委任状と来庁者の身分証明書が必要

② 被災状況の分かる写真を数枚（任意）

火災のよるり災証明は，消防署（中央署，北署，南署）で発行しています。

損害保険請求のためには発行できません。税の減免，り災ごみの処理費用の減免や市営住

宅への入居などで必要が生じた方に発行します。

受付手順 
     

１ り災証明書がほしいという相談があったら，まず証明書の使用目的を聞いてくだ

さい。保険請求のためには発行できません。 り災証明書が発行できる理由 参照。

２ 土地家屋の被災であるか確認してください。家電・設備のみの破損は対象外です。

３ り災者の氏名，住所，連絡先や被災状況などを訪ねてください。

※ 次ページの様式は，かつて台風が上陸したときに調査班（理財部税務系所属で構成）で使

用した様式です。参考に掲載しますが，り災証明書用の様式ではありません。

４ 申請書を記入するために来庁する必要がある旨伝えてください。来庁時，被災状

況の分かる写真を持ってくるよう伝えてください。

※ 本来は現地調査をしなければならないのですが，写真で被災状況が分かる場合は調査を省

くことができます。

り災証明書が発行できる理由  
 

①国税（所得税等）・県税（県民税，不動産取得

税等）の減免

②金融機関等からの借入

③会社（組合）の見舞金

④廃棄物の処理に係る手数料の減免（廃棄物対策

課で搬入券を交付）

⑤商業振興課・産業雇用政策課の中小企業向けの

貸付

⑥被災により住む場所がない場合の市営住宅へ

の入居（一時的な入居も含む。）

⑦自治振興課の見舞金の給付

⑧健康保険証等の再発行
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り災証明☆虎の巻（ ） 

- 4 -

2 被災者が来庁されたら

◆り災証明◆

り災証明とは，大雨や暴風などの自然災害で土地・家屋が被災したことを証明する

ものです。写真があれば現地調査を省くことができることもあります。

申請に必要なもの 

① 来庁者の身分証明書（運転免許証，健康保険証，年金手帳等）

※ 代理の場合は，委任状と来庁者の身分証明書が必要

② 被災状況の分かる写真を数枚（任意）

同居の親族であれば委任状は必要ありません。来庁者が申請者となります。

受付手順

１ 電話相談なしでり災証明書の申請に訪れた被災者には，１ り災証明の電話相談

があったら に準じて，証明書発行が可能な使用目的か尋ねてください。

２ 申請書の太枠内に記入していただき，本人確認書類のコピーを徴取します。

３ 写真の提供がある場合は，写真を受け取ってください。

※ 写真はあるが返却してほしい場合：り災証明書に同封して返却します。申請書の余白に，

はっきり「写真返却希望」と明記してください。

※ デジカメや携帯電話で撮影し，現像した写真やコピー用紙のような預かれる物がない場

合：被災者の同意があれば，備品カメラでデジカメや携帯の画面を撮影してください。

５ 被災者から被災の状況を聞き取り，申請書の「り災程度」を職員が記入してくだ

さい。メモのような走り書きでも問題ありません。

６ 被災写真がないときや写真では被災の状況が明らかでないとき，現地調査を行い

ます。調査の要は収納課税制係で判断するので，現地調査の可能性があること，調

査の希望日時※１，連絡先※２は必ず聞いておいてください。

※１ 本来業務の都合や他のり災調査もありますので，必ずしも希望日時が叶うわけではあり

ません。特に大災害であれば午前 午後程度の希望にとどめてください。

※２ 現地調査の要を判断後，調査を行うにせよ行わないにせよ，必ず連絡はします。

７ 徴取した様式や写真，写真データを収納課税制係へ提出してください。

※ 地域センターについては，様式，写真をファクス送信後，庁内メール便で原本を送付して

ください。
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り災証明☆虎の巻（ ） 

- 4 -

2 被災者が来庁されたら

◆り災証明◆

り災証明とは，大雨や暴風などの自然災害で土地・家屋が被災したことを証明する

ものです。写真があれば現地調査を省くことができることもあります。

申請に必要なもの 

① 来庁者の身分証明書（運転免許証，健康保険証，年金手帳等）

※ 代理の場合は，委任状と来庁者の身分証明書が必要

② 被災状況の分かる写真を数枚（任意）

同居の親族であれば委任状は必要ありません。来庁者が申請者となります。

受付手順

１ 電話相談なしでり災証明書の申請に訪れた被災者には，１ り災証明の電話相談

があったら に準じて，証明書発行が可能な使用目的か尋ねてください。

２ 申請書の太枠内に記入していただき，本人確認書類のコピーを徴取します。

３ 写真の提供がある場合は，写真を受け取ってください。

※ 写真はあるが返却してほしい場合：り災証明書に同封して返却します。申請書の余白に，

はっきり「写真返却希望」と明記してください。

※ デジカメや携帯電話で撮影し，現像した写真やコピー用紙のような預かれる物がない場

合：被災者の同意があれば，備品カメラでデジカメや携帯の画面を撮影してください。

５ 被災者から被災の状況を聞き取り，申請書の「り災程度」を職員が記入してくだ

さい。メモのような走り書きでも問題ありません。

６ 被災写真がないときや写真では被災の状況が明らかでないとき，現地調査を行い

ます。調査の要は収納課税制係で判断するので，現地調査の可能性があること，調

査の希望日時※１，連絡先※２は必ず聞いておいてください。

※１ 本来業務の都合や他のり災調査もありますので，必ずしも希望日時が叶うわけではあり

ません。特に大災害であれば午前 午後程度の希望にとどめてください。

※２ 現地調査の要を判断後，調査を行うにせよ行わないにせよ，必ず連絡はします。

７ 徴取した様式や写真，写真データを収納課税制係へ提出してください。

※ 地域センターについては，様式，写真をファクス送信後，庁内メール便で原本を送付して

ください。
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り災証明☆虎の巻（ ） 

    
 

- 6 -  

 

3 現地調査

◆り災調査◆

収納課税制係でり災証明申請書を受け付けたら，調査班員へ調査を依頼します。調

査班員は，同行する他の職員及び被災者と日程を合わせ，調査をします。

調査に必要なもの 

① デジタルカメラ

② ゼンリン住宅地図（コピー）

③ 災害等調査表

④ り災証明申請書（予備）

① 判定基準 
     

【損壊基準判定】

   100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0％ 
損壊面積  

全壊 大規模 
半壊 一部損壊  

延床面積    

【損害基準判定】

   100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0％ 
経済的被害  

全壊 
大規模 

半壊 一部損壊  
時価    

【補修の程度】

全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 
補修しても再使

用できない 
構造耐力上主要な部分の補修を含む大

規模な改修を行うと再使用できる 
補修すれば再使

用できる 
損壊の程度が半壊

に至らない 

なお，損壊基準と損害基準で評価が分かれるときは，より被害の大きい判定を採用

します。床上浸水と床下浸水は，一部損壊の範囲です。窓ガラス数枚が破損した程度

の軽微な被害は一部損壊になりません。

② 調査手順 
     

１ 被災者と日程を合わせ，訪問前に電話した上で，現地訪問をします。

２ 被災者から状況を聞きながら災害等調査表を記入しつつ，状況を撮影します。

３ 帰庁後，災害等調査表を作成し，収納課税制係へ提出・報告してください。
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り災証明☆虎の巻（ ） 

    
 

- 6 -  

 

3 現地調査

◆り災調査◆

収納課税制係でり災証明申請書を受け付けたら，調査班員へ調査を依頼します。調

査班員は，同行する他の職員及び被災者と日程を合わせ，調査をします。

調査に必要なもの 

① デジタルカメラ

② ゼンリン住宅地図（コピー）

③ 災害等調査表

④ り災証明申請書（予備）

① 判定基準 
     

【損壊基準判定】

   100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0％ 
損壊面積  

全壊 大規模 
半壊 一部損壊  

延床面積    

【損害基準判定】

   100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0％ 
経済的被害  

全壊 
大規模 

半壊 一部損壊  
時価    

【補修の程度】

全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 
補修しても再使

用できない 
構造耐力上主要な部分の補修を含む大

規模な改修を行うと再使用できる 
補修すれば再使

用できる 
損壊の程度が半壊

に至らない 

なお，損壊基準と損害基準で評価が分かれるときは，より被害の大きい判定を採用

します。床上浸水と床下浸水は，一部損壊の範囲です。窓ガラス数枚が破損した程度

の軽微な被害は一部損壊になりません。

② 調査手順 
     

１ 被災者と日程を合わせ，訪問前に電話した上で，現地訪問をします。

２ 被災者から状況を聞きながら災害等調査表を記入しつつ，状況を撮影します。

３ 帰庁後，災害等調査表を作成し，収納課税制係へ提出・報告してください。
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り災証明☆虎の巻（ ） 

    
 

- 8 -  

 

4 発行

◆り災証明◆

調査班員からの報告を受け，収納課税制係でり災証明書を発行します。り災証明書

は収納課又は地域センターでの受取りも可能ですが，自宅や避難先への郵送もできま

す。

発行手順 
     

１ 調査班員から報告があったら，り災程度を判定し，り災証明書を起案します。

２ 公印は，専ら収納係が証明用に使用している， 四方のやや小ぶりの公印を使

用します。

３ り災証明書は本庁受取りもできますが，多くの場合は自宅又は避難先へ郵送して

います。被災者に返すべき写真などがある場合は忘れずに同封します。なお，発行

手数料は免除されます。

※ 判定結果に関する問い合わせはすべて収納課税制係（ ）へ回

してください。なお，被災者が判定結果に不服がある場合は，第２次調査を行うこ

ととなっています。
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り災証明☆虎の巻（ ） 

    
 

- 8 -  

 

4 発行

◆り災証明◆

調査班員からの報告を受け，収納課税制係でり災証明書を発行します。り災証明書

は収納課又は地域センターでの受取りも可能ですが，自宅や避難先への郵送もできま

す。

発行手順 
     

１ 調査班員から報告があったら，り災程度を判定し，り災証明書を起案します。

２ 公印は，専ら収納係が証明用に使用している， 四方のやや小ぶりの公印を使

用します。

３ り災証明書は本庁受取りもできますが，多くの場合は自宅又は避難先へ郵送して

います。被災者に返すべき写真などがある場合は忘れずに同封します。なお，発行

手数料は免除されます。

※ 判定結果に関する問い合わせはすべて収納課税制係（ ）へ回

してください。なお，被災者が判定結果に不服がある場合は，第２次調査を行うこ

ととなっています。
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初  版 

最終改訂 

平成２６年 ７月２３日  

平成２９年１０月 １日  

 

    
 

- 9 -  収納課 税制係 担当： （ ） 
電話 829-1130／ファクス 826-9221 

 

 

■様式

り 災 証 明 書 
 
次のとおり証明する。 

 
年 月 日 

 
長 崎 市 長 田 上 富 久 

 
り 災 種 別   

 

り 災 者 
  

 

  
 

り 災 日 時 年 月 日 時 分頃  
 

り 災 場 所   
 

り 災 程 度   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

家屋の一部損壊 

 

（り災の主な内容） 

・家屋裏手の法面崩壊により，土石が家屋の外壁１面の 

約１／２を覆っている。 

 

 

市長

 

26       7      25 

大雨 

深堀 三右衛門 

長崎市桜町２－２２ 

長崎市桜町２番２２号 

26     7    25      8     00 

り災程度における本体は，家屋の一部損壊／半壊／全壊や，土地の一部崩落など。

補助的に「り災の主な内容」で状況を簡単に説明する。

家電や家財の破損は，り災証明の対象外であるが，家屋の損壊など他の項目で証明書を

発行できる場合には追記してもよい。家電や家財の破損のみでは，り災証明は発行しな

い。

公印
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初  版 

最終改訂 

平成２６年 ７月２３日  

平成２９年１０月 １日  

 

    
 

- 9 -  収納課 税制係 担当： （ ） 
電話 829-1130／ファクス 826-9221 

 

 

■様式

り 災 証 明 書 
 
次のとおり証明する。 

 
年 月 日 

 
長 崎 市 長 田 上 富 久 

 
り 災 種 別   

 

り 災 者 
  

 

  
 

り 災 日 時 年 月 日 時 分頃  
 

り 災 場 所   
 

り 災 程 度   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

家屋の一部損壊 

 

（り災の主な内容） 

・家屋裏手の法面崩壊により，土石が家屋の外壁１面の 

約１／２を覆っている。 

 

 

市長

 

26       7      25 

大雨 

深堀 三右衛門 

長崎市桜町２－２２ 

長崎市桜町２番２２号 

26     7    25      8     00 

り災程度における本体は，家屋の一部損壊／半壊／全壊や，土地の一部崩落など。

補助的に「り災の主な内容」で状況を簡単に説明する。

家電や家財の破損は，り災証明の対象外であるが，家屋の損壊など他の項目で証明書を

発行できる場合には追記してもよい。家電や家財の破損のみでは，り災証明は発行しな

い。

公印
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●お問合せ：収納課

（直 通）

（ＦＡＸ）

り災証明
窓口受付マニュアル

第 1.5 版 

平成 年 月作成

・このマニュアルは、り災証明に関する事務処理、参考となる情報について掲載しています。

・記載内容は平成平成２９年１０月現在のものです。今後、事務処理や様式等の変更があった場合は、

別途通知します。

・本マニュアル及びり災証明交付申請書は、メールシステムのネットフォルダ（収納課）からダウンロ

ードできます。

資料2-(3)-⑧
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１ り災証明の概要 
り災証明書は、災害対策基本法で市町村長が交付すると定められた書面である。本市において

は、大雨や暴風などの自然災害で、土地・家屋が被災した者に対し、申請に基づいて交付するこ

ととしている。事故や犯罪による被害、家具・家電のみの被害は対象ではない。 
被災者が何らかの制度の適用やサービスを受ける際に、サービスを提供する者からり災証明書

の提出を求められることがある。たとえば、り災ごみの無料収集や市営住宅への入居、職場のお

見舞金等のために必要となることが多い。り災証明書は、このような個別具体的な需要に対して

発行するものであって、被災したので念のために申請しておくということは認めていない。また、

損害保険の請求のためには発行できず、ガラスの割れなど軽微な被害では発行しない。 
大災害時には災害警戒本部や災害警戒本部調査班の業務となるが、小規模災害や大災害であっ

ても調査班解散後の事後的な申請に対しては、収納課税制係及び地域センターで受け付ける。被

害程度の認定、発行は収納課で行い、証明書は収納課から被災者宅又は避難先へ郵送する。ただ

し、被災者が希望すれば地域センターでの受け取りも可能である。 
被災者が証明書の内容について異議を申し立てたときは、収納課で事情を聞いた上で、必要に

応じて二次調査を行う。 
 

２ 相談から交付までのフロー図（地域センター用） 
（１）申請受理 

申請の相談

↓

↓

① 発行理由の確認（損害保険でないか）

② 過度に軽微な損害ではないか

申請書を記入してもらう

↓

↓

○ 原則として申請は来庁して行う

○ 本人確認

申請書や写真等を収納課へＦＡＸする

↓

↓

○ 写真のデータはメールで収納課宛てに送る

申請書や写真等の原本を収納課宛てに庁内メールで送付する

（調査、決定、発行は収納課で行う）

 
（２）交付 

収納課からり災証明書、申請書のコピーが庁内メールで届く

↓

↓

被災者へ連絡をとり、手渡す

制度の概要
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1 り災証明の相談があったら 

担当：収納課税制係 ファクス８２６－９２２１

◆り災証明◆

り災証明とは、大雨や暴風などの①自然災害で、②土地・家屋が被災したことを証明

するものである。原則として本人来庁の上で申請を受け付ける。

 申請に必要なもの 

① 来庁者の身分証明書（運転免許証、健康保険証、年金手帳等）

※ 代理の場合は、委任状と来庁者の身分証明書が必要。同居の親

族は委任状不要。

② 被災状況の分かる写真を数枚（任意） ※ 印鑑は不要

火災によるり災証明は、消防署（中央署、北署、南署）で発行している。

受付手順      

１ り災証明について相談があったら、証明書の使用目的と土地・家屋の被災であるか

確認する（家電や設備のみの破損は対象外）。保険請求のためには発行できない。

２ 申請書の太枠内に記入してもらい、本人確認書類のコピーを徴取する。

※ 電話での申請は原則できない。来庁時、できるだけ被災状況の分かる写真を持ってくる

よう伝える（任意。写真で被災状況が分かる場合は現地調査を省ける場合がある。）。

３ 写真の提供がある場合は、写真を受け取る。

※ 被災者がデジカメや携帯電話で撮影しているときや写真はあるが市に渡せないときは、

市の備品カメラでデジカメ等の画面や写真を撮影したものでもよい（サイズ・規格に指定な

し）。被災者がＵＳＢフラッシュメモリ等で画像を持参したときや備品カメラがないときは写

真不要（原則どおり収納課が現地調査する。）。

４ 被災者から被災の状況を聞き取り、申請書の「り災程度」を職員が記入する。報

告書のような文書ではなく、箇条書きでよい。

５ 徴取した申請書や写真、市が撮影した写真データを収納課税制係へ提出する。

※ 申請書、写真をファクス送信後（ファクス ）、庁内メール便で原本を送付する。

写真データは印刷してファクスするか、電子メールに添付して収納課宛てに送信すること。

６ 現地調査の有無にかかわらず、収納課から申請者に電話連絡をするので、現地調

査の可能性があることを伝え、連絡先は必ず控える。

り災証明書の発行ができないことに被災者が納得しない場合、「必要であれば提出先には収

納課の担当者が発行できない理由を直接説明する」と伝えている。どうしても納得しないとき

や受理の可否に疑義があるときは収納課で対応する。

身体の不自由や市外居住などの事情があれば郵便での申請可（収納課で対応）。

写真を後日返してほしいなどの特記事項は、申請書の余白に朱書きすること。

収納 り災 更新日：

り災証明 窓口受付マニュアル

１ り災証明の相談があったら・・・・・・・・・・・

２ 交付（被災者が希望した場合）・・・・・・・・

目 次
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1 り災証明の相談があったら 

担当：収納課税制係 ファクス８２６－９２２１

◆り災証明◆

り災証明とは、大雨や暴風などの①自然災害で、②土地・家屋が被災したことを証明

するものである。原則として本人来庁の上で申請を受け付ける。

 申請に必要なもの 

① 来庁者の身分証明書（運転免許証、健康保険証、年金手帳等）

※ 代理の場合は、委任状と来庁者の身分証明書が必要。同居の親

族は委任状不要。

② 被災状況の分かる写真を数枚（任意） ※ 印鑑は不要

火災によるり災証明は、消防署（中央署、北署、南署）で発行している。

受付手順      

１ り災証明について相談があったら、証明書の使用目的と土地・家屋の被災であるか

確認する（家電や設備のみの破損は対象外）。保険請求のためには発行できない。

２ 申請書の太枠内に記入してもらい、本人確認書類のコピーを徴取する。

※ 電話での申請は原則できない。来庁時、できるだけ被災状況の分かる写真を持ってくる

よう伝える（任意。写真で被災状況が分かる場合は現地調査を省ける場合がある。）。

３ 写真の提供がある場合は、写真を受け取る。

※ 被災者がデジカメや携帯電話で撮影しているときや写真はあるが市に渡せないときは、

市の備品カメラでデジカメ等の画面や写真を撮影したものでもよい（サイズ・規格に指定な

し）。被災者がＵＳＢフラッシュメモリ等で画像を持参したときや備品カメラがないときは写

真不要（原則どおり収納課が現地調査する。）。

４ 被災者から被災の状況を聞き取り、申請書の「り災程度」を職員が記入する。報

告書のような文書ではなく、箇条書きでよい。

５ 徴取した申請書や写真、市が撮影した写真データを収納課税制係へ提出する。

※ 申請書、写真をファクス送信後（ファクス ）、庁内メール便で原本を送付する。

写真データは印刷してファクスするか、電子メールに添付して収納課宛てに送信すること。

６ 現地調査の有無にかかわらず、収納課から申請者に電話連絡をするので、現地調

査の可能性があることを伝え、連絡先は必ず控える。

り災証明書の発行ができないことに被災者が納得しない場合、「必要であれば提出先には収

納課の担当者が発行できない理由を直接説明する」と伝えている。どうしても納得しないとき

や受理の可否に疑義があるときは収納課で対応する。

身体の不自由や市外居住などの事情があれば郵便での申請可（収納課で対応）。

写真を後日返してほしいなどの特記事項は、申請書の余白に朱書きすること。

収納 り災 更新日：

り災証明 窓口受付マニュアル

１ り災証明の相談があったら・・・・・・・・・・・

２ 交付（被災者が希望した場合）・・・・・・・・

目 次
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2 交付（被災者が希望した場合）

担当：収納課税制係

◆り災証明書の発行◆

収納課税制係でり災程度を判定し、証明書を発行する。り災証明書は、多くの場合

収納課から被災者の自宅や避難先へ郵送している。ただ、郵送ではなく直接受け取り

たいと被災者が特に希望するときは、直接手渡すこととする。

発行手順 
     

（被災者が郵送を断り、地域センターでの受け取りを希望した場合）

※ り災証明書を地域センターへ送付した例は、被災者が行政センター（当時）に避難してい

た例のみ。

１ 収納課からり災証明書を封入した封筒及びり災証明申請書のコピーを庁内メー

ル便で送付する。

２ 地域センターから被災者に連絡を取って手渡す。

※ 代理の者が受け取るときは、代理の者の身分証明書（運転免許証、健康保険証、年金手帳

等）を確認する。また、代理の者が同居の親族である場合を除いて委任状を要する。

発行手数料は免除する。

判定結果に関する問い合わせは、すべて収納課税制係（ 、内線 ）で

受け付ける。

収納 り災 更新日：
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2 交付（被災者が希望した場合）

担当：収納課税制係

◆り災証明書の発行◆

収納課税制係でり災程度を判定し、証明書を発行する。り災証明書は、多くの場合

収納課から被災者の自宅や避難先へ郵送している。ただ、郵送ではなく直接受け取り

たいと被災者が特に希望するときは、直接手渡すこととする。

発行手順 
     

（被災者が郵送を断り、地域センターでの受け取りを希望した場合）

※ り災証明書を地域センターへ送付した例は、被災者が行政センター（当時）に避難してい

た例のみ。

１ 収納課からり災証明書を封入した封筒及びり災証明申請書のコピーを庁内メー

ル便で送付する。

２ 地域センターから被災者に連絡を取って手渡す。

※ 代理の者が受け取るときは、代理の者の身分証明書（運転免許証、健康保険証、年金手帳

等）を確認する。また、代理の者が同居の親族である場合を除いて委任状を要する。

発行手数料は免除する。

判定結果に関する問い合わせは、すべて収納課税制係（ 、内線 ）で

受け付ける。

収納 り災 更新日：
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資料2-(5)-①

■書式例＜様式 ＞

り 災 証 明 書 
 
次のとおり証明する。 

 
年 月 日 

 
長 崎 市 長 田 上 富 久 

 

り 災 種 別   
 

り 災 者 
  

 

  
 

り 災 日 時 年 月 日 時 分頃  
 

り 災 場 所   
 

り 災 

程 度 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家屋の一部損壊 

 

（り災の主な内容） 

・家屋裏手の法面崩壊により、土石が家屋の外壁１面の 

約１／２を覆っている。 

 

 

市長

 

26       7      25 

大雨 

深堀 三右衛門 

長崎市桜町２－２２ 

長崎市桜町２番２２号 

26     7    25      8     00 

り災程度における本体は、家屋の一部損壊／半壊／全壊や、土地の一部崩落など。

補助的に「り災の主な内容」で状況を簡単に説明している。

家電や家財の破損は、り災証明の対象外であるが、家屋の損壊など他の項目で証明書を

発行できる場合には追記している。家電や家財の破損のみでは、り災証明は発行しない。

公印

 

収納 り災 
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資料2-(5)-①

■書式例＜様式 ＞

り 災 証 明 書 
 
次のとおり証明する。 

 
年 月 日 

 
長 崎 市 長 田 上 富 久 

 

り 災 種 別   
 

り 災 者 
  

 

  
 

り 災 日 時 年 月 日 時 分頃  
 

り 災 場 所   
 

り 災 

程 度 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家屋の一部損壊 

 

（り災の主な内容） 

・家屋裏手の法面崩壊により、土石が家屋の外壁１面の 

約１／２を覆っている。 

 

 

市長

 

26       7      25 

大雨 

深堀 三右衛門 

長崎市桜町２－２２ 

長崎市桜町２番２２号 

26     7    25      8     00 

り災程度における本体は、家屋の一部損壊／半壊／全壊や、土地の一部崩落など。

補助的に「り災の主な内容」で状況を簡単に説明している。

家電や家財の破損は、り災証明の対象外であるが、家屋の損壊など他の項目で証明書を

発行できる場合には追記している。家電や家財の破損のみでは、り災証明は発行しない。

公印

 

収納 り災 

資料 2-(5)- ①
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受
付
責
任
者

・
写
真
不
明
瞭
、
不
添
付
等

・
非
木
造

各
課
通
知

り
災
証
明
発
行
手
順

写
真
追
加

再
調
査
依
頼

発
行
責
任
者

・
必
要
写
真
の
確
認

・
木
造
・
非
木
造
の
確
認

り
災
証
明
発
行

新
規
受
付

・
住
家
、
非
住
家
確
認

写 真 判 定

〈
写
真
判
定
完
了
〉調
査
責
任
者

・
傾
き
あ
り

・
建
築
士
O
B
へ
調
査
依

頼
。
日
程
調
整

・
２
次
調
査
依
頼
者
（
必

要
に
応
じ
て
、
１
次
調
査

依
頼
者
を
含
む
）
へ
調
査

日
時
事
前
連
絡

・
調
査
担
当
、
調
査
補
助

員
決
定

・
調
査
用
具
（
カ
メ
ラ
、
メ

ジ
ャ
ー
、
下
げ
振
り
、
ヘ

ル
メ
ッ
ト
、
調
査
票
、
地
図

等
）
、
公
用
車
準
備

（
お
よ
そ
、
１
ヶ
月
以
内
）

・
現
地
調
査
必
要

（
水
損
等
特
殊
、
被
害
状
況
が
酷

く
現
地
で
な
い
と
わ
か
ら
な
い
等
）

〈
写
真
判
定
不
能
〉

現
地
調
査

資料3-②
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受
付
責
任
者

・
写
真
不
明
瞭
、
不
添
付
等

・
非
木
造

各
課
通
知

り
災
証
明
発
行
手
順

写
真
追
加

再
調
査
依
頼

発
行
責
任
者

・
必
要
写
真
の
確
認

・
木
造
・
非
木
造
の
確
認

り
災
証
明
発
行

新
規
受
付

・
住
家
、
非
住
家
確
認

写 真 判 定

〈
写
真
判
定
完
了
〉調
査
責
任
者

・
傾
き
あ
り

・
建
築
士
O
B
へ
調
査
依
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。
日
程
調
整

・
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調
査
依
頼
者
（
必

要
に
応
じ
て
、
１
次
調
査

依
頼
者
を
含
む
）
へ
調
査

日
時
事
前
連
絡

・
調
査
担
当
、
調
査
補
助

員
決
定

・
調
査
用
具
（
カ
メ
ラ
、
メ

ジ
ャ
ー
、
下
げ
振
り
、
ヘ

ル
メ
ッ
ト
、
調
査
票
、
地
図

等
）
、
公
用
車
準
備

（
お
よ
そ
、
１
ヶ
月
以
内
）

・
現
地
調
査
必
要

（
水
損
等
特
殊
、
被
害
状
況
が
酷

く
現
地
で
な
い
と
わ
か
ら
な
い
等
）

〈
写
真
判
定
不
能
〉

現
地
調
査

資料3-②
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受付の主な流れ

り 災 証 明 書
申 請

写 真 あ り 写 真 な し

新 規 写 真 の 追 加
写真提出済一覧
に記載ありの

マンション・アパート

①印鑑
②写真
全体
損壊部分

申 請 を
受 け 付 け る

申 請 は
受け付けられない

新 規

印 鑑 あ り

身分証明書あり
申 請 を
受 け 付 け る

写真を受け取り、
受付番号や氏名な
ど個人を特定でき
るものを控える

印 鑑 な し
用意するモノを
説明し再訪して
いただく

①全体写真は
なくても受付可
②後日追加で持っ
てきていただく 申 請 を

受 け 付 け る

身分証明書なし

申 請 は
受け付けられない

印鑑を持って
再度申請に
来ていただく

  ・り災場所のゼンリン地図の写しを A４でとり、該当の建物（場所）にマーカーで塗る。

ゼンリン地図のページが入ってない場合は記入する。 
  ・お客様にり災証明願の控えを渡す。全景写真の追加の際は控えを持参するよう依頼

する。また、問合せの際は、受付番号を伝えてもらうことも申し添える。 
   ※別紙２の説明を行う。 
 
６ 資料整理 

・「り災証明願」、「地図」、「写真」と受付簿横にあるインデックスをセットにしてクリ

アファイルにまとめ未完ボックスに入れる。 
  ・順番待ちのお客様がいなければ、未完ボックス内にある資料の整理を行う。写真は

アルバム台紙に入れる又は A4 コピー用紙に貼り、「り災証明願」、「地図」、「写真」、

「インデックス」の穴あけまで完了したら、再度クリアファイルに入れ完了ボック

スに入れる。さらに、ドッチファイルに番号順位綴じる。 
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受付の主な流れ

り 災 証 明 書
申 請

写 真 あ り 写 真 な し

新 規 写 真 の 追 加
写真提出済一覧
に記載ありの

マンション・アパート

①印鑑
②写真
全体
損壊部分

申 請 を
受 け 付 け る

申 請 は
受け付けられない

新 規

印 鑑 あ り

身分証明書あり
申 請 を
受 け 付 け る

写真を受け取り、
受付番号や氏名な
ど個人を特定でき
るものを控える

印 鑑 な し
用意するモノを
説明し再訪して
いただく

①全体写真は
なくても受付可
②後日追加で持っ
てきていただく 申 請 を

受 け 付 け る

身分証明書なし

申 請 は
受け付けられない

印鑑を持って
再度申請に
来ていただく

  ・り災場所のゼンリン地図の写しを A４でとり、該当の建物（場所）にマーカーで塗る。

ゼンリン地図のページが入ってない場合は記入する。 
  ・お客様にり災証明願の控えを渡す。全景写真の追加の際は控えを持参するよう依頼

する。また、問合せの際は、受付番号を伝えてもらうことも申し添える。 
   ※別紙２の説明を行う。 
 
６ 資料整理 

・「り災証明願」、「地図」、「写真」と受付簿横にあるインデックスをセットにしてクリ

アファイルにまとめ未完ボックスに入れる。 
  ・順番待ちのお客様がいなければ、未完ボックス内にある資料の整理を行う。写真は

アルバム台紙に入れる又は A4 コピー用紙に貼り、「り災証明願」、「地図」、「写真」、

「インデックス」の穴あけまで完了したら、再度クリアファイルに入れ完了ボック

スに入れる。さらに、ドッチファイルに番号順位綴じる。 
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※別紙２ 

 
アンダーライン部分は必須で伝えてください。 

 
Ｑ１：損壊の程度はどのように判定されるか？ 

 
Ａ１：内閣府の指針に従い、外観調査を行います。 

 
Ｑ２：調査に来るのか？ 

 
Ａ２：写真で判定できない場合は、現地調査を行うことがあります。 

 
Ｑ３：いつ調査に来るのか？ 

 
Ａ３：地域を定めて調査します。時期については、確定されていませんので、事前連絡は

行ってません。外観調査（計測等）を行うのために敷地内に立ち入ることをお許し

ください。 

 
Ｑ４：家の中は見ないのか？ 

 
Ａ４：り災証明を早期に交付するために、外観調査で判定します。必要があれば、内部調

査を行うことも有ります。 

 
Ｑ５：証明はいつ頃交付されるか？ 

 
Ａ５：1カ月程度（３～４週間）かかる場合があります。短縮すべく努力します。 

 
Ｑ６：証明書は取りに来ないといけないのか？ 

 
Ａ６：郵送します。 

 
Ｑ７：損壊箇所は修繕してよいか？ 

 
Ａ７：修繕していただいて構いません。写真をいただいていない部所に異常があった場合

は、写真を撮っておいてください。審査が必要な場合は提出してもらうことがあり

ます。 

添付資料     「写真」にチェックする。家の全景写真が無い場合は、追加提出を依

頼する（図面等で全体像が分れば全景写真不要）。損壊箇所を追加する

場合は、証明内容が変わる可能性があるため、写真がそろってから受

け付ける。旧バージョンには「見積り」の記載があるが必須ではない。

見積りを提示された場合は、資料として写しをもらう。領収は不要。 
 
処理欄      聞取りにて、「木造」、「非木造」にチェックする。わからない場合はチ

ェック不要。 
 
※注意事項    写真や聞取りで判断して、損壊度が大きく、危険度、緊急度が高いも

の又は専門業者等から倒壊の危険がある等の指摘がある物件について

は、り災証明願の右上部分に受付簿横にある「赤フセン」を貼る。 
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※別紙２ 

 
アンダーライン部分は必須で伝えてください。 

 
Ｑ１：損壊の程度はどのように判定されるか？ 

 
Ａ１：内閣府の指針に従い、外観調査を行います。 

 
Ｑ２：調査に来るのか？ 

 
Ａ２：写真で判定できない場合は、現地調査を行うことがあります。 

 
Ｑ３：いつ調査に来るのか？ 

 
Ａ３：地域を定めて調査します。時期については、確定されていませんので、事前連絡は

行ってません。外観調査（計測等）を行うのために敷地内に立ち入ることをお許し

ください。 

 
Ｑ４：家の中は見ないのか？ 

 
Ａ４：り災証明を早期に交付するために、外観調査で判定します。必要があれば、内部調

査を行うことも有ります。 

 
Ｑ５：証明はいつ頃交付されるか？ 

 
Ａ５：1カ月程度（３～４週間）かかる場合があります。短縮すべく努力します。 

 
Ｑ６：証明書は取りに来ないといけないのか？ 

 
Ａ６：郵送します。 

 
Ｑ７：損壊箇所は修繕してよいか？ 

 
Ａ７：修繕していただいて構いません。写真をいただいていない部所に異常があった場合

は、写真を撮っておいてください。審査が必要な場合は提出してもらうことがあり

ます。 

添付資料     「写真」にチェックする。家の全景写真が無い場合は、追加提出を依

頼する（図面等で全体像が分れば全景写真不要）。損壊箇所を追加する

場合は、証明内容が変わる可能性があるため、写真がそろってから受

け付ける。旧バージョンには「見積り」の記載があるが必須ではない。

見積りを提示された場合は、資料として写しをもらう。領収は不要。 
 
処理欄      聞取りにて、「木造」、「非木造」にチェックする。わからない場合はチ

ェック不要。 
 
※注意事項    写真や聞取りで判断して、損壊度が大きく、危険度、緊急度が高いも

の又は専門業者等から倒壊の危険がある等の指摘がある物件について

は、り災証明願の右上部分に受付簿横にある「赤フセン」を貼る。 
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H28.6.13   り災証明 再調査Ｑ＆Ａ  

 

Ｑ１：現地（内部）を見ずにどうやって判定したのか？写真だけで判定できるのか？ 

Ａ１：内部の被害は、外部の被害と同じ程度生じている前提で判定。当初は事前連絡の上、現地調

査をする予定であったが、想定を超える申請件数（現在２８００件超）のため、途中で方針変更。

内閣府の基準では１次調査は外観のみで見るため写真判定も可となった。 

 

Ｑ２：地震保険会社は「半壊」の判定だった。修繕に●百万円もかかる。なぜ「一部損壊」なのか？ 

Ａ２：民間の保険とは判定基準が異なる。り災証明の判定は内閣府の基準による。判定結果は現在

１６２３棟中で「全壊」１棟、「大規模半壊」１棟、「半壊」３８棟。約９７％の大多数が「一部損

壊」。「半壊」は２．４％程度 

 

Ｑ３：石垣が崩れたせいで、家の基礎下まで地盤がくえている。判定に影響するのか？ 

Ａ３：地盤がくえている部分の基礎は判定の対象になるが、家自体には被害が少ないケースが多

い。危険で住めなくなっているケースもあることから、不同沈下（土地の一部が沈下して建物がピ

サの斜塔のようになる状態）の基準を採用して被災者救済を図る。 

具体的には、４角の傾きの平均が１．２センチ以上で「半壊」、２センチ以上で「大規模半壊」                                  

 

Ｑ４：判定のやり方を具体的に説明してほしい。   

Ａ４：説明のポイントは次のとおり。 

① 市町村で判定に差がでないように全国の自治体が同じ基準で判定していること、内閣府は基準

をＨＰで公開しており誰でも見ることができること（情報がオープンであること）を説明する。 

② 被災者と一緒に家の被害箇所を見て、内閣府の判定写真と見比べる作業を行うのがベスト。外

壁であれば、クラック（０．３ミリ以上）は程度１、外壁が浮かび上がっていたら程度２、外

壁が落ちて下地が見えてしまうと程度３、下地まで損傷していたら程度４など。 

③ 実際に調査票の配点を見せながら説明すると更に理解が深まる。木造と非木造で様式異 

④ 阪神淡路大震災時の判定写真を見せる。 

 

Ｑ５：判定結果はどうなるのか？ 

Ａ５：結果は後日郵送する（２週間程度）。外部の被害よりも内部の被害が少ない家が多いため、内

部を見る２次調査をすることで１次調査と比較して下がるケースもある。 

 

＜その他注意点＞ 

再調査申請書の提出（要認印）。り災証明書を回収（被災者が手持ちの分だけでＯＫ） 

罹災証明 現地調査 
 
基本 ３～４人で班を組む（事務系職員１～２名・技術系職員１～２名） 
   地区ごとに班を分ける。 
 
＜調査前日まで＞ 
１ ファイルの中から調査する家屋を選定する。緊急度の高いものを優先 
 
２ 電話連絡をして、訪問時間を伝える。立会いが難しいときは立入の承諾もらう。 
 
３ スケジュール表を作り、①証明願、②ゼンリン地図、③建物図面をコピーして 

班員全員に渡す。その際、翌日の B２集合時間を伝える。 
翌日の地図ルートを確認しておいたほうが良い。 
配車表を作成 
 

＜調査当日＞ 例：事務職２名・技術職２名の場合 
１ 訪問して、罹災家屋の調査にきたこと、調査は国（内閣府）の基準により外観からの 
調査になることを伝える。 
 

２ 基礎の外周を測定（事務職２名メジャー、技術職１名記録） 
 
３ 下げ振りで角４箇所を測定 
（事務職１名下げ振り、事務職１名メジャー、技術職１名記録、技術職１名写真） 
 

４ 基礎の損傷判定（技術職１名記録、技術職１名写真、事務職２名補助） 
  

５ 超簡単な立面図を作成（技術職１名） とにかく大雑把に４面書く 
 

６ 外壁の損傷判定（技術職１名記録、技術職１名写真、事務職２名補助） 
 
７ 屋根の損傷判定（技術職１名記録、技術職１名写真、事務職２名補助） 
 
＜調査終了後＞ 
１ 評価算定・調査票作成・写真印刷（技術職） 
２ 危機管理課に提出 
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H28.6.13   り災証明 再調査Ｑ＆Ａ  

 

Ｑ１：現地（内部）を見ずにどうやって判定したのか？写真だけで判定できるのか？ 

Ａ１：内部の被害は、外部の被害と同じ程度生じている前提で判定。当初は事前連絡の上、現地調

査をする予定であったが、想定を超える申請件数（現在２８００件超）のため、途中で方針変更。

内閣府の基準では１次調査は外観のみで見るため写真判定も可となった。 

 

Ｑ２：地震保険会社は「半壊」の判定だった。修繕に●百万円もかかる。なぜ「一部損壊」なのか？ 

Ａ２：民間の保険とは判定基準が異なる。り災証明の判定は内閣府の基準による。判定結果は現在

１６２３棟中で「全壊」１棟、「大規模半壊」１棟、「半壊」３８棟。約９７％の大多数が「一部損

壊」。「半壊」は２．４％程度 

 

Ｑ３：石垣が崩れたせいで、家の基礎下まで地盤がくえている。判定に影響するのか？ 

Ａ３：地盤がくえている部分の基礎は判定の対象になるが、家自体には被害が少ないケースが多

い。危険で住めなくなっているケースもあることから、不同沈下（土地の一部が沈下して建物がピ

サの斜塔のようになる状態）の基準を採用して被災者救済を図る。 

具体的には、４角の傾きの平均が１．２センチ以上で「半壊」、２センチ以上で「大規模半壊」                                  

 

Ｑ４：判定のやり方を具体的に説明してほしい。   

Ａ４：説明のポイントは次のとおり。 

① 市町村で判定に差がでないように全国の自治体が同じ基準で判定していること、内閣府は基準

をＨＰで公開しており誰でも見ることができること（情報がオープンであること）を説明する。 

② 被災者と一緒に家の被害箇所を見て、内閣府の判定写真と見比べる作業を行うのがベスト。外

壁であれば、クラック（０．３ミリ以上）は程度１、外壁が浮かび上がっていたら程度２、外

壁が落ちて下地が見えてしまうと程度３、下地まで損傷していたら程度４など。 

③ 実際に調査票の配点を見せながら説明すると更に理解が深まる。木造と非木造で様式異 

④ 阪神淡路大震災時の判定写真を見せる。 

 

Ｑ５：判定結果はどうなるのか？ 

Ａ５：結果は後日郵送する（２週間程度）。外部の被害よりも内部の被害が少ない家が多いため、内

部を見る２次調査をすることで１次調査と比較して下がるケースもある。 

 

＜その他注意点＞ 

再調査申請書の提出（要認印）。り災証明書を回収（被災者が手持ちの分だけでＯＫ） 

罹災証明 現地調査 
 
基本 ３～４人で班を組む（事務系職員１～２名・技術系職員１～２名） 
   地区ごとに班を分ける。 
 
＜調査前日まで＞ 
１ ファイルの中から調査する家屋を選定する。緊急度の高いものを優先 
 
２ 電話連絡をして、訪問時間を伝える。立会いが難しいときは立入の承諾もらう。 
 
３ スケジュール表を作り、①証明願、②ゼンリン地図、③建物図面をコピーして 

班員全員に渡す。その際、翌日の B２集合時間を伝える。 
翌日の地図ルートを確認しておいたほうが良い。 
配車表を作成 
 

＜調査当日＞ 例：事務職２名・技術職２名の場合 
１ 訪問して、罹災家屋の調査にきたこと、調査は国（内閣府）の基準により外観からの 
調査になることを伝える。 
 

２ 基礎の外周を測定（事務職２名メジャー、技術職１名記録） 
 
３ 下げ振りで角４箇所を測定 
（事務職１名下げ振り、事務職１名メジャー、技術職１名記録、技術職１名写真） 
 

４ 基礎の損傷判定（技術職１名記録、技術職１名写真、事務職２名補助） 
  

５ 超簡単な立面図を作成（技術職１名） とにかく大雑把に４面書く 
 

６ 外壁の損傷判定（技術職１名記録、技術職１名写真、事務職２名補助） 
 
７ 屋根の損傷判定（技術職１名記録、技術職１名写真、事務職２名補助） 
 
＜調査終了後＞ 
１ 評価算定・調査票作成・写真印刷（技術職） 
２ 危機管理課に提出 
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資料3-③

NO 項 目 支援内容 要 件 担当課

1 各種証明書 手数料免除 市長が天災その他の特別の事由があると認めたとき 各課

2 市営住宅の一時入居 一時無償入居 火災等により住宅を失った場合 建築住宅課
(住宅管理ｾﾝﾀｰ)

3 住宅再建支援金の支給
基礎支給支援金
加算支給支援金

住宅の損壊した部分の床面積が延床面積の２割以上である場
合

4 災害見舞金 見舞金の支給 建物の1割以上が被災した場合

5 市県民税の減免
到来する納期以降の市県民税
を一定の基準で減免

災害等により受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の
３割以上

6 固定資産税の減免
到来する納期以降の税を一定
の基準で減免

被害面積が当該土地の面積の２割以上又は家屋においては当
該家屋の価値の２割以上

7
市税の徴収猶予
（納期限の延長等）

納期限の延長や分納 被災者との協議により納期延長や分納等に応じます。 収納課

8 保険税の減免
住宅や家財の損害の金額が、保険金等を引いて尚価格の3割
以上の時、区分に従い減免があります。※前年の所得が1000
万以下の場合に限ります。

9 一部負担金の減免
死亡、障害を負った場合、資産に重大な損害(家屋半壊以上)、
業務を廃止、又は失職し収入が著しく減少した時、収入が生活
保護基準費の1.1倍以下で全額、1.2倍以下で半額減免します。

10 保険税の減免 NO,8とほぼ同様

11 一部負担金の減免
NO,9とほぼ同様、生活保護基準費の1.3倍の場合、3ヶ月以内の
負担金を6ヶ月に猶予します。

12 国民年金保険料の免除 保険料の免除
被災に伴い、住宅、家財その他の財産について、概ね2分の1以
上の損害を受けた場合（り災証明の半壊以上）

13
介護保険料及び介護サー
ビス利用者負担の減免

介護保険料及び介護利用者負
担の減免

前年合計所得金額が1000万円以下で住宅及び家財等の損害
金額（保険金等により補填される額は除く）が住宅等の価格の3
割以上の場合、軽減又は免除の対象

高齢者福祉課

14 水道料金の減免 水道使用料
地震の影響により水道管破裂や温水器故障等で修繕した場
合、水道使用料を減免します。修繕費の補助はありません。

水道局営業課

15 下水道使用料の減免 使用料減免 地震の影響による下水道使用料の減免を行います。

16 受益者負担金の徴収猶予 徴収猶予 災害状況に応じて、徴収の猶予を行います。

17 保育料の減免
全焼・全壊…保育料の全額
半焼・半壊…保育料の1/2
（発生月から６ヶ月間）

常時居住する家屋等に著しく損害（半焼・半壊以上）を受けたと
き

18
児童扶養手当等の
所得制限の一部解除

損害を受けた月から翌年の7月
まで所得制限の一部解除

住宅、家財等の被害金額（火災保険金や損害賠償金あるいは
農業共済による給付金等により補充された金額を除く）がその
価格の2分の1以上

19
特別障害者手当等の
所得制限の一部解除等

損害を受けた月から翌年の7月
まで所得制限の一部解除

住宅、家財等の被害金額（災害保険金や損害賠償金等により
補充された金額を除く）が財産価格（固定資産課税台帳上の評
価額等）の2分の1以上

障害福祉課

20
一般廃棄物処理手数料の

減免
収集・運搬手数料の減免

地震に伴い一般家庭より発生した粗大ごみの収集・運搬を市に
依頼するとき
※品目により収集できないものもあります。
※テレビ等の家電リサイクル法対象品目は、リサイクル料金が
必要になります。

21
廃棄物処理施設使用料の

減免
使用料免除

地震に伴い一般家庭より発生した廃棄物（ブロック塀、瓦、土砂
等）を南畑不燃物埋立場に持ち込む場合

22
建築確認申請手数料等の

免除
手数料免除

（発生日から1年以内）
災害で住宅を滅失・破損した場合（り災証明が発行されるものは
全て対象）

建築指導課

児童家庭課

環境課

＊「NO,4災害見舞金」以外は「り災証明書」の写しが必要です。
＊詳細は、担当課へご確認願います。

社会福祉課

別府市の被災者支援制度

課税課

国民健康保険税及び
一部負担金の減免等

保険年金課

後期高齢者医療保険料
及び一部負担金の

減免等

下水道課
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資料3-③

NO 項 目 支援内容 要 件 担当課

1 各種証明書 手数料免除 市長が天災その他の特別の事由があると認めたとき 各課

2 市営住宅の一時入居 一時無償入居 火災等により住宅を失った場合 建築住宅課
(住宅管理ｾﾝﾀｰ)

3 住宅再建支援金の支給
基礎支給支援金
加算支給支援金

住宅の損壊した部分の床面積が延床面積の２割以上である場
合

4 災害見舞金 見舞金の支給 建物の1割以上が被災した場合

5 市県民税の減免
到来する納期以降の市県民税
を一定の基準で減免

災害等により受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の
３割以上

6 固定資産税の減免
到来する納期以降の税を一定
の基準で減免

被害面積が当該土地の面積の２割以上又は家屋においては当
該家屋の価値の２割以上

7
市税の徴収猶予
（納期限の延長等）

納期限の延長や分納 被災者との協議により納期延長や分納等に応じます。 収納課

8 保険税の減免
住宅や家財の損害の金額が、保険金等を引いて尚価格の3割
以上の時、区分に従い減免があります。※前年の所得が1000
万以下の場合に限ります。

9 一部負担金の減免
死亡、障害を負った場合、資産に重大な損害(家屋半壊以上)、
業務を廃止、又は失職し収入が著しく減少した時、収入が生活
保護基準費の1.1倍以下で全額、1.2倍以下で半額減免します。

10 保険税の減免 NO,8とほぼ同様

11 一部負担金の減免
NO,9とほぼ同様、生活保護基準費の1.3倍の場合、3ヶ月以内の
負担金を6ヶ月に猶予します。

12 国民年金保険料の免除 保険料の免除
被災に伴い、住宅、家財その他の財産について、概ね2分の1以
上の損害を受けた場合（り災証明の半壊以上）

13
介護保険料及び介護サー
ビス利用者負担の減免

介護保険料及び介護利用者負
担の減免

前年合計所得金額が1000万円以下で住宅及び家財等の損害
金額（保険金等により補填される額は除く）が住宅等の価格の3
割以上の場合、軽減又は免除の対象

高齢者福祉課

14 水道料金の減免 水道使用料
地震の影響により水道管破裂や温水器故障等で修繕した場
合、水道使用料を減免します。修繕費の補助はありません。

水道局営業課

15 下水道使用料の減免 使用料減免 地震の影響による下水道使用料の減免を行います。

16 受益者負担金の徴収猶予 徴収猶予 災害状況に応じて、徴収の猶予を行います。

17 保育料の減免
全焼・全壊…保育料の全額
半焼・半壊…保育料の1/2
（発生月から６ヶ月間）

常時居住する家屋等に著しく損害（半焼・半壊以上）を受けたと
き

18
児童扶養手当等の
所得制限の一部解除

損害を受けた月から翌年の7月
まで所得制限の一部解除

住宅、家財等の被害金額（火災保険金や損害賠償金あるいは
農業共済による給付金等により補充された金額を除く）がその
価格の2分の1以上

19
特別障害者手当等の
所得制限の一部解除等

損害を受けた月から翌年の7月
まで所得制限の一部解除

住宅、家財等の被害金額（災害保険金や損害賠償金等により
補充された金額を除く）が財産価格（固定資産課税台帳上の評
価額等）の2分の1以上

障害福祉課

20
一般廃棄物処理手数料の

減免
収集・運搬手数料の減免

地震に伴い一般家庭より発生した粗大ごみの収集・運搬を市に
依頼するとき
※品目により収集できないものもあります。
※テレビ等の家電リサイクル法対象品目は、リサイクル料金が
必要になります。

21
廃棄物処理施設使用料の

減免
使用料免除

地震に伴い一般家庭より発生した廃棄物（ブロック塀、瓦、土砂
等）を南畑不燃物埋立場に持ち込む場合

22
建築確認申請手数料等の

免除
手数料免除

（発生日から1年以内）
災害で住宅を滅失・破損した場合（り災証明が発行されるものは
全て対象）

建築指導課

児童家庭課

環境課

＊「NO,4災害見舞金」以外は「り災証明書」の写しが必要です。
＊詳細は、担当課へご確認願います。

社会福祉課

別府市の被災者支援制度

課税課

国民健康保険税及び
一部負担金の減免等

保険年金課

後期高齢者医療保険料
及び一部負担金の

減免等

下水道課
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資料 3-④ 罹災証明書の記載事項 

記載事項 
左の記載事項を設

けている市町村数 

記載事項が最多の市町村

の罹災証明書の記載事項 

記載事項が最少の市町村

の罹災証明書の記載事項 

世帯主（交付申請者）の

氏名 
30 ○ ○ 

世帯主の現住所（連絡

先） 
28 ○ ○ 

世帯主の年齢又は生年

月日 
11 ○  

罹災原因 27 ○  

罹災時期（災害発生年月

日や時刻） 
22 ○ ○ 

罹災場所（証明対象物件

の所在地） 
29 ○ ○ 

罹災の程度状況（全壊・

半壊・一部損壊などの

別） 

30 ○ ○ 

世帯員の氏名 12 ○  

世帯員の続柄 12 ○  

世帯員の生年月日又は

年齢 
11 ○  

世帯員の性別 4 ○  

罹災物件の種別（例：用

途や建物構造など） 
16 ○  

申請者と罹災物件との

関係（例：所有・管理・

占有など） 

8   

人的被害の内容 4   

同居家族の人数 5   

自治会長等の内容確認

欄 
3   

証明書の使用目的 7   

記載事項数 － 12 5 

（注）１ 当局の調査結果による。 

   ２ 市町村によっては、①職員が手作業によりデータ入力して発行することを想定した様式と、②罹災証明書交付

申請が多くなることが予想される大規模災害時にシステムを活用して発行することを想定した様式の 2 パターン

の様式を準備しているところや、ⅰ）大規模災害以外の災害用様式と、ⅱ）生活再建支援法が適用された災害用

の様式の 2 パターンの様式を準備しているところがあるが、本調査では大規模災害時おける罹災証明書交付状況

を調査対象としていることから、本表においては②及びⅱ）の様式の記載事項を計上している。 
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資料 3-④ 罹災証明書の記載事項 

記載事項 
左の記載事項を設

けている市町村数 

記載事項が最多の市町村

の罹災証明書の記載事項 

記載事項が最少の市町村

の罹災証明書の記載事項 

世帯主（交付申請者）の

氏名 
30 ○ ○ 

世帯主の現住所（連絡

先） 
28 ○ ○ 

世帯主の年齢又は生年

月日 
11 ○  

罹災原因 27 ○  

罹災時期（災害発生年月

日や時刻） 
22 ○ ○ 

罹災場所（証明対象物件

の所在地） 
29 ○ ○ 

罹災の程度状況（全壊・

半壊・一部損壊などの

別） 

30 ○ ○ 

世帯員の氏名 12 ○  

世帯員の続柄 12 ○  

世帯員の生年月日又は

年齢 
11 ○  

世帯員の性別 4 ○  

罹災物件の種別（例：用

途や建物構造など） 
16 ○  

申請者と罹災物件との

関係（例：所有・管理・

占有など） 

8   

人的被害の内容 4   

同居家族の人数 5   

自治会長等の内容確認

欄 
3   

証明書の使用目的 7   

記載事項数 － 12 5 

（注）１ 当局の調査結果による。 

   ２ 市町村によっては、①職員が手作業によりデータ入力して発行することを想定した様式と、②罹災証明書交付

申請が多くなることが予想される大規模災害時にシステムを活用して発行することを想定した様式の 2 パターン

の様式を準備しているところや、ⅰ）大規模災害以外の災害用様式と、ⅱ）生活再建支援法が適用された災害用

の様式の 2 パターンの様式を準備しているところがあるが、本調査では大規模災害時おける罹災証明書交付状況

を調査対象としていることから、本表においては②及びⅱ）の様式の記載事項を計上している。 
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資料 3-⑤ 被災市町村における罹災証明書交付会場の選定及び運営に関する主な意見 

市町村名 罹災証明書交付会場の選定及び運営に関する主な意見 

Ａ市町村 熊本地震に際しては、庁舎のロビーに特設窓口を開設して罹災証明書の交付

申請受付を行ったが、パソコン用の電源の確保に苦労したため、会場の確保に

当たっては、電源の確保についても考慮する必要がある。 

Ｋ市町村 熊本地震の発生前には本庁舎を交付会場とすることを想定していたが、同地

震で本庁舎が損壊して使用できなくなったため、管財部署の調整を踏まえて、

支所を代替の交付会場とすることとなった。 

選定済みの交付会場の耐震性に問題がある場合や、会場が津波などの浸水想

定区域内にある場合などには、会場が被災して使えなくなる可能性もあること

から、そうした事態を想定した代替の会場もあわせてあらかじめ選定しておく

ことが望ましい。 

Ｍ市町村 会場の設定に当たっては、可能な限り広いスペースを確保することが望まし

い。狭いスペースで長時間待たされると、申請者のストレスを増やすことにつ

ながりかねない。 

また、罹災証明書の交付会場と各種生活支援申請の受付会場は、同一フロア

に置いて、罹災証明書の交付を受けた被災者がすぐに隣のブースで生活支援相

談ができるようなワンストップ窓口を整備すれば、被災者の負担軽減や生活支

援漏れの防止にもなりうる。 

Ｆ市町村 会場を平常時からあらかじめ選定しておくことは、罹災証明書の交付等の迅

速化に寄与しうると考える。 

Ｊ市町村 会場を事前に定めておくことができればそれにこしたことはないが、実際に

は災害規模や被災地域等に応じて臨機応変に対応しなければならないため難し

い。 

Ｐ市町村 熊本地震の際に会場の電源の確保やレイアウトの設定に苦慮した。罹災証明

書の交付申請の受付に当たってパソコンは必須であり、会場を確保しても電源

がないと対応できないため、事前に会場を確保するとともに、当該会場での電

源の確保の可否の確認やレイアウト設定も行っておくことが望ましい。 

（注）当局の調査結果による。 

 


